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令和５年第２回大分県議会定例会会議録（第１号） 

 

令和５年７月５日（水曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第１号 

             令和５年７月５日 

              午前１０時開会 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 会期決定の件 

第３ 第５３号議案から第６９号議案まで 

   （議題、提出者の説明） 

第４ 第５７号議案 

   （議題、質疑、討論、採決） 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期決定の件 

日程第３ 第５３号議案から第６９号議案まで 

     （議題、提出者の説明） 

日程第４ 第５７号議案 

     （議題、質疑、討論、採決） 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４２名 

 議長 元吉 俊博 副議長 木付 親次 

    志村  学     御手洗吉生 

    桝田  貢     穴見 憲昭 

    岡野 涼子     中野 哲朗 

    宮成公一郎     首藤健二郎 

    清田 哲也     今吉 次郎 

    阿部 長夫     小川 克己 

    太田 正美     後藤慎太郎 

    森  誠一     大友 栄二 

    井上 明夫     三浦 正臣 

    古手川正治     嶋  幸一 

    麻生 栄作     阿部 英仁 

    御手洗朋宏     福崎 智幸 

    吉村 尚久     若山 雅敏 

    高橋  肇     木田  昇 

    二ノ宮健治     守永 信幸 

    原田 孝司     玉田 輝義 

    澤田 友広     吉村 哲彦 

    戸高 賢史     猿渡 久子 

    堤  栄三     末宗 秀雄 

    佐藤 之則     三浦 由紀 

欠席議員 １名 

    成迫 健児 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           佐藤樹一郎 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          吉田 一生 

 教育長          岡本天津男 

 公安委員長        板井 良助 

 人事委員長        石井 久子 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 労働委員会会長      深田 茂人 

 総務部長         若林  拓 

 企画振興部長       山田 雅文 

 企業局長         渡辺 文雄 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        種田 英明 

 福祉保健部長       工藤 哲史 

 生活環境部長       高橋  強 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       佐藤  章 

 土木建築部審議監     石掛 忠男 

 会計管理者兼会計管理局長 渡辺 栃彦 

 防災局長         岡本 文雄 

 観光局長         渡辺 修武 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開会 

元吉議長 皆さんおはようございます。 

 ただいまから令和５年第２回定例会を開会し

ます。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 日程に入るに先立ち、６月３０日か
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らの大雨で被災された方々に対し、心からお見

舞いを申し上げます。 

―――――→…←――――― 

 諸般の報告 

元吉議長 次に、諸般の報告をします。 

 まず、去る６月１９日、会議規則第１２４条

第２項ただし書の規定により、お手元に配布の

とおり、地方自治法第１００条第１２項に定め

る協議等の場として大分県災害・危機管理対策

連絡協議会を設置しました。 

 次に、監査委員から、地方自治法第２３５条

の２第３項の規定により、５月の例月出納検査

の結果について、文書をもって報告がありまし

た。 

 なお、調書等は朗読を省略します。 

 次に、知事から、地方自治法施行令第１４６

条第２項の規定により令和４年度大分県一般会

計予算繰越明許費繰越計算書についてなど、８

件の報告がありました。 

 なお、報告書は、いずれもお手元に配布の議

案書の末尾に添付しています。 

 以上、報告を終わります。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 本日の議事は、議事日程第１号によ

り行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

元吉議長 日程第１、会議録署名議員の指名を

行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規

定により、桝田貢君及び佐藤之則君を指名しま

す。 

―――――→…←――――― 

 日程第２ 会期決定の件 

元吉議長 日程第２、会期決定の件を議題とし

ます。 

 お諮りします。今期定例会の会期は、本日か

ら８月２日までの２９日間としたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、会期は２９日間と決定しました。 

―――――→…←――――― 

 日程第３ 第５３号議案から第６９号議案ま

で 

      （議題、提出者の説明） 

元吉議長 日程第３、第５３号議案から第６９

号議案までを一括議題とします。 

―――――→…←――――― 

第５３号議案 令和５年度大分県一般会計補正

予算（第１号） 

第５４号議案 令和５年度大分県用品調達特別

会計補正予算（第１号） 

第５５号議案 工事請負契約の締結について 

第５６号議案 職員の特殊勤務手当支給条例等

の一部改正について 

第５７号議案 副知事の選任について 

第５８号議案 大分県使用料及び手数料条例等

の一部改正について 

第５９号議案 大分県税条例の一部改正につい

て 

第６０号議案 大分県税特別措置条例の一部改

正について 

第６１号議案 ヘリコプターの取得について 

第６２号議案 物品の取得について 

第６３号議案 大分県立別府コンベンションセ

ンターの設置及び管理に関する

条例の一部改正について 

第６４号議案 令和５年度における農林水産関

係事業に要する経費の市町村負

担について 

第６５号議案 大分県立学校職員及び大分県市

町村立学校県費負担教職員定数

条例の一部改正について 

第６６号議案 車両の取得について 

第６７号議案 令和４年度大分県病院事業会計

利益及び資本剰余金の処分並び

に決算の認定について 

第６８号議案 令和４年度大分県電気事業会計

利益の処分及び決算の認定につ

いて 

第６９号議案 令和４年度大分県工業用水道事

業会計利益の処分及び決算の認

定について 
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―――――→…←――――― 

元吉議長 提出者の説明を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 おはようございます。冒頭、今般の

大雨による被害状況について御報告します。 

 県内では活発化した梅雨前線に伴う記録的な

大雨により、建物や道路等に被害が発生してい

ます。現在、１人の方が行方不明であり、警察

や消防などによる捜索活動が懸命に行われてい

ます。一日も早く見付かるように心から願って

います。 

 これまでの大雨により地盤が緩んでおり、少

ない雨量でも土砂災害が発生するおそれがあり

ます。県民の皆様におかれては、早めの避難な

ど、御自身や御家族の命を守るための行動を取

るようにお願いします。 

 知事就任以来、初めての定例県議会に臨むに

あたり、改めて県政を担う責任の重さに、大変

身の引き締まる思いです。 

 ただいま上程された諸議案の説明に先立ち、

県政執行に臨む所信の一端を申し上げ、皆様の

御理解と御協力をお願いしたく存じます。 

 ３年余りにわたり猛威を振るった新型コロナ

ウイルス感染症は、私たちの行動を変え、社会

経済活動に大きな影響を及ぼしました。感染症

法上の位置付けは５類へと変更されましたが、

移行後も新規感染者数は緩やかな増加傾向が続

いています。過去の状況等を踏まえると、今後、

一定の感染拡大が生じる可能性があります。こ

のため、県民の皆様には、手洗いや換気、マス

クの効果的な場面での着用など、基本的な感染

対策を徹底していただくよう、改めてお願いし

ます。県としても引き続き、相談・医療提供体

制の確保などについて万全を期していきます。 

 次なる感染拡大への備えを固める一方、長引

くエネルギーや食料品などの価格高騰に大きな

打撃を受けている生活者、事業者への支援を急

がなければなりません。これまで累次にわたり

措置してきた対策の着実な執行とあわせて、切

れ目なく次の一手を投じていきます。 

 こうした当面する課題にしっかりと対応しつ

つ、私たちのふるさと大分県を皆様と共に、力

強い推進力で新たなステージへと発展させてい

く所存です。 

 まず、県政に臨むにあたっては、次の三つを

基本姿勢とします。 

 第１は、対話です。選挙期間中、県内をくま

なく回り、県民の皆さんの声に耳を傾けてきま

した。一人一人の声が政策の原点であり、改め

てその大切さを実感したところです。早速、先

月から県政ふれあい対話をスタートさせ、御意

見や御提言をいただきました。今後もできる限

り現場に足を運び、対話を重ねながら、県政に

反映していきたいと考えています。 

 第２は、継承・発展です。これまで本県が進

めてきた県民中心の県政を継続、継承しつつ、

時代の要請や潮流の変化にしっかりと対応し、

大きく発展させていかなければなりません。従

来からの取組を加速させながら、新しい大分県

づくりに的確かつ果敢に取り組みます。 

 第３は、連携です。１８市町村や国はもとよ

り、経済・労働界、ＮＰＯ等ともしっかり連携

していきます。そして何より、県民と連携する

ことで、県政推進の原動力としていきます。 

 こうした基本姿勢を徹底した上で、私は、安

心元気・未来創造を県政執行の方針とします。

誰もが安心して住み続けたい大分県、知恵と努

力が報われる大分県、誰もが訪れたい大分県づ

くりに全力を尽くします。また、多様性を受け

入れ、支援を必要とする方々に寄り添う行政を

推進し、子どもや高齢者、障がい者など、誰も

が安心して暮らせる大分県をつくり上げていき

ます。 

 補正予算の編成にあたっては、以上申した基

本姿勢と方針に基づき臨んだところですが、財

政の健全性にも意を用いました。今後を展望す

ると、社会保障関係費や公債費などの義務的経

費が増加する見込みであり、必要な事業に対す

る投資と財政健全性の確保をどのように両立し

ていくかが肝要です。安定的な財政運営が行え

るよう、行財政改革の取組を徹底し、確固たる

財政基盤の構築に努めていきます。 

 以上のような考えで編成した令和５年度一般

会計補正予算案は４７２億５，９００万円で、
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これに当初予算を加えた総額は７，２４６億１，

１００万円となり、前年度当初予算と比較する

と０．９％の増となります。 

 以下、予算案について、新規重点事業を中心

に概要を説明します。 

 冒頭でも触れましたが、長期化する物価高は

県民生活や事業活動に多大な影響を与えており、

社会経済活動を活性化するためにも、きめ細か

な対策を講じていかなければなりません。 

 まず、価格高騰への対応です。社会福祉施設

や医療機関といった公的価格として利用料金等

が定められている施設などを対象に、電気代や

食材費等の高騰分の一部を助成します。また、

国の支援の対象外とされているＬＰガスの利用

者や特別高圧で受電する中小企業を支援するた

め、県独自の補助制度を設けます。 

 物価高に対応できる足腰の強い基盤づくりに

も取り組みます。中小企業等が行う太陽光発電

や蓄電池の設置などを支援し、自家消費型エコ

エネルギーへの転換を促します。その際、積極

的な賃金引上げを行う事業者に対する賃上枠を

設け、補助率等を引き上げることで、エネルギ

ー転換によるコスト削減と賃上げの好循環を生

み出したいと考えています。農業分野では、飼

料価格の高騰が畜産農家の経営を直撃していま

す。そのため、配合飼料価格安定制度に係る生

産者積立金の一部を助成するとともに、耕畜連

携による廉価な飼料用米の活用促進に向けた体

制づくりや施設等の整備を支援し、飼料構造の

転換を進めていきます。 

 また、県内消費の下支えによる地域経済の活

性化を図るため、県全体としては４度目となる

プレミアム商品券を発行します。市町村による

上乗せ分を含め、プレミアム率は３０％、発行

額は１３０億円程度を予定しています。 

 こうした対策を通じ、県経済をできるだけ早

く民需主導の自立的な成長路線へと戻していき

ます。 

 人口減少は想定よりも早く進んでおり、安心

元気の大分県づくりに向けて、人口減少・少子

高齢化対策を加速させていかなければなりませ

ん。 

 人口減少の最大の要因である出生数を反転増

させるには、若い世代が希望どおり結婚し、希

望する誰もが子どもを持ち、安心して子育てが

できる環境を整えていくことが重要です。 

 まず、子どもや子育て世帯を社会全体で応援

するといった意識改革を進めていきます。中で

も、子育て中の父親が積極的に育児を行うため

には、職場の理解が欠かせません。そこで、上

司との意見交換の場を設け、互いの考えを理解

し合うことにより、気兼ねなく子育てできる職

場環境づくりを進めます。また、共働き世帯が

増加する中、地域における子育て支援人材の育

成が課題となっています。子育て応援活動に興

味のある方に対し、参加へのきっかけとなる講

座等を開催し、地域の子育て支援団体とのつな

がりをつくっていきます。 

 出産や子育てに困りを抱えている方をきめ細

かく支援していくことも大事です。近隣に産婦

人科医療機関がない地域でも、安心して子ども

を産むことができるよう、健診・出産の際の交

通費や宿泊費を補助する制度を創設します。小

児慢性特定疾病を持つお子さんも遠方の医療機

関に通いながら治療を受けることが多く、入院

する場合には家族の付添いが必要となることか

ら、その宿泊費を助成し、負担軽減を図ります。 

 自然増に向けては、高齢者の長寿・健康寿命

の延伸にもしっかりと取り組む必要があります。 

 全国に先駆けて取り組んできた地域包括ケア

システムの深化や、９年連続で日本一に輝いて

いる通いの場への参加率のさらなる向上などに

より、高齢者がいつまでも元気に活躍できる地

域づくりを進めます。 

 そうした中、これから力を入れていかなけれ

ばならないのが、ＩＣＴを活用した介護予防の

推進です。個人の年齢や健康状態などに応じた

最適なトレーニングを可能にするシステムの構

築に向け、モデル事業所において実証を行い、

その予防効果などについて検証を進め、来年度

中の実用化を目指します。 

 こうした自然増対策と両輪をなす社会増対策

の要は、移住・定住の促進です。昨年度の移住

者数は、６年連続で１千人超えとなる１，５０
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８人と、過去最多を更新したところです。引き

続き、これに甘んじることなく、世の中の変容

や移住希望者のニーズを捉えた対策を講じてい

きます。 

 これまで、移住の最大の壁は仕事だと考えら

れていましたが、テレワークの普及などにより、

転職なき移住を選択する方が増えています。本

県においても、地域課題の解決を目指す企業と

連携し、本社等に所属しながら大分に移住する

といった遠隔勤務を推進しています。今年度は、

こうした動きを加速させるため、都市圏等の企

業を対象とする地域課題解決型のモニターツア

ーを実施し、実際に遠隔勤務やフィールドワー

クなどを体験する機会を提供していきます。 

 移住を希望する若者に寄り添った転職支援に

も力を入れる必要があります。県外在住の本県

出身者からは、自分に合った企業を探し出すこ

とができなかったなどの声が、特に女性から多

く聞かれたところです。そのため、若者のキャ

リア相談をはじめ、就職先の紹介やあっせんを

伴走型でサポートし、移住に向けた転職を支援

していきます。 

 障がい者が働くことを通じて社会参加できる

共生社会の実現に向けた動きが加速しています。 

 来年４月から、長時間の勤務が困難な精神障

がい者等の雇用機会を拡大するため、新たに週

１０時間以上２０時間未満の短時間労働者が障

がい者雇用率に算定されるようになります。ま

た、事業主に対する法定雇用率の段階的な引上

げも始まります。そこで、今回の法改正を雇用

の裾野が広がる好機と捉え、就労希望が多いＩ

Ｔ分野に新規参入、又は規模拡大する就労継続

支援Ａ型事業所に対し、生活指導員の配置など

に係る経費を助成します。また、合同企業説明

会を県主催で実施し、コロナ禍で減少した企業

とのマッチング機会の回復を図ります。 

 生産年齢人口の減少に伴い、外国人材への期

待が高まっています。先月には、在留期間の更

新制限がなく、家族の帯同も可能な特定技能２

号の対象分野の拡大が閣議決定されたところで

あり、長きにわたり活躍してもらう環境を整え

ていく必要があります。そのため、事業所にお

ける就業環境整備や監理団体が実施する日本語

教育、母国語での安全講習等を支援し、外国人

材に選ばれる大分県づくりを進めていきます。 

 高齢化の進行等により、在宅医療へのニーズ

が高まる中、訪問看護ステーションの役割はま

すます大きくなってきていますが、人材不足や

地域偏在といった課題を抱えています。そこで、

就職ガイダンスやインターンシップ等の取組を

進め、訪問看護人材の確保を図ります。また、

既存のステーションが体制を強化し、地域の核

となる機能強化型への移行を目指す取組を後押

しするため、対応力向上のための研修を充実す

るとともに、伴走型で支援するアドバイザーを

派遣します。 

 近年のたび重なる豪雨災害等を踏まえ、抜本

的かつ総合的な治水対策を急ぎ進めていきます。 

 また、最近多発している地震も心配であり、

緊迫度が高まる南海トラフ地震等に備え、県経

済の要となる大分臨海部コンビナートを守るた

めの護岸強化等にも全力を挙げています。国の

防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化

対策などを積極的に活用しながら、県土のさら

なる強靱化を推進します。 

 ソフト対策では、課題である市町村の避難所

運営における人手不足の解消に向け、産学官連

携によるＩＣＴ技術等を取り入れた訓練や研修

を実施し、避難所運営の効率化を図ります。 

 農林水産業は、県下全域にわたる基幹産業で

あり、地域の活性化にも重要な役割を担ってい

ます。 

 まず農業ですが、頑張る生産者がもうかる農

業の実現に向けて、現在、マーケットニーズが

高く、短期間での産地拡大が期待できる園芸４

品目、ねぎ、ピーマン、高糖度かんしょ、ベリ

ーツを集中的に支援しています。順調に生産面

積を拡大してきていますが、一方で、果樹を中

心に大規模農地への需要が拡大しており、その

確保が課題となってきました。そこで、まとま

った農地を提供する地権者や現耕作者に対し交

付金を給付し、円滑な農地の集積を進めます。

担い手の高齢化や米価下落の厳しい状況下、持

続可能な中山間地農業の確立も急ぐ必要があり
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ます。そのため、集落営農法人等の収益構造の

改革に向け、園芸品目の導入を支援するほか、

大規模経営体との連携や統合を推進するため、

生産性向上に資する機械の導入などを支援しま

す。 

 農業のもう一つの柱、畜産では、令和９年に

北海道で開催される全国和牛能力共進会におい

て日本一奪還を達成し、市場評価を高めること

による所得向上を目指しています。そのために

は、課題である歩留まり等の改善に向け、ゲノ

ム解析による優秀な繁殖雌牛の判別を進め、優

良な受精卵を確保・提供していくことが必要で

す。そこで、老朽化が進む畜産研究部の機能強

化に向けた設計に着手し、畜産技術・研究の高

度化を図ります。 

 林業では、木材価格が底堅く推移する中、目

標とする素材生産量年間１６０万立米をほぼ達

成できるところまで来ています。一方、３０年

後に目を向けると、高齢級森林の増加と伐採適

期森林の減少が見込まれています。そこでまず、

高齢級大径木の伐採・活用を促進するため、ア

ドバイザーによる販路開拓や大径材製品の大消

費地へのサンプル出荷などにより、需要の創出

を図ります。あわせて、従来の品種より成長が

早く、おおむね３０年程度で主伐可能な早生樹

の優位性を県内各地で実証し、植栽を進めるこ

とで、持続可能な林業・木材産業を構築してい

きます。 

 水産業では、漁業産出額の約半分を占めるブ

リ類養殖業のさらなる振興を後押しします。生

産基盤である養殖漁場の環境悪化が懸念されて

おり、改善に向けた調査等を実施するとともに、

来年春に完成予定の新たな加工場の稼働に必要

な資機材等の導入を支援し、県内加工量の倍増

を目指します。漁船漁業に関しては、来年秋に

開催される全国豊かな海づくり大会を契機とし

た、新たな挑戦を応援します。既存の枠組みを

越えて広域で取り組む、市場ニーズを踏まえた

放流魚種の選定や放流適地の環境整備を進め、

水産資源の効率的な増殖モデルを構築していき

ます。 

 県内の景気は、投資などを中心に持ち直して

おり、雇用者の所得にも改善の動きが見られま

す。この流れをしっかりと後押しし、力強い賃

金引上げにつなげていかなければなりません。 

 まず、中小企業等の設備投資や経営の安定を

支える県制度資金では、エネルギー・原材料価

格の高騰やウクライナ情勢の影響等も踏まえ、

コロナ前の水準を上回る８００億円の新規融資

枠を確保します。 

 経営環境が目まぐるしく変化する中、県内企

業の大宗を占める中小企業・小規模事業者に対

し、経営指導を行う商工会議所、商工会の体制

強化を急ぐ必要があります。商工会議所では、

経営革新計画の策定やデジタル化による生産性

向上など、高度な知識が求められる指導案件が

増えています。そのため、こうした案件に地元

の会議所と共同で対応する専門指導センターを

設置し、事業者の新分野への挑戦等を支援しま

す。また、商工会の各支所の多くは、経営指導

員１人のみで運営されており、人材育成などの

面から、人的資源の最適化を図る必要に迫られ

ています。そこで、支所職員の集中化による経

営指導力の向上・高度化に取り組む商工会を支

援していきます。 

 次代を担うスタートアップの創出・育成にも

力を入れます。昨年度の創業件数は過去最高の

６４３件に上るなど順調な一方、課題も見えて

きました。まず、起業を目指す段階では不足し

ている経験や人脈などについて、成長した県内

先輩起業家から学ぶ機会を設けることで、新た

な起業家を生み育てる好循環を創出します。ま

た、起業後も、事業活動や人材確保等に課題を

抱えているため、スタートアップを紹介する展

示会を通じた県内事業者との連携や、人材、特

に副業人材の確保に向けたマッチングを支援し

ます。さらに、県制度資金のメニューとして、

経営者保証を不要とする創業支援資金を創設し、

県内の創業・スタートアップを活性化していき

ます。 

 今年５月の延べ宿泊客数は、５類移行という

追い風もあり、コロナ前の水準の約９割にまで

戻ってきています。観光産業は裾野の広い産業

であり、早期回復が待たれる中、うれしいニュ
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ースが飛び込んできました。約４年ぶりの国際

線就航となる、チェジュ航空による大分－ソウ

ル線の復活は、今後拡大が見込まれるインバウ

ンド需要の取り込みにつながるものと大いに期

待しています。 

 そして、来年４月からは福岡・大分デスティ

ネーションキャンペーンが開催されます。５月

に開催された全国宣伝販売促進会議では、全国

から４７７人の関係者が参加する中、商談会や

エクスカーション等を実施しました。成功に向

けてはやはり、県内周遊を促すルートづくりが

必要だと実感したところです。そこで、芸術文

化を組み合わせた地域周遊コースの設定や、地

域資源を活用した体験型商品の造成等を進めて

いきます。こうした準備に加え、本番では本県

を訪れた方の消費喚起を促すための仕組みづく

りも重要です。飲食店や土産物店、観光施設等

で利用可能な電子クーポンを発行するほか、本

県の誇る豊かな食の味力によるおもてなしも充

実していきます。 

 さらに先を見据えると、令和７年には大阪・

関西万博が控えており、宿泊事業者の基盤強化

が急がれます。そのため、誰もが安心して旅行

を楽しむことができるユニバーサルツーリズム

の推進や、顕在化している人手不足の解消に向

けた業務省力化機器の導入等を支援します。そ

の際、観光産業の賃金引上げを促すため、補助

上限額を引き上げる賃上枠を設定するほか、イ

ンターンシップの積極的な活用を促すセミナー

を開催し、人材確保につなげていきます。 

 豊かな心を育み、人々に感動をもたらす芸術

文化やスポーツは、地域に元気を与える力を持

っています。 

 そこで、芸術文化活動を産業や観光の振興に

もいかしていくため、まず、双方をつなぐ人材

を育成します。あわせて、アーティストによる

宿泊施設・飲食店等の装飾や店舗での作品展示

など、お互いが連携して地域の活性化に取り組

む企画やイベントを支援します。 

 スポーツでは、４年前のラグビーワールドカ

ップの興奮が忘れられません。今年秋に開催さ

れるフランス大会に際しては、大分駅前広場で

日本代表応援イベントを開催するなど、再びあ

の感動を呼び起こすことで、地域の活力創出や

ラグビー人口の拡大につなげていきたいと考え

ています。開催までいよいよあと３か月に迫っ

たツール・ド・九州２０２３も、こうした効果

が期待できる楽しみなイベントであり、しっか

りと準備を進めていきます。 

 女性が輝き、存分に活躍し、社会に元気を与

える大分県づくりを進めていくことも重要です。

これまで２７７社に実施していただいた女性活

躍推進宣言の取組をさらに一歩進め、管理職に

占める女性の割合や資格取得支援などに対する

取組等を基準とした、新たな県独自の認証制度

を創設します。 

 女性にできる仕事が限られるというイメージ

があり、就業割合が低い建設産業への対策も強

化します。まず、トップセミナーを県内全域に

拡大し、身近な地域で活躍する女性のモデル事

例を紹介することで、経営者の意識改革を進め

ます。また、女子高校生など若い世代に、建設

業の多岐にわたる業務内容を理解し、具体的な

就職イメージを持ってもらえるよう、イベント

の開催による情報発信などにも力を入れていき

ます。 

 未来創造の大分県づくりでは、将来をしっか

りと見据え、未来を切り開く取組を進めていく

ことが大事です。 

 将来の世代も安心して暮らせる持続可能な社

会をつくるためには、カーボンニュートラルの

課題を解決していかなければなりません。中で

も、九州唯一の製油所や九州最大のＬＮＧ火力

発電所をはじめ、多様な製造業等が立地する大

分コンビナートの脱炭素化は大きな課題です。

このため、水素等の供給やカーボンリサイクル

の拠点化に向けた取組を進めるほか、地熱や太

陽光発電等の再生可能エネルギーを豊富に有す

る強みをいかしたグリーン水素の製造に力を入

れるなどしながら、大分県版水素サプライチェ

ーンの構築を急いでいます。 

 水素の需要創出も同時に進めていきます。燃

料電池自動車は、電気自動車に比べ短時間での

充填が可能であり、トラックやバスへの導入が
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期待されていることから、燃料電池トラックに

よる食品等の配送実証を行います。また、来月

運行を開始するＢＲＴひこぼしラインでは、燃

料電池バスの実証運転が予定されています。そ

の際、県内で製造されたグリーン水素を燃料と

して供給し、県産グリーン水素の実用化に向け

た機運を高めていきます。さらに、乗用車など

一般販売車両等への利用拡大に向けて、車両購

入や水素ステーション設置に対する助成制度を

創設します。 

 官民一体となった地域の脱炭素化に向けた取

組も大事です。そのため、一般家庭や事業者に

対し、高効率給湯設備の導入費を助成し省エネ

を推進するとともに、県有施設への太陽光発電

設備の導入などによる再生可能エネルギーの利

活用を進めます。 

 こうした取組とあわせて、海洋汚染の原因の

一つともなっているプラスチックごみの削減に

向けた取組を加速していく必要があります。そ

こで、脱炭素や脱プラスチックに取り組む事業

者を認証する制度を創設し、その取組を支援す

るとともに、広く発信することで横展開を図り

ます。 

 デジタル社会の進展は、新しい価値を次々と

生み出しており、本県の未来づくりにあたって

は、この動きをしっかりと捉え、あらゆる分野

でＤＸと先端技術に挑戦していかなければなり

ません。 

 公共交通分野では、大分空港を起点としたＭ

ａａＳの取組を加速させます。バスロケーショ

ンシステムとの連携や交通事業者が発行する一

日乗車券などのデジタル化を進めるほか、ホー

バークラフトの予約機能等も付与し、県内利用

エリアの拡大・利便性向上を図っていきます。 

 空の移動革命を目指す取組にも目を向けてお

く必要があります。次世代空モビリティは、近

い将来、人や物の新しい移動手段になる可能性

を秘めており、特に、空飛ぶクルマは、大阪・

関西万博に向けて、国内外で機体開発や実証実

験が進められています。そこで、今後の実用化

に向け、用途やルートの検討をはじめ、インフ

ラ面等の課題を整理していきます。また、国内

関連企業による飛行実証の誘致にも取り組みた

いと考えています。 

 経済活動の基盤を拡大し、新たな雇用の場を

創出する企業誘致も重要です。ＤＸなどがもた

らしている産業構造の転換に加え、サプライチ

ェーンの国内回帰等もあり、半導体産業をはじ

めとした製造業による投資が活発化しています。

九州内でも人材の奪い合いが始まっており、競

争を勝ち抜いていくためには、誘致のためのイ

ンセンティブを高めておく必要があります。そ

のため、地域要件や新規雇用人数に関する要件

を緩和する方向で見直し、柔軟に対応していき

ます。 

 広域交通ネットワークは、まちの魅力を高め、

人と物の流れを活性化する重要な役割を担って

います。 

 本県の縦軸である東九州自動車道は、九州の

循環型高速交通ネットワークを形成し、経済を

支えていますが、いまだ暫定２車線区間が多く

残されており、４車線化の早期完成に向けて、

引き続き国等に強く要望していきます。また、

災害時におけるリダンダンシーの確保や観光に

も資する横軸の整備も重要です。中津日田道路

では、三光本耶馬渓道路のうち、田口－青の洞

門・羅漢寺間が今年度中に開通予定であり、残

る区間の事業進捗を急ぎます。また、九州の東

西を直結する中九州横断道路では、昨年度から

竹田阿蘇道路の工事に着手したほか、大分－犬

飼間についても、計画段階評価をはじめとした

手続の加速及び早期事業化を働きかけていきま

す。 

 新幹線の整備をめぐり、動きが出てきました。

全国で整備計画路線の整備が進む中、今回の骨

太の方針では、久々に基本計画路線に関する記

載があり、今後の方向性について調査検討を行

うと示されたところです。いよいよ東九州新幹

線の整備計画路線への格上げを強く働きかけて

いくタイミングが到来したと考えています。ま

た、豊予海峡を通じてつながる四国においても、

ルート案について、地元の意向が一致し、整備

計画路線への格上げに向けて動き出そうとして

います。そこで、この機を逃さず、東九州新幹
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線及び大阪市から大分市までを区間として定め

られている四国新幹線の整備計画路線への格上

げに向けた機運を盛り上げていくため、関係す

る自治体等と連携したシンポジウムを開催しま

す。 

 なお、豊予海峡ルートに関しては、先日、庁

内にプロジェクトチームを立ち上げたところで

あり、今後、丁寧に研究を進めていきます。 

 最後は、これからつくり上げていく未来にお

ける主役、子どもたちへの教育です。 

 生涯にわたる力と意欲を高める教育県大分の

創造を基本理念とした取組により、小中学校の

学力・体力は、今や九州トップレベルを維持し

ています。そうした中、中学生の英語力が、文

部科学省の実施する英語教育実施状況調査にお

いて全国平均を下回るなどの状況であることか

ら、急ぎ対策を講じます。まず、県内全ての中

学１年生を対象に民間テストを実施し、結果か

ら判明した課題を分析するとともに、それぞれ

の課題に対応した指導案を作成します。その後、

教員への研修を通じた指導力向上を図り、中学

校ごとに改善した授業を実践することにより、

生徒の英語力を高める好循環をつくり上げてい

きます。 

 高校教育では、これからは県内のどこに住ん

でいても、同じように充実した教育を受けるこ

とができる体制を構築していく必要があります。

そのため、英語と数学について、地域の普通科

高校に通いながら、より高いレベルの思考力や

判断力、表現力を身に付けたいと希望する生徒

に対し、特別講座を実施します。その際、指導

教諭と地域の若手教員がペアとなり、教員養成

力に優れた大学とも連携しながら、教材の開発、

授業の研究・準備を行うことで、教員の指導力

向上にもつなげます。さらに、この取組を全高

校で展開できるよう、講座実施状況の動画を作

成し、各高校の実情に即した内容に組み替えて

授業を実施していきます。 

 当面、対策を急ぐものについては、今回の補

正予算案に盛り込んだところです。今後は、県

民の皆さんの御意見を幅広くお聞かせいただき

ながら、安心元気・未来創造の大分県づくりを

目指すための長期的な指針をお示しするため、

新長期総合計画の策定に着手します。 

 以上が予算の概要ですが、歳入予算の主な内

訳は、国庫支出金１７４億７，１００余万円、

県債１５２億４００万円、財政調整用基金取崩

し２５億円です。 

 財政調整用基金の取崩し額は、当初予算と合

わせて７５億円となり、基金残高は今年度末で

２６１億円の見込みですが、執行段階での工夫

や節約などを徹底し、行財政改革推進計画の目

標とする３３０億円を確保できるよう、財政運

営に努めていきます。 

 また、県債残高については、県税収入の増加

に伴い、地方交付税の振り替わりである臨時財

政対策債が大幅に減少することにより、総額は

大きく減少しています。一方、臨時財政対策債

等を除く実質的な県債残高については、県土強

靱化などの取組も重要であり、前年度より３９

億円増加する見込みですが、目標の６，５００

億円以下は大きく下回っており、引き続き適正

管理に努めていきます。 

 このほか、予算関係では、特別会計の補正予

算議案１件を提出します。 

 次に、予算外議案について、主なものを説明

します。 

 第５７号議案副知事の選任については、尾野

賢治氏の任期が７月５日で満了するため、同氏

を再任することについて、あらかじめ議会の同

意をお願いするものです。 

 尾野副知事は、これまで県政運営の重要課題

に対して手腕を発揮してこられ、４月からも私

を補佐し、十分その成果を挙げていただいてお

り、引き続き副知事をお願いしたいと考えてい

ます。 

 第６１号議案ヘリコプターの取得については、

大規模災害等への対応能力を強化するため、防

災ヘリコプターとよかぜの機体更新を行うもの

です。 

 以上をもって提出した諸議案の説明を終わり

ます。 

 何とぞ慎重御審議の上、御賛同いただくよう

お願いします。 
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元吉議長 以上をもって提出者の説明は終わり

ました。 

―――――→…←――――― 

 日程第４ 第５７号議案 

      （議題、質疑、討論、採決） 

元吉議長 日程第４、第５７号議案を議題とし、

これより質疑に入ります。 

 別に質疑もないようですので、質疑を終結し

ます。 

 お諮りします。本案については、委員会付託

を省略したいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略します。 

 これより討論に入りますが、ただいまのとこ

ろ通告がありませんので、討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結し、これより採決に

入ります。 

 第５７号議案について採決します。 

 本案は、これに同意することに御異議ありま

せんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、本案はこれに同意することに決定し

ました。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 以上で本日の議事日程は終わりまし

た。 

 お諮りします。明６日、７日及び１０日から

１２日までは、議案調査のため休会としたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、明６日、７日及び１０日から１２日

までは休会と決定しました。 

 なお、８日、９日は県の休日のため休憩とし

ます。 

 次会は、１３日定刻より開きます。日程は、

決定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 本日はこれをもって散会します。 

午前１０時４１分 散会 

――――――――――――――――――――― 

 〔散会後の発言であるが、参考のため掲載す

 る〕 

元吉議長 この際、さきほど議員皆様から選任

の同意をいただいた尾野副知事が議場におられ

るので、一言御挨拶をお願いします。 

尾野副知事 さきほど皆様より選任の同意をい

ただいた尾野賢治です。改めて重責の身の引き

締まる思いです。もとより微力ですが、佐藤知

事の下、新しい大分県づくりのため、なお一層

奮励努力してまいる所存です。元吉県議会議長

はじめ、議員各位におかれては、引き続き御指

導、御鞭撻を賜りたく存じます。どうぞよろし

くお願いします。（拍手） 

元吉議長 以上をもって終了します。御苦労様

でした。 
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令和５年第２回大分県議会定例会会議録（第２号） 

 

令和５年７月１３日（木曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第２号 

            令和５年７月１３日 

              午前１０時開議 

第１ 代表質問 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 代表質問 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４１名 

 議長 元吉 俊博 副議長 木付 親次 

    志村  学     御手洗吉生 

    桝田  貢     穴見 憲昭 

    岡野 涼子     中野 哲朗 

    宮成公一郎     首藤健二郎 

    清田 哲也     今吉 次郎 

    小川 克己     太田 正美 

    後藤慎太郎     森  誠一 

    大友 栄二     井上 明夫 

    三浦 正臣     古手川正治 

    嶋  幸一     麻生 栄作 

    阿部 英仁     御手洗朋宏 

    福崎 智幸     吉村 尚久 

    若山 雅敏     成迫 健児 

    木田  昇     二ノ宮健治 

    守永 信幸     原田 孝司 

    玉田 輝義     澤田 友広 

    吉村 哲彦     戸高 賢史 

    猿渡 久子     堤  栄三 

    末宗 秀雄     佐藤 之則 

    三浦 由紀 

欠席議員 ２名 

    阿部 長夫     高橋  肇 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           佐藤樹一郎 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          吉田 一生 

 教育長          岡本天津男 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 総務部長         若林  拓 

 企画振興部審議監     上城  哲 

 企業局長         渡辺 文雄 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        種田 英明 

 福祉保健部長       工藤 哲史 

 生活環境部長       高橋  強 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       佐藤  章 

 土木建築部長       三村  一 

 会計管理者兼会計管理局長 渡辺 栃彦 

 防災局長         岡本 文雄 

 観光局長         渡辺 修武 

 人事委員会事務局長    塩月 裕士 

 労働委員会事務局長    幸  清二 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

元吉議長 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 日程に入るに先立ち、６月３０日か

ら断続的に続く大雨により被災された方々に対

し、お見舞いを申し上げるとともに、救助や復

旧に御尽力されている皆様に深く敬意を表する

次第です。 

 また、由布市で犠牲となられた方に対して、

心よりお悔やみ申し上げます。 

 ここで、犠牲となられた方に対し、深く哀悼

の意を表するため、黙祷をささげたいと思いま

す。 

 皆様、御起立をお願いします。黙祷。 

  〔黙祷〕 

元吉議長 黙祷を終わります。 

 御着席をお願いします。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 それでは、本日の議事は議事日程第



第２回 大分県議会定例会会議録 第２号 

- 12 - 

２号により行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 代表質問 

元吉議長 日程第１、これより代表質問に入り

ます。 

 発言の通告がありますので、これを許します。

大友栄二君。 

  〔大友議員登壇〕（拍手） 

大友議員 １６番、自由民主党の大友栄二です。

佐藤知事が就任され初めての定例会において、

自由民主党を代表して質問させていただくこと

を大変光栄に思っています。 

 質問の機会を与えていただいた先輩、同僚議

員の皆様方に感謝を申し上げます。 

 冒頭、今般６月３０日からの大雨により、私

の地元中津市をはじめ、日田市や由布市など、

広範囲において土砂災害等が発生しました。捜

索や救助に携わられた方々の御尽力にお礼を申

し上げ、依然として行方不明となっている方の

早期発見を強く願っています。また、亡くなら

れた方の御冥福をお祈りするとともに、被災さ

れた皆様方に心よりお見舞いを申します。 

 それでは、質問に入ります。 

 県政運営についてです。 

 ５期２０年続いた広瀬県政は、行財政改革や

企業誘致などで功績を残しました。一方で、変

化の激しい時代にあって、かつ少子高齢化・人

口減少は想定を上回るペースで進んでいます。

こうした厳しい状況下でも、より豊かな生活を

県民に提供できるよう、人と仕事の好循環で地

域を活性化する大分県版地方創生には、これか

らもより一層力を入れていかなければなりませ

ん。 

 ウィズコロナの下、生活・行動様式は新たな

段階へと移行し、県民の間にも前向きな姿勢が

見えてきた感があります。本県を取り巻く環境

は、これからも様々に移り変わっていくものと

思いますが、県民一丸となって力を合わせ、明

るい未来を切り開いていかなければいけません。 

 県民の大きな期待を受けて初当選された知事

は、選挙にあたっての基本政策として安心元気

・未来創造を掲げ、また、これまでの県政を継

続させ、さらに発展させると公約されています。

今日の見通しの利かない環境の中で、将来の生

活に不安を抱いている多くの県民は、誰もが安

心して住み続けたい、そして知恵と努力が報わ

れ、子ども、女性、高齢者、障がい者が安心し

て暮らせる大分県をかなえていただけるよう新

知事に大きな期待を抱いています。我が党も政

権与党として、また県議会の最大会派として、

佐藤県政を最大限支えていきます。 

 知事は県と１８市町村が密に連携することで

県民サービスをさらに向上させるとともに、県

民との対話により県政を推進すると公約されて

います。ぜひ大所、高所からの判断と県民の目

線に立つ感覚で、そして力強い推進力で新たな

ステージへと導いてほしいと思っています。 

 そこで最初に、知事の基本姿勢として、どの

ような方針で県政を進めようとしているのか、

所見を伺います。 

 次に、今後の財政運営について伺います。 

 新型コロナの５類への移行に伴い、社会経済

活動は本格的に活性化してきています。海外か

らの旅行客は急速に戻っており、２０２３年の

インバウンド需要は、今夏には早くもコロナ禍

前の２０１９年同月を超える水準まで復活し、

年間を通しても２０１９年の約４．８兆円に対

し、２０２３年は約５．９兆円になるという民

間シンクタンクの推計も出ています。本県の観

光統計を見ても、５月の延べ宿泊数はコロナ禍

前の２０１９年の約９割まで回復しており、確

かに明るい兆しを感じ取ることができます。足

下の県内の経済情勢においては、日銀大分支店

公表の景気動向によれば、８か月連続で持ち直

しているとの判断がなされています。 

 他方、ウクライナ情勢の長期化等に伴う原油

価格、物価の高騰による影響は、いまだ県民の

暮らしに影を落としています。原材料価格に加

え人件費の高騰にも苦労する中小・小規模事業

者では、コロナ対応のいわゆるゼロゼロ融資の

元本返済の本格化もあいまって、その経営継続

に不安を抱く経営者も多いと伺っています。 

 今重要なのは、こうした障壁を乗り越え経済

の腰折れを防ぐとともに、ウィズコロナ時代に
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向けた構造改革といった世界の潮流を捉え、コ

ロナ禍からの社会経済活動の回復を確かなもの

にすることです。 

 今般の補正予算においては、安心元気・未来

創造を政策の柱として、喫緊の課題である物価

高騰への対応のほか、人口減少・少子高齢化へ

のさらなる対策、農林水産業の成長産業化や中

小企業の振興など、ポストコロナに向けた動き

を加速させる産業の振興、水素の需要と供給を

創出するカーボンニュートラル・ＧＸの推進と

いった未来を切り開く取組など、誰もが安心し

て笑顔で暮らせる社会を目指し、新時代の芽吹

きを感じさせる前向きな取組が盛り込まれてい

ます。その結果、７月補正後の予算総額は過去

最高額となる７，２４６億１，１００万円、率

にして０．９％増の積極予算となっています。

こうした取組の着実な推進により、地域の活力

を創出するとともに、足腰の強い県経済を実現

することが期待できます。 

 一方、ここで気になるのは財政健全化の動向

です。今回の補正予算編成に伴う取崩しにより、

財政調整用基金残高は本年度末で約２６１億円

となり、現行の行財政改革推進計画の目標であ

る３３０億円を６９億円程度下回ります。県債

残高については、総額が１兆６６３億円と前年

度より１４６億円ほど減少するものの、同じく

行革目標である臨時財政対策債等除きの実質的

な残高は約３９億円増の６，２０４億円となっ

ています。 

 少子高齢化の進行に伴う社会保障関係費の増

加や国土強靱化の推進に伴う公債費の増加が見

込まれる中、予断を許さない経済情勢に対し、

さらなる財政出動も予想せざるを得ません。こ

うした状況の中、県経済の活性化に向けた積極

的な取組と財政健全化の取組を両輪として回し

ていくことが重要であると考えます。また、先

行きが不透明な中、予期せぬ財政需要に応える

ためにも引き続き行財政改革の取組が必要です。 

 こうしたことを踏まえ、現在目標としている

財政調整用基金残高３３０億円の確保及び県債

残高の適正管理を含め、今後の財政運営につい

てどのように考えているのか、また、その見通

しについて知事に伺います。 

 次に、人口減少対策についてです。 

 国立社会保障・人口問題研究所は４月末に長

期的な日本の人口を予測した将来推定人口を公

表しました。それによれば２０５６年に人口が

１億人を下回り、２０７０年には３割減の８，

７００万人、人口のおよそ４割が高齢者となる

という内容でした。 

 ２０１７年の前回推計と比べ、外国人の増も

あり、人口の１億人割れの時期は３年遅くなり

ましたが、推計が期待するとおりに外国人が増

える保証はありません。また、今回の合計特殊

出生率は１．３６に下方修正して推計しており、

出生数が２０５９年には５０万人を割るなど、

人口減と少子高齢化がさらに色濃くなっていま

す。人口規模を保てなければ国力が縮みかねず、

人口減社会でも経済成長の維持を目指す施策を

急ぐ時期に差しかかっていると言えます。 

 経済の行く末を占う１５歳から６４歳の生産

年齢人口の状況の悪化も深刻です。現在の約７，

５００万人が２０７０年には約４，５００万人

へと４割減少する見込みであり、深刻な人手不

足が医療や介護などの生活の維持に欠かせない

サービスの低下につながるほか、購買力が高い

層の減少で内需が低迷すれば成長の阻害要因に

もなります。 

 現在よりも大幅に減少する生産年齢人口で高

齢者を支えながら社会や経済を回していく、そ

れでも成り立つ社会に向け、少子化対策はもと

より、生産性の向上などに幅広に取り組んでい

く必要があります。 

 本県でも総人口の減少に歯止めがかかってい

ない状況であり、今世紀末もなお９０万人から

１００万人の人口を維持すべく、自然増と社会

増の両面からの取組を進め、人口減少カーブを

できる限り緩やかにし、２１００年までには増

加に転じさせようと広瀬県政においても様々な

取組を進めてきましたが、なかなか現状は厳し

いようです。 

 地域社会における人口減少は、経済活動に必

要となるハード面のインフラ維持や、行政サー

ビスなど、ソフト面のインフラ維持のコストを
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増大させることにもつながります。特に診療所

や介護サービス、小売などの経済社会活動に必

要なインフラサービスの提供には、一定の需要

規模、人口規模が不可欠となることから、コン

パクトなまちづくり・農村等の地域整備が必要

になってくる可能性もあります。 

 こうしたことを踏まえ、改めて新知事として

人口減少問題をどのように認識し、その対策に

どのように取り組んでいくのか、知事の御見解

を伺います。 

 次に、三つの日本一に向けた取組についてで

す。 

 大分県長期総合計画、安心・活力・発展プラ

ン２０１５の安心の分野では、子育て満足度、

健康寿命、障がい者雇用率の三つの日本一の実

現を目指すとされており、県はこれまで、全力

でその取組を進めてきたと承知しています。私

は、この三つの日本一については、まだまだそ

れぞれに課題があると考えています。 

 まず、子育て満足度日本一について、大きな

指標の一つは合計特殊出生率ではないかと考え

ますが、本県の令和４年の合計特殊出生率は１．

４９と、人口維持できる水準に至っていません。

国において異次元の少子化対策が叫ばれていま

すが、少子高齢化が加速する本県においては、

国に先んじて取り組むべきものもあるのではな

いでしょうか。 

 次に、健康寿命日本一について、令和３年に

公表された令和元年時点の健康寿命は、男性が

日本一と大躍進しました。今後、男女とも健康

寿命日本一を達成するためは、さらなる取組が

必要です。また、これはコロナ禍前の結果です

が、コロナ禍では、外出自粛により介護予防な

どの活動が一時的に弱まった地域もあったため、

高齢者の健康状態の悪化が懸念されます。 

 障がい者雇用率日本一については、障がい者

の実雇用数は増加傾向にあるものの、雇用率の

全国順位は平成１８年を最後に首位の座を明け

渡しており、令和４年時点では７位となってい

るため、その早期奪還が望まれます。また、障

がい者雇用率の向上も重要ですが、共生社会の

実現のためには、雇用率算定の対象となる一般

就労だけではなく、障がい者がその特性に合わ

せて働く福祉的就労に対しても、目を向けてい

くべきではないかと考えます。 

 そこで、知事に伺います。これまで広瀬県政

が推進してきた三つの日本一の取組について、

それぞれの課題と今後の抱負をお聞かせくださ

い。 

 次に、介護人材の確保についてです。 

 また、こうした福祉保健の分野において、県

民の安心を確保していくためには、やはり人材

の確保が大きな課題です。 

 特に介護分野の人手不足は深刻です。本県に

おいては、必要な介護サービス量に対する介護

人材が、団塊の世代が後期高齢者となる２０２

５年には約１，２００人、２０４０年には約６，

７００人不足すると推計されています。 

 こうした深刻な状況を打開するためにも、介

護人材の確保は引き続き待ったなしの状況です

が、大きな方向性として私は、新たな人材の確

保と離職防止、そして、その二つを後押しする

介護現場の魅力発進を図っていく必要があると

考えています。 

 新たな人材の確保としては、若い世代の確保

に向けた取組はもちろん必須ですが、少子化が

進む中ではそれにも限界があるため、無資格者

を含む地域の人材の掘り起こしに加え、他県や

海外からの人材獲得も視野に入ります。 

 離職防止についてですが、介護現場の離職者

は、その６割以上が勤続年数３年未満の職員で

あり、いかに定着してもらうかが課題です。せ

っかく介護分野を志していただいたにもかかわ

らず、過重な労働により疲弊し退職してしまう

のは大変残念であり、生産性の向上が急務です。

例えば、先進的な一部の介護施設ではＩＣＴ機

器や介護ロボットの導入が進んでいますが、こ

れを県内各地の小さな施設や事業所に広げてい

くことが必要ではないでしょうか。 

 そして、新たな人材確保のためにも、離職防

止のためにも、介護現場が魅力ある職場である

という共通認識を醸成することが肝要です。県

や介護現場の前向きな取組を、いかに県民に知

っていただくかが大きな鍵であると考えていま
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す。 

 そこで、介護人材の確保に向け、今後どのよ

うに取組を進めていくのか、福祉保健部長の見

解を伺います。 

 続いて、県土の強靱化についてです。 

 本県は、地理的・自然的な特性から、これま

で多くの大規模自然災害を受けてきました。こ

のような状況を踏まえ、広瀬県政では、県土の

強靱化を最重要課題の一つとして掲げ、その取

組を重点的に進めてきました。その結果、過去

３度の大水害を経験した竹田市街地を守る稲葉

ダム、玉来ダムの完成のほか、平成２９年九州

北部豪雨や台風第１８号で被災した大肥川や津

久見川の改良復旧事業も完成を迎えます。さら

には、災害時に命の道となる中津日田道路など

の広域道路ネットワークも着実に延伸していま

す。こうした取組により、豪雨被害の軽減につ

ながった事例もあり、地域からの安堵の声が聞

こえてくるなど、その効果は着実に発現してい

ます。 

 しかしながら、気候変動に伴う異常気象は顕

在化しており、直近１０年間の１時間降水量５

０ミリ以上の降雨発生回数は、約３０年前の１

０年間と比較して、全国で１．４倍、大分県に

至っては２．５倍というデータもあり、豪雨災

害の頻発化、激甚化の傾向は、これからも続い

ていくものと思われます。 

 また、地震に関しても、本県に大きな影響を

及ぼす南海トラフ地震について、政府の地震調

査委員会は、令和４年に今後４０年以内の発生

確率を９０％、本年には、２０年以内の確率を

６０％に引き上げており、その切迫性はますま

す高まっています。 

 このような中、国においては、平成３０年に

国土強靱化基本計画を見直し、防災・減災、国

土強靱化のための３か年緊急対策や５か年加速

化対策を立ち上げ、現在、国・地方を挙げてそ

の取組を強力に推進しています。本県において

もその予算を積極的に活用しながら県土の強靱

化を進めています。 

 しかしながら、道半ばであり、まだまだ十分

とは言えません。佐藤知事におかれては、安心

元気な大分県という方針を示されており、その

方針により、今後も県土の強靱化を最重要課題

として取り組んでいくことが大切であると思っ

ています。 

 そこで、知事に伺います。頻発化、激甚化す

る豪雨災害や切迫する巨大地震等から県民の生

命と財産を守り、安全・安心の未来を創造して

いくため、県内の強靱化に係る社会インフラの

整備をどのように進めていくのか見解を伺いま

す。 

 続いて、建設産業の担い手確保についてです。 

 その安全・安心な県土づくりに欠かせないの

が、担い手である建設産業です。 

 建設産業は、地域の経済と雇用を支える基幹

産業で、県民の社会経済活動の基礎となる社会

資本を整備しており、さらに災害時には最前線

で活躍し、地域の安全・安心を確保する地域の

守り手として大変重要な役割を担っています。 

 しかしながら、令和２年の国勢調査によると、

建設産業の県内就職者数は、この２０年間で約

３６％も減少しており、就業者の年齢構成を見

てみると、５５歳以上が約４割を占め、２９歳

以下の若者は約１割と非常に少ない状況となっ

ています。また、今後は高齢者の大量離職も予

想されることから、建設産業が地域の守り手と

して、引き続き社会から求められる役割をしっ

かりと果たしていくために、将来の建設産業を

支える担い手を確保していくことは喫緊の課題

となっています。 

 もちろん、担い手確保に向けては、これまで

も官民が一体となって就労環境の改善など、様

々な取組を行ってきており、少しずつではある

ものの女性の活躍の場も広がってきていますが、

若者や女性にもっと就業してもらいたいと感じ

ています。 

 生産年齢人口の減少により、他産業との人材

獲得競争が激しくなっている中、建設産業の担

い手を確保していくためには、若者や女性など、

誰もが働きやすく、夢や希望を持って存分に活

躍できるよう、就労環境づくりと情報発進に業

界を挙げて取り組んでいくことが重要であると

考えますが、県として建設産業の担い手確保に
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ついて、今後どのように取り組んでいくのか、

土木建築部長に伺います。 

 続いて防災・減災対策についてです。 

 佐藤知事は、平成２７年からの大分市長とし

ての任期中、災害に強いまちづくりを進めるた

め、様々な防災対策を展開されました。 

 例えば、平成３１年３月には、海抜約２メー

トルの沿岸部にある三佐地区の津波避難場所と

して、高さ１０メートル、避難スペース６００

平米、収容人数６００人の高台、三佐命山を整

備しました。この命山の周辺には高い建物が少

なく、津波が発生した場合、地域住民や働く人

々等がここに避難して一時的に滞在できるよう

テントや簡易トイレ等を備えています。 

 また、令和３年７月には、住民が迅速な避難

行動を取れるよう、的確に状況を把握できる水

害監視カメラのリアルタイム配信を開始したほ

か、災害時の防災拠点となる複合公共施設の整

備に着手するなど、防災・減災対策の強化に向

けて積極的に取り組んでこられました。 

 こうした中、平成２７年以降の県全体に目を

向けてみると、別府市や由布市を中心に大きな

揺れを観測した平成２８年熊本・大分地震をは

じめ、日田市等で甚大な被害をもたらした平成

２９年九州北部豪雨や令和２年７月豪雨など、

大規模な災害が頻発しています。先日も６月３

０日からの大雨により、私の地元の中津市をは

じめ、日田市や由布市など、広範囲において土

砂災害等が発生しました。中津市では山国川の

氾濫で床上・床下浸水した住宅が多数発生した

ほか、日田市では孤立集落の発生や濁流による

護岸の損壊が確認されるなど、改めて災害の恐

ろしさを目の当たりにしました。さらに、昨年

７月には、鶴見岳、伽藍岳において県内で初と

なる火山噴火警戒レベル２への引上げが発表さ

れました。このように、同じ大分県でありなが

ら、気象や地理的条件等により地域ごとに災害

特性は異なります。 

 広瀬県政では、地震・津波防災アクションプ

ランや地域強靱化計画等に基づき、国の防災・

減災、国土強靱化のための５か年加速化対策な

どを最大限活用しながら、ハード、ソフト両面

から対策を講じてきました。最近では、大分大

学等が構築した災害情報活用プラットホームＥ

ＤｉＳＯＮ（エジソン）による災害発生のリス

ク予測やドローン、ＳＮＳによる情報収集など、

先端技術を活用した防災行政、災害対応の高度

化にも積極的に取り組んできました。 

 頻発・激甚化する自然災害の被害を最小限に

抑えるためには、個人や世帯の自助、地域やコ

ミュニティの共助、行政や自衛隊など、公的機

関の公助が緊密に連携した防災力の強化が何よ

りも重要です。佐藤知事は、あらゆる自然災害

から全ての県民を守る大分県の防災リーダーと

しての役割を担うこととなりますが、佐藤県政

における防災・減災対策の取組方針と意気込み

についてお聞かせください。 

 続いて、東九州新幹線についてです。 

 近年、少子高齢化が進む中、地方からの人口

流出に歯止めをかけ、ポストコロナを念頭に地

方創生を加速前進させるためには、地方にも応

分の投資を行い、地方創生回廊を実現していく

必要があります。また、コロナ禍を経て、改め

て地域間格差を是正し、大都市から地方へ分散

する分散型国土の形成も大切となっています。

さらに、近年、全国各地で大規模な自然災害が

多発しており、災害に強い国土を形成し、リダ

ンダンシーを確保するという観点からも、新た

な広域交通網の整備が不可欠です。 

 本県における新たな広域交通網として県民が

期待しているのは、何といっても昭和４８年に

基本計画路線として決定された東九州新幹線で

す。昨年１０月の読売新聞に「新幹線整備で縮

む九州の時間地図」という興味深い記事が出て

いました。九州内を鉄道で移動する際にかかる

時間に応じて伸縮させる時間地図では、２０１

１年の九州新幹線の全面開業に加え、昨年９月

の西九州新幹線の開業で移動時間が短くなり、

九州の西側は大幅に縮んだものの、東側には変

化が少なく、鉄道網の東西格差が一段と鮮明に

なったというものです。 

 国鉄時代の１９７６年には東西格差がそこま

で大きくなかったにもかかわらず、九州新幹線

の開業により大きく所要時間が減り、その利便
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性向上の波に東九州は取り残されている構図と

なっています。九州で新幹線が通っていないの

は本県と宮崎県だけであり、東九州新幹線の開

通は、本県の地方創生を実現するための県民の

強い願いです。 

 そのような中、先日閣議決定された骨太の方

針２０２３には、久々に新幹線について、基本

計画路線等の地域の実情に応じた今後の方向性

について調査検討を行う旨が明記されました。

県では、本年１月に開催した東九州新幹線シン

ポジウムを踏まえ、現在、費用便益分析等を調

査中と伺っています。こうした内外の情勢を鑑

みると、今正に、東九州新幹線の整備計画路線

の格上げに向け、本格的に取り組んでいくべき

好機が訪れていると言えます。 

 新たな広域交通網について、佐藤知事は、大

分市長時代から豊予海峡ルートの調査や国への

要望活動等に取り組まれており、先日には庁内

にプロジェクトチームを設置されたという報道

がありましたが、ここはまず、機運の高まって

きた東九州新幹線の実現に軸足を置いて取り組

んでいくべきではないかと考えます。 

 そこで、喫緊の課題である東九州新幹線の整

備計画路線への格上げに向け、今後どのように

取り組んでいくつもりなのか、考えをお聞かせ

ください。 

 続いて、中小企業の支援についてです。 

 物価高が長期化しています。国が発表した２

０２２年度平均の全国消費者物価指数は、価格

変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が１０３．

０と、前年度比３．０％上昇しました。ロシア

のウクライナ侵攻に伴う資源価格高騰や円安を

背景に、第２次石油危機があった１９８１年の

４．０％以来４１年ぶりの高い伸びとなりまし

た。 

 もともと、今回のエネルギー価格をはじめと

する物価の上昇は、コロナ禍により、半導体な

どの生産体制や物流体制に支障が生じたことに

よる供給力不足に端を発し、その後のロシアの

ウクライナ侵攻がこれを加速したものと見られ

ています。 

 世界の国々の経済が密接につながるグローバ

ル化時代においては、今回のようなパンデミッ

クや国際紛争の影響は不可避です。そして、今

後も新たなウイルスの発生や、別の地域での戦

争などに起因する物価上昇がいつ襲ってくると

も限りません。 

 また、現在世界を挙げて脱炭素化、カーボン

ニュートラルを進めようとしていますが、この

動きは化石燃料の価格上昇とも裏腹であり、潜

在的な物価押し上げ要因になっているとの見方

もあります。 

 本県では、これまでも足下の物価対策として、

市町村をリードし、県全体でプレミアム商品券

を発行し、消費の下支えなどを行ってきました

が、物価上昇はいまだ鎮静化しておらず、その

対策を求める声も少なくありません。 

 一方で、昨今の世界情勢等を踏まえると、一

時的な物価対策を求めるだけではなく、ある程

度の物価上昇を前提に、これを乗り越えていく

だけの企業、ひいてはその構成員である県民の

稼ぐ力、もっと言えば賃上げできる力を付けて

いくための、一層の努力が必要ではないかと考

えています。 

 今年の春闘では大手企業の満額回答が続き、

平均でも３％を超える賃上げが実現しました。

長年上昇していなかった賃金が動き始める契機

が訪れたかのようにも見えます。他方で、大企

業と比べ経営体力のない中小企業は、原材料価

格の上昇を価格に転嫁することもできず、賃上

げどころではないという声も聞かれます。 

 賃金の上昇を伴わず、物価が高止まりすれば

消費に悪影響を与える可能性もあります。今後

の本県経済の成長、県民の生活の安定に向けて

は、物価と賃金が安定的に上昇する好循環を描

けるかが鍵を握ると考えます。 

 そのためには、本県において大多数を占める

中小企業が物価と賃金の上昇に耐えられるしっ

かりとした経営体力を付けていくことが肝要と

考えますが、まず県として中小企業の生産性向

上や経営基盤の強化をどのように支援していく

のか、知事に伺います。 

 続いて、県内企業における宇宙産業参入につ

いてです。 
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 本県がパートナーシップを結ぶ米国ヴァージ

ン・オービット社が、４社に資産を売却し、宇

宙事業を終了させるとの報道が５月にあり、大

変驚きました。 

 とはいえ、宇宙産業が世界的に成長が期待さ

れる分野であることに変わりはなく、政府にお

いて、６月１３日に閣議決定された宇宙基本計

画でも、２０２０年に４兆円となっている我が

国の宇宙産業の市場規模を、２０３０年代の早

期に２倍の８兆円に拡大していくことが目標と

して記載されています。 

 実際に、今年に入ってから、宇宙スタートア

ップから初となる株式上場を果たす企業が登場

したほか、大企業が宇宙スタートアップに出資

し、衛星の共同開発・製造を目指すなど、国内

の宇宙産業を巡る環境も変わりつつあります。

本県としても、この成長する宇宙産業の活力を

県経済に取り込み、好循環を実現するため、県

内企業の宇宙分野への参入を進めていく必要が

あると考えます。 

 昨年度末、本県も２０２０年度に選定されて

いる宇宙ビジネス創出推進自治体について、新

たに佐賀県、鹿児島県、鳥取県、群馬県、岐阜

県など、七つの自治体を選定したことが内閣府

から発表されました。これまで延べ６自治体を

選定していたものが、一気に倍増しており、自

治体レベルにおいても、宇宙産業への注目度が

増す中、今後、地域間の競争も激化していくの

ではないかと危惧しています。 

 宇宙港に向けては少し息の長い取組が必要か

と思いますが、その間に成長著しい宇宙関連産

業を育てていくことが大切であると考えます。

そこで、県内企業における宇宙産業参入に向け

た取組の現状と今後について、商工観光労働部

長に伺います。 

 次に、今後の観光振興についてです。 

 コロナ禍で最も大きな打撃を受けたのが観光

ですが、ウィズコロナにおける本県の経済再生

においてその鍵を握るのもやはり観光だと思い

ます。 

 別府、由布院などの観光地は、既に外国人を

含め多くの観光客でにぎわっており、まちも活

気を取り戻しているように感じています。観光

客による旅館、ホテルや飲食店、お土産物店で

の消費は、景気の緩やかな回復を支える主要な

要因の一つとなっています。県がこれまで実施

してきた新しいおおいた旅割の旅行代金支援も、

回復に大きな役割を果たしてきました。 

 回復からさらなる拡大局面への移行も見据え、

国では、３月に観光戦略の大元となる観光立国

推進基本計画の改定を６年ぶりに行いました。

改定後の第４次計画では、稼げる観光産業の実

現と自然文化の保全の両立を通した持続的な観

光地域づくり、地方への誘客促進の視点を取り

入れた、アドベンチャーツーリズムの推進など

のインバウンドの回復、ワーケーションやユニ

バーサルツーリズムなどによる国内交流の拡大

を基本方針として掲げています。その上で、２

０２５年の目標として、外国人旅行者数の過去

最高３，１８８万人の更新、外国人旅行消費額

単価２０万円、日本人の地方部延べ宿泊者数３．

２億人泊などの数値目標をセットしています。 

 計画を見て特徴的なのは、外国人観光客をい

かに大都市から地方へ周遊させるか、日本人観

光客をいかに長期間地方に滞在させるかといっ

た、地方を重視する姿勢が強調されています。 

 いよいよ国を挙げて反転攻勢に出ようという

中で、大分県のような地方にとっては好機到来

であるとともに、地方が日本の観光を牽引する

のだという気概を持って取り組んでいくことが

求められているのではないかと思います。 

 佐藤知事におかれては、我が国の観光が本格

的な反転攻勢に転じようとしている、正にちょ

うどそのタイミングで県観光のかじ取りを担わ

れることになったわけです。 

 本県の観光産業は宿泊業だけでも約８００社、

従業員数は約１万人となっており、飲食、小売

など、関連産業を含めれば、さらにその規模は

大きくなります。そして何より地域外から収入

を獲得できるという意味において、本県の経済

を牽引する産業の一つと言ってよい存在です。 

 その観光産業の浮揚に向けては、県を挙げた

誘客や宿泊業の強化など、様々なアプローチが

考えられると思います。知事は、本県観光の現
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状についてどのように認識し、これからどのよ

うに観光振興に取り組んでいこうとしているの

か、御見解を伺います。 

 次に、農業・農村の振興についてです。 

 本県では、先人のたゆまぬ努力により築かれ

た水路や農地などの農業基盤を礎として、県内

各地で創意工夫を重ねた様々な農業が営まれて

います。 

 しかしながら、近年、農産物輸入の拡大や消

費者のライフスタイルの変化により、農業経営

を取り巻く環境は厳しさを増してきています。

さらに、ロシアによるウクライナ侵攻や中国の

国内農業保護に向けた輸出規制に端を発した飼

料や肥料高が、この厳しい状況に輪をかけ、さ

らに大きな打撃を受けています。 

 改めて言うまでもなく、食を支え、県土を守

る農業は地域振興の柱となる産業です。県内各

地で営まれる農業が産業としてしっかりと成り

立ち、これにより農家が生活の基盤を築くこと

ができれば、大分の地方創生の大きな力となり

ます。 

 しかし、現状では高齢化等に伴う農業の活力

低下と歩みを同じくして、農村の活力が失われ

ている状況が危惧されています。こうした中、

農家の方々は決して手をこまねいているわけで

はなく、歯を食いしばり努力を重ね、後継者が

残る足腰の強い農業の実現に必死になっていま

す。しかしながら、昨今の厳しい経営環境もあ

り、今この状況を打開するには、やはり行政の

強力な支援が不可欠だと考えています。 

 そうした中、県は一昨年から農業団体と一体

となって大分県農業総合戦略会議を設置し、県

農業の復活に向けて、ねぎ１００億円プロジェ

クトに代表される園芸の振興や農協改革の取組

を進めています。本県の農業産出額も２年連続

で増加するなど、明るい兆しも見えてきました

が、農業産出額が九州低位にある中で、まだま

だ手を緩めるわけにはいきません。引き続きこ

の取組を丁寧に、かつ強力に推し進めることで、

何としても農業を成長の軌道に乗せていただき

たいと思っています。 

 また、昨年からはこの戦略会議の枠組みの中

で中山間地農業の振興についての議論も開始さ

れたと伺いました。こうした農村振興施策は、

農業の成長産業化と両輪になるべき施策と考え

ているので、こちらについても思い切った対策

が実施されることを強くお願いします。 

 このように、本県農業は今正に持続的な発展、

若しくは衰退の分岐点に立っていると考えます。

こうした中、新たに本県のかじ取りを担うこと

になった佐藤知事が、本県農業・農村の現状を

どのように捉え、今後どう振興していくのかお

聞かせください。 

 続いて、カーボンニュートラルに向けた取組

についてです。 

 地球温暖化の影響により、国内外で深刻な気

象災害等が発生しています。温暖化の進行に伴

い、今後、豪雨や猛暑のリスクがさらに高まる

と予想されています。 

 この温暖化を抑制するため、国では令和３年

１０月に地球温暖化対策計画を改定し、２０３

０年度には温室効果ガスを２０１３年度から４

６％削減することを目指し、さらに、５０％の

高みに向け、挑戦を続けていくことが示されま

した。 

 さらに、グリーントランスフォーメーション、

いわゆるＧＸの実現に向けて本年２月に政府は

基本方針を閣議決定し、安定的で安価なエネル

ギー供給につながるエネルギー需要構造の転換

の実現、国の産業構造、社会構造を変革するこ

とを目指しています。 

 脱炭素社会づくりは待ったなしの課題であり、

地域の特性をいかした大分県版脱炭素社会の実

現を目指し、県民、事業者、行政が一体となっ

て取り組むことが何より大切です。そして、様

々な社会経済活動の全てを対象に脱炭素化を進

めていくことが必要です。 

 一方で、急速な脱炭素化は、事業者の経営環

境の悪化や、自然環境の改変等のおそれもある

ことから、負の影響を最小限にしつつ、脱炭素

に向けた取組を着実に進めていくことが重要で

す。 

 特に本県はものづくり県であり、自動車、半

導体、造船など、様々な集積がありますが、製
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造過程において多量の二酸化炭素を排出せざる

を得ないコンビナート関連企業などにとっては、

産業部門のカーボンニュートラル化をどう進め

るかは最大の課題です。 

 エコエネルギーの導入拡大や省エネの推進な

ど、できる取組から進めるとともに、様々なグ

リーンイノベーションに挑戦することが大切だ

と考えます。しかしながら、新技術の実装には

時間がかかることや利害も相反することから、

環境と社会・経済のバランスを取りながら、ま

た環境担当部局だけではなく、産業政策を担う

部局と連携しながら全庁的に推進していくこと

が大切です。 

 あわせて、家庭や事業所などの民生部門にお

いても取組を進めていくことも重要です。これ

までも取り組んできた省エネ行動の普及をより

一層進めていくことはもとより、建物のエネル

ギー消費量を実質ゼロにする建築物の普及や、

本県がポテンシャルで強みを持つ再生可能エネ

ルギーの導入を進めていく必要があります。ま

た、森林などの吸収源にも目を向け、総力的に

進めていくことが肝要です。 

 県民生活や経済活動に大きな影響を与える地

球温暖化対策について、大分県版のカーボンニ

ュートラルをどのように進めていくのか、その

基本的な考えを知事に伺います。 

 続いて、将来を担う人材の育成についてです。 

 ここ数年、振り返ると、新型コロナの感染拡

大と国際情勢の不安定化という予測困難な時代

の象徴とも言うべき事態が生じ、我が国の教育

の課題が浮き彫りになるとともに、学びの変容

がもたらされました。少子化・人口減少、グロ

ーバル化の進展、地球規模課題、格差の固定化

と再生産など、様々な社会課題が存在する中、

これからの社会を展望する上で、教育の果たす

役割はますます重要となっています。 

 我が国の将来を展望したとき、教育こそが社

会を牽引する駆動力の中核を担う営みであり、

一人一人の豊かで幸せな人生と社会の持続的な

発展に向けて極めて重要な役割を有していると

言えます。 

 教育基本法第１条においては、教育の目的と

して、人格の完成、平和で民主的な国家及び社

会の形成者として必要な資質を備えた心身とも

に健康な国民の育成が規定されていますが、こ

れらの実現を目指すことは、先行きが不透明で

将来の予測が困難な時代においても変わること

のない、立ち返るべき教育の不易であると言え

ます。 

 加えて、この不易を普遍的な使命としつつも、

社会や時代の流行を積極的に取り入れながら、

必要な教育政策を着実に実行することで、不易

流行の元にある教育の本質的価値を実現してい

くことが求められます。 

 本県教育を語る上で、平成２０年の教員採用

試験に係る贈収賄事件を欠かすことはできませ

ん。本事件を一つの契機として、本県では、教

員採用選考試験の見直しや人事管理システムの

導入など、教育行政システムの改革をはじめと

して、「芯の通った学校組織」の構築による学

校改革など、様々な教育改革に取り組み、今で

は、全国的に見ても学力、体力ともに向上して

きたと言えます。また、最近では、教員の広域

人事異動の在り方を含めて、教員の負担軽減に

も取り組んでいると聞いています。 

 一方で、世の中の変化は激しく、世界規模の

課題だけではなく、特に地方が直面する少子高

齢化に伴う課題は揺るがせにできない問題であ

ると認識しています。このような時代を生きる

子どもたちに必要な力を身に付けさせ、さらに

は持続可能な社会の担い手となる人材をいかに

育成していくかが、本県の教育に課せられた大

きな使命であると考えています。 

 また、ＩＣＴの活用や感染症、いじめ、不登

校、ヤングケアラーへの対応など、学校を取り

巻く変化も同様に激しく、今や学校のみで解決

するのは困難となってきています。 

 このような背景も踏まえ、将来の大分県を担

う人材、さらには大分から全国、世界へと羽ば

たいていける人材の育成に向けて、どのような

理念に立って教育行政、教育改革を進めていき

たいとお考えなのか、知事に伺います。 

 最後に、学力・体力の定着・向上についてで

す。 
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 平成２８年３月に策定され、令和２年に改訂

された大分県長期教育計画「教育県大分」創造

プラン２０１６では、生涯にわたる力と意欲を

高める「教育県大分」の創造を基本理念とし、

最重点目標として全国に誇れる教育水準の達成

を目指すこととしています。 

 学力については、文部科学省が実施する全国

学力・学習状況調査において、ここ数年の調査

結果では、小中学校とも全国の平均正答率と同

率又は上回る結果となり、県内の児童生徒の学

力は九州トップレベルを維持しています。体力

については、昨年１２月に公表された令和４年

度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果に

おいて、小学校５年男子が全国２位、同学年女

子が３位、中学校２年でも男子が５位、女子が

７位という結果となっており、全国的に高い水

準を維持しています。 

 この結果は、学力面では新大分スタンダード

に基づく組織的な授業改善の推進、体力面では、

体育専科教員の効果的な活用による体育授業の

改善や、１校１実践の充実による運動の習慣化、

日常化などに県を挙げて取り組んできた成果で

はないかと考えます。 

 社会の急速な変化により、教育を取り巻く環

境が複雑化、多様化する中にあっても、本県の

児童生徒の学力、体力の定着、向上に努めてい

くことは、教育県大分の創造にとって大変重要

です。 

 そこで、本県の現状を踏まえた今後の学力、

体力の定着、向上に向けた取組について、教育

長の見解を伺います。 

 以上、８項目１７問で私からの自由民主党を

代表しての質問とします。長時間の御清聴あり

がとうございました。 

元吉議長 ただいまの大友栄二君の質問に対す

る答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 おはようございます。大友議員の代

表質問への答弁に先立ち、一言申し上げます。 

 今般、６月３０日から７月１日にかけて、ま

た、７月９日から１０日にかけての大雨により、

県内では広範囲にわたり人的被害や建物被害、

土砂災害等が発生しました。引き続き行方不明

者の捜索に全力を尽くしていきます。 

 さきほど議長のお呼び掛けにより、黙祷して

いただきましたが、改めて亡くなられた方の御

冥福をお祈り申し上げるとともに、被災された

皆様にお見舞いを申し上げます。 

 まず、県政運営についてお答えします。 

 私は、これからの大分県を夢と希望あふれる

新たなステージへと発展させていくため、次の

三つを基本姿勢として、県政に臨んでいく所存

です。 

 一つ目は対話です。県民一人一人の声が政策

の原点との思いの下、先月、県政ふれあい対話

をスタートさせました。今年度中に全市町村を

訪問したいと考えており、多くの方と対話を重

ね、県政に反映させていきます。 

 二つ目は、継承・発展です。２０年間の広瀬

県政は、全国に先駆けた地域包括ケアシステム

の導入などによる健康寿命の延伸、積極的な企

業誘致による働く場の創出、小中学生の学力の

向上など、大きな成果を挙げてきています。こ

れらの取組を継承するとともに、時代の要請や

変化にもしっかりと対応して、大分県をさらに

大きく発展させていきます。 

 三つ目は連携です。県政推進にあたっては、

多様な主体との協力体制の構築が欠かせません。

市町村や経済界、ＮＰＯなど、様々な方と、そ

して何より県民の皆様と連携することで、県政

推進の原動力としていきます。 

 その上で、これらの基本姿勢の下に、安心元

気・未来創造を政策の柱として、新しい大分県

づくりに積極果敢に挑戦していきます。 

 まず、安心元気では、子育て環境の整備や健

康寿命の延伸、移住・定住の促進に注力し、人

口減少・少子高齢化対策を加速します。 

 また、喫緊の課題である物価高騰への対応を

はじめ、観光産業の復活、農林水産業の成長産

業化などを強力に後押しするとともに、頻発・

激甚化する自然災害を踏まえ、災害に強い県土

づくりを一層促進します。 

 未来創造では、未来における主役である子ど

もたちへの教育を充実させるほか、次世代空モ
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ビリティ等の先端技術や大分県版水素サプライ

チェーンの構築に挑戦します。さらに、東九州

新幹線等の整備計画路線への格上げなど、広域

圏交通ネットワークの充実にも力を入れていき

ます。 

 これから、県政運営の道標となる新長期総合

計画の策定に取りかかります。議員各位をはじ

め、多様な県民の声に耳を傾け、誰もが安心し

て元気に活躍できる大分県づくりを目指します。 

 次に、今後の財政運営についてお答えします。 

 今回の補正予算においては、安心元気・未来

創造を政策の柱とした大分県づくりの推進と、

喫緊の課題である物価高騰への対応を掲げ、予

算編成を行いました。特に３年以上に及ぶコロ

ナ禍により疲弊した社会経済を着実に回復させ

るため、当面急ぐものについて、きめ細かな対

策を講じました。 

 他方、議員御指摘のとおり、刻々と変化する

世界情勢等により、地域経済の先行きは不透明

なものとなっています。こうした将来の不確実

性に対しても、県としては機動的かつ柔軟に対

応していく必要がありますが、そのためには、

やはり安定した財政基盤を構築しておくことが

肝要です。 

 そこで、中期的な視野を持って財政運営を行

っていくため、今回の補正予算を踏まえた財政

収支の見通しを試算しました。お手元にお配り

している資料は、国が示した経済成長率等をベ

ースに機械的に試算しています。 

 詳細については、後ほど総務部長から説明さ

せますが、まずは左側中段の表の財政調整用基

金残高を御覧ください。県税の回復等により、

現行の行財政改革推進計画の目標である６年度

末には３３０億円を確保できる見通しとなって

います。 

 一方、７年度以降は、高齢化の進行による社

会保障関係費の伸びや、防災・減災、国土強靱

化の推進等による公債費の増嵩などにより、基

金の取崩額が増えていきます。 

 このため、県有施設整備等基金を有効に活用

することなどにより、可能な限り財政調整用基

金の取崩額を抑制するとともに、安定的な財政

運営に必要な一般財源総額の確保、充実を国に

対し強く求めていきます。 

 県債残高は、国土強靱化５か年加速化対策事

業の積極的な受入れなどにより一時的に増加し

ますが、臨財債等を除く実質的な県債残高は、

目標とする６，５００億円以下を堅持できる見

通しです。 

 今後とも交付税措置率の低い県債の発行をで

きる限り抑制するなど、県債残高の適正管理に

取り組んでいきます。 

 今後の財政運営を展望すると、社会保障関係

費や公債費などの義務的経費の増加に加え、人

件費の増や金利上昇による公債費のさらなる増

加などの懸念もあります。そのような中で、必

要な事業に対する投資と、財政健全性の確保を

どのようにバランスを取っていくのかが重要性

となります。 

 そこで、将来にわたって持続可能な財政運営

を行うため、新たな長期総合計画の策定とあわ

せ、行財政改革の計画の見直しを行いながら、

確固たる行財政基盤の構築に努めていきます。 

 次に、人口減少対策についてお答えします。 

 少子高齢化・人口減少は本県のみならず、全

国的に想定を上回るスピードで進んでいます。

厳しい状況下ではありますが、人口減少対策は

県政の最重要課題であり、自然増、社会増の両

面から全力で取り組みます。 

 まずは自然増対策です。出生数の増加には、

若い世代が希望どおり結婚し、希望する誰もが

子どもを持ち、安心して子育てができる環境を

整えていくことが重要です。これまで、出会い

から結婚、妊娠・出産、子育てに至るまでの切

れ目ない支援や、子育て世帯に対応した県営住

宅の改築など、住まいへの対策にも取り組んで

きました。 

 今後は、気兼ねなく子育てできる職場環境づ

くりや地域における子育て支援人材の育成など、

子どもや子育てを社会全体で応援する意識改革

を進めるとともに、妊婦健診や出産の際の交通

費等の補助制度を創設します。 

 あわせて、高齢者の長寿・健康寿命の延伸や

女性が活躍できる社会づくりにも挑戦します。 
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 次に社会増対策です。対策の要は移住・定住

の促進です。昨年度の移住者数は１，５０８人

と過去最多を更新し、６年連続で１千人を超え

ました。さらに、テレワークの普及に合わせた

転職なき移住や伴走型のサポートによる若年者

移住の推進など、世の中の変容や移住希望者の

ニーズを捉えた対策を講じます。もちろん、企

業誘致などの仕事づくりや学生等の県内就職の

促進、外国人材の受入対策なども抜かりなく進

めていきます。 

 あわせて重要となるのが、人口減少・少子高

齢化を前提とした社会づくりです。労働力不足

を補うデジタルの活用や働き方改革による生産

性の向上に加え、ドローンによる医薬品配送や

介護ロボットの導入、スマート農林水産業など、

先端技術の活用にも取り組みます。 

 議員御指摘のコンパクトなまちづくりという

考え方もありますが、大事なのは、住み慣れた

地域に住み続けたいという県民の希望をかなえ

ることだと考えています。単独集落では立ち行

かなくなる機能を複数の集落で補い合うネット

ワークコミュニティを推進するなど、誰もが共

に支え合い、人と人とのつながりを感じ、安心

して暮らせる地域共生社会の実現に取り組みま

す。 

 次に、三つの日本一に向けた取組についてお

答えします。 

 子育て満足度、健康寿命、障がい者雇用率の

三つの日本一に向けた取組は、全ての県民が安

心して住み続けられる大分県を具体化するもの

で、その理念を継承し、さらに発展させるべき

だと考えています。 

 まず、子育て満足度についてですが、今日の

少子化は、半世紀をかけて形成された人口構成

に起因しており、自然増に転換させるためには、

息の長い取組が必要だと考えています。そのた

め、出会いから子育てまでライフステージに応

じた切れ目ない支援を行い、子どもを産み育て

ることに希望を持てる社会づくりに注力してき

ました。 

 この考え方を継承するとともに、今後は様々

な困り事を抱えた家庭に寄り添うきめ細かい支

援も拡充するため、近隣に産婦人科がない妊産

婦への交通費支援など、各種施策を今回の補正

予算に盛り込みました。出生数、合計特殊出生

率も重視しつつ、先般国が策定したこども未来

戦略方針に基づく施策も活用し、一人一人の子

どもが健やかに成長できる、温かい社会の実現

を目指します。 

 次に、健康寿命についてです。本県が全国に

先んじて取り組んだ地域包括ケアシステムの構

築や通いの場への参加促進などがその延伸につ

ながってきていると考えます。 

 コロナ禍での様々な活動の低下などの課題も

あることから、こうした取組にあわせ、健診受

診率や喫煙率など、地域ごとの健康課題に着目

し、市町村と連携した解決を図り、男女そろっ

ての健康寿命日本一を目指していきます。 

 最後に障がい者雇用率についてです。障がい

者が自立して生活できる地域社会の実現に向け

て、雇用率は一つの指標ではありますが、障が

い者の希望や特性に応じた就労支援の充実こそ

が何より肝要と考えます。 

 このため、引き続き一般就労の促進を目指し

つつ、ＩＴや農業分野で福祉的就労に取り組む

事業所の支援や県からの物品、役務の優先発注

に力を入れ、障がい者雇用のさらなる充実を図

ります。 

 三つの日本一を目指すことは、誰もが住みた

いと思う大分県づくりに直結し、人口減少対策

にも有効と考えます。引き続き目標を高く持ち、

その実現に向け全力で挑戦します。 

 次に、県土の強靱化についてお答えします。 

 今回の豪雨による由布市の土砂災害や、中津

市山国川の氾濫等を目の当たりにして、誰もが

安心して笑顔で暮らせる社会の実現には、県土

の強靱化が急務だと改めて痛感しました。 

 これまでの強靱化施策を継承し、さらに発展

させるため、国の５か年加速化対策等を積極的

に活用しながら、三つの視点で強力に推進して

いきます。 

 一つ目は、流域の治水対策です。令和２年７

月豪雨で甚大な被害を受けた天ヶ瀬温泉街では、

地元との対話を重ね、今年度玖珠川の護岸工事
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に着手し、また、湯平温泉街では花合野川の温

泉街部分の復旧を年度内に完成させる予定です。

その他、県内各地で２２か所の河川改修を行う

など、治水安全度を向上させていきます。 

 さらに、今回の由布市の被害をはじめ、土砂

災害も多発していることから、今後、砂防事業

の工事を１００か所程度増加させ、整備を加速

させていきます。 

 二つ目は、切迫する南海トラフ地震等に備え

た地震・津波・高潮対策です。大分臨海部コン

ビナートや背後の２万８千人の住民を守る護岸

強化は、現在の工事箇所に加え、今年度新たな

工区の設計を進めるなど、着実に取り組んでき

ています。さらに、大分港や別府港、佐伯港の

耐震強化岸壁の整備、橋梁や住宅の耐震化も推

進していきます。 

 三つ目は、災害時に命の道となり、未来創造

の礎ともなる広域交通ネットワークの充実です。

今年度は、中津日田道路の田口インターチェン

ジ－青の洞門・羅漢寺インターチェンジ間が開

通します。東九州自動車道の４車線化、中九州

横断道路や中津日田道路のミッシングリンク解

消にも力を注ぎます。とりわけ、中九州横断道

路の大分宮河内－犬飼間の早期事業化を国に強

く働きかけていきます。 

 まだまだ道半ばの取組を着実に進めるには、

安定的な予算確保が大切です。先月の国土強靱

化基本法改正では、施策の事業規模等を定める

実施中期計画の策定が規定されたことから、５

か年加速化対策に続く強靱化推進に道筋が見え

てきたと考えます。 

 今後も機を逸せず、必要な予算確保を国に要

望していきます。 

 県土強靱化は県民の切なる願いであり、私の

使命でもあります。災害から命と暮らしを守る

ため、全力で取り組んでいきます。 

 次に、防災・減災対策についての御質問です

が、たび重なる豪雨災害に加え、切迫する南海

トラフ地震や、一たび発生すれば甚大な被害を

及ぼす火山災害など、本県の持つ防災・減災の

課題は地域ごとで多岐にわたっています。 

 県では、このような自然災害から尊い命と県

民の平穏な日常を守るため、さきほど言ったハ

ード対策に加えて、二つの柱を軸としたソフト

対策にも取り組んでいます。 

 一つは、先端技術を活用した災害対策のさら

なる高度化です。 

 今年３月、ドローンによる迅速な被災箇所の

情報収集を目的として、県ドローン協議会と協

定を締結しました。今回の大雨では、発災後速

やかに事業者が被災地の撮影を行い、ＥＤｉＳ

ＯＮ（エジソン）により早期に関係機関と映像

を共有し、被害状況の把握や効率的な捜索活動

等につなげてきました。産学官が連携した有効

な取組であり、今後もしっかりと運用していき

ます。さらには、大規模災害時の広域かつ迅速

な情報収集体制の構築を図るため、衛星データ

の活用方法等についても検討を進めていきます。 

 もう一つは、早期避難の習慣化に向けた防災

啓発の強化です。 

 今回、災害級の大雨になるとの気象情報を踏

まえ、市町村は避難指示等を発令し、早めの避

難を呼びかけました。 

 災害対策の基本は自助と共助です。これらを

支援するために、おおいた防災アプリに、避難

のタイミングをあらかじめ決めておくマイ・タ

イムライン作成機能や家族からの避難呼び掛け

を促進する家族グループ機能を追加しています。 

 また、全国３位の登録者数を誇る防災士の育

成にも取り組んでいきます。 

 具体的には、地元防災士会等と連携した避難

訓練等の支援をはじめ、ハザードマップの再確

認やまち歩き、要配慮者の個別避難計画作成と

いった活動を、市町村と連携しながら、引き続

き推進していきます。 

 防災・減災対策は地方自治体の最重要課題で

す。大分県の防災リーダーとして、人的被害ゼ

ロを目指し、産学官民が連携しながら、地域防

災力の強化と防災教育の充実に邁進していきま

す。 

 次に、東九州新幹線についての御質問にお答

えします。 

 東九州新幹線は、九州のみならず広く西日本

エリア等から人や物の流れをつくり、産業を呼
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び込み、地方創生の基盤となることが期待され

る極めて重要な交通インフラですが、この半世

紀、進捗がありません。 

 そのため、県では、平成２８年に大分県東九

州新幹線整備推進期成会を立ち上げ、整備計画

路線格上げを目指し、経済団体と協力して、シ

ンポジウムや地域での説明会の開催、国への要

望活動などに取り組んできました。 

 本年１月に開催したシンポジウムでは、これ

までの日豊線ルートに加え、久大本線ルートも

含めた活発な意見交換が行われました。 

 一方、全国に目を向けると、現在の整備計画

路線は着実に進捗しており、ようやくその整備

が大詰めに差しかかっています。先日閣議決定

された骨太の方針においては、議員御指摘の記

述が加えられており、次の整備計画の策定に向

けた動きへの期待が高まっています。 

 この好機を逃さず、県民の関心をより高める

ため、これまでの取組に加え、久大本線ルート

も含めた費用対効果の調査を実施しており、並

行在来線等の課題ともあわせて、今後議論を行

っていきます。 

 東九州新幹線と同じく整備計画路線への格上

げを目指している四国新幹線では、本年５月に

ルート案に関して四国内での四国４県の意見が

まとまったと言われており、今後、格上げに向

けた取組が四国の中で加速することが予想され

ます。 

 四国新幹線の基本計画は起点は大阪市、終点

は大分市と定められており、四国新幹線が豊予

海峡を通じて東九州新幹線とつながれば、人流

や物流の活性化、リダンダンシーの向上など、

双方の価値が飛躍的に高まってきます。このこ

とは、東九州新幹線の実現に向けて、機運を盛

り上げる大きな推進力となります。 

 そこで今年度は、東九州・四国両新幹線の取

組を一歩進めるために、シンポジウムを開催し

て、福岡や宮崎、愛媛など、関係県との連携強

化に取り組んでいきます。 

 いよいよ勝負のときが近づいてきているとい

う認識の下、大分を通る東九州新幹線、そして

四国新幹線双方の整備計画路線への格上げに向

け、全力を傾注していきます。 

 次に、中小企業の支援についての御質問にお

答えします。 

 ウクライナ情勢や円安等に伴うエネルギー・

原材料価格の高騰は、県民生活や事業活動に大

きな影響を及ぼしています。 

 国内企業物価指数は、２０２０年比で１１９．

１といまだ高い水準にあります。この春、県が

実施した５００社企業訪問調査でも、約７割の

企業が物価高騰の経営への影響を懸念していま

す。原材料の値上がりを価格に転嫁できていな

い、２年連続の最低賃金の大幅引上げが負担と

なっているとの声も聞こえ、先行きには不安が

残ります。 

 また、本年５月の大分市の消費者物価は、前

年同月比で３．１％増と高水準にあり、消費に

与える影響を注視していく必要があります。 

 こうした中で、県経済を民需主導の自立的成

長路線へ戻していくには、物価上昇に見合う賃

上げの環境づくりを進め、経済の好循環を生み

出すことが必要です。そのためには、企業が物

価と賃金の上昇に耐えられるよう、生産性向上

と経営基盤強化の取組が不可欠です。 

 生産性向上では、県独自策として、賃上げと

生産性向上をあわせて行う事業者に対する国の

業務改善助成金への上乗せや、ＤＸに向けたパ

ートナー事業者との協業支援等に取り組んでい

ます。これらに加え、今定例会では、エネルギ

ーコスト削減に資する自家消費型エコエネルギ

ー設備の導入や、中小企業のＤＸ促進に資する

デジタルツール導入と人材育成の一体的支援等

の事業を補正予算で提出しています。 

 経営基盤強化では、価格転嫁しやすい環境を

つくり出すべく、本年２月に、県内の経済団体

や国等と価格転嫁の円滑化に関する協定を締結

しました。県では、パートナーシップ構築宣言

企業に対する補助金審査での加点措置を既に設

けたほか、経営基盤強化に資する複数の支援事

業で、補助上限額を増額する賃上げ枠を新設す

ることとしています。 

 あわせて、需要を喚起し県内消費を切れ目な

く下支えしていくことが必要であり、発行総額
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１３０億円程度のプレミアム商品券や、ＬＰガ

ス等の価格上昇に対する激変緩和対策に取り組

みます。 

 こうした複層的な取組により、物価上昇局面

においても、未来につながる経済の好循環創出

を目指していきます。 

 次に、今後の観光振興についてお答えします。 

 観光産業は裾野が広く、その復活は県経済の

浮揚に重要な役割を果たしています。また、観

光による交流人口の拡大は、地域を活性化する

など、正に地方創生の切り札と言えるものです。 

 県では、これまで県民割や全国旅行支援をは

じめ、コロナに対応した受入環境整備等に取り

組む事業者を支援してきました。こうした取組

に加え、何よりも復活に向けた事業者の不断の

努力により、直近の本県の宿泊客数はコロナ禍

前の約９割まで回復してきています。 

 今後は、こうした状況が確かなものとなるよ

う、三つの観点から観光振興に取り組んでいき

ます。 

 まずは国内誘客の強化です。来年春には、福

岡・大分デスティネーションキャンペーンを開

催します。全国から大勢の方にお越しいただく

ため、自然や歴史、文化等を生かした本県なら

ではの観光コンテンツを開発します。また、コ

ロナ禍を経て人気が高まっているアドベンチャ

ーツーリズムの推進などにより、滞在日数延伸

やリピート頻度拡大に努め、観光消費額の増大

につなげます。 

 次に、インバウンドの完全復活に向けた戦略

的誘客です。九つの国・地域に戦略パートナー

を設置し、各国・地域のニーズを踏まえた上で、

商談会や現地旅行会社の招聘、情報発信などの

誘客対策を進めます。中でも、約４年ぶりの大

分－ソウル線の復活なども追い風に、東アジア

を中心としたリピート層の取り込みを強化しま

す。また、観光消費旺盛な欧州やＡＳＥＡＮ諸

国からの誘客拡大に向け、高付加価値コンテン

ツの創出にも取り組みます。 

 さらに、ツール・ド・九州や大阪・関西万博

等の大型イベントを活用し、九州各県はもちろ

ん、関西や瀬戸内との連携も深めながら新たな

旅行客を獲得するための取組を進めます。 

 最後に宿泊事業者の基盤強化ですが、誰もが

安心して旅行を楽しむことができるユニバーサ

ルツーリズムの推進や、人手不足の解消に向け

た業務省力化機器の導入支援、さらには、イン

ターシップの積極的な活用を促すセミナーの開

催など、経営力強化に向けた取組を支援します。 

 おんせん県おおいたも商標登録から今年で１

０年となります。おんせん県おおいたのさらな

る発展に向けて、観光関係者と一体となって取

り組んでいきます。 

 次に、農業・農村の振興についてお答えしま

す。 

 農業は県下各地に広がる基幹産業であり、そ

の発展と、基盤となる農村の振興は、未来に向

けての重要な責務です。 

 一方で、少子高齢化による担い手の減少や、

昨今の生産資材の高騰など、農業、農村を取り

巻く情勢は厳しさを増しています。 

 こうした情勢の中でも、もうかる農業を実現

し、成長産業化へとつなげていくため、需要が

先細る米から園芸、畜産へのシフトを基本とし

た構造改革の手綱を緩めることなく強力に推し

進めていくことが必要だと考えています。 

 まず、園芸では、順調な産地拡大が進む白ね

ぎなどの短期集中県域支援４品目を成功事例に、

生産者の意欲を喚起し、後続産地の取組拡大に

つなげていきます。 

 さらに、近年、旺盛な国産需要を背景として、

果樹生産へ取り組もうする企業等からの参入要

望が急増しています。次の一手として、このよ

うな新たな担い手の参入を支援することで、果

樹の産地拡大を図り、さらなる園芸振興を目指

していきます。 

 畜産においては、キャトルステーションの整

備、活用による効率的な増頭に加えて、おおい

た和牛の市場評価をさらに高めることが重要で

す。そのためにも、次期北海道全共での日本一

奪還に向け、鹿児島全共で明らかとなった枝肉

歩留りなどの課題解決への取組を既にスタート

しています。加えて、その司令塔となる畜産研

究部の改修にも着手します。 
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 農業、農村の振興には、やはり高齢化など、

厳しい状況下にある中山間地域でも、もうかる

農業を実現していかなければなりません。 

 中核を担う集落営農法人の調査において、約

８割の法人が、園芸導入や経営拡大など、何と

かしてもうかる農業を実現し、次の世代につな

げたいといった強い気持ちをお持ちです。 

 このため、今回の補正予算では、法人が新た

に園芸に取り組む際に必要な人材や資材等の立

ち上げ経費への助成のほか、拡大・統合時に要

する機械支援など、経営力強化に向けたきめ細

かな対策を盛り込みました。 

 今後とも生産者の現状をしっかり捉え、農業

団体や市町村との連携を密に図り、農業、農村

の振興に全力で取り組んでいきます。 

 次に、カーボンニュートラルに向けた取組に

ついての御質問にお答えします。 

 頻発・激甚化する災害等、地球温暖化の影響

により私たちの生活は脅かされています。今変

わらなければ未来は変えられないという決意で、

この問題に取り組んでいきます。そのため、私

は次の三つの基本料金方針の下、脱炭素社会の

実現に向けて取り組んでいきます。 

 一つ目は、環境と経済・社会活動の両立を図

ることです。本県は、様々な業種の製造業がバ

ランスよく立地するものづくり県です。本県の

貴重な財産である産業の持続性を損なうことな

く、脱炭素化を進める必要があります。昨年度、

産学官で策定したものづくり未来宣言を踏まえ、

本年度は大分コンビナートの向かうべき方向性

などを、関係者と共に構想として取りまとめ、

水素などの供給やカーボンリサイクルの拠点化

への取組につなげていきます。 

 一方、こうした産業部門における大幅なＣＯ

２排出削減には、やはり将来の技術革新が必要

です。そのため、まずは業務や家庭部門の取組

を加速させます。環境性能の高い住宅や建築物

の普及促進に向け、専門技術者の育成等をさら

に進めます。あわせて、環境と景観に配慮した

地域共生型の再エネ導入に向けて、自家消費型

の太陽光発電設備等に支援を行います。 

 二つ目は、本県の豊かな地域資源の有効活用

です。豊富な地熱やバイオマス等、再エネの強

みをいかしたグリーン水素の製造など、大分県

版水素サプライチェーンの構築を進めていきま

す。また、県土の約７割を占める森林資源はＣ

Ｏ２吸収源として大変重要です。大径材の利用

促進と早生樹の再造林により森林の若返りを進

めていきます。 

 三つ目は、脱炭素化を経済成長の契機につな

げていけるということです。環境活動等に配慮

した企業への投資やカーボンオフセットなど、

脱炭素化を企業経営に取り込む動きが加速して

います。本年度から新たな認証制度を設けて、

環境に配慮した経営を行う県内企業を育成する

ことで企業価値を高め、投資を呼び込む支援を

行っていきます。 

 カーボンニュートラルは次世代に対する責務

であると同時に、新たなビジネスチャンスでも

あります。この機会を逃さず、県を挙げて実効

性ある施策にしっかりと取り組んでいきます。 

 そして、将来を担う人材の育成についての御

質問にお答えします。 

 平成２０年の教員採用試験に係る贈収賄事件

は、当時、全国のニュースにも盛んに取り上げ

られるほど衝撃的なものであったと記憶してい

ます。本県の教育に対する県民の信頼を根底か

ら失墜させるものだという認識です。 

 県教育委員会では、事件以降、教員採用試験

等について、公平・公正・透明性の確保を徹底

し、必要な見直しを行いながら取組を進めてき

たものと承知しています。 

 また、この間、「芯の通った学校組織」を掲

げた学校改革や、グローバル人材の育成、ＧＩ

ＧＡスクール構想の実現に向けた一人１台端末

の整備・活用など、その時々の政策課題を踏ま

えた様々な教育改革を実行してきました。 

 これらの取組が、学校の組織的課題解決力を

高めて、その結果として大分の子どもたちの学

力や体力を全国に誇れるレベルまで引き上げる

ことにつながったのではないかと認識していま

す。 

 また、昨年度の総合教育会議の議論を踏まえ

て、１０年３地域の教員の広域人事異動につい
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ても、負担軽減の観点から見直しを進めていま

す。 

 議員御指摘のように、子どもたちや学校を取

り巻く環境は様々変化してきています。予測困

難な時代を生きる子どもたちには、主体性や創

造力、課題発見・解決力、多様な人々と協働す

る力など、持続可能な社会のつくり手となるた

めにも必要な資質能力を身に付けてほしいと考

えています。 

 そのためには、教職員一人一人が生き生きと

働ける職場環境を実現するとともに、学校が地

域も含めた多様な主体と連携しながら子どもた

ちの力を伸ばしていける環境をつくっていくこ

とが必要です。 

 さらには、少子化時代において、県内のどこ

に住んでいても、同じように充実した教育を受

けることができる体制を構築していくことが必

要です。今回の補正予算案においても、地域の

高校に通いながら、英語と数学のより高い学力

を付けたいと希望する生徒に対し、特別講座を

実施するとともに、ＩＣＴを活用しながら横展

開を図る事業を提案しています。 

 過去の事件のことは決して忘れてはなりませ

んが、未来志向の下、世の中の変化を敏感に捉

え、教育改革の歩みを止めないことが、今後の

本県の教育を考える上で重要であると認識して

います。 

 県教育委員会には、誰一人取り残すことなく、

本県の宝とも言うべき全ての子どもたちが未来

を切り開く力と意欲を身に付け、自己実現を図

ることができるよう、引き続き教育改革に取り

組んでもらいたいと考えています。 

 以上で私からの答弁を終わります。 

元吉議長 若林総務部長。 

  〔若林総務部長登壇〕 

若林総務部長 今後の財政運営について、さき

ほどの知事答弁に補足的にお答えします。 

 お配りしている資料、今後の財政収支見通し

（試算）を再度御覧ください。 

 右側に試算の前提条件を記載していますが、

まず１の歳入です。表の２段目、県税について

は、国が１月に公表した中長期の経済財政に関

する試算における成長実現ケースの名目成長率

を反映し試算しています。国は、累次の経済対

策により経済がコロナ前の水準を回復すると見

込んでおり、本県でも、５年度の県税収入は当

初予算額としては過去最高となる１，３７２億

円を計上しています。 

 その下の交付税・臨財債については、６年度

以降も一般財源総額が引き続き同水準で確保さ

れるという仮定の下で試算を行っています。 

 その結果、左の表になりますが、まず県税は

９年度には５年度と比較して１１７億円増の１，

４８９億円となる見込みです。 

 他方、交付税・臨財債は、財政需要の増加の

一方で税収の伸びにより逓減し、９年度には１，

８５０億円になるものと試算しています。 

 このほか、（２）国庫支出金や（３）県債は

投資的経費等に連動させて試算しており、国庫

支出金は、コロナ対応の臨時交付金の減等によ

り９年度には３８９億円減の９７０億円になる

見込みです。県債は国土強靱化５か年加速化対

策事業が現在のところ７年度までとされている

ことから、一旦は増加するものの９年度には５

１９億円となる見込みとしています。 

 次に歳出です。（１）義務的経費のうち①人

件費は、定年延長に伴い退職手当の所要額が隔

年で変動するため増減を繰り返すと見込んでい

ますが、９年度には５年度と比較して９億円増

の１，４６２億円になるものと試算しています。 

 ②社会保障関係費は、団塊の世代の後期高齢

者入りに伴い、５年度と比較して４９億円増の

９６５億円と見込んでいます。また③公債費は、

県土強靱化関係の償還が始まることから、毎年

度２０億円程度増加し、９年度には８６０億円

になるものと試算しています。その結果、義務

的経費全体では、９年度には５年度から１２０

億円増の３，２８７億円となる見込みです。 

 その下の（２）投資的経費については①補助

・直轄、②単独ともに、５年度と同額を基本と

しつつ、５か年加速化対策事業については４年

度の予算額と同規模が７年度まで継続するもの

として試算しています。加えて、別府総合庁舎

の建て替えや特別支援学校再編などの個別事業



第２回 大分県議会定例会会議録 第２号 

- 29 - 

の影響等を反映させています。 

 なお、（３）その他経費では、医療機関の空

床確保料等のコロナ関連事業を６年度から皆減

させて試算しています。 

 二つ目の表の一番上には、各年度の歳入から

歳出を差し引いた、財源不足を補うための財政

調整用基金取崩額を、一番下には基金残高を記

載したものです。行革目標である３３０億円を

４年度末に前倒して確保した上で、引き続き６

年度末まで確保できるよう努めていきます。 

 その後は、団塊の世代が７５歳以上の高齢者

になることによる社会保障関係費の伸びや、防

災・減災、国土強靱化の推進等による公債費の

増嵩などにより、基金の取崩額が増えていく見

込みとなっています。 

 また、一番下の表には県債残高を記載してい

ます。その一番上の臨財債等を除いた実質的残

高は、適正管理の目安である６，５００億円以

下で推移させることができる見込みとなってい

ます。 

 一方で、国は７年度のプライマリーバランス

の黒字化目標等の達成に向け、歳入歳出両面の

改革を推進するとしており、地方財政への圧力

を強めることも考えられます。 

 今後とも安定的な財政運営が行えるよう、よ

り一層の歳入確保や節約等、常在行革の精神で

不断の取組に努めていきます。 

元吉議長 工藤福祉保健部長。 

  〔工藤福祉保健部長登壇〕 

工藤福祉保健部長 介護人材の確保についてお

答えします。 

 まず、新たな人材の確保としては、大分県福

祉人材センターにおいて、介護の職場体験や福

祉のしごと就職フェア等を毎年開催しており、

昨年度は５４人の就職につながりました。 

 今年度は初任者研修受講料の助成枠を従来の

４０人から１００人に大幅に拡充するとともに、

外国人材の受入れを見据えて、介護福祉士修学

資金の貸付枠も５人増の３９人分確保しました。 

 次に、早期の離職を防止し、職場への定着を

図るには、介護業務の負担軽減も大変重要です。

現在、県内の特養・老健１９８施設のうち、既

に５３施設において介護ロボット等を導入しま

した。令和７年度までにこれら全施設での導入

を目指し、今年度は前年比１．５倍の予算を確

保し進めています。 

 また、介護ＤＸアドバイザーを２人に増員し、

施設への導入を後押ししています。 

 加えて昨年度には、人材育成や処遇改善等に

積極的に取り組む事業所を評価するふくふく認

証制度を創設し、既に８法人を認証しましたが、

こうした優良事例を専用Ｗｅｂサイトなどでし

っかりと発進しながら、介護現場の魅力向上に

つなげていきます。 

 こうした取組により、介護人材の充足に向け

て、鋭意取り組んでいきます。 

元吉議長 三村土木建築部長。 

  〔三村土木建築部長登壇〕 

三村土木建築部長 それでは、建設産業の担い

手確保についてお答えします。 

 少子高齢化が進展する中、次世代を担う若者

や女性が夢を持って働ける建設産業であり続け

るためには、給与、休暇、希望に、かっこいい

を加えた新４Ｋの実現が課題です。 

 このため県では、就労環境の改善と建設産業

の魅力発信の両面から取組を進めています。 

 まず、就労環境の改善では、設計労務単価を

１１年連続で引き上げるとともに、全国トップ

レベルの施工時期の平準化や週休２日工事の導

入など、誰もが働きやすい職場環境づくりを積

極的に支援しています。 

 次に、魅力発信では、高等学校と連携した現

場体験学習会や企業合同説明会の開催に加え、

産学官で構成するおおいた建設人材共育ネット

ワークの取組として工業系以外の学生向けの動

画配信などを行っています。 

 さらに今年度からは、女性活躍の先進事例を

紹介する経営者向けセミナーを県内全域で開催

するとともに、女性同士の交流を深める成果発

表会に就職を控えた女子高校生の参加を促すな

ど、情報発信を強化していきます。 

 今後も業界団体等と協力しながら、安心・元

気・未来創造の大分県づくりを支える建設産業

の担い手確保に努めていきます。 
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元吉議長 利光商工観光労働部長。 

  〔利光商工観光労働部長登壇〕 

利光商工観光労働部長 県内企業における宇宙

産業参入についてお答えします。 

 議員御指摘のとおり、宇宙ビジネスは、人工

衛星製造やデータ活用、ＶＲによる宇宙遊泳体

験等のエンターテインメントなど、非常に裾野

が広く今後の成長が期待される産業です。 

 県内企業の宇宙産業への参入は、６年前の小

型衛星てんこうの開発参加から開始しました。

それ以降、県としても、宇宙ビジネスを担う人

材の育成や、衛星データなどを活用したビジネ

ス創出・事業化の支援、宇宙関連企業とのマッ

チングなど、県内企業の挑戦を後押ししてきま

した。 

 この結果、衛星データを活用したスマート農

業によるブランド米の創出、衛星画像を用いた

土砂崩れ箇所の特定手法の開発など、県内各地

で、多様な主体が多様な取組を展開しています。 

 ビジネス化も着実に進展しています。例えば、

衛星測位情報を活用した林業現場での安全確保

デバイスや自動着岸ボートの販売、新しい供養

スタイルである宇宙葬など、県内企業が新たな

ビジネスをスタートさせています。 

 引き続き、県内外の多様な主体の参画を通じ、

宇宙港を核とした宇宙関連ビジネスのエコシス

テムの創出を目指し、積極的に取り組んでいき

ます。 

元吉議長 岡本教育長。 

  〔岡本教育長登壇〕 

岡本教育長 学力・体力の定着・向上について

お答えします。 

 県教育委員会では、新大分スタンダードに基

づいた授業改善や１校１実践の充実、さらに、

「芯の通った学校組織」の構築などに継続的に

取り組んできました。その結果が現在の成果に

つながったものと捉えています。 

 各調査結果を見ると、学力面では、学習内容

の理解は進んでいるものの、勉強が好きだと回

答する児童生徒の割合が減少傾向にあります。

そのため、授業の見通しを持たせ、意欲を高め

るめあての提示や学習内容の理解を実感させる

振り返りなどを充実させた取組を推進していま

す。 

 体力面では、運動好きな子どもの育成が重要

であることから、運動が苦手な子どもでも容易

に取り組める用具やルールの工夫、ＩＣＴ機器

の効果的な活用など、愛好度を高める取組を行

っています。 

 今後もこれまでの取組に加え、コロナ禍で制

限された協働的な学びや社会見学などの体験的

な学び、１校１実践等の体育的活動を一層充実

させ、知・徳・体のバランスの取れた生きる力

の育成に向け努力を続けていきます。 

元吉議長 以上で大友栄二君の質問及び答弁は

終わりました。 

 お諮りします。本日の代表質問はこの程度に

とどめたいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本日の代表質問を終わります。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 以上で本日の議事日程は終了しまし

た。 

 次会は、明日定刻より開きます。日程は、決

定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 本日はこれをもって散会します。御

苦労様でした。 

午前１１時３９分 散会 
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令和５年第２回大分県議会定例会会議録（第３号） 

 

令和５年７月１４日（金曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第３号 

            令和５年７月１４日 

              午前１０時開議 

第１ 代表質問 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 代表質問 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４１名 

 議長 元吉 俊博 副議長 木付 親次 

    志村  学     御手洗吉生 

    桝田  貢     穴見 憲昭 

    岡野 涼子     中野 哲朗 

    宮成公一郎     首藤健二郎 

    清田 哲也     今吉 次郎 

    阿部 長夫     小川 克己 

    太田 正美     後藤慎太郎 

    森  誠一     大友 栄二 

    井上 明夫     三浦 正臣 

    古手川正治     嶋  幸一 

    麻生 栄作     阿部 英仁 

    御手洗朋宏     福崎 智幸 

    吉村 尚久     若山 雅敏 

    木田  昇     二ノ宮健治 

    守永 信幸     原田 孝司 

    玉田 輝義     澤田 友広 

    吉村 哲彦     戸高 賢史 

    猿渡 久子     堤  栄三 

    末宗 秀雄     佐藤 之則 

    三浦 由紀 

欠席議員 ２名 

    成迫 健児     高橋  肇 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           佐藤樹一郎 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          吉田 一生 

 教育長          岡本天津男 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 総務部長         若林  拓 

 企画振興部参事監     藤川 将護 

 企業局長         渡辺 文雄 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        種田 英明 

 福祉保健部長       工藤 哲史 

 生活環境部長       高橋  強 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       佐藤  章 

 土木建築部長       三村  一 

 会計管理者兼会計管理局長 渡辺 栃彦 

 防災局長         岡本 文雄 

 観光局長         渡辺 修武 

 人事委員会事務局長    塩月 裕士 

 労働委員会事務局長    幸  清二 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

元吉議長 皆さんおはようございます。これよ

り本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 本日の議事は、議事日程第３号によ

り行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 代表質問 

元吉議長 日程第１、これより代表質問に入り

ます。 

 発言の通告がありますので、順次これを許し

ます。玉田輝義君。 

  〔玉田議員登壇〕（拍手） 

玉田議員 皆さんおはようございます。３５番、

県民クラブの玉田輝義です。新しい佐藤知事と

本格論戦できる第２回定例会において代表質問

の責を負うことになりました。会派の皆さんに

感謝します。そして、今日また傍聴に来てくだ

さった皆さん、本当にありがとうございます。 
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 冒頭ですが、この６月３０日からの大雨で被

災されてお亡くなりになられた方、また、被災

された方々に心からお悔やみ並びにお見舞いを

申し上げます。被災地が一日も早く元に戻るこ

と、被災者の皆様がつらい体験を乗り越えて、

できるだけ早く笑顔を取り戻すことを心から願

っています。 

 それでは、質問に入っていきますが、まず、

佐藤知事におかれては、さきの知事選で激戦を

勝ち抜かれ見事に当選されました。県民クラブ

を代表してお祝い申し上げます。県政には課題

が山積していますが、佐藤知事の高い見識と中

核市大分市の市長を務めた行政経験を基に、安

全で安心して暮らせる大分県づくりを進めてい

ただきたいと期待します。 

 特に今回の統一地方選は、人口減少と高齢化

が進む中で、大分県及び県内市町村が直面する

課題を解決し、持続可能な地域をどのように創

造していくかという地域の未来を選択する重要

な選挙であったと考えます。この選挙で、私た

ち県民クラブもそれぞれの地域で厳しい戦いを

勝ち抜き、貴重な議席をいただきました。県民

の皆様に改めて厚くお礼申し上げるとともに、

県民の皆様の御期待に応えるべく努力していき

ます。 

 それでは、早速質問に入ります。 

 一つ目は、県政運営にあたっての基本的な考

え方についてです。その一つ目が、県政の課題

解決に向けた基本姿勢について伺います。 

 私たち県民クラブは県民の誰一人も取り残さ

ない県政の実現を求めています。多くの課題を

抱える県政において、佐藤知事がどのように向

き合い解決の道筋を付けようとするのか、知事

就任後の最初の代表質問ではこのことをまず伺

わなければならないと考えています。 

 県民クラブとしては、県政が直面し解決すべ

き喫緊の課題は大きく六つあると考えています。 

 まず、人口減少・高齢化への対応です。大分

県の推計人口は今年６月１日現在で１０９万８，

４２１人と１０年前から８万９８６人減少して

います。高齢化率は昨年１０月１日現在で３３．

９％と、同じく１０年前から５％以上増加し、

８市町村では４０％を超えています。大分市に

県人口の４３％が集中する一方、県内の大部分

を占める過疎地では、将来にわたって学校、病

院などの公共施設や福祉サービスなどの社会イ

ンフラを人手不足の中でどのように維持するか

が大きな問題となっています。 

 二つ目は、コロナ後の地域振興策についてで

す。５月８日、新型コロナの感染症法上の位置

付けが５類感染症に移行され、ようやく長いト

ンネルの出口が見えてきました。コロナの感染

拡大によって県内の経済、県民の生活は大きく

傷つきましたが、今後はコロナ後の社会像を見

据えながら、地域振興策を加速させていかなけ

ればならないと考えます。 

 三つ目は、地球温暖化対策です。政府は２０

５０年カーボンニュートラルを目指すことを宣

言しました。遅々として進まなかった地球温暖

化対策でしたが、目標達成に向け、今後は産業

界も含めて大きな転換に迫られ、県民の生活様

式も大きく変わっていかなければならないと考

えます。 

 四つ目は、物価高騰への対応です。グローバ

ル化が進展する中で世界の出来事が県民生活に

打撃を与えています。昨年２月のロシアによる

ウクライナ侵攻に端を発した世界的な食料危機、

燃料・資材の高騰などによる物価高騰が県内の

企業、農林水産業に大打撃を与え、県民生活を

直撃しています。今後も続く物価高騰からどの

ように地域経済、県民生活を守っていくかを考

えなければなりません。 

 五つ目は、県民の安全の確保です。米中対立

などにより、我が国の安全保障環境が急激に変

化しています。本県にも日出生台演習場での米

軍実弾射撃訓練に関わる諸問題や大分市鷲野の

陸上自衛隊大分分屯地に大型の弾薬庫が整備さ

れる動きがあるなど、多くの県民が不安を感じ

ています。 

 最後に、防災・減災対策です。近年、これま

で私たちが経験したことがない様々な大規模自

然災害が全国各地で頻発しています。本県でも

平成２４年、２９年の九州北部豪雨、令和２年

７月豪雨等で河川の氾濫や土砂崩れなどが発生
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し、甚大な被害となりました。６月３０日から

の大雨によって大規模な災害も起きています。

また、地震についても、昨年１月２２日に日向

灘を震源とするマグニチュード６．６の地震が

発生し、大分市や佐伯市などで最大震度５強と

いう大きな揺れに襲われました。南海トラフ地

震の発生が近いと言われる中、いつ大きな地震

が来るのか、多くの県民が不安に思っているこ

とは間違いありません。 

 こうした県政の課題は、いずれも簡単に解決

できるものではありません。知事の思いを県民

に伝え、県民みんなで課題の解決に向けて取り

組んでいく、正に知事としてのリーダーシップ

が求められます。 

 知事は、選挙戦を通じて一党一派に偏らない

県民党のスタンスを訴えてこられました。県政

が抱える課題についても、様々な県民の意見が

あります。県民党を具現化し、県民に対してリ

ーダーシップを発揮するためには、まず知事の

県政に対する基本的な考え方を明確にし、また、

多くの県民から声を聞く姿勢が必要と考えます。 

 そこで、さきほど言った六つの大きな課題等、

県政の課題の解決に向けた基本的な姿勢及び県

民の声を聞くための具体的な取組について、ど

のようにお考えか、知事に伺います。 

 二つ目は、コロナ禍後の国と地方自治体との

関係についてです。 

 コロナ禍は、私たちの社会生活や経済活動に

非常に大きな傷跡を残しました。一方で、その

中で得た大きな教訓もあります。一つは、今後

もコロナや新たな感染症の発生が懸念される中

で、感染拡大を防ぐためには、密集して暮らす

よりも分散して暮らす方が安全であるというこ

とです。もう一つは、ワクチン接種や飲食店の

営業自粛要請に見られたように、全国一律に進

めるよりもそれぞれの地域の事情に合った方法

で進めた方が効率的、効果的に遂行できる施策

も多いということです。 

 これらのことは、地方に分散して暮らすこと

の優位性、また、さらに地方分権を進めて基礎

自治体の機能を強化する必要性を改めて示した

のではないでしょうか。本来、国と地方自治体

は主従の関係にあるのではなく、対等の関係に

あるべきです。２０００年の地方分権一括法の

施行から２３年、この間、国による財政等の締

め付けにより地方分権は遠のいていましたが、

コロナ禍を経て再び地方分権の流れが戻ってき

たものと前向きに捉え、この流れを着実に大き

な潮流へと転換していかなければならないと考

えます。一方で、国においては、コロナ禍に措

置された地方創生臨時交付金の見直しや、地方

がコロナ禍後の社会経済活性化に向けて積み立

てている基金残高の増加を問題視する動きが見

られるなど、地方分権の推進に向けては予断を

許さない状況です。 

 コロナ禍という未曽有の困難を乗り越え、こ

れから地方の時代を築いていくために、国と地

方自治体の関係を本来あるべき対等なものにし

ていかなければならないと考えますが、知事の

考えを伺います。 

 三つ目は、人口減少への対応についてです。 

 本県では、人口減少対策について第２期まち

・ひと・しごと創生大分県総合戦略に基づいて

総合的に取り組んでいます。しかし、人口の自

然増減の数字を見る限り、これまでのところ、

対策が大きな成果を上げているとは言い難く、

目標の達成は厳しい状況にあると認識していま

す。 

 その大きな要因は、何といっても出生数の減

少です。先般公表された国の人口動態統計によ

ると、県内の昨年の出生数は６，７９８人と初

めて７千人を下回り１２年連続で減少し、過去

最低を更新しました。また、合計特殊出生率は

２０２１年の１．５４から２０２２年は１．４

９に低下しています。人口を維持するには合計

特殊出生率２．０７以上を保つことが必要とさ

れている中で、今後も人口減少が続くことは避

けられない状況です。総合戦略では２０２５年

の合計特殊出生率を１．８３にする目標を立て

ていますが、現実的には達成が困難な状況と言

わざるを得ません。なぜ出生率が増えないのか、

この現実を変えるためにどうすればいいのか、

県民が向き合わなければならない大きな課題で

す。 
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 過去を振り返ると、県内の自治体は一部を除

いて、地方創生事業を進めるずっと前から、過

疎対策として人口減少対策を進めています。地

方創生戦略のまち・ひと・しごと創生総合戦略

が県の総合計画と軌を一にするように、県内市

町村の戦略も総合計画や過疎計画とほぼ同じよ

うなものだと理解しています。これまで過疎振

興事業を半世紀以上続けてきていますが、過疎

地域の人口が増加した、あるいは維持されてい

るという状況は生まれていません。 

 総務省がまとめた令和２年度版過疎対策の現

況によると、１９７０年に過疎地域対策緊急措

置法が制定されて以降、２０２０年までの間に、

事業費ベースで約１１５兆円が投じられるなど、

金融、税制等総合的な支援措置が行われてきま

したが、総人口に対する過疎地域の人口の割合

は、１９６０年の２２．４％から２０２０年に

は８．２％に低下する一方、過疎地域の面積は

国土の約６割に広がり、過疎市町村は市町村数

の半数近くを占めると報告されています。 

 本県も例外ではなく、令和２年の国勢調査人

口によると、過疎地域の面積は県土の８５．２

％に広がり、過疎関係市町村は１８市町村のう

ち１５市町村を数えます。 

 もちろん過疎振興事業を否定しているのでは

ありません。事業は過疎自治体にとって大変重

要なものです。しかし一方で、半世紀以上にわ

たって多額の公費を投入してきたのに、なぜ人

口減少に歯止めをかけられなかったのか。この

現実を真摯に受け止め、問題の本質に厳しく向

き合わなければ、地方創生事業に成果を求める

ことは難しいと思います。 

 周知のとおり、人口減少対策には総合的な施

策が必要です。特に出生数を増やしていくため

には、本県に生まれ育った人々がそれぞれのラ

イフステージで将来の不安がない状態を創造し

ていくことが重要であり、そのための本格的な

議論が今こそ必要ではないでしょうか。つまり、

不安定な雇用や奨学金の返済など、多くの若者

が持っている将来の不安や、子どもを持つこと

に対する経済的、心理的な負担感、こういった

ものを解消することが何よりも重要だと思いま

す。そのためには、若者たちの可処分所得を増

加させたり、また、将来の社会の変化に適応す

るため、無償、若しくは安価でリスキリングが

できたりするなど、不安や負担感を解消する方

策が考えられます。 

 そこで、知事は人口減少対策について、どの

ような点を重視して取り組まれるのか、若者の

不安や負担感の解消という視点を取り入れる考

えがあるか伺います。 

 二つ目は、交通体系の整備についてです。 

 その一つ、広域交通網の整備について伺いま

す。 

 佐藤知事は、前職の大分市長時代から一貫し

て、大分市佐賀関から愛媛県佐多岬間の約１４

キロメートルを長い橋又は海底トンネルでつな

ぐ豊予海峡ルート整備の実現に意欲を示されて

います。 

 昨年１０月に大分市が公表した豊予海峡ルー

ト推進シンポジウム報告書では、コストや経済

波及効果に関する調査結果が示されています。

事業費は鉄道トンネル案の６，８６０億円から

新幹線と高速道路併用の橋梁案の３兆２，４１

０億円まで様々なタイプで試算され、主に海底

トンネルを選んだ場合に、旅客の時間短縮効果

や物流効率化などのメリットが費用を上回ると

分析されています。 

 対して、広瀬前知事は東九州新幹線整備を目

指し、整備推進期成会を立ち上げ、官民を挙げ

て構想実現に取り組んできました。東九州新幹

線は１９７３年に国が基本計画路線の一つに決

定して以降、残念ながら具体的な進展がありま

せんが、県は期成会を中核に機運醸成を図り、

建設事業化の前提となる整備計画路線への格上

げを国へ要望してきました。 

 東九州新幹線鉄道建設促進期成会から出され

た東九州新幹線調査報告書では、将来的な人口

減少の影響を考慮しても一定の費用対効果が期

待できるとしています。 

 それぞれの調査結果によれば、費用を上回る

効果があるということで、県民に大きな夢を与

えているようにも見えます。一方で、その費用

そのものが巨額であることを忘れてはなりませ



第２回 大分県議会定例会会議録 第３号 

- 35 - 

ん。いずれのプロジェクトの試算においても、

本県の負担額は数千億円以上となっており、実

際に整備を進めることになれば、それだけの負

担を県、ひいては県民が強いられることになり

ます。もちろん、広瀬前知事の時代から取り組

んできた行財政改革の成果等により、現在の県

財政は一定の健全性を保っていると思います。

しかし、二つもの巨額なプロジェクトを抱える

となれば、財政面で大きな影響が出ることは避

けられません。 

 これまで知事が市長をされていた大分市以外

の住民にとって、豊予海峡ルートの構想はなじ

みが薄いと思われ、広域交通網という視点でい

えば、県政の重要課題の一つとして取り組んで

いる中九州横断道路はようやくその全貌が見え

つつある段階、東九州新幹線はまだこれからと

いう中で、先般の提案理由の説明でも四国新幹

線に触れられていたように、突然、豊予海峡ル

ートにスポットが当たったという感が否めませ

ん。 

 そこで、知事は豊予海峡ルートの推進にあた

っての財政的な負担をどのように認識されてい

るのか、将来に過度の負担を残さないためにも、

まずは現在取り組んでいる広域交通網の整備な

ど、県政の重要課題に優先して取り組んでいく

べきではないかと考えますが、知事の考えを伺

います。 

 二つ目は、中九州横断道路の整備についてで

す。 

 産業・経済の振興においては道路網の整備も

欠かせず、とりわけ広域交通ネットワークの形

成を図るためには高規格道路の整備推進は重要

な施策です。 

 今回上程されています補正予算案の道路改良

事業においては、中津日田道路の整備推進が主

なものとなっているようですが、ＴＳＭＣの熊

本進出や近年の陸送から海運へのモーダルシフ

トが進む状況から見ても、中九州横断道路の整

備推進も重要視しなければならないと思います。 

 本年５月に、台湾の半導体関連企業などの関

係者からなる訪問団が本県の半導体関係の工場

等を視察し、地元企業との商談会を行いました。

この際の台湾関係者のコメントによると、大分

市はＴＳＭＣの工場から車で約２時間とそう遠

くない。物流体制の整う企業があるのは安心だ

と評価されたと伺っていますが、中九州横断道

路の竹田阿蘇道路や滝室坂道路が完成すれば、

さらなる時間短縮が実現します。 

 また、九州産の野菜は関東や近畿地方への出

荷割合が全体の４割を超えており、農産物は海

運貨物の重要品目としてのポテンシャルが高い

ことから、大分港大在地区に立地する大分青果

センターの予冷庫が今年度、拡張整備されるこ

とになっています。中九州横断道路の整備によ

り、県内だけでなく熊本方面から農産物の集荷

も期待され、本県の策定した九州の東の玄関口

としての拠点化戦略で物流拠点として位置付け

られている大分港の利用拡大に大きく貢献しま

す。 

 大分自動車道や東九州自動車道と連結し、福

岡市や北九州市などとの循環ネットワークを形

成する中津日田道路の整備推進とあわせ、九州

を代表する観光地、企業集積地や農産地が沿線

にある中九州横断道路の整備も同時に進めてい

かなければなりません。 

 そこで、昨年末に着工の運びとなった竹田阿

蘇道路の早期完成、また、ようやく計画段階評

価の段階に入った大分－犬飼間の早期事業化も

含め、中九州横断道路の整備についてどのよう

に進めていくのか、土木建築部長に伺います。 

 次に、大分空港の活性化についてです。 

 大分空港の利用者数は２０１８年度に２００

万人を超える水準まで到達していましたが、そ

の後のコロナ禍の影響から２０２０年度、そし

て、翌２０２１年度の２か年は１００万人を割

り込む状況でした。 

 しかし、２０２２年度については、コロナ禍

が鎮静化の傾向を見せる中、国の全国旅行支援

もあり、人々の移動が活性化し、前年度から約

７４％増加し、３年ぶりに１５０万人を超える

水準まで回復しました。 

 そして、今年度５月の新型コロナのいわゆる

５類移行に加え、６月からは本県と韓国を結ぶ

国際線３路線のうち１路線が約５年ぶりに再就
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航したほか、来年には国内唯一のホーバークラ

フトによる空港への旅客輸送が予定されるなど、

空港利用者のさらなる増加が見込まれます。 

 昨年９月、県は大分空港の目指すべき将来像

を示すとともに、その実現に向けての戦略的内

容を取りまとめた大分空港・宇宙港将来ビジョ

ンを策定し、その中で乗降客数の目標値を示し

ています。 

 同ビジョンでは、施策展開の方向性の中で

「アジアと宇宙をつなぐ宇宙港の実現」、また

具体的な取組として「当面の宇宙港の取組は、

ヴァージン・オービット社による小型ロケット

の打ち上げ事業が中心となるものの、将来的に

は、宇宙往還機の着陸やサブオービタル飛行な

どの有人宇宙飛行を実現する機体が利用できる

宇宙港として発展していくことが望まれる」と

の記載があります。 

 しかし先般、大分空港を利用した航空機によ

る人工衛星の打ち上げを計画していたアメリカ

のヴァージン・オービット社が経営破綻し、人

工衛星打ち上げ事業を終了することが報じられ

ました。 

 ドリームポートおおいたの前提となるプロジ

ェクトの一つの実現が困難な状況となったとは

いえ、同ビジョンで示した２０３２年度に約２

６０万人の乗降客数という目標は達成できるよ

う、引き続き大分空港における新たなプロジェ

クトの創出等に取り組んでいく必要があるので

はないかと考えます。 

 国内外から広く愛され、選ばれる空港となる

よう、ビジョンの実現に向け、どのように活性

化に取り組んでいくのか、企画振興部長に伺い

ます。 

 次に、産業施策について伺います。 

 一つ目は、賃上げについてです。 

 物価高騰が続く中、実質賃金が上がり、また、

労働条件が改善されることは、県民の豊かな生

活を実現するために必要不可欠です。賃上げや

労働環境の改善によって、働きがいのある人間

らしい仕事、いわゆるディーセントワークを実

現することが求められています。私たちはその

実現のために公契約条例の実現をこれまで訴え

てきました。人手不足、働き方改革、男女共同

参画など、雇用環境が大きく変わる中で改めて

公契約条例について検討を進めるべきではない

かと考えます。 

 また、賃金の底上げには最低賃金を引き上げ

ていくことが重要です。昨年８月、大分地方最

低賃金審議会は、本県の最低賃金を３２円引き

上げるよう大分労働局長へ答申し、その結果、

８５４円に改定されました。３２円の引上げは、

時給で示すようになった２００２年度以降で最

大の引上げ幅でした。大分県の８５４円は、９

００円の福岡県に次いで九州第２位の額です。

一方で、全国の加重平均は９６１円となってお

り、本県とは１００円以上の差がありますが、

本県は広瀬前知事の時代から企業誘致に力を入

れ、製造品出荷額では全国中位であるなど、一

層の賃上げが可能な経済的ポテンシャルを有し

ていると考えます。 

 この審議会に出席していた労働者代表委員の

一人は、「九州の他県同様、目安を上回る額で

一定の評価はできるものの、最低限の生活に必

要な水準に届いておらず満足できる結果ではな

い。これからもさらなる賃上げが必要だと考え

ている」と話しています。一方で、経済団体な

どから、中小企業等にとっては原材料や燃料費

の高騰が続く中での賃上げは厳しいとの声もあ

ります。もちろん、賃上げを行い、その企業が

倒産することになっては本末転倒ですが、県の

令和５年度当初予算における県税収入の見込み

が過去最高となるなど、好業績となっている企

業も大手を中心に多いことから、県としては、

こうした企業に対し、好業績による果実をしっ

かりと労働者にも還元していくよう求めていく

ことも大事な取組ではないかと思います。 

 また、大企業が賃上げした際には、相対的に

経営体力の弱い中小企業が人材を確保しにくく

なることも考えられます。中小企業が人材確保

のために正規雇用を増やすなど、働きやすい環

境の整備に取り組み、県がこうした取組を支援

することも検討していくべきだと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、多くの県民の強い願

いである賃上げを実現するため、今後どのよう
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に取り組んでいくのか、知事の考えを伺います。 

 二つ目は、企業誘致についてです。 

 コロナ禍を契機とした世界的な半導体不足は

記憶に新しいところですが、政府は経済安全保

障の観点から半導体サプライチェーンの強化を

重視し、海外の半導体メーカーに日本への積極

的投資や日本企業との連携を呼びかけています。 

 このたび、台湾から半導体関係の訪問団が来

られたように、半導体受託生産の世界最大手で

ある台湾のＴＳＭＣの熊本県進出を契機に、九

州では福岡県、熊本県に次いで半導体関連企業

が集積する本県との取引に対し大きな関心が集

まっており、商機の拡大とともに新たな企業の

立地も期待されるところです。 

 しかし、本県においては企業誘致の受皿とな

る新たな工業適地の確保が課題となっています。

企業立地の期待が大きい地元自治体の中では、

産業用地に係る企業ニーズに迅速に対応するた

め、奨励金等の交付によるインセンティブを示

しながら、産業用地の開発・分譲を行う民間事

業者を募集し、官民連携による産業用地の整備

を進めようとする自治体もあります。 

 また、新たな企業誘致にあたっては、工業用

水の確保も課題です。昨年度９月の補正予算で

半導体関連企業等の誘致によるさらなる投資を

呼び込むため、必要な用水の確保に関する調査

費用も計上されました。 

 ＴＳＭＣの熊本工場は本年秋には完成し、来

年末にも出荷が開始される見込みであり、本県

も目前の好機を逃すことなく、企業誘致の条件

整備を急ぐべきと考えます。 

 今後、半導体関連企業等の誘致に向けた条件

整備にどのように取り組んでいくのか、立地を

希望する地元自治体に対する県からの支援策も

含め、商工観光労働部長に伺います。 

 三つ目は、農業における環境負荷の低減につ

いて伺います。 

 農業については我が会派の二ノ宮議員から一

般質問で詳しく質問するので、私からは環境に

ついての視点から伺います。 

 人類の活動に由来する温室効果ガスの排出量

のうち、農業は１割以上を占めているとされて

います。特に、家畜の消化器官内で発酵する物

質や排せつ物、また、水田や農地土壌、肥料な

どから温室効果ガスであるメタンなどが排出さ

れています。カーボンニュートラルについては、

あらゆる分野、産業で取り組んでいくべき課題

ですが、気候変動の影響を強く受ける農業分野

においても、自ら環境負荷の低減に取り組むこ

とが不可欠であると思います。 

 こうした中、国では２０２１年に持続可能な

食料システムの構築に向け、みどりの食料シス

テム戦略を策定し、中長期的な観点から、調達、

生産、加工・流通、消費の各段階の取組とカー

ボンニュートラル等の環境負荷軽減のイノベー

ションを推進することとしています。２０５０

年までに目指す姿としては、農林水産業のＣＯ

２ゼロエミッション化実現、化学農薬、化学肥

料の使用量の低減、有機農業の取組面積の拡大

等を掲げています。また、２０２２年には、こ

の戦略の実現等に向け、みどりの食料システム

法も成立し、国による基本方針や都道府県・市

町村における基本計画の策定、環境負荷低減に

取り組む生産者等への金融や税制面での支援策

が法定化されました。 

 本県でも、大分県環境負荷低減事業活動の促

進に関する基本計画を昨年１２月に策定し、今

後の取組を進めることが期待されています。計

画に取り組む中で、本県の農業の将来を支える

担い手、例えば、農業大学校の学生の皆さんに

農業における環境負荷の低減について、その意

義や具体的な取組等を教えていくことが重要で

はないかとも考えます。また、昨年３月に策定

された第３次大分県有機農業推進計画における

有機ＪＡＳ認証圃場面積の拡大といった目標の

進捗状況についても気になるところです。 

 こうしたことを踏まえ、有機農業の推進を含

め、農業における環境負荷低減にどのように取

り組んでいくのか、農林水産部長に伺います。 

 次に、県民の安全・安心の確保について伺い

ます。 

 本県は陸上自衛隊の演習場として、日出生台

演習場を抱えています。１９９５年９月に起こ

った沖縄米兵少女暴行事件をきっかけに、日本
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国内５か所の演習場に在沖縄米軍の実弾射撃訓

練が分散・実施されることになり、県内では日

出生台演習場において沖縄県道１０４号線越え

実弾射撃訓練が行われるようになりました。 

 広瀬前知事は、日出生台演習場における米軍

実弾射撃訓練については、将来にわたる縮小・

廃止が県としての基本スタンスとこれまで答弁

されてきました。しかしながら、年々訓練の規

模は拡大し、情報開示も行われなくなりつつあ

ります。冬季の自粛時間を超えての夜間射撃訓

練が繰り返され、実弾の使用日数も予定日数を

超えたことがあります。昨年度は４月の米軍実

弾射撃訓練に加え、２月には日米共同訓練が実

施され、同じ年度に２度にわたり米軍が関係す

る訓練が実施されるなど、訓練自体が恒常化、

拡大化していると言わざるを得ません。 

 一方、大分市鷲野にある陸上自衛隊大分分屯

地に、２０２３年度に大型弾薬庫の新設に着手

するとマスコミで報じられました。この敷戸弾

薬庫と呼ばれる施設は、近くを国道１０号やＪ

Ｒ豊肥本線が通り、大分大学の旦の原キャンパ

スもそばにあります。周りを多くの住宅が囲み、

小中学校をはじめ、病院や介護施設なども点在

しています。そのような場所に大型の弾薬庫が

造られたら、もしものときには広範囲に重大な

被害がもたらされるのではないかと危惧する住

民の声も聞いていますが、地元自治体や周辺住

民には具体的な説明がないまま設置が進められ

ようとしており、県民の不安も高まっています。 

 今後も県民の安全を確保し、安心して暮らし

ていくために、日出生台演習場における沖縄県

道１０４号線越え実弾射撃訓練の縮小・廃止や

弾薬庫の問題に対する県民の不安解消に取り組

んでいくべきだと考えますが、知事の考えを伺

います。 

 次に、共生社会について伺います。 

 一つは、人権を尊重する共生社会づくりにつ

いてです。 

 障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、

部落差別解消推進法のいわゆる差別解消三法が

２０１６年に施行され、本年の第２１１回通常

国会ではＬＧＢＴ理解増進法や認知症基本法が

制定されるなど、人権を尊重するとともに、い

わゆる社会的マイノリティやその家族など、生

きづらさを抱える人たちに寄り添って理解を進

め、共に生きていこうとする共生社会づくりが

進められています。しかし、県民の皆さんにそ

の意義が広く伝わっているでしょうか。 

 共生社会づくりの取組の一つとして、パート

ナーシップ宣誓制度の導入が挙げられます。こ

れまで県内でこの制度を導入しているのは、豊

後大野市、臼杵市、竹田市、日田市、豊後高田

市の５市でしたが、この９月から大分市で、来

年度から佐伯市でも導入されるとの報道があり

ました。 

 県内に居住しながら、住む市町村が違うこと

で、医療・福祉など、享受できる行政サービス

等が異なることは、県民間での不平等が生じる

ことになります。その解決のために県が補完的

な役割を担うべきではないでしょうか。このよ

うなＬＧＢＴＱ問題や高齢化の進展に伴う認知

症への対応など、誰も取り残さない社会を目指

し、もっと力を入れていくべきと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、人権を尊重する共生

社会づくりについてどのように進めていくのか、

生活環境部長に伺います。 

 次に、ヤングケアラーについて伺います。 

 一般にヤングケアラーとは、本来大人が担う

とされているような家事や家族の世話などを日

常的に行っていることで、負担を抱える、若し

くは子どもの権利が侵害されている可能性があ

る１８歳未満の子どもとされています。過度な

負担が続くと、介護のため学習面で遅れが出た

り、進学や就職を諦めたり、子ども自身の心身

の健康に影響が出るなど、様々な問題が生じる

可能性があり、実態把握や早期の発見・把握と

解決に向けた早急な支援が必要です。埼玉県で

は、ヤングケアラーを含むケアラーの支援に関

し基本理念等を定めた、全国初のケアラー支援

に関する条例を策定するなど、その対策に力を

入れています。 

 ２０２２年２月に発表した本県のアンケート

調査結果では、県内にも支援を要するヤングケ

アラーが千人程度存在するとの報告であったと
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認識しています。国の報告書でもヤングケアラ

ーの問題は家庭の複合的な問題を抱えた場合が

多く、本人が被害的意識を持ちづらいなど、非

常にデリケートな問題であり、表面化しにくい

構造になっているとされています。さらに、解

決に向けては、個々についての丁寧な切れ目の

ない支援が必要となります。 

 早期の解決が必要な課題でありながら、県の

相談事業についても余り実績が上がっていない

と聞いています。実態把握のためにどのような

取組を強化していくのか、また、市町村におけ

る取組状況についてもどう把握し、その推進に

向け、今後どのような支援を行い連携していく

のかが重要になります。 

 本年度もヤングケアラー等支援体制強化事業

により、県民への啓発や相談窓口の継続運営、

専門アドバイザーの配置や市町村との連携研修

などが実施されることとなっていますが、十分

な体制構築となるのかが心配です。ヤングケア

ラー問題に対する今後の取組について福祉保健

部長に伺います。 

 次に、旧優生保護法について伺います。 

 旧優生保護法下で障がい者らに不妊手術が強

制された問題について、国会の初の調査報告書

がまとまりました。立法過程を見ると、１９４

８年に国会に提出され、衆参両院の全会一致で

可決、成立していますが、国会審議で批判的に

議論された形跡はありませんでした。また、１

９７５年の高校教科書には「子孫に不良な遺伝

子を残さないことを優生と言い、国は国民全体

の遺伝素質を改善、向上させるため、国民優生

に力を注いでいる」と記載されていました。当

該法は１９９６年に、不良な子孫の出生を防止

するという優生思想に基づく部分が障がい者に

対する差別となっているなどの理由で、当該規

定を削除し、母体保護法に改正されました。旧

優生保護法をめぐっては、被害者が国に対し謝

罪と補償を求めて起こした訴訟で、旧優生保護

法を違憲とする判断が各地で示されています。 

 国会の調査報告書によって、国策により子ど

もを産み育てる権利が奪われた被害実態が改め

て明らかになりました。厚生労働省の資料によ

ると、１９４９年から１９９６年の手術総数は

２万４，９９３件となっており、そのうち本人

の同意が必要ではなかった手術が１万６，４７

５件に上ります。旧厚生省の衛生年報などによ

ると、本県は全国で４番目に多い６６３人が強

制手術を受けたとされますが、その実態は明ら

かになっておらず、大分被害弁護団代表の徳田

靖之弁護士は、県が被害者の状況を独自に調べ

るべきだと訴えています。県内にも被害を受け

て苦しんでいる本人や関係者が存在することは

間違いなく、県はこの被害実態を独自に調査す

べきだと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、旧優生保護法問題に

対し、県としてどう受け止め、どのような取組

を進めているのか、また、独自調査を行うこと

の考えについて、福祉保健部長に伺います。 

 教育行政について伺います。 

 一つ目は、夜間中学についてです。 

 文部科学省の調査によると、２０２３年４月

時点において、既に夜間中学がある地域は１７

都道府県、夜間中学の開校を決定したと公表し

ている地域は１１県、開校に向けて検討を進め

ていることを公表している地域は３県となって

います。全くの白紙状態の県は、本県を含め残

り僅かであり、九州内で設置又は設置予定がな

いのは本県のみとなっています。この波に乗り

遅れることなく、本県においても夜間中学の開

校に向けた準備を早急に進めるべきだと考えま

す。 

 夜間中学の全国設置は政府の方針であり、教

育機会確保法において、就学の機会の提供は自

治体の責務とされています。本県では教育委員

会の尽力で県内６会場において、本年７月と１

０月にそれぞれ２日間ずつ、夜間中学の模擬教

室を行うことになっていますが、本事業の成果

と課題を十分に検証した上で、市町村と連携の

下、さらなるニーズの掘り起こしにつなげ、夜

間中学の開校に向けての機運を高める必要があ

ると考えます。 

 こうしたことを踏まえ、夜間中学の設置につ

いて、教育長の考えを伺います。 

 次に、不登校対策について伺います。 
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 本県の不登校については、直近の調査では過

去最多の３，２５４人もの児童生徒が学校に通

えておらず、大変厳しい現状となっています。

これまでに関係機関と連携しながら取組を行っ

ていますが、依然として年々増えている状況で

す。現場の方の努力により約４割弱の子どもた

ちは復帰できているものの、一度でも学校へ通

えなくなると復帰までのハードルが高くなる傾

向があり、残る子どもたちの居場所や学びの場

となる新たな環境づくりを考えていく必要があ

ると考えます。 

 国は不登校の子どもたちに合わせた特別なカ

リキュラムを組むことができる不登校特例校に

ついて、全国に３００校設置することを目指す

としており、現時点では２４校の不登校特例校

が全国各地に設置されています。学校に通うこ

とができていない子どもたちへの大きな受皿と

なることが期待される不登校特例校の設置につ

いて、県としてどのように考えておられるのか、

教育長に伺います。 

 また、県内には２４校ものフリースクールが

あり、新たな夢を目指せる選択肢として重要な

役割を担っています。フリースクールへの今後

の支援についてもあわせて伺います。 

 次に、県行政における生成ＡＩについて伺い

ます。 

 昨年秋にアメリカのＯｐeｎＡＩ社が公開し

た対話型の人工知能チャットＧＰＴは世界に衝

撃を与えました。多くの人々が生成ＡＩの高度

な能力に驚愕すると同時に、人類が文明科学の

進捗を制御できなくなるとの危機感を覚えたの

ではないかと推察します。 

 政府のＡＩ戦略会議は、人工知能に関する政

策の方向性について論点整理を行い、チャット

ＧＰＴが急速に普及する中、生成ＡＩのリスク

を列挙して示しており、機密情報の漏えいや個

人情報の不適正な利用、学校現場における生成

ＡＩの扱い、ＡＩによって失業者が増えるなど、

七つが例示されました。 

 国際的にも人工知能の利用に対する方針は各

国で分かれており、欧州連合は規制する法整備

を進める一方、米国のようにガイドラインや自

主規制など、法的な枠組みではない対応に重点

を置く国もありますが、さきほどのＡＩ戦略会

議の提言を見ると、現状、日本はアメリカの立

場に近いようです。 

 また、自治体の中でも生成ＡＩに対する方針

は分かれており、積極的に利用し業務の効率化

を図ろうとするところもあれば、チャットＧＰ

Ｔを答弁資料作成や予算編成、政策策定に関す

る自治体の業務として使用することを当面禁止

すると発表した自治体もあります。 

 チャットＧＰＴが公開され半年以上が過ぎ、

チャットＧＰＴ以外の生成ＡＩも次々と公開さ

れ、誰でも利用可能な状態となっています。生

成ＡＩに利便性があることは明らかですが、一

方で、政府のＡＩ戦略会議による論点整理でも

示されているように、リスクの存在も既に明示

されています。本県としても早急に生成ＡＩに

対する方針を示すべきと考えますが、論点整理

における七つのリスクを踏まえ、県行政におけ

る生成ＡＩの利用の考え方について、総務部長

の見解を伺います。 

 以上で質問を終わります。 

 結びに、知事は提案理由説明の中で空飛ぶク

ルマに触れられました。昨年１０月に私が県議

会出前講座で地元の小学校でその講師を務めさ

せてもらったときに、私が小学校６年生に、２

０５０年になったときに皆さんはどんな地域で

暮らしていると思うかと聞きました。そのとき

に教室がざわざわとなって、男の子がはいと手

を挙げて、空を普通に車が飛んでいると答えま

した。２０５０年を目安としたのは、その頃は

彼らが社会を支える中核の世代になっているか

らです。 

 しかし、これからの時代を生きる今の子ども

たちは、私たちのように高度成長期やバブル期

を経験して、明日は今日よりもよくなることを

疑うことなく社会人になったのとは違って、想

像できない苦労が待ち受けていると思っていま

す。だからこそ、今の社会を支えていく現役世

代の我々が子どもたちの彼らにエールを送るだ

けでなく、彼らの誰一人も取り残さない社会を

つくるために、我々もしっかりと責任を持って
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行動していくことが必要だということを思いの

一端として述べながら、代表質問を終わります。 

 長時間、皆さん、御清聴ありがとうございま

した。（拍手） 

元吉議長 ただいまの玉田輝義君の質問に対す

る答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 おはようございます。玉田議員の代

表質問に対しお答えします。 

 まず、県政の課題解決に向けた基本姿勢につ

いてです。 

 県政の課題について、生活に密着したものか

らグローバルなものまで幅広く御指摘いただき

ました。いずれも私が目指す誰もが安心して住

み続けたい大分県の実現に向け、全力で取り組

まなければならない大変重要な課題だと考えて

います。 

 また、これらのほかにも、さきの知事選にお

いて県内市町村をくまなく回り、直接多くの方

々と意見交換する中で、県政における様々な課

題に気付くことができました。改めて県民の声

を聞くことの大切さを実感したことから、私は

県政運営の基本姿勢の第一に対話を据え、早速、

各地を訪問し、県民と語り合う県政ふれあい対

話を開始しました。 

 また、従来の県政モニターに加えて、若い世

代の声を聞くため、高校生等を対象とした生徒

モニター制度も創設しました。新たな長期総合

計画の策定にあたっても、県民会議に公募委員

枠を設けるほか、ＳＮＳを用いた意見募集も行

い、多様な意見を県政に反映させていきます。 

 こうして、これまで本県が進めてきた県民中

心の県政を継続、継承していきます。また、必

要な場合には思い切った見直しや制度の拡充を

行い、県政を発展させていかなければなりませ

ん。 

 例えば、喫緊の課題である物価高への対応で

も、自家消費型エコエネルギーへの補助制度な

どに新たに賃上枠を設けて、補助率等を引き上

げることで、コスト削減と賃上げの好循環を生

み出すこととしています。 

 多様な主体との連携も欠かせません。議員か

ら御指摘のあった人口減少への対応や今後の地

域振興策、地球温暖化対策、防災・減災対策な

どは、いずれも県の取組のみでは効果が限られ

ています。国や市町村はもとより、経済界、大

学、ＮＰＯ、地域団体などと緊密に連携し、課

題解決を図っていきます。 

 県政をめぐる課題は山積していますが、誰も

が安心して元気に活躍できるよう、対話、継承

・発展、連携という三つの基本姿勢を胸に刻み、

県民の皆様と共に明日の大分県を新たなステー

ジへと発展させていきます。 

 次に、コロナ禍後の国と地方自治体との関係

についてお答えします。 

 国と地方自治体は対等、協力の関係にあり、

今後さらに地方分権を進めて、国が防衛や社会

保障など、全国的に統一すべき分野の役割を担

い、それ以外の役割は、住民に身近な地方が幅

広く担うべきだと考えています。 

 ３年余りにわたる新型コロナ対策では、国が

現場の最前線で対応する地方自治体の意見を酌

み上げ、法令改正を含む必要な見直しを行うこ

ともありました。国と地方とのパートナーシッ

プは強化されつつあると思いますが、機動的な

対応にはやはり課題が残ると感じています。 

 コロナ禍後においても、地方の行政課題は、

物価高騰対策や経済の再活性化はもとより、人

口減少への対応や今後の地域振興策など、早急

に取り組まなければならないものが山積してい

ます。 

 こうした課題の解決には、それぞれの地域が

その実情に応じた対策を地域の判断で迅速に行

うことが重要であり、そのためには規制の緩和

や権限の移譲が欠かせません。 

 例えば、医師がオンライン診療を行う場合の

薬の調剤については、本来、医師又は薬剤師に

のみ認められていますが、昨年３月から一定の

条件の下、離島にいる看護師でも薬の提供が行

えるようになりました。これは津久見市が保戸

島でオンライン診療を活用する中で、国へ規制

緩和を提案し、実現したものです。 

 これからもドローンや自動運転、空飛ぶクル

マ等の社会実装に向けて、規制緩和やルールづ
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くりに地方の意見が反映されることを期待して

います。 

 地方分権が停滞しているといった意見もあり

ますが、まずは地方からその動きを進めていく

ことが必要です。住民本位の政策を進めて、地

方創生の実績を着実に積み上げ、地方が実力を

付けることで地方分権が前進すると考えます。 

 県としては、国と地方のあるべき姿に近づい

ていけるよう、市町村とも緊密に連携しながら、

創意工夫を凝らした魅力ある地域づくりに取り

組んでいきます。 

 次に、人口減少への対応についてお答えしま

す。 

 県では、これまで過疎地域への対策として、

道路等のインフラ整備や少子高齢化に対応した

福祉の充実、医療の確保などを講じており、一

定の成果が上がったものと考えています。 

 しかしながら、議員御指摘のとおり、人口減

少に歯止めがかからない状況が続いており、そ

の対策をさらに加速していく必要があります。 

 まず、人口減少の最大の要因は少子化です。

出生数を増加させるには、若い世代が希望どお

り結婚し、希望する誰もが子どもを持ち、安心

して子育てができる環境を整えていくことが重

要です。このため、気兼ねなく子育てできる職

場環境づくりや地域における子育て支援人材の

育成など、子どもや子育てを社会全体で応援す

るための意識改革を進めていきます。 

 あわせて、地域包括ケアシステムの深化やＩ

ＣＴを活用した介護予防の推進など、長寿・健

康寿命の延伸にもしっかりと取り組みます。 

 こうした自然増対策と両輪をなす社会増対策

も重要です。昨年は平成１９年以来１５年ぶり

の転入超過となり、直近六月の人口推計でも前

年同期比８５８人の増加となるなど、好調を維

持しています。 

 これに甘んじることなく、引き続き社会増対

策の要である移住・定住の促進に取り組みます。

具体的には、テレワークの普及など、世の中の

変容を捉え、都市圏等の企業と連携して、転職

なき移住をさらに推進します。また、キャリア

相談や就職先の紹介など、移住を希望する若者

に寄り添った伴走型の転職支援にも力を入れま

す。 

 あわせて、農林水産業の成長産業化、中小企

業の生産性向上、企業誘致など、魅力ある仕事

づくりにも引き続き取り組んでいきます。 

 また、若者たちの不安や負担感を解消するた

めには、若い世代の所得増や子育てに対する経

済的支援が重要です。 

 そこで、今回の補正予算案では、積極的な賃

上げを行う事業者に対する補助率等を引き上げ

るとともに、近隣に産婦人科がない地域におい

て、健診・出産の際の交通費や宿泊費の補助制

度を創設します。 

 人口減少への対策は国家的な最重要課題であ

り、国や市町村としっかり連携しながら、全力

を挙げて粘り強く取り組んでいきます。 

 次に、広域交通網の整備についてお答えしま

す。 

 新幹線や高速道路等の広域交通網は、まちの

魅力を高め、人と物の流れを活性化する重要な

役割を担っています。 

 今後、東九州新幹線が整備されると、大分か

ら福岡や宮崎へのアクセスが大幅に改善します。

同じ基本計画路線である四国新幹線が計画どお

り大分まで開通すれば、新大阪までが２時間余

りとなり、およそ半分となります。東京、名古

屋、大阪間のリニア中央新幹線によって形成さ

れる巨大経済圏とも短時間で結ばれることにな

ります。 

 加えて、このように複数の広域交通ネットワ

ークが連結することより、国土の均衡ある発展

や災害時のリダンダンシーの確保など、我が国

全体に大きな効果が期待されることから、国家

プロジェクトとして進めてもらう必要があると

考えています。 

 議員御指摘のとおり、地方にも一定の財政負

担は生じると思いますが、新幹線、道路とも現

在は計画段階で、具体的なルートや事業主体は

今後のことになり、建設費用や負担割合なども

同様です。県としては、引き続き国のプロジェ

クトとして実施して地方の財政負担が軽減され

るよう働きかけていきます。 
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 一方、現在取り組んでいる広域交通網の整備

についても、しっかり進めていかなければなり

ません。 

 例えば、中九州横断道路沿線では、世界的な

半導体企業を中心に次々と新工場の立地が進ん

でいます。中九州横断道路の整備に伴い、大分

港との連携が強化され、物流の効率化が進み、

県内企業のビジネスチャンスが拡大するととも

に、本県への関連企業の誘致促進効果も期待で

きます。 

 また、農産物の流通面では、農業の盛んな豊

肥地域をはじめ、九州各地から本県の農産物の

集出荷拠点施設がある大分市へのアクセスが改

善されることにより、販路拡大が図られ、農業

産出額の増加にも寄与すると考えています。 

 このため、まずは東九州自動車道や中九州横

断道路等の高規格道路の整備に力を傾注します。

加えて、これらの道路ネットワークが豊予海峡

を通じて四国の高速道路網とつながることで、

これまで取り組んできた高規格道路の価値も飛

躍的に高まることを念頭に置いて、今後の広域

交通網の整備に取り組んでいきます。 

 次に、賃上げについてお答えします。 

 物価高騰が続き、人材の流動性や働き方の多

様性が増す中、本県企業が多様な人材を十分に

確保し、地域経済の持続的発展を目指していく

ためには、賃上げの実現が重要です。 

 国の中央最低賃金審議会では、既に最低賃金

改定の議論が始まっており、昨年度に引き続き

大幅な引上げが予想されています。今後示され

る引上げの目安額など、中央と地方の審議会で

の議論を注視していきます。 

 物価高騰の中での賃上げは、家計負担を緩和

し、消費を喚起する一方、中小企業や小規模事

業者の雇用、事業継続への影響が懸念されます。

そのため、消費の活性化等を通じた需要回復や、

労務費の上昇分等を適切に価格転嫁できる下請

取引の適正化、さらには中小企業の生産性向上

を後押しし、持続的な賃上げにつなげていくこ

とが大切です。 

 まずは、県内消費を切れ目なく下支えしてい

くため、補正予算で発行総額１３０億円程度の

プレミアム商品券や、ＬＰガス等の価格上昇に

対する激変緩和対策に取り組んでいきます。 

 価格転嫁の円滑化に向けては、関係団体と連

携し情報発信に努めています。今年度からパー

トナーシップ構築宣言企業への県の補助金審査

での加点措置等も新たに実施しています。 

 なお、公共工事等に従事する労働者の適正な

賃金等の確保のためには、最低制限価格制度を

導入し、労務単価の引上げ等に取り組んでいま

す。議員の御指摘の公契約条例をはじめとする

様々な手法については、国や他県の動向も注視

しながら、より効果の高い対策を引き続き検討

していきます。 

 また、生産性向上と賃上げをあわせて行う事

業者に対して、国の業務改善助成金に県独自の

奨励金を上乗せし、事業者負担を軽減する支援

を行っています。加えて、補正予算で自家消費

型エコエネルギー設備の導入支援など、事業者

の生産性向上等に資する複数の補助事業に賃上

枠を新たに設けて、積極的に賃上げを行う事業

者を後押しすることとしています。 

 さらに、中小企業の人材確保・定着につなが

る働き方改革も支援します。 

 こうした複層的な取組を通じて、中小企業が

賃上げに踏み出せる環境づくりを進めていきま

す。 

 次に、県民の安全・安心の確保についてお答

えします。 

 日出生台演習場での沖縄県道１０４号線越え

実弾射撃訓練は、日米安全保障体制の枠組みの

中で、政府間合意により、沖縄基地負担軽減の

ため、苦渋の決断で受け入れたものです。 

 本県は、国・県及び地元３市町との間で日出

生台演習場の米軍使用に関する協定を締結して

おり、これは全国で唯一のものとなっています。 

 協定には訓練日数や規模、安全対策などが盛

り込まれており、これまで訓練の拡大防止や県

民の不安解消に一定の成果を上げてきたものと

考えています。 

 昨年１０月に５年ごとの更新期を迎えた本協

定は、国際情勢の厳しさもあって、難しい折衝

となりましたが、最終的に従来どおりの内容で
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更新されました。 

 私としても、今後訓練が実施される場合には、

協定の遵守をはじめ、早期かつ適切な情報開示

や安全管理の徹底等を米軍に求めるよう、これ

までどおり国にしっかりと要請していきます。 

 もとより、米軍実弾射撃訓練に対する本県の

基本姿勢は将来にわたる縮小・廃止であり、そ

のことに変わりはありません。引き続き国に対

して粘り強く将来にわたる訓練の縮小・廃止を

求めていきます。 

 もう一つ、陸上自衛隊大分分屯地の火薬庫の

新設について御質問がありました。 

 当該火薬庫の新設は、昨年１２月に閣議決定

された国家防衛戦略及び防衛力整備計画に基づ

くもので、自衛隊の継戦能力の維持が目的であ

ると伺っています。 

 また、国の本年度予算において大分分屯地の

火薬庫２棟の新設経費が計上され、現在、工事

発注の準備が進められているとともに、一部自

治体への説明もあったと聞いています。 

 議員御指摘の県民の不安に対しては、国が責

任を持って地元に丁寧な説明を行うとともに、

安全対策などに万全を期していただきたいと考

えています。 

 外交・防衛政策は国の専管事項ですが、県と

しては引き続き地元市町と連携を密にして、県

民の不安解消と安全確保に取り組んでいきます。 

元吉議長 三村土木建築部長。 

  〔三村土木建築部長登壇〕 

三村土木建築部長 それでは、中九州横断道路

の整備についてお答えします。 

 九州の東西を直結する中九州横断道路では、

これまで犬飼－竹田間など、約３７キロメート

ルが開通し、現在、竹田阿蘇道路や滝室坂道路

など、４工区で整備が進められています。 

 そのうち、竹田阿蘇道路については、令和３

年度から実施してきた用地買収や文化財調査が

本格化しており、昨年度には竹田インターチェ

ンジ付近の工事に着手しました。引き続き国や

関係機関と連携しながら、より一層の進捗を図

っていきます。 

 県内で唯一事業化されていない大分宮河内か

ら犬飼間については、昨年１２月に行われた第

２回計画段階評価において国から三つのルート

案が示されました。 

 県としては、早期事業化に向け、対応方針案

が示される第３回計画段階評価の速やかな実施

を国に強く要望しています。 

 熊本県側を含め、全線がつながることにより、

物流拠点として位置付けられる大分港を有する

本県のポテンシャルが最大限に発揮されます。

今後も県議会や期成会、経済界の皆様方の御支

援をいただきながら、一日も早い全線開通に向

けて努力していきます。 

元吉議長 藤川企画振興部参事監。 

  〔藤川企画振興部参事監登壇〕 

藤川企画振興部参事監 私から大分空港の活性

化についてお答えします。 

 大分空港は本県の発展にとって重要な拠点で

あり、地域間競争が激しさを増す中、地方創生

を加速させるためには、その活性化を図ること

が必要です。 

 そこで、目指すべき将来像を官民で共有し、

一体的かつ戦略的に取組を推し進めるため、大

分空港・宇宙港将来ビジョンを策定しました。 

 ビジョンでは、２０３２年度に約２６０万人

の乗降客数を目指すこととし、その実現に向け

て、「アジアと宇宙をつなぐ宇宙港の実現」を

含む四つの施策展開の方向性を示しています。 

 宇宙港に関しては、ヴァージン・オービット

社は経営破綻しましたが、シエラ・スペース社

とのプロジェクトもあり、県としてその実現を

目指す方針に変わりはありません。 

 乗降客数の目標達成に向けて、まずは、先月

就航した韓国路線のデイリー化や、宿泊・観光

施設等と連携したＭａａＳの実装などに取り組

んでいます。 

 加えて、今後は、三大都市圏や地域間路線等

の国内線の充実や中国・台湾等の新たな国際線

誘致、ホーバークラフトの観光利用の促進など、

ビジョンの実現に向けた取組を粘り強く進めて

いきます。 

元吉議長 利光商工観光労働部長。 

  〔利光商工観光労働部長登壇〕 
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利光商工観光労働部長 企業誘致についてお答

えします。 

 半導体関連企業などの誘致には、大規模な適

地と安定的な用水の確保が必要です。 

 まず、ニーズが高まっている大規模適地の確

保に向けては、進入道路や排水路などの基盤整

備や、地質・水質等の調査など、市町村が行う

取組への補助制度を昨年度拡充しました。 

 既に、臼杵市は野津東部工場用地の造成に必

要な調査、設計を完了し、杵築市は八坂・東地

区工業団地の地質調査などを完了し、本年度は

基本設計に着手するものと承知しています。 

 また、用水確保については、昨年度、県内河

川からの取水可能量を調査したほか、現在、公

共下水の排水などの再資源化の実現に係る導入

手法や運用コストなどを検討しています。 

 こうした受入環境整備とあわせて、激化する

誘致競争に勝ち抜くためのインセンティブの強

化も必要です。そこで、産業立地促進補助金な

どの要件緩和などを行い、企業へのアプローチ

を一層強化していきます。 

 引き続き市町村としっかりと連携し、企業の

投資計画の情報収集に努め、新たな動きも注視

するとともに、これまで培った集積の強みも活

用しながら企業誘致を進めていきます。 

元吉議長 佐藤農林水産部長。 

  〔佐藤農林水産部長登壇〕 

佐藤農林水産部長 農業における環境負荷の低

減についてお答えします。 

 県では、これまで市場ニーズも捉えた安全・

安心や環境に優しい農業を進めており、化学農

薬だけに頼らないＩＰＭ技術や、生産工程管理

を見直すＧＡＰの導入など、様々な方法で環境

負荷の低減に取り組んでいます。 

 そうした中、ＣＯ２ゼロエミッションが農業

でも重要な課題となってきており、これを踏ま

えて取組を加速するため、昨年度、新たに環境

負荷低減に関する基本計画を策定しました。 

 具体的には、化学肥料の削減に向けた堆肥の

活用を全県域で進めるほか、施設園芸における

ヒートポンプやドローンの導入、農業機械の電

動化など、ＣＯ２排出削減に積極的に取り組み

ます。 

 加えて、将来の担い手となる農業大学校の学

生などに、環境負荷低減の重要性を学ぶ機会を

設けていきます。 

 ＣＯ２排出削減には有機農業の推進も重要で

す。市町村単位での産地づくりに取り組むとと

もに、長年の課題であった県域出荷の体制整備

について、今年度、販路対策も担う法人組織の

設立を目指しています。 

 今後とも持続可能な農業を目指し、環境負荷

低減の取組を進めていきます。 

元吉議長 高橋生活環境部長。 

  〔高橋生活環境部長登壇〕 

高橋生活環境部長 人権を尊重する共生社会づ

くりについてお答えします。 

 人権尊重の社会づくりを進めるためには、全

ての人が互いを尊重し、多様な価値観が認めら

れることが大切です。 

 県はこれまで、相談窓口の設置をはじめ、学

校での人権教育の推進、企業等への人権啓発講

師の派遣、集客力のあるメディアを活用したイ

ベント実施など、様々な施策により県民理解増

進に努めてきました。そうした結果、県民意識

調査では改善傾向を示していると認識していま

す。 

 また、昨年、人権尊重社会づくり推進条例を

差別解消三法の施行やネット上の誹謗中傷等、

新たな課題を踏まえて改正し、共生社会づくり

のさらなる推進を図ることとしました。 

 パートナーシップ宣誓制度については、県全

体での導入が望ましいとの意見がある一方、理

解をより深めていくことが必要との声もありま

す。県としては検討すべき課題と受け止めてお

り、引き続き県民の合意形成に努めていきます。 

 また、共生社会づくりに向けては、社会を支

える人材育成も重要です。例えば、生きづらさ

を抱える方に寄り添う支援者の声や思いをお聞

きし、行動事例集として活用するなど、単なる

理解にとどまらない、次の支援や行動につなが

る施策を引き続き粘り強く進めていきます。 

元吉議長 工藤福祉保健部長。 

  〔工藤福祉保健部長登壇〕 
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工藤福祉保健部長 ヤングケアラーについてお

答えします。 

 ヤングケアラーの支援にあたっては、まずは、

地域や学校などで気付ける大人を増やし、子ど

もたちに早期に支援の手が届く体制づくりが必

要です。 

 この４月から、県庁内に現場でのソーシャル

ワーク経験が豊富な専門アドバイザーを配置し、

早速、全市町村を訪問の上、支援の現状を確認

しました。 

 別府市、中津市では、既に専任の支援コーデ

ィネーターが配置されているほか、大半の市町

村で支援窓口の設置が進んではいますが、相談

件数そのものがまだ少ないため、実際の事例へ

の対応力の強化が今後の課題と捉えています。 

 そうした中、一つのＳＮＳ相談をきっかけと

して関係者の連携が図られ、具体的な支援につ

ながった事例が出てきています。今月３日には

市町村担当者会議を開催し、この事例を共有す

るとともに、相談・支援体制の早期確立を要請

しました。 

 今後は県の専門アドバイザーを中心として、

学校や福祉関係者など、支援に関わる方々に対

しても成功事例の横展開を図り、各地域で実効

性のある体制が早期に構築できるよう、引き続

き支援していきます。 

 次に、旧優生保護法についてです。 

 このたび国会の調査報告書で改めて浮き彫り

になった被害実態に接して、国策により、子ど

もを産み育てる権利を奪われた当事者のお気持

ちを考えると大変心が痛みます。 

 県では、平成３１年４月の一時金支給制度の

開始当初から、専用の相談電話や窓口を庁内に

設置し、新聞やテレビ、ラジオ、市町村広報誌、

さらにはＳＮＳなどを活用して、広く制度の周

知に努めています。 

 その結果、これまでに県に寄せられた相談件

数は３８４件に上り、都道府県別に見ると、全

国で４番目に多い状況となっています。 

 また、平成２９年度には、現存する公文書の

全てについて確認し、その結果を公表するなど、

県としてできる限りの調査を尽くしました。 

 当事者の中には、手術を受けた事実を御家族

や周囲に知られたくないなど、様々な事情を抱

えた方もいらっしゃいます。このため、当事者

の人権が再び侵害されたり、あるいは平穏な生

活が損なわれることのないよう、本県独自の実

態調査については慎重に考える必要があります。 

 県としては一人でも多くの方の救済につなが

るよう、引き続き一時金支給制度の広報に力を

入れていきます。 

元吉議長 岡本教育長。 

  〔岡本教育長登壇〕 

岡本教育長 ２点についてお答えします。 

 まず、夜間中学についてです。 

 県教育委員会では、平成２９年度以降、アン

ケートや日本語教室などでのニーズ調査を行っ

てきました。２００人を超える方々からの回答

を精査しましたが、対象と考えられたのは延べ

９人にとどまっていました。 

 設置を判断する上で、正確なニーズ把握が重

要なことから、今年度新たに模擬教室を実施す

ることにしました。 

 実施にあたっては、一人でも多くの県民へ情

報が届くよう、市町村の協力の下、自治体の広

報誌やマスコミ各社による報道、民生委員や国

際交流団体の会議などで周知を図ってきました。 

 その結果、６会場の全てに合わせて２２人か

らの参加申込みがあり、模擬教室を開始しまし

た。 

 教室では、教科の授業や夜間中学の説明を行

うほか、個人面談において入学希望や毎日の通

学が可能であるかなどの聞き取りを行っていま

す。 

 この模擬教室は７月と１０月の２回行います

が、その際、参加者の聞き取りを丁寧に繰り返

すことにより、より精度の高いニーズの把握が

可能となると考えています。その状況を踏まえ、

今後の対応を検討していきます。 

 次に、不登校対策についてです。 

 不登校児童生徒の教育機会の確保については、

文部科学省の基本方針にもあるように、次の二

つの施策の推進が重要だと考えています。 

 一つは、児童生徒が安心して教育を受けられ
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る魅力ある学校づくりです。本県では分かりや

すい授業の取組や、自尊感情を育む人間関係づ

くりプログラムを導入し、全ての公立小、中、

高等学校で取り組んでいます。 

 二つは、不登校児童生徒に対する効果的な支

援の推進です。本県及び全市町の教育支援セン

ターでの学習、ＩＣＴ教材を活用した家庭学習、

県内６か所に設置している補充学習教室の活用

など、個々の状況に応じた多様な教育機会の充

実に努めています。 

 議員御指摘の全国に２４校ある不登校特例校

については、設置者を見ると１４校が市又は区、

残る１０校が私学であり、学びの場と教員の確

保が課題となっていると認識しています。他地

域の状況も参考としながら考えていきます。 

 また、フリースクールへの支援については、

昨年度から開始したスクールカウンセラー、ス

クールソーシャルワーカーの派遣を継続してい

くとともに、個別のスクールの状況を調査し、

どのような関わりができるか課題を整理します。 

元吉議長 若林総務部長。 

  〔若林総務部長登壇〕 

若林総務部長 県行政における生成ＡＩについ

てお答えします。 

 行政における生成ＡＩの利用については、業

務の効率化やサービスの向上に画期的な効果を

もたらす可能性があるとされています。一方で、

仮に各種法令への抵触や社会的問題をはじめ、

ＡＩ戦略会議で示されたリスクが顕在化するこ

とになれば、かえって行政の信頼を損なうこと

にもなりかねないと考えています。 

 このため、これまで生成ＡＩを試験的に利用

し、効果や課題について庁内で検証してきまし

た。その結果も踏まえれば、まずは生成ＡＩを

政策のアイデア出しや情報収集など、業務の補

助として利用することが望ましいと考えていま

す。 

 また、機密情報等の入力禁止やアカウント管

理の徹底、組織的な承認手続などの利用ルール

を明確に示し、職員の理解浸透を図ることも必

要となります。 

 現在、利用ルールや職員研修の具体化に着手

しており、準備が整い次第、庁内に周知し、適

正に利用を進めていきます。 

 生成ＡＩに関する課題については、今後も国

内外で様々な議論が行われると見込まれること

から、こうした動向にも留意しつつ、適切に対

応していきます。 

元吉議長 以上で玉田輝義君の質問及び答弁は

終わりました。 

 暫時休憩します。 

午前１１時２８分 休憩 

―――――→…←――――― 

午後１時 再開 

木付副議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 代表質問を続けます。戸高賢史君。 

  〔戸高議員登壇〕（拍手） 

戸高議員 皆さんこんにちは。公明党の戸高賢

史です。質問に先立ち、このたびの大分県を襲

った豪雨により亡くなられた方に心からのお悔

やみ申し上げるとともに、被災された方々にお

見舞い申し上げます。また、発災直後から迅速

に、そして、懸命に救助やライフラインの確保、

復旧に携わっていただいている職員や関係事業

者の皆様に感謝します。一日も早く元の生活に

戻れるよう、これからも被災自治体と連携して

生活再建への支援をお願いします。 

 それでは、会派を代表し質問を行います。 

 最初に、行財政改革について伺います。 

 昨日、今後の収支見通しが発表されました。

高齢化による社会保障費の増や県土強靭化に伴

う公債費の増などにより、財政調整用基金の取

崩しは増加傾向となるようであり、今後の財政

運営について心配しています。加えて、少し気

になる点もあります。 

 国はさき頃、子ども政策の充実を目指したこ

ども未来戦略方針を示しました。次元の異なる

少子化対策をまとめたこども未来戦略を年末ま

でに策定しますが、その方針となるものです。 

 戦略方針では、児童手当の拡充や出産費用の

保険適用などの経済的支援、保育サービスの拡

充、共働き・共育ての推進など、様々な子ども

・子育て施策が示されており、期待できる内容

となっていますが、今のところ実施時期が未定
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のものがあることや、財源や地方負担の問題な

ど、不確定要素も多いところとなっています。 

 特に児童手当の拡充については、報道のとお

り支給対象が高校生まで拡大されると県の負担

も大きくなるものと思われます。他にも幼児教

育・保育の質の向上として、保育士の配置基準、

処遇の改善、こども誰でも通園制度の創設など

が示されており、サービスの充実はうれしいこ

とですが、それと引換えに、国や地方の負担増

は避けて通れないものと考えます。 

 また、経済の成長は喜ばしいことですが、公

債費における金利上昇の影響額も忘れてはなり

ません。 

 このように短期的に見ても、現在試算してい

る収支見通しのほかにも様々なリスクが考えら

れるところですが、今後、少子高齢化により、

ますます税収が減少していくと思われる中、長

期的にはインフラや行政サービスの維持にも相

当なコストがかかってくると思われます。 

 今後の社会構造を見据えていくと、人口面で

は、２０４０年頃までに人口減少が加速し、高

齢者人口はピークを迎えます。財政面では、今

後の経済成長が実現した場合には、２０２６年

度までに国・地方のプライマリーバランスは黒

字化、公債等残高対ＧＤＰ比についても安定的

に低下していくことが見込まれています。一方

で、経済の成長が足下の潜在成長率並みにとど

まった場合は、プライマリーバランス、公債等

残高、共に緩やかな悪化が見込まれます。予断

を許さない状況です。 

 人口が減少していく中で、今までどおりの行

財政運営を続けるわけにはいかなくなるという

認識に立ち、大規模投資も含め、効率的な行財

政運営について、しっかりと考えていく必要が

あります。必要なところに必要な予算はもちろ

ん大事なことですが、メリハリの利いた運営が

一層重要となってきます。 

 加えて、知事は豊予海峡構想を検討している

と表明されています。遠い将来の話かもしれま

せんが、現在進行形の東九州新幹線に加えての

プロジェクトであれば、財源の負担が増えるこ

とは避けられません。 

 これまで本県では、平成１５年の財政再建団

体への転落見込みをきっかけに累次の聖域なき

行財政改革に取り組み、着実に成果を上げてき

ました。現在は足腰の強い財政基盤が構築され

ていますが、人口が減少していくこれから先を

見通してみると、このままでは立ち行かなくな

るときが来るのではないかと心配しています。 

 特に昨今はコロナ禍で歳出規模が膨らんでお

り、この特殊な状況を平時モードに戻していく

ことはもとより、知事が新しい施策に取り組む

のであれば、これまでの事業を見直すなどによ

り、財源を生み出し、財源を確保しなければ、

財政の健全性に黄色信号がともりかねません。 

 また、本県の地方創生に向けた取組にあたっ

ては、職員の創意工夫が必要となりますが、人

口減少に加え、民間の採用活発化等により職員

の採用も厳しくなっていると聞きます。そうし

た中で職員が最大限のパフォーマンスを発揮で

きるよう、近年進展が著しいＡＩ等の先端技術

を活用した業務効率化といった視点も、今後は

より一層重要になってくると思います。 

 現行の行財政改革推進計画は令和６年度まで

となっており、今後見直しの動きも出てくると

思いますが、財政面での想定外リスクへの対応、

新たなプロジェクトへの備え、コロナ禍から平

常モードに円滑な移行、一段の業務効率化など、

考慮しなければならない観点が多くあります。 

 こうしたことを踏まえ、政策の根幹である行

財政改革について今後どのように取り組んでい

くのか、改めて知事に伺います。 

 次に、感染症対策、今後の感染症対応につい

て伺います。 

 新型コロナウイルスの感染症法上の位置付け

が５月８日に季節性インフルエンザと同じ５類

へ引き下げられました。ウイルスとの闘いはウ

ィズコロナへの本格的移行という節目を迎えた

ことになります。 

 この間、佐藤知事におかれては、大分市長に

在任当時、大分城址公園内に大分市ＰＣＲステ

ーションを、また、大分駅前に抗原検査センタ

ーを設けるなど、水際対策を中心に様々な感染

防止対策に力を注いでこられました。私の地元
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別府市でも、令和３年６月にＰＣＲ検査センタ

ーを開設し、市民や観光客を対象に無料で検査

を行うなど、各地で様々な取組が進められてき

ました。正に、医療従事者の皆様をはじめ、県

民の皆様、担当される行政の皆様等が一丸とな

って未知のウイルスに挑み、大きな山を乗り越

えられてきたと認識しています。改めて佐藤知

事、また、広瀬前知事をはじめ、県の関係者の

皆様に心より感謝します。 

 従来、症状がある感染者には原則７日間の自

宅療養を求めてきましたが、５類移行後は個人

判断が基本となり、５日間の療養を政府が推奨

しています。医療費は高額な治療薬代などを除

き原則自己負担が発生するほか、緊急事態宣言

の発令がなくなるなど、法に基づき行政が様々

な要請や関与を行う仕組みから、個人の選択を

尊重し、自主的な取組を基本とした考え方に切

り替わることになりました。当面は一定の経過

措置があるとはいえ、限られた医療機関による

特別な対応から幅広い施設による通常対応への

移行となります。 

 国内での感染者初確認から３年超の間には様

々な事態に直面しました。未知のウイルスとの

闘いは決して順調ではなく、国と医療現場、自

治体、専門家との連携、保健所を含むＰＣＲ検

査体制、医療提供体制の逼迫など、様々な課題

を残しました。 

 こうした課題を踏まえ、現在は国レベルでも

検証が行われており、政府では内閣感染症危機

管理統括庁、国立健康危機管理研究機構の新設

に踏み切るなどの対応が行われています。県議

会でも特別委員会を設置して検証してきました

が、特に現場で間近に見てきた地方においても

その教訓をいかし、感染症対応の人材確保など、

次のパンデミックに備える努力が必要だと考え

ます。 

 こうしたことを踏まえ、この３年超のコロナ

対策の教訓を今後の感染症対応にどのようにい

かしていくのか、知事に伺います。 

 次に、５類移行後のコロナ対策についてです。 

 ５類に移行したとはいえども感染リスクが下

がるわけではありません。県の感染症発生動向

調査によると、新規感染者数は増加しており、

重篤化しやすい高齢者を中心に不安の声も聞き

ます。発熱外来主体の患者受入れから通常診療

と両立しながら幅広い医療機関での対応を目指

すとのことですが、対応する医療機関は広がっ

ているのでしょうか。これまで県で行ってきた

患者の入院調整についても、原則、各病院が行

うこととなりましたが、受入困難等は発生して

いないのか気になるところです。 

 また、感染者数の公表も、従来の全数把握・

毎日公表から定点把握・週１回の公表へと変わ

ったため、５類移行前と比べて、感染動向を捉

える頻度や精度が低下するのではないかとの懸

念も寄せられています。 

 同様の手法を取るインフルエンザと異なり、

コロナはデータの蓄積がないため、注意報や警

報は発令されないこともあり、不安に拍車がか

かっています。 

 毎日独自に集計する自治体もあるようですが、

これまでと同様に全数把握を続けるのは現実的

ではなく、県民に対し、現状に即した適時適切

な情報発信や注意喚起をしていくことが大切だ

と考えます。 

 そこで、５類移行に伴う医療提供体制や感染

者数の把握等の課題を伺うとともに、それを踏

まえ、県民が安心するコロナ対策にどのように

取り組んでいくのか、福祉保健部長に伺います。 

 次に、障がい者雇用の促進について伺います。 

 障害者雇用促進法における事業主による一定

割合以上の障がい者の雇用義務付けにより、障

がい者雇用を進めるための法定雇用率は、２０

２４年４月以降、企業の採用活動の準備などを

考慮しつつ、段階的に引き上げられます。民間

企業の場合、現在の２．３％から２０２６年７

月に２．７％となり、引上げ幅は過去最高の０．

４％となります。また、民間より上乗せされて

いる国や自治体、都道府県などの教育委員会の

雇用率も見直され、それぞれ２０２６年７月ま

でに３．０％、２．９％に段階的に引上げが行

われます。 

 これまで県では障がい者雇用を進めるため、

県内６か所の障害者就業・生活支援センターに
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雇用アドバイザーを１３人配置し、企業から相

談対応のほか、就職を希望する障がい者とのマ

ッチング支援や就職後の職場定着支援を行うと

ともに、特別支援学校においてはジョブコンダ

クターを配置し、生徒の特性に応じたきめ細か

な支援に力を入れてきました。企業への会社訪

問では仕事の切り出しも行い、新たに知的障が

い者及び精神障がい者を５人以上雇い入れる事

業主に対する助成金も支給するなど、着実に雇

用支援の体制を整備してきました。しかしなが

ら、一般就労や知的・精神など、障がい特性に

応じた就労や体調管理、企業における受入環境

の整備など、課題は残ります。 

 障がい者の就労は本人の自立と社会参加の重

要な柱であり、誰もがその能力を存分に発揮し

て活躍できる共生社会の実現に欠かせないこと

から、その促進をこれまで以上に進めていく必

要があります。 

 また、障害者雇用促進法では、職業的自立促

進のため、一定規模以上の企業には週所定労働

時間２０時間以上の労働者についての義務付け

が課せられていますが、障がい特性により長時

間の就労が困難で、週２０時間以上働きたくて

も働けない状況がありました。こうした背景を

踏まえ、政府は昨年、２０２４年度以降、障害

者雇用率制度における雇用義務対象を拡大する

ことを決め、週所定労働時間１０時間以上２０

時間未満の精神障がい者、重度身体障がい者及

び重度知的障がい者について、事業主が雇用し

た場合、雇用率において０．５人と算定できる

ようになりました。 

 今まで障がい者雇用に踏み出せなかった企業

にとって、取り組みやすくなる可能性や、障が

い者御自身が将来的に労働時間を延ばし、就労

定着への入口としての手助けになることが期待

されます。 

 こうしたことを踏まえ、まず、企業における

達成割合と各分野における雇用率など、県内企

業や県、県教育委員会の障がい者雇用の現状と

課題、今後の採用増につなげる取組について知

事に伺います。また、雇用率算定対象の拡大を

踏まえた県の見解と今後の取組についてあわせ

て伺います。 

 認知症の人や家族が安心して暮らせる環境づ

くりについて。 

 まず、認知症施策の推進について伺います。 

 厚生労働省の研究班の推計によると、我が国

では２０２５年に６５歳以上の５人に１人、約

７００万人が認知症になり、２０２０年の推計

から約１００万人増加することから、認知症の

人やその家族が安心して暮らせる環境整備が急

務です。 

 先月、必要な施策を進めていく上での根拠法

となる認知症基本法が成立し、認知症の人が尊

厳を保ち希望を持って暮らせるよう、施策の総

合的かつ計画的な推進が目的に記されています。

基本理念には、認知症の人の意見表明や社会参

画の機会確保、良質かつ適切な保健医療・福祉

サービスの提供、家族への支援などが挙げられ

ています。 

 認知症になっても意欲や自信を持って自立し、

社会、地域で活躍できる環境を実現するには、

私たち一人一人が認知症を正しく理解すること

が大切です。 

 県はこれまで、オレンジドクターや認知症サ

ポーターの養成、大分オレンジカンパニーの登

録制度などで、県民への理解を広げる取組を進

めるとともに、６５歳未満で発症する若年性認

知症への対応として、専任コーディネーターに

よる相談窓口を設置するなどの施策を推し進め

てきました。 

 今後は当事者ニーズをどこまで支援策に反映

できるかが大事になると考えます。 

 こうしたことを踏まえ、まず、県の認知症施

策のこれまでの成果について、そして、これか

ら認知症の人や家族が安心して暮らせる環境づ

くりをどのように進めていくのか、知事に伺い

ます。 

 認知症の人へのケアについて伺います。 

 認知症を原因とする行方不明者が年々増加し

ており、全国で約１万９千人もの方が認知症の

原因として行方不明の届出がなされています。 

 在宅で認知症の人と暮らす家族は、突然の外

出で行方が分からなくなることへの不安から、
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常時目が離せない毎日が続きます。一方、介護

職員がいる施設でも、車椅子から急に立ち上が

り転倒するなどの危険があります。 

 病院における危険防止のための抑制帯やミト

ンを着けるなどの対応は身体抑制として求めら

れていますが、介護施設での同様の行為は、身

体的虐待として、高齢者虐待の防止、高齢者の

養護者に対する支援等に関する法律にも反する

ことになり、刑法上の犯罪にもなり得る行為と

なります。 

 身体拘束の実施には厳格な要件が定められ、

切迫性、非代替性、一時性などの緊急やむを得

ない場合に限定されます。 

 人手不足に悩む介護事業所では、十分な見守

りが実施できないことや、事業所が行う対応へ

の同意を得るはずの家族がいない単身の入居者

が多くなっていることから、なかなかその対応

に苦慮されているのではないか懸念されていま

す。 

 こうしたことを踏まえ、施設における利用者

の安全確保のための緊急やむを得ない場合の対

応が行われている県内の現状と身体拘束になる

べく頼らないようにする取組について、まずお

聞かせください。 

 また、認知症の人について、本人の意思をで

きるだけ酌み取り、それをいかした支援をする

ことが大事であると考えます。そのような取組

を県としてどのように進めていくのか、あわせ

て伺います。 

 安心して出産、子育てできる環境づくりにつ

いて伺います。 

 まず、長期療養を要する児童への支援につい

て伺います。 

 我が国で小児がんや心臓の病気など、とても

重い病気で常に治療と向き合っている子どもた

ちは全国で１４万人以上いるとされており、約

１００分の１とすれば、本県にも１千人を超え

る子どもがこのような状況にあることになりま

す。 

 悪性新生物、いわゆる小児がん、慢性心疾患、

糖尿病、先天性代謝異常などの小児慢性特定疾

病には、慢性的に悪化を繰り返す、あるいは手

術を必要とするなど、疾病特性及びその状態に

応じて様々な治療が行われています。特に専門

的な検査及び治療等を必要とする場合には、大

学病院や専門医がいる県内、又は県外の医療機

関において、長期入院するケースも多いところ

です。そのため、子どもだけでなく、家族の心

身の負担、さらには経済的な負担も大きくなる

ことを余儀なくされています。 

 このような状況から公明党は、こどもホスピ

スの全国普及を訴え、当事者や関係団体と意見

交換を重ねながら、政府に取組を求めてきまし

た。そして、病気等を理由に家族と離れてつら

い入院生活を送る子どもたちに、せめて週末等

に家族と共に過ごせるようにするための安価な

宿泊先として、ファミリーハウスの設置などを

提案してきました。 

 そのような中、今回の補正予算において、小

児慢性特定疾病の児童等が医療機関で長期入院

となった際、家族が付添い等のため宿泊施設を

利用した費用の一部を補助し、経済的な負担を

軽減する予算が提案されています。 

 今回の支援の詳細も含め、慢性的な疾患を抱

え、長期療養を要する児童等が家族や友人と心

豊かな生活を送ることができるよう、どのよう

に取り組んでいくのか、福祉保健部長に伺いま

す。 

 安心して出産できる環境づくりについて、２

点伺います。 

 出産での大量出血に対するフィブリノゲン製

剤の使用については、これまで血液を凝固する

機能に異常がある低フィブリノゲン血症のうち、

生まれつきの先天性の場合のみ認められており、

保険適用の対象となっていましたが、生まれつ

きでない後天性の場合は、同様に大量出血し、

母体が危険な状態であっても使用が認められて

おらず、保険適用外となっていました。 

 出産は大量出血などのリスクがあり、今なお

安全な医療と言い切れない状況があります。そ

うしたリスクの低減に向けて厚生労働省は、止

血効果の高いフィブリノゲン製剤について、使

用できる適応範囲を拡大し、出産での大量出血

に伴う後天性低フィブリノゲン血症に対して使
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用することを認め、現在では保険適用の対象と

なっています。 

 危険な状態になった母体を救うという観点か

ら後天性にも適用拡大されましたが、大量出血

に伴う後天性低フィブリノゲン血症へのフィブ

リノゲン製剤の使用状況や、県内における出産

リスクへの対応状況について、まず伺います。 

 また、分娩にあたり助産所、助産師と医療機

関とが連携していくことも大切です。県内の助

産所では産後ケアや新生児訪問など、母子の健

康を切れ目なくサポートする重要な役割を担っ

ていますが、助産所での分娩件数は少ないのが

現状です。産科医が不足している中、正常分娩

については嘱託医師との連携、協力の下、助産

所での分娩を行うなど、役割分担を進めること

により、助産師の専門性がさらに発揮され、産

科医師の負担軽減にもつながると思います。 

 本県における助産所、助産師と医療機関との

連携の現状について、あわせて伺います。 

 次に、第８次医療計画の策定について伺いま

す。 

 ２０２４年度からの次期医療計画の策定が今

年度行われ、策定の工程表にも示されています。

この２０２４年度からの計画期間では、団塊の

世代が７５歳以上の後期高齢者となり、医療や

介護のニーズの急速な拡大が予想されています。

支え手となる現役世代の急激な減少により、医

療従事者の確保が困難となることを踏まえ、人

材の確保や効率的な医療の提供がこれまで以上

に重要となってきます。 

 本県ではこれまで、医師の地域偏在の解消や

医療のアクセスの改善、病床の機能分化、医療

と介護の連携など、良質な医療を確保しつつ、

医療提供体制の構築を進めてきました。 

 人口減少・少子高齢化の流れの中にあって、

県内のどの地域においても質の高い医療が受け

られる仕組みをつくることは大切であり、この

計画の策定は重要な意味があります。また、新

型コロナウイルス感染症の拡大により、病床の

機能分化や連携の重要性が改めて認識されたと

ころです。 

 こうしたことを踏まえ、今回の医療計画策定

にあたって、今後、県内で想定される医療ニー

ズと課題についての認識をまず伺います。 

 その上で、今回の改定の留意すべき項目とし

て、医療圏の設定や隣県との連携、マンパワー

の確保、来年４月からの医師に対する時間外・

休日労働の上限規制適用による業務負担の軽減

や環境整備等が考えられますが、その基本的な

考えを伺います。 

 加えて、新興感染症への対応に向けた見直し

が行われる中で、地域医療構想に係る民間医療

機関も含めた対応方針の策定や検証を行い、い

かに構想を進めていくのか、あわせて伺います。 

 次に、現在は先日の大雨被害からの復旧の最

中ですが、今回は令和２年７月豪雨災害からの

復旧について伺います。 

 近年、地球温暖化による気候変動が引き金と

なり、全国各地で毎年のように大きな豪雨災害

が発生しています。本県も繰り返し大きな災害

に悩まされてきました。特に平成２４年、平成

２９年、令和２年の豪雨や台風による被害は、

その被害の範囲や大きさにおいて本県に大きな

爪痕を残し、我々の記憶にも深く刻まれていま

す。 

 中でも、令和２年７月豪雨災害は、本県にお

いて直近の大規模災害であるとともに、豪雨災

害としては最大規模のものでした。 

 改めてその規模等を振り返ると、２０２０年

７月６日から８日にかけて梅雨前線が九州付近

に停滞し、西部、北部、中部を中心に２４時間

降水量が２５０ミリを超え、日田市の椿ヶ鼻で

は２４時間降水量が４９７ミリを観測するなど、

異例の大雨となりました。これらの大雨により

県内各地で洪水や土砂災害が発生し、由布市や

日田市で６人もの死者、住宅被害も全壊６９棟、

半壊２０９棟、床上浸水なども含めれば１千棟

以上にも及び、多くの方が避難するなど、甚大

な被害をもたらしました。特に、平成２９年の

豪雨でも被害を受けていた日田市などでは、そ

の復旧の途中というところでの災害であったた

め、多くの住民が多大なる御苦労をされたこと

と思います。 

 あの大災害から３年が経過しました。その間
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に知事も替わり、コロナ禍も終息に向かってい

るなど、本県も新時代に突入した感があります。

もちろん、様々な分野で新しい取組を行ってい

くことは大事ですが、大災害からの復旧はまだ

道半ばであることを忘れてはなりません。 

 また、先日も大雨による災害が発生しました

が、災害はいつ起こるか分かりません。災害か

らの復旧に取り組むだけでなく、次に災害を起

こさない、被害を低減していくための取組も非

常に重要です。 

 国において先月１４日、防災・減災対策の中

期計画を法定化する改正国土強靭化基本法が成

立しました。 

 これまでの２０１８年度から３か年の緊急対

策、さらには、２０２１年度から５か年の加速

化対策により、本県でも地震や豪雨災害からの

復旧・復興と激甚化、頻発化する災害への対策

強化、公共施設の老朽化対策や予防保全など、

県や地元事業者の協力により着実に対策を進め、

被害の最小化など、その効果も出てきています。 

 しかしながら、県内には河川堤防のかさ上げ

や強化、急傾斜地崩壊危険区域などの対策が必

要な箇所が多数存在し、地域特性による対策の

優先度も異なっています。 

 今回、中期計画を法定化することにより、２

０２５年度以降の中長期的な見通しの下、県土

強靭化へ向けたさらなる対策の強化が期待され

ます。また、計画的な事業発注により、強靭化

対策を担う建設産業の人材確保にも効果的であ

ると思います。 

 こうしたことを踏まえ、令和２年７月豪雨災

害からの復旧の進捗状況とあわせて、特に豪雨

災害の被災地における河川改良等の防災・減災

の取組について、土木建築部長に伺います。 

 次に、農林水産業の振興について伺います。 

 本県は標高ゼロメートルから１千メートル近

くまで耕地が分布し、耕地面積の約７０％が中

山間地域に位置する起伏の多い地勢にあります。

こうした地域条件をいかし、米を中心に野菜、

果樹、花きの園芸作物や肉用牛をはじめとした

畜産など、多様な農業が営まれています。 

 また、森林面積は約４５万３千ヘクタールで

県土の７１％を占めており、この豊かな森林資

源は、木材の生産をはじめ、しいたけ等の特用

林産物の生産など、林業・木材産業の発展と山

村の振興に貢献しています。 

 さらに、海岸線の総延長は７７５キロと全国

１４位で、日本の三大干潟の一つである豊前海

からリアス式海岸の豊後水道まで変化に富んだ

海岸地形を有しています。このため、沿岸域は

好漁場に恵まれており、海域ごとに特徴のある

漁船漁業や養殖業が営まれています。 

 このように、本県は、農業、林業、水産業そ

れぞれに強みを持っており、農林水産業は古く

から本県の基幹産業であり続けています。 

 しかしながら、農林水産業を取り巻く情勢は

厳しさを増し、先例のない変化に直面していま

す。高齢化や人口減少は急速な進行の渦中にあ

り、特に農林水産業や農山漁村ではその状況が

顕著です。また、ＴＰＰ１１をはじめとした自

由貿易協定によるグローバル化への流れや担い

手不足の問題、食生活・ライフスタイルの変化

などによる消費者ニーズの多様化など、喫緊の

課題も山積している状況です。 

 こうした中、去る４月、令和３年度の農林水

産業による創出額が公表されました。園芸、畜

産で生産拡大が進んだことに加え、コロナ禍で

低迷していた価格の回復、さらにはウッドショ

ックによる木材価格の上昇もあり、農林水全て

の分野で産出額が上昇し、前年度比プラス１５

８億円の大幅増となっています。前年からの増

加は３年ぶり、総額でも過去２番目の水準まで

回復したということで、関係者の皆さんの努力

が実を結びつつあり、まずはほっと胸をなで下

ろしたところです。 

 しかし、品目別等詳しく中身を見ていくと様

々な課題も浮き彫りになってきます。今回の創

出額増加の半分以上が林業関係の分野であり、

ある意味、ウッドショックによるバブル的な要

素とも言え、今後も継続的に好況が続いていく

かは不透明な状況です。農業分野を見てみると、

外食需要の回復により肉用牛の産出額増加が全

体を牽引しているものの、ねぎ類などの園芸品

目の産出額は低下しており、農業産出額全体と
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しては九州最下位からは脱却しましたが、依然

として九州では下位に沈んでいる現状です。 

 本県において、農林水産業を維持し、より発

展させていくためには、農林水産業の成長産業

化に向けた不断の取組が欠かせません。現在も

県、関係者の皆様が懸命な努力を続けておられ

ると思いますが、引き続きの取組を期待します。 

 そこで、農林水産業における創出額について、

令和３年度の状況をどのように分析し、農林水

産業の振興につなげていくのか、知事に伺いま

す。 

 商工観光施策について。 

 まず、ＤＸ推進基盤について伺います。 

 経済産業省のＤＸの定義は、企業がビジネス

環境の厳しい変化に対応し、データとデジタル

技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、

製品やサービス、ビジネスモデルを変革すると

ともに、業務そのものや、組織、プロセス、企

業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立

することとされています。もちろん、企業やビ

ジネスという言葉は、行政やその他の組織に置

き換えても通用します。要するにどのような組

織であれ、ネットワークの高速化やデジタルツ

ールの進展に伴いデータの活用等が競争力の源

泉となっている昨今の状況において、データや

デジタル技術の活用に対応できる組織でなけれ

ば、今後の競争に勝ち抜いてはいけないという

ことを意味しています。 

 こうした中、本県では、昨年３月に大分県Ｄ

Ｘ推進戦略を策定し、県政のあらゆる分野にお

いて、ＤＸ推進の事業が展開されています。 

 柱となる医療、教育、防災などの暮らしのＤ

Ｘ、商工業や観光業、農林水産業などの産業の

ＤＸ、自治体を変革する行政のＤＸなど、各分

野における事業を進める中で、本県が目指すデ

ジタルの力で暮らしをより豊かで便利にし、そ

して、社会や地域の課題を解決する県民中心の

ＤＸの姿が少しずつ見えてきました。 

 そうした中で気がかりなのは、情報セキュリ

ティーの問題です。 

 民間団体の調査によると、企業がＤＸを推進

する際の課題として最も多く回答されているの

は人材・スキル不足でしたが、どのような人材

を求めているかを詳しく見てみると、情報セキ

ュリティー担当が多かったとのことでした。Ｄ

Ｘを進める上では、セキュリティー対策と足並

みをそろえなければ、逆に企業にとっても大き

なリスクとなります。 

 例えば、コロナ禍において在宅勤務やリモー

トワークといったある意味応急処置的なＤＸの

取組を行った企業が多くあり、これらの取組に

よって、パンデミック下でも業務を継続するこ

とができました。しかし、セキュリティー対策

が不十分なまま取組を推進した企業も多く、リ

モートワークに使用する機器等の脆弱性に起因

するサイバー攻撃の増加が問題になっています。 

 このように情報セキュリティーはＤＸ推進の

鍵を握る課題ですが、これを担える人材は不足

しており、そのことが企業等におけるＤＸ推進

のボトルネックとなっています。 

 また、現在のデータ社会においては、企業や

組織が所有する顧客の個人情報、従業員の人事

情報、会社の財務情報といった情報資産が持つ

価値が急速に高まっています。情報資産が社外

に流出すると取引先企業や顧客に被害が及び、

企業の信頼を下げてしまいます。実際に、情報

漏えいにより大きな被害を受けた企業は後を絶

ちません。情報資産を管理、保護するための対

策は様々なものがありますが、例えば、外部と

の委託契約をする際にしっかりとした基準を設

けるなどの取組が必要です。 

 情報セキュリティー等に関する取組は、一義

的にはＤＸを進める各企業が責任を持って進め

るべきですが、経営体力の弱い中小企業におい

ては、自社だけで取り組むには限界があり、県

としても支援、後押しをしていくべきではない

かと考えます。 

 そこで、情報セキュリティーなど、ＤＸを推

進するための基盤の強化について、県としてど

のように取り組んでいくのか、商工観光労働部

長に伺います。 

 観光産業の基盤の強化としての人づくり、観

光人材について伺います。 

 県の観光統計調査によると、延べ宿泊客数の
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５月の速報値は、新型コロナの５類移行等によ

り旅行意欲がさらに高まっていることから、コ

ロナ禍前の令和元年と比較して約９割と高い水

準まで回復してきました。ゴールデンウイーク

期間中による旅行者の数も増え、前月比でも１

８．７％増加しています。また、国際線のソウ

ル便も４年ぶりに復活したことから、今後の外

国人宿泊者数も増加が見込まれます。 

 観光は裾野の広い産業で、大きな経済波及効

果と雇用の創出力を有しており、交流人口拡大

による地方活性化の側面があることからも、県

経済の成長や地方創生を牽引していく基幹産業

として今後の成長が期待されます。しかしなが

ら、長期化したコロナ禍の影響で離れていった

人材の確保にいまだ苦慮しています。インバウ

ンド需要の拡大やＤＣを控える中で、観光産業

の重要な基盤であるおもてなし人材の確保は大

きな課題です。 

 おもてなしは人であり、食であり、施設の空

間であり、それぞれに地域特有の文化があり、

中でも、人材の育成は一朝一夕にはできず、今

こそ中長期的な視野に立って、地域で人材を育

て、サービスの品質を担保していく仕組みを構

築していくことが、あらゆる環境の変化にも対

応できる強固な産業基盤をつくることにつなが

ると感じます。 

 そこで、県として、観光・おもてなし人材の

確保や育成をどのように進めていくのか、観光

局長に伺います。 

 東九州新幹線について伺います。 

 先日閣議決定された骨太の方針２０２３には、

新幹線について、基本計画路線等の地域の実情

に応じた今後の方向性について調査検討を行う

旨の明記がありました。 

 昭和４８年に基本計画路線として決定した東

九州新幹線は、具体的な動きがありませんでし

たが、西九州新幹線など、全国で既存の整備計

画路線の整備が着実に進捗したこともあり、い

よいよ東九州新幹線の整備計画路線への格上げ

時期が到来していると期待されています。 

 改めて言うまでもありませんが、東九州新幹

線は、福岡県福岡市を起点として、大分市付近、

宮崎市付近を通り、鹿児島県鹿児島市を終点と

する路線とされており、その途中のルートには

様々な議論があるにしても、整備計画路線への

格上げに向け、他県と連携しながら機運を高め

ていくことが大事です。 

 一方で、現実的な面に目を向けると、建設費

の地元負担はもとより、並行在来線の問題など

も忘れてはなりません。 

 国は整備新幹線を整備するにあたっては、五

つの条件を満たしていることを確認した上で着

工するとされています。一つ目は安定的な財源

見通しの確保、二つ目は収支採算性、三つ目は

投資効果、四つ目は営業主体であるＪＲの同意、

五つ目が並行在来線の経営分離についての沿線

自治体との同意です。 

 並行在来線とは、整備新幹線区間を並行する

形で運行する在来線鉄道のことですが、整備新

幹線に加えて並行在来線を経営することは営業

主体であるＪＲにとって過重な負担となる場合

があるため、沿線全ての道府県及び市町村から

同意を得た上で、整備新幹線の開業時に経営分

離されることとなっています。そして、新幹線

開業後、並行在来線は地域の足としての機能を

果たしていくことになります。 

 並行在来線の運営を行う鉄道事業者の営業努

力に加え、新幹線の整備効果を波及させるなど、

地域全体として利用促進に取り組み、維持を行

っていくことが基本となっていることから、新

幹線が通らない地域の利便性が著しく低下しな

いよう方策を考えていかなければいけません。 

 実際に昨年９月の西九州新幹線の開業に伴い、

ＪＲ長崎本線の江北と諫早の間約６１キロの区

間は並行在来線となり、その鉄道施設は佐賀県

と長崎県が設立した一般社団法人佐賀・長崎鉄

道管理センターに引き継がれました。１４の駅

をはじめ、踏切やトンネル、橋などの施設の管

理や保守、点検などの業務も管理センターが担

うこととなりますが、この維持管理経費も必要

になってきます。 

 一方、鉄道の運行は、開業から２３年間はＪ

Ｒが引き続き行うことになっていますが、特急

列車の大幅な削減や普通列車の運転区間の変更
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などが行われ、利用者からは利便性の低下を指

摘する声が出ているようです。高校生の通学に

ついて、ダイヤの変更で新たに乗換えが必要な

場合が増え、通学時間が延びたケースや、特急

の減少で乗換えを余儀なくされ、ホームの移動

で階段の上り下りが必要なことが多く、利便性

が著しく低下したケースなども指摘されていま

す。 

 いよいよ現実的な面を考えなければならなく

なった今こそ、メリット、デメリットを含め県

民を挙げて議論を進め、そして、機運を高めて

いくことが大事です。 

 こうしたことを踏まえ、東九州新幹線の整備

にあたっての課題とその対応策について伺いま

す。 

 最後に、交通事故の防止について伺います。 

 本県における令和４年の交通事故による死者

数は３２人と、前年から４人減少し、過去最少

を更新しました。この傾向は歓迎すべきことで

すが、死者のうち約７割を高齢者が占めており、

交差点における高齢者の歩行中の事故防止など

に依然として課題が残っています。 

 まずは事故の発生件数を抑制していくことが

死亡者の減少につながることから、視界や線形

不良の解消といった道路環境整備が重要です。

さらに、生活道路における歩行者や自転車が安

心して通行できるスクールゾーン付近の物理的

デバイスによる速度抑制も事故リスクを抑える

ためには必要となる取組です。警察と道路管理

者が連携し、地域の交通事故発生状況や関係者

からの要望等を踏まえて、生活道路における住

民目線の安全・安心な通行空間の整備をさらに

促進していただきたいと考えています。 

 また、信号などの交通設備や安全な運転、通

行に欠かせない道路標示などについても、計画

的に更新していただいていると思いますが、通

行量が多い箇所での停止線や横断歩道は摩耗が

激しく、長期間対応できていない場所もありま

す。設置箇所数も多いため、計画的な維持管理

とともに、地域住民の要望に迅速に対応するた

めの予算の確保が必要と考えます。 

 こうしたことを踏まえ、交通事故の防止に向

けどのように取り組んでいくのか、警察本部長

にお尋ねします。 

 以上で代表質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

木付副議長 ただいまの戸高賢史君の質問に対

する答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 戸高議員の代表質問に対してお答え

します。 

 まず、行財政改革についてです。 

 県では、平成１５年の財政危機宣言以来、総

人件費の抑制や大規模施設の見直し、公社等外

郭団体の整理統合など、聖域なき行財政改革に

不断に取り組んできました。 

 昨日発表した財政収支見通しでは、行財政改

革推進計画の目標である６年度末の財政調整用

基金残高３３０億円の確保と臨時財政対策債等

を除いた実質的な県債残高６，５００億円以下

の堅持は達成できる見込みとなりました。 

 財政の健全性とバランスを取りながら県政の

諸課題に着実に対応できているのも、ひとえに

県民の皆様の御理解と御協力の下で取り組んで

きた行財政改革のたまものです。 

 しかし、行財政改革はこれで終わりではあり

ません。喫緊の課題である社会経済活動の活性

化や長期化する物価高騰については、今後も迅

速に対応していかなければなりません。子ども

・子育て支援や観光の復活、県土強靭化といっ

た安心元気の大分県づくりも大変重要です。ま

た、カーボンニュートラルへの挑戦や東九州新

幹線等の広域交通ネットワークの充実といった

未来創造の取組にも力を入れる必要があります。 

 一方で、今後の行政運営を見通せば、急速な

進行が予想される人口減少・少子高齢化に伴い、

人手不足等の構造的な課題に直面するほか、社

会保障関係費や公債費の増加なども引き続き懸

念されます。 

 こうした状況の下で、県政の諸課題に迅速か

つ的確に対応していくには、データに基づく効

果検証による事務事業の見直しや社会保障制度

の持続可能性の確保、効率的なインフラ管理等

の取組をさらに進化させていく必要があります。 
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 また、ＡＩやドローン等、進歩する先端技術

の導入により、限られた人員体制でサービスの

維持、向上や課題解決を図るＤＸの推進も不可

欠です。加えて、業務システムの標準化や広域

連携による行政サービスの提供等、市町村の連

携による効率化にも引き続き取り組む必要があ

ります。 

 行財政改革は安心元気・未来創造の大分県づ

くりと車の両輪です。今後は、県民や議会、有

識者等から幅広く意見をいただきながら、新長

期総合計画の下支えとなる新たな行財政改革計

画の策定を進めていきます。 

 次に、今後の感染症対策についてお答えしま

す。 

 令和２年３月に県内初の陽性者が確認されて

以来、３年余りで８度にわたる感染の波が押し

寄せ、３０万人を超える県民が感染しました。 

 第１波では、医療機関の大規模クラスターが

発生し、医療従事者と入院患者全員に行うＰＣ

Ｒ検査の逼迫や、防護服など、医療資機材の不

足が生じ、九州各県の協力を得る事態となりま

した。また、出口の見えないコロナ対応で医療

機関や保健所の業務が多忙を極めるなど、多く

の課題が浮き彫りになりました。 

 こうした難局を乗り切ることができたのも、

県民の皆様の御理解と御協力、そして、昼夜を

分かたず献身的に御尽力いただいた医療従事者

など、関係の皆様のお陰であり、改めて深く感

謝する次第です。 

 今後は、コロナ対応で得られた数々の経験を

糧として、新たな感染症への備えを講じていか

なければなりません。県では、従来の感染症予

防計画を改定するため、先月、医療、福祉、教

育、行政などの県内の関係者からなる感染症対

策連携協議会を立ち上げ、今年度中の改定に向

けた議論をスタートしました。 

 予防計画の改定にあたって、特に重要になる

のが医療提供体制の確保であり、次の二つの観

点で議論を進めています。 

 一つ目は、平時からの関係者の連携構築です。

県内全域が深刻な感染拡大に陥った場合には、

全ての関係機関が各機能に応じた役割を担い、

基幹病院への過度な負担を避けなければなりま

せん。そのためにも、医療機関を中心とした関

係者同士の連携強化に取り組んでいきます。 

 二つ目は、数値目標の設定です。第８波では

病床使用率が一時７５％を超える状況に至りま

した。こうしたことを踏まえ、医療機関の協力

の下、病床、物資、人材等の数値目標を定め、

必要な体制を確保することとしています。 

 ３年を超えるコロナ禍によって、県内の社会

経済にも大きな影響が及びました。今後とも感

染症対策にあたっては、社会経済活動との両立

にも留意しながら、県民の安全・安心に向けた

対策に万全を期していきます。 

 次に、障がい者雇用の促進についてお答えし

ます。 

 本県における民間企業の雇用率は２．６１％

で全国７位、法定雇用率達成企業の割合は全国

平均の４８．３％を大きく上回る６１．５％で

全国９位と、いずれも比較的高い水準にありま

す。 

 分野別の雇用率では、福祉・介護、製造業、

宿泊・飲食サービス業などが高い一方で、雇用

率を満たしていない業種もあります。 

 そこで、障がい者の雇用促進に向けては、ま

ず、県内６か所に配置している雇用支援アドバ

イザーが核となって、マッチング支援等を行っ

ています。 

 また、県と労働局が合同で、従業員規模の大

きい未達成企業を訪問し、人材の紹介や支援制

度の活用を促しています。 

 他方、県の知事部局では２．６１％、県教育

委員会では２．６６％と、法定雇用率を達成し

ています。これらの公務部門では、正規職員の

雇用に加え、将来的に企業での一般就労につな

がるよう、障がい者を非常勤職員として雇用し、

知識の習得や職業能力の向上を支援しています。

さらに、専任職員を配置し、仕事の切り出しの

助言や相談対応等を行うなど、障がい者の職場

定着を図っています。 

 こうした中、来年４月からの法定雇用率の段

階的引上げとともに、週１０時間以上２０時間

未満の精神障がい者や重度の身体・知的障がい
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者が新たに雇用率に算定されることとなります。 

 知的・精神障がい者の雇用促進が課題である

本県にとって、こうした動きは雇用の裾野が広

がる好機であり、取組を加速させていきます。 

 まず、雇用率の引上げにより、対象企業が拡

大することを見据え、企業が集中する大分市所

管の雇用支援アドバイザーを４月から一人増員

して、３人体制にしました。また、求人企業と

のマッチングに向けた合同説明会にも、新たに

雇用義務が生じる企業の参加を積極的に呼びか

けています。 

 さらには、精神障がい者の就労規模が多いＩ

Ｔ分野について、就労継続支援Ａ型事業所が新

規参入又は規模拡大する際に、指導員の配置等

を支援し、雇用の拡大につなげていきます。 

 こうした取組により、障がい者がその能力を

十分に発揮し、働くことを通じて社会参加でき

る共生社会の実現を目指していきます。 

 次に、認知症施策の推進についてお答えしま

す。 

 認知症は誰もがなり得るものであり、認知症

の方や御家族が尊厳と希望を持ち、住み慣れた

地域で自分らしく暮らしていけるよう、県では

これまで様々な施策を進めてきました。 

 例えば、認知症の早期診断・対応のため、物

忘れや認知症の相談に応じるオレンジドクター

を５０１人養成したほか、認知症疾患医療セン

ターを県内８か所に設置しました。 

 また、県民への普及啓発として、身近な理解

者となる認知症サポーター１５万人を養成した

ほか、認知症の方に優しく対応していただく大

分オレンジカンパニーは、既に４６０事業所に

上ります。 

 こうした中、このたび成立した認知症基本法

も踏まえ、県では次の三つに重点を置いて取組

をします。 

 一つ目は、認知症当事者が相談支援を行うピ

アサポートの推進です。 

 令和元年度からこれまでの間、研修を修了し

た認知症当事者２１人がピアサポーターとして

活躍しています。自身の経験を基に、同じ立場

で寄り添って相談に応じていただいており、認

知症の方の信頼や安心につながっています。 

 二つ目は、認知症の方本人からの発信です。 

 現在４人の認知症当事者を大分県希望大使と

して委嘱しており、各地の公開講座やイベント

などを通じて、認知症の普及啓発活動に御協力

いただいています。あわせて、県が進める認知

症施策への意見、提言も伺っています。 

 三つ目は、若年性認知症の方への支援です。 

 県では、認知症の人と家族の会に配置した専

任の保健師が医療・介護、就労支援等の相談に

応じています。年々相談件数が増えるとともに、

内容も複雑化してきているため、本年６月から

社会福祉士との２人体制に強化し、若年性認知

症へのきめ細かい対応に取り組んでいます。 

 今後とも認知症の方や御家族が安心して暮ら

せる社会づくりを進めていきます。 

 次に、農林水産業の振興についてお答えしま

す。 

 担い手の減少や食のグローバル化、さらには、

昨今の生産資材高騰など、農林水産業を取り巻

く環境が年々複雑化する中、県では、変化を勝

ち抜ける力強い農林水産業への転換を強力に進

めています。 

 そうした中、さきに取りまとめた令和３年度

の創出額は、農林水産業全ての分野で大幅に上

昇しました。これはコロナ禍からの回復やウッ

ドショックによる価格高騰という追い風もあっ

たものの、その基礎である肉用牛や木材などの

生産拡大とあいまっての上昇であり、これまで

の構造改革の成果の現れだと考えています。 

 この流れを持続、発展させるためには、マー

ケットインの考えを強く意識して、産業として

の足腰の強い、もうかる農林水産業へとさらに

進化させることが重要であり、需要が減少する

米からの転換など、構造改革を引き続き進めま

す。 

 園芸では、短期集中県域支援４品目について

集中的に支援します。加えて、国産需要が拡大

する果樹についても、新規参入企業等の早期経

営安定を後押しすることで、産地の拡大を図り

ます。 

 畜産においては、おおいた和牛のマーケット
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での評価をさらに高めるべく、鹿児島全共で課

題となった枝肉歩留り等の改善を進めます。ま

た、来年度開催されるデスティネーションキャ

ンペーンなどの場を存分に活用して、おおいた

和牛の魅力を発信していきます。 

 林業では、令和４年の素材生産量が１６７万

立米と、過去最高を記録しました。この高い水

準を維持しつつ、循環型林業を確立するため、

大径材の利用促進や早生樹造林を推進するとと

もに、再造林の徹底に向けて、意欲ある林業経

営者への森林の集約を進めていきます。 

 水産業では、ブリ類養殖業のさらなる振興に

向けて、新たな加工場の稼働に必要な資機材等

の導入を支援します。さらには、来年の秋に開

催が迫った「全国豊かな海づくり大会」を契機

とした漁船漁業の再興を図るため、市場ニーズ

を踏まえた放流魚種の選定や放流適地の環境整

備を進めていきます。 

 今後もこうした取組を進め、地域活性化に欠

かせない重要な産業である農林水産業をもうか

る産業へと成長させていきます。 

木付副議長 工藤福祉保健部長。 

  〔工藤福祉保健部長登壇〕 

工藤福祉保健部長 私から５項目についてお答

えします。 

 まず、５類移行後のコロナ対策についてです。 

 医療提供体制については、現在、県内５７８

の医療機関が外来診療を行っています。９月末

の目標６５０医療機関確保に向けて、引き続き

コロナ診療の手引きを活用して働きかけるとと

もに、空気清浄装置等の設備整備を支援するこ

となどにより、順次拡大に努めていきます。 

 入院調整は現在、季節性インフルエンザ等と

同じく医療機関同士で行われていますが、医師

会や各医療機関の御協力もあり、受入困難事例

は発生しておらず、円滑に行われています。今

後、入院者が急増した場合に備え、地域の医師

会等と課題を共有しながら、圏域ごとに適切な

対応を図っていきます。 

 感染者数については、週ごとの公表となりま

したが、県では国に先駆けて、水曜日に保健所

別の速報を、木曜日には性別、年齢別等を加え

た週報を発表し、感染動向の把握に支障のない

よう努めています。また、一昨日も行いました

が、個別の会見を適宜開催するなど、今後も丁

寧な情報発信と感染状況に応じた注意喚起を行

っていきます。 

 このほか、重症化が心配される高齢者等への

ワクチン接種を進めるとともに、２４時間体制

の発熱・受診相談ダイヤルなどにより、５類移

行後も県民の安心を確保していきます。 

 次に、認知症の人へのケアについてお答えし

ます。 

 まず、施設における緊急やむを得ない身体拘

束については、介護施設や有料老人ホームへの

指導監査の際に、現状を個別に調査しており、

直近の３か年度で３６の施設、計８６人のケー

スを把握しています。 

 県としては、身体拘束に極力頼らないケアを

進めることが重要と認識しています。そこで、

毎年度、介護施設等の管理者を対象に、権利擁

護の視点に立った介護を実現するための研修会

を開催するとともに、施設への指導監査時には

毎回、身体拘束回避に向けた助言や指導を徹底

しています。 

 次に、認知症の方への支援については、本人

の意思に寄り添ったケアが重要です。 

 このため、認知症の方との意思疎通に苦慮す

ることが多いと聞いている介護職員等向けに、

多職種協働のチームによる支援など、意思確認

に必要なスキルを伸ばす研修を重ね、現場対応

の向上を図っています。 

 今後とも認知症の方や御家族、身近で支援す

る方々の意見も取り入れながら、本人の意思を

尊重したケアにつなげていきます。 

 次に、長期療養を要する児童への支援につい

てです。 

 子どもが重い病気に罹患しても、本人や御家

族が安心して療養生活を送ることができる環境

づくりが大変大切です。 

 このため、今回の補正予算案では、小児慢性

特定疾病の医療費を受給する児童が７日以上入

院する際に付き添う御家族１人分の宿泊費を１

日当たり２千円まで助成することとし、本年４
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月１日宿泊分から適用したいと考えています。 

 また、コロナ禍で見合わせていたサマーキャ

ンプは、同じ疾患を持つ仲間との交流を支援す

るものであり、子どもたちも大変心待ちにして

おり、今年度は竹田市で８月１９日から１泊２

日で開催の予定です。 

 さらに、各保健所における交流会も再開する

ほか、患者団体が行うピアカウンセリング等に

ついても支援していきます。 

 このほか、大分市東春日町に設置している難

病相談・支援センターでは、専任の自立支援員

を配置し、生活や学校、就労等に関する相談に

丁寧に応じています。 

 今後とも病気を持つ子どもが御家族や友人と

心豊かな生活を送ることができるよう、きめ細

かに支援していきます。 

 次に、安心して出産できる環境づくりについ

てです。 

 まず、出産時の大量出血に伴うフィブリノゲ

ン製剤の使用実績は、保険適用となった令和３

年９月以降、使用が認められている県内４か所

の周産期母子医療センターで２例のみです。 

 次に、出産リスクへの対応状況ですが、合併

症等の発症リスクが高い妊産婦は、事前に産科

医療機関と周産期母子医療センター相互間で情

報を共有し、緊急時に受入れできるネットワー

クを構築しています。分娩に伴い緊急対応を要

する場合に、速やかに救急搬送できるよう、受

入可能な病床を確認できるＷｅｂシステムを整

備し、各消防本部とも共有しています。 

 なお、昨年の母体搬送件数は、四つのセンタ

ー合わせて２３７件で、ほぼ横ばいです。 

 また、県内４２の助産所のうち、二つの施設

で、産科医療機関との連携の下、昨年度は計５

０件の分娩が行われています。 

 加えて、産科医療機関の中に助産師が健診等

を行う助産師外来を設置している例もあり、産

科医の負担軽減にもつながっています。 

 今後とも関係者と連携しながら、安心して出

産できる周産期医療体制の充実に努めていきま

す。 

 第８次医療計画の策定についてお答えします。 

 超高齢社会の進展に伴い慢性疾患を持つ患者

が年々増えており、長期療養を必要とする方が

今後も増加すると見込まれます。そのため、急

性期と回復期を担う医療機関の役割分担や連携、

在宅医療のさらなる充実が求められ、限られた

医療資源をいかに効率的、効果的に活用してい

くかが課題となっていきます。 

 次期、第８次計画では、現行の６医療圏を基

本としつつも、疾病、事業ごとに適切に医療圏

を設定していきます。また、救急等では隣県と

の連携が、そして、医療従事者の確保では偏在

対策が重要となるほか、医師の働き方改革と安

定的な地域医療の両立についても盛り込みたい

と考えています。 

 これらを踏まえ、計画策定にあたっては、が

んなど５疾病、小児医療や新興感染症など６事

業等に応じて設置した１５の協議会の中で、丁

寧に議論を深めていきます。 

 また、地域医療構想を進めるにあたり、まず

今年度末までに、病床を有する各医療機関にお

いて、２０２５年に向けた病床の活用方針を策

定することとしています。 

 こうしたデータや今後の医療ニーズなどを圏

域ごとの調整会議に示しながら、構想の推進に

向けた議論を活性化させていきます。 

木付副議長 三村土木建築部長。 

  〔三村土木建築部長登壇〕 

三村土木建築部長 それでは、令和２年７月豪

雨災害からの復旧についてお答えします。 

 県が管理する公共土木施設の復旧状況ですが、

被災した６４５か所のうち、現在、６２０か所

の復旧が完了しました。用地買収を伴う改良復

旧事業の３か所を除く、残る２２か所は年度内

の完了を目指しています。 

 議員御指摘の防災・減災対策については、河

川流域内のあらゆる関係者が協働し、ハード、

ソフト両面から被害の軽減に取り組む流域治水

プロジェクトを推進しています。 

 まずハード面では、再度災害防止に向け、玖

珠川等で川幅を拡げる河川改修を実施している

ほか、毎年の出水に備える河床掘削などにより、

治水機能の強化を図っています。 
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 次にソフト面では、住民の早期避難を促すた

め、浸水被害箇所を中心に、水位計２４基、監

視カメラ６９基を新たに設置したほか、市町村

が行う中小河川のハザードマップ作成を支援し

ています。 

 加えて、雨水を水田に一時貯留させ、流出を

抑制する田んぼダムの取組や、森林の持つ保水

機能を活用する間伐等も実施しています。 

 引き続き流域全体の関係者が一丸となり、災

害に屈しない県土づくりに努めていきます。 

木付副議長 利光商工観光労働部長。 

  〔利光商工観光労働部長登壇〕 

利光商工観光労働部長 ＤＸ推進基盤について

お答えします。 

 県内企業がビジネス環境の激しい変化に対応

し、持続的に経営、発展していくためには、各

社がＤＸに取り組むことが不可欠だと考えてい

ます。 

 その際、デジタルを活用して競争力を高める

攻めのみならず、議員御指摘のとおり、セキュ

リティー対策の守りの両輪で進める必要がある

と考えています。 

 一方で、中小企業等においては、人材が限ら

れており、自社のみでＤＸに取り組むことには

困難が伴います。 

 そのため県では、経営者のＤＸへの理解促進

やデータ分析ができる人材育成のほか、中小企

業とＩＴ企業との共創推進などを実施していま

す。 

 こうした施策は攻めが中心ですが、守りの施

策としては、県警と連携したサイバー攻撃に関

する研修会なども開催しています。ただ、さら

なる理解や対策の促進がまだまだ必要と認識し

ています。 

 そこで、補正予算案で計上している中小企業

のＩＴツール導入と人材育成の一体的支援事業

においては、セキュリティー対策も重要な柱と

した上で取り組んでいく考えです。 

 引き続き広く県内企業がＤＸによる生産性向

上や新たな挑戦などに踏み出せるよう、攻めと

守りの両面で支援に努めていきます。 

木付副議長 渡辺観光局長。 

  〔渡辺観光局長登壇〕 

渡辺観光局長 観光人材についてお答えします。 

 おもてなしの力は顧客満足度を高め、リピー

ター確保につながる重要な要素です。民間の宿

泊旅行調査において、本県はホスピタリティー

や魅力的な宿泊施設の部門で常に上位にランク

されています。また、ラグビーワールドカップ

等を経験し、県民一人一人にも世界に誇るおも

てなしの心が備わっています。こうした県民に

よるおもてなしと豊富な観光資源が本県観光の

最大の魅力だと考えています。 

 一方、宿泊業などで顕在化している人手不足

への対応も大変重要です。そのため、自動精算

機等の業務効率化に向けた機器導入支援に加え、

Ｗｅｂマガジンや就職情報サイトを通じて、事

業者の魅力情報を発信しています。さらに、今

年度はインターンシップの積極的な活用を促す

セミナーも開催する予定です。 

 また、次代の観光と地域づくり担う人材の育

成も大変重要です。県では平成１９年度からお

おいたツーリズム大学を開催しており、各地域

で活躍するリーダーをこれまでに３５８人輩出

してきました。 

 県内の大学や専門学校の卒業生も観光人材と

して活躍しており、立命館アジア太平洋大学が

サステイナビリティ観光学部を開設した機会も

捉え、県内学生への働きかけを強化していきま

す。 

 こうした取組を含め、将来に向けた観光・お

もてなし人材の確保、育成に努めていきたいと

考えています。 

木付副議長 藤川企画振興部参事監。 

  〔藤川企画振興部参事監登壇〕 

藤川企画振興部参事監 東九州新幹線について

お答えします。 

 新幹線が開通した地域では、大幅な移動時間

の短縮により、ビジネス、観光の圏域が拡大す

るとともに、住民の利便性も向上するなど、地

域経済を大きく活性化しています。 

 一方で、新幹線の整備は、議員御指摘の建設

費用の負担や並行在来線の維持のほかにも、高

速バスなど、他の交通機関への影響やストロー
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現象による地域間格差の拡大など、様々な課題

を伴うものと考えられています。 

 大分県東九州新幹線整備推進期成会では、シ

ンポジウムや地域での説明会などを通じ、県民

に向けてこのような課題についても提起してき

ました。 

 これまでの取組に加え、東九州新幹線整備へ

の関心を高め、議論をより深めるため、日豊本

線ルートに加え、今年１月のシンポジウムで取

り上げられた久大本線ルートも含めた費用対効

果の調査を現在行っています。 

 今後は新幹線が開通している地域の実例をよ

り詳細に分析し、市町村や経済団体など、関係

者と議論を重ねていくとともに、九州、四国の

関係県も巻き込んで、さらなる機運の盛り上げ

に努めていきます。 

木付副議長 種田警察本部長。 

  〔種田警察本部長登壇〕 

種田警察本部長 私からは、交通事故の防止に

ついてお答えします。 

 昨年の交通事故死者数は３２人で過去最少と

なり、本年も減少傾向を維持していますが、さ

らなる交通事故抑止のためには、取り組むべき

課題があると認識しています。 

 県警察では、交通の安全と円滑を図るため、

道路管理者と連携した住民目線の交通環境の整

備に努めています。 

 生活道路においては、人優先の安全で安心な

通行空間の整備を図るため、最高速度３０キロ

の交通規制と道路管理者によるハンプやスムー

ズ横断歩道などの物理的デバイスの設置を組み

合わせた取組を推進しています。 

 また、信号機や標識・標示等の適切な管理に

努めているほか、思いやりの横断歩道整備事業

等による計画的な維持管理を進めており、今後

も必要な予算の確保に努めていきます。 

 県警察としては、引き続き悲惨な交通事故一

件でも減らすべく、諸対策を推進していきます。 

木付副議長 以上で戸高賢史君の質問及び答弁

は終わりました。 

 これをもって代表質問を終わります。 

―――――→…←――――― 

木付副議長 以上で本日の議事日程は終了しま

した。 

 明１５日から１７日までは県の休日のため休

会とします。 

 次会は、１８日定刻より開きます。日程は、

決定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

木付副議長 本日はこれをもって散会します。

お疲れでした。 

午後２時１７分 散会 
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令和５年第２回大分県議会定例会会議録（第４号） 

 

令和５年７月１８日（火曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第４号 

            令和５年７月１８日 

              午前１０時開議 

第１ 一般質問及び質疑 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 一般質問及び質疑 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４３名 

 議長 元吉 俊博 副議長 木付 親次 

    志村  学     御手洗吉生 

    桝田  貢     穴見 憲昭 

    岡野 涼子     中野 哲朗 

    宮成公一郎     首藤健二郎 

    清田 哲也     今吉 次郎 

    阿部 長夫     小川 克己 

    太田 正美     後藤慎太郎 

    森  誠一     大友 栄二 

    井上 明夫     三浦 正臣 

    古手川正治     嶋  幸一 

    麻生 栄作     阿部 英仁 

    御手洗朋宏     福崎 智幸 

    吉村 尚久     若山 雅敏 

    成迫 健児     高橋  肇 

    木田  昇     二ノ宮健治 

    守永 信幸     原田 孝司 

    玉田 輝義     澤田 友広 

    吉村 哲彦     戸高 賢史 

    猿渡 久子     堤  栄三 

    末宗 秀雄     佐藤 之則 

    三浦 由紀 

欠席議員 なし 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           佐藤樹一郎 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          吉田 一生 

 教育長          岡本天津男 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 総務部審議監       井下 秀子 

 企画振興部長       山田 雅文 

 企業局長         渡辺 文雄 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        種田 英明 

 福祉保健部長       工藤 哲史 

 生活環境部長       高橋  強 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       佐藤  章 

 土木建築部長       三村  一 

 会計管理者兼会計管理局長 渡辺 栃彦 

 防災局長         岡本 文雄 

 観光局長         渡辺 修武 

 人事委員会事務局長    塩月 裕士 

 労働委員会事務局長    幸  清二 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

元吉議長 皆さんおはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 日程に入るに先立ち、６月３０日か

らの大雨により様々な困難に直面され、いまだ

御苦労が続いておられる皆様方に心よりお見舞

い申し上げます。 

 また、災害により犠牲となられた方々に対し、

哀悼の意を表し、黙祷を再度ささげたいと思い

ます。 

 皆様、御起立をお願いします。黙祷。 

  〔黙祷〕 

元吉議長 黙祷を終わります。 

 御着席ください。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 本日の議事は、議事日程第４号によ

り行います。 

―――――→…←――――― 
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 日程第１ 一般質問及び質疑 

元吉議長 日程第１、第５３号議案から第５６

号議案まで及び第５８号議案から第６９号議案

までを一括議題とし、これより一般質問及び質

疑に入ります。 

 発言の通告がありますので、順次これを許し

ます。清田哲也君。 

  〔清田議員登壇〕（拍手） 

清田議員 皆さんおはようございます。９番、

自由民主党、清田哲也です。佐藤知事が就任さ

れ、最初の一般質問となります。このたび一般

質問の機会を与えていただいた先輩、同僚議員

の皆様に心より感謝します。ありがとうござい

ます。 

 佐藤知事と、そして執行部の皆様と共に、県

民の皆様の笑顔あふれる幸せな未来を共に創造

していく所存で、元気いっぱいに質問していき

ます。よろしくお願いします。 

 まずは、大雨による災害について伺います。 

 ゴールデンウイークの終盤、石川県能登地方

で震度６強を観測する地震が発生しました。久

しぶりにコロナによる移動や飲食への制限がな

く迎える大型連休で、帰省し家族でくつろいで

いる方や、久しぶりの地域の行事で楽しむ方が

多い中でも、災害は待ってくれません。ニュー

ス速報を見て、改めて災害は常に身近に潜んで

いることを認識された方も多いのではないかと

思います。私自身、南海トラフ地震による被害

想定が大きい本県においても、ハード、ソフト

両面における対策を常に見直し、推進していく

必要性を改めて感じました。 

 また、地震への備えと同時に、台風シーズン

に限らず、一年中起こり得る豪雨災害への備え

も忘れてはなりません。再度災害防止に向けた

改良復旧や、流域全体で氾濫可能性を低減させ

る流域治水の積極的活用、河床掘削や県単独予

算での急傾斜対策工事の促進等、国の国土強靱

化５か年加速化対策予算も積極的に活用しなが

ら県土強靱化を促進していることは、多くの県

民の皆様から高い評価を得ていると確信してい

ます。 

 我が党の大友議員の代表質問でも御答弁いた

だきましたが、県民の安全・安心を守る基本政

策として、今後も県土強靱化推進の歩みを続け

ていってほしいと思っています。 

 こうした中、先般、６月末から７月上旬にか

けての断続的な大雨により、特に中津市や日田

市において人的・物的被害が発生しました。ま

ずもって、お亡くなりになられた方々の御冥福

をお祈りするとともに、今回被災された皆様に

お見舞い申し上げます。 

 今回の大雨災害についても、今後、復旧・復

興、そして、さらなる県土強靱化を図っていか

なければなりません。その前提として、まずは

被害の状況を明らかにし、そして、その被害の

状況を基に、復旧・復興の方針を県民の皆様に

示していく必要があるかと思います。 

 そこで、今回の被害の状況と、復旧や生活、

事業の再建に向けた方向性をまず知事に伺いま

す。 

 あとは対面席にて行います。 

  〔清田議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

元吉議長 ただいまの清田哲也君の質問に対す

る答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 おはようございます。清田議員の大

雨による災害についての御質問にお答えします。 

 今般の大雨では、由布市湯布院において２４

時間雨量が７月の観測史上最大となる３８５ミ

リを記録したほか、中津市と日田市において大

雨特別警報が発表されるなど、県北西部を中心

に甚大な被害が発生しました。 

 １４日現在、人的被害は死者２人、住家被害

は計１３２件、社会インフラでは、高速道路の

ほか、国県道や市町村道、計１２４件が全面通

行止めとなりました。また、由布市の地滑りを

はじめ、護岸の崩壊や土石流、崖崩れなど、各

地で多くの被害が報告されています。 

 このうち日田市では、県道宝珠山日田線で路

肩崩壊や倒木の流出などが発生し、小野地区と

大鶴地区が一時孤立状態となりました。このた

め、速やかに県警、消防等が現地に入り、住民

の安否を確認し、避難所への移送を行うととも

に、道路の啓開作業を急ピッチで進め、発災２
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日後には孤立を解消しました。現在も１９世帯

３１人が避難していますが、県と市の保健師が

避難所を巡回して、被災者一人一人の健康状態

や医療ニーズの把握等に努めています。 

 今後の復旧・復興については、次の２点に力

を入れて進めていきます。 

 まずは、被災者の生活や事業の再建に向けた

支援です。住まいを失った被災者には公営住宅

等をあっせんするとともに、災害被災者住宅再

建支援事業や災害援護資金を活用し、住宅再建

や補修などを後押しします。あわせて、本日か

ら災害義援金の募集を開始しており、お預かり

した義援金については、日本赤十字社や共同募

金会の受付分とともに、市町村を通じて被災者

に配分します。 

 また、中小事業者からの経営・金融相談に対

応する特別相談窓口を開設し、商工団体等とも

連携しながら事業の再建を支援します。 

 次に、社会インフラの早期復旧です。道路や

河川、山林などで多くの被害が出ていることか

ら、市町村と共に速やかな全容把握に努めます。

とりわけ、土砂災害の箇所では、観測機器によ

る監視体制の強化や大型土のうの設置等により、

二次災害の防止を図ります。 

 加えて、被災した河川では、被災原因を調査

した上で、元の状態に戻す原形復旧にとどまら

ず、再度災害防止に向けた改良復旧も検討して

いきます。 

 一昨日、私も中津市と日田市の被災地を訪問

して被災者の声を直接お聞きしました。改めて

早期復旧と県土強靱化の必要性を強く感じまし

た。 

 今後も県民の皆さんが住み慣れた地域で安心

して安全に暮らせるよう、復旧・復興に全力で

取り組んでいきます。 

元吉議長 清田哲也君。 

清田議員 知事、御答弁ありがとうございます。

現場に行かれた様子は報道で見ました。日田土

木事務所、中津土木事務所を一つの前線基地と

しながら、また各市とも連携をしっかり取って

いただき、被災者の皆様方の要望になるべくき

め細かく丁寧に応えていただけるよう御期待と

お願いをします。 

 次の質問に行きます。 

 このたび佐伯市から支援者の皆様、県漁協の

中根組合長、そして、幹部の皆様も傍聴に来て

いただいています。大変ありがとうございます。 

 そこで、水産業の振興について伺います。 

 まずは養殖ブリの振興について伺います。 

 本県は養殖ブリの生産量が全国２位であり、

本県漁業産出額の約半数を生産するなど、本県

漁業の主軸を担っています。 

 臼杵市から佐伯市の間で４２経営体が生産し

ており、特に佐伯市蒲江の入津地区は養殖ブリ

生産の主要地区です。流通の核となる県漁協の

既存加工場は生産限界を迎えていることから、

このたび上入津地区に県漁協第２加工場が整備

されることとなりました。知事をはじめ、皆様

の御支援にこの場を借りて心より感謝する次第

です。ありがとうございます。このことにより、

二つの加工場で１００万尾以上を処理すること

ができるようになり、高次加工や輸出にも対応

でき、地元では大変喜んでいます。 

 一方で、昨年９月には台風第１４号による被

害が発生しました。上・下入津の生産者がいけ

すを湾内に避難させたところ、不幸にも湾内で

は強風や赤潮の影響で低酸素状態が発生してお

り、養殖ブリ類の酸欠死により、推定で約８億

円の被害が発生しました。このままでは２年間

収入が激減してしまうとともに、事業再開に向

けた稚魚の購入も困難になることから、皆さん

本当に途方に暮れていたところ、昨年１２月補

正予算において経営継続緊急支援事業による減

収補填措置を講じていただき、これまた関係者、

関係部局皆様の御支援に心より感謝する次第で

す。大変ありがとうございました。 

 災害を受け、養殖魚場の環境が生産の基盤で

あることを再認識するとともに、後継者が将来

も養殖を継続できるよう、生産基盤の安定化を

図ることとし、早速地元においても入津地区養

殖振興検討委員会を立ち上げ、短期的対策と中

長期的対策に分けて協議を進めています。 

 もともと入津湾では浅瀬があり、海水交換が

なかなかスムーズにいかない地形的な制約があ
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る中で、いかに生産者や行政等が連携しながら

対策を講じていくか、災害というピンチをチャ

ンスに変える好機でもあります。また、流通、

販売の新しいチャンネルとなる県漁協第２加工

場を有効活用し、養殖ブリの出荷体制を強化す

るという経営安定化のチャンスでもあります。 

 こうしたことを踏まえ、災害からの復興を目

指し、生産者が将来にわたり安定した経営を継

続できるよう、養殖ブリの振興にどのように取

り組んでいくのか、知事に見解を伺います。 

元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 水産業は沿岸地域の活力を支える重

要な産業です。特に本県養殖業の主力であるブ

リ養殖業は、元気な産業として維持、発展させ

ることが慣用です。 

 このため、生産者にとって大きな課題である

病気被害の防止や、赤潮の監視体制の強化など、

生産の安定化を図ってきました。また販売面で

も、かぼすブリのブランド化や、輸出にも対応

した県漁協のフィレ加工施設の整備などを支援

し、国内外の消費者ニーズに対応した販売体制

を整備してきました。 

 加えて、出荷端境期の解消や種苗の安定確保

のため、人工種苗の生産技術開発にも取り組ん

でいます。 

 こうした中、昨年、台風第１４号による強風

や赤潮の影響により、養殖ブリ生産者の６割を

占める入津地区で大きな被害が発生しました。 

 若い後継者が育ち、将来が期待されるこの地

区の再興は、本県養殖業の振興に大変重要であ

り、まずは何とか事業が継続できるよう、被害

による減収への補填支援を行いました。 

 その後も、どうすれば将来にわたって希望を

持ってブリ養殖を続けられるか、生産者と十分

に協議を続け、課題解決に向け、次の二つの取

組を進めています。 

 一つ目は、生産基盤である養殖漁場の改善と

被害の再発防止に向けた取組です。 

 入津湾は、長年にわたり養殖漁場として利用

してきたため、堆積物により海底の環境が悪化

しています。このため、海水交換の改善に向け

て湾口部を掘り下げる工事を着実に実施してい

きます。また、海水の浄化機能を持つカキの試

験養殖等を支援するとともに、赤潮等の被害を

未然に防止するための環境観測機器を１台から

３台に増設し、モニタリング体制を強化します。

さらに、台風による強風や高波の発生時に、養

殖いけすを波の影響が少ない海中に沈め、被害

を軽減する技術の確立を目指します。 

 二つ目は、養殖ブリの産地出荷体制の強化に

向けた取組です。 

 今年度、入津地区に整備される県漁協の新た

な加工施設をより効果的に活用するため、集荷

及び搬入に必要な出荷用いけすや自動締め機、

自動計量器の整備を支援します。これにより生

産者の出荷作業の負担が軽減されるとともに、

多様化するマーケットニーズへの迅速かつ的確

な対応が可能となります。 

 今後とも生産者や県漁協などと連携しながら、

これらの取組を着実に進め、得られた成果を入

津地区のみならず、県内の他の養殖ブリ産地に

も広げ、本県ブリ養殖業の振興を図っていきま

す。 

元吉議長 清田哲也君。 

清田議員 先般行われた第２加工場の安全祈願

祭もお越しいただき、現地も見ていただいたか

と思います。昨年の台風の後は、ブリの死骸を

片付ける現場に私もたまたま居合わせたのです

が、本当に先行きが全く見えない不透明な状態

から、何とかまた新たに加工場の建設や、さき

ほども言った昨年の支援金などでまた養殖業者

は元気が出てきているので、今後もしっかり見

守っていただきながら、さらなる成長産業化に

つなげていっていただきたいと思います。あり

がとうございます。 

 続いて、次の質問に行きます。 

 新たな養殖技術についてです。 

 報道で御存じの方も多いかと思いますが、佐

伯市に本社を置く山田水産が昨年３月、ウナギ

養殖最大の課題であった幼生から稚魚への育成

に養鰻事業者として初めて成功しました。天然

のシラスウナギは漁獲量が激減しており、資源

を守りながら安定的に消費者へウナギを届ける

ためには人工授精の稚魚を大量に育てる必要が
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あります。国立研究開発法人水産研究・教育機

構を中心に技術開発を行っていますが、天然稚

魚の５倍以上となる、１匹当たり３千円の生産

コストが商業化の壁となっています。山田水産

では、昨年４月から国の実証事業の中で、水産

研究・教育機構などから新たな飼育技術の移転

を受け、低コストでより多くの稚魚を育てられ

るかどうかの実証を行っています。 

 このように新たな技術で養殖業の未来を切り

開く研究、開発をもっと進めてほしいと考えま

すが、新たな養殖技術の研究、開発に対する県

の取組について農林水産部長に伺います。あわ

せて、民間事業者に関する支援についても見解

を伺います。 

元吉議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 これまで実現が難しいとさ

れてきたウナギ人工種苗の生産技術の確立に果

敢に挑戦し、その安定供給を目指す企業の本社

が県内にあることは大変心強く感じています。 

 県としても、地域を支える重要な養殖業を発

展させていくためには、新たな技術の研究、開

発は必要不可欠と考えています。これまでブリ

類の寄生虫駆除剤の開発や、ヒラメの緑色ＬＥ

Ｄを使用した成長促進技術の開発に取り組み、

生産現場に普及しています。また、民間事業者

と連携した赤潮対策技術の研究にも取り組んで

きました。 

 現在、端境期や早期出荷により競争力の強化

を図るため、ブリやカキの人工種苗の生産技術

開発にも取り組んでいます。本年度も新たに、

ヒラメ養殖業の課題である病気治療薬の開発や、

餌やりの自動化などのスマート技術の開発に着

手することとしています。 

 今後とも民間事業者との連携も図りながら、

新たな技術の開発により本県養殖業の成長産業

化を支えていきます。 

元吉議長 清田哲也君。 

清田議員 もう御存じかと思います。山田水産

は、本社は佐伯市ですが、ウナギ養殖の拠点は

鹿児島にあります。その山田水産が先般、佐伯

市蒲江地区に新たな流通拠点、工場を造ってい

ただきました。また、鹿児島でも設備投資、新

たな工場を建てるとか、更新をするときもなじ

みの佐伯の業者を使っていただくような、非常

に地元思いのすばらしい若い社長がおられます。

このような地元思いであるところと、また、養

殖技術の発展に貢献したい、日本古来の食文化

と資源の両方を守りたいという社長の決意の下、

社員が一丸となり挑戦している熱意あふれる事

業所なので、このような会社がいつまでも佐伯

市並びに大分県内に本社を置きたいと思ってい

ただけるよう、もちろん佐伯市も頑張りますが、

皆さん方との連携を切にお願いします。 

 次の質問に行きます。 

 県産水産物の消費拡大について伺います。 

 令和６年に、本県では２回目となる第４３回

全国豊かな海づくり大会が大分市、別府市で開

催されます。第１回大会は、当時の南海部郡鶴

見町、現在の佐伯市鶴見松浦漁港で開催されま

した。大会を契機に漁獲規制や県下一斉休漁日

の設定等の水産資源保護への取組や環境負荷の

少ない養殖業の振興など、水産業の未来を切り

開くための取組の定着につながったかと思いま

す。 

 第１回当時と現在の水産業を取り巻く環境を

比較すると、漁船漁業の漁獲量の減少や養殖技

術の進化等、大きな変化はありますが、水産業

への理解を深め、水産物消費の拡大につながる

ような大会運営が望まれます。デスティネーシ

ョンキャンペーンとの連携や、県産魚の消費拡

大に向けたプロモーション等、プレイベントを

含め、大会を通じて本県の魅力を発信する場面

が多いと思われます。 

 本県は北から南にかけて変化に富んだ海に囲

まれ、関あじ、関さばに代表される県産水産ブ

ランドを確立するなど、水産物がおいしい県で

あることは広く県民に浸透していると思います。

しかしながら、実際の購買行動、消費行動まで

結び付いていないのではないでしょうか。実際、

令和３年の家計調査によると、大分市の世帯当

たりの鮮魚購入金額は全国で３７位となってお

り、全国的に見てもとても低いと言わざるを得

ません。 

 そこで、ＤＣや豊かな海づくり大会、はたま
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た大阪・関西万博と続くこの好機を捉え、県産

水産物の消費拡大にどのように取り組んでいか

れるのか、農林水産部長に伺います。 

元吉議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 県産水産物の消費拡大には、

様々な機会を捉え、その地域ならではの旬の魚

や、おいしい料理の仕方など、消費者の食につ

ながる情報を県内外に発信していくことが大事

です。 

 県内では、毎月第４金曜日のおおいた県産魚

の日を中心にして、量販店で旬の魚や簡易調理

レシピなどを紹介するとともに、それを動画や

ＳＮＳで広く発信しています。また、このよう

な取組に協賛する店舗数を、現在５５店舗です

が、今年度中に１００店舗以上に増やします。 

 加えて、店舗の方が魚の良さや食べ方などを

消費者に伝えることが重要であることから、販

売員への研修会を開催することで販売力の強化

にもつなげていきます。 

 さらに、来年度に開催されるデスティネーシ

ョンキャンペーンや海づくり大会は消費拡大の

絶好の機会であり、飲食店や旅館で提供する県

産魚と農産物を用いたコラボ料理を開発します。 

 県外では、これまで認定したパートナーシッ

プ量販店や飲食店２４２店舗での県産魚の取扱

いを拡大することに加え、新たな飲食店を認定

するなど、販路開拓にも取り組んでいきます。

こうした取組を通じて県産魚の魅力を県内外に

発信し、消費の拡大につなげていきます。 

元吉議長 清田哲也君。 

清田議員 ありがとうございます。かぼすヒラ

メ、かぼすブリのかぼすシリーズと、また、佐

伯では「美人鰤」もあり、さらに焼酎麹を餌に

混ぜた「麹ぶり」、「男前ぶり」と名付けるそ

うですが、こちらも年末には出荷体制が整うそ

うです。このほかにも、温泉成分を餌に混ぜた

「温藻ひらめ」も成長が速くて肉厚で味も良い

という評判を得ています。 

 このように、さきほどのウナギもそうですが、

養殖事業者は工夫を凝らして新たな味、味質の

魚を研究開発して頑張っておられます。また、

豊後水道で獲れる天然魚が正に大分県産魚のブ

ランド価値を高めていると私は確信しています

が、こちらの天然魚と養殖魚、大分県が誇る県

産魚のすばらしさの発信、そして消費拡大をさ

らに頑張っていただきたい。 

 そしてまた、この豊かな海づくり大会が県内

各地の漁村がにぎわうような、そのような広が

りを持っていただくような大会、特に佐伯市で

いいプレイベントがあるといいなと期待してい

ますし、ぜひ知事にも佐伯の魚と佐伯のお酒で

堪能していっていただきたい。朝まで付き合う

所存なので、その節はよろしくお願いします。 

 では、次の質問に行きます。 

 変革の時代における挑戦について２点伺いま

す。 

 まずは、先端技術等への挑戦についてです。 

 近年はデジタル化やテクノロジーの進展が目

覚ましい時代でもあります。２０００年代は通

信ネットワークの高速化、大容量化が進み、イ

ンターネットが急速に拡大しました。また、こ

れを追うように携帯電話端末も進歩し、よりパ

ソコンに近い端末、スマートフォンが瞬く間に

普及したのは皆さん御案内のとおりです。 

 さらに２０１０年代にかけては、インターネ

ット上のサービスも大きく変化していきます。

特にフェイスブックやＬＩＮＥなどのＳＮＳの

登場により、オンラインでのコミュニケーショ

ンが広く一般化していきました。 

 また、そうした変化の流れは産業にも及んで

います。個人の端末だけでなく、工場の機械な

ど、あらゆるものがインターネットにつながる

ＩｏＴが現在も進行しており、データがビジネ

スの価値の源泉となる時代とも言われるように

なってきました。さらに最近では、デジタルト

ランスフォーメーション、すなわちＤＸの重要

性が提唱されており、ただ単にＩＴを導入する

だけでなく、ＩＴやデータの活用を前提に組織

全体を変革させていく動きも広がり始めていま

す。 

 デジタル化の進展に伴い、ビジネスモデルも

変化しています。分かりやすい事例でいうと、

小売の世界ではリアルの店舗での販売に代わり、

アマゾンに代表されるインターネット通販など



第２回 大分県議会定例会会議録 第４号 

- 69 - 

が一般化しました。グーグル、フェイスブック

などの企業は、インターネットのデータを活用

し、広告ビジネスの在り方を一新しています。

さらに、ウーバーやエアビーアンドビーなどの

ように遊休資産を有効活用するシェアリングエ

コノミーのようなビジネスが生まれたのも、こ

こ１０年ぐらいの間のことです。 

 テクノロジーも進歩しています。自動車の自

動運転は実用化が近づいていますし、人型ロボ

ットの量産化をもくろむ企業も現れています。

宇宙分野でも、ロケットの回収、再利用という

斬新な技術が登場し、そのコストを大幅に引き

下げることに成功しています。そして、コロナ

禍ではｍＲＮＡワクチンが威力を発揮していま

すが、これもバイオテクノロジーの進歩のたま

ものです。 

 こうした変化に対し、残念ながら地方はその

対応が後手に回るのが常ですが、近年の本県は、

先端技術への挑戦を掲げ、ドローン、アバター

から、ＩｏＴ、ＤＸ、さらには宇宙まで他地域

に先んじて果敢に取り組もうとする姿勢が目立

つようになってきています。これらの施策は、

実際に短期間で成果を上げることは容易ではな

く、当然賛否もあると思いますが、多くの企業

や県民に勇気を与えていることは事実かと思い

ます。 

 知事は先端技術への挑戦などを進めてきた広

瀬前知事の継承、発展を打ち出されていますが、

改めて変革の時代における先端技術等への挑戦

についてどのようにお考えなのか、知事に伺い

ます。 

元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 先端技術等への挑戦についての御質

問にお答えします。 

 議員御指摘のとおり、デジタルをはじめとし

た先端技術は、個人の生活や産業、さらには世

の中のありようにまで大きな変革をもたらして

います。本県の未来創造のためには、こうした

先端技術を積極的に活用することが重要であり、

県は次の三つの方向で先端技術への挑戦に取り

組んでいきます。 

 一つ目は地域課題の解決です。 

 例えば、各分野で深刻化する人手不足ではＡ

Ｉの導入が有効です。食品加工での異物混入検

査における自動判別装置の開発や、飲食店や宿

泊施設における配送ロボットの実証・導入など、

様々な取組が進んでいます。中小企業によるさ

らなるＡＩ導入促進に向け、おおいたＡＩテク

ノロジーセンターに新たにＡＩビジネスプロデ

ューサーを５人配置するなど、伴走支援を強化

します。 

 また、地域における移動・物流手段確保では、

これまでドローンによる実証を重ねてきました。

先日の由布市の土砂災害では、国内初となる発

災直後のドローン物資輸送として、孤立世帯に

無線機等を届け、早期救助につながりました。

本年２月には、大分市で国内初の屋外有人飛行

が成功した空飛ぶクルマも大きな可能性を有し

ています。これら次世代空モビリティについて、

今後の実用化に向け、用途やルートの検討、飛

行実証の誘致等に取り組みます。 

 二つ目は新産業の創出です。 

 例えば、遠隔操作ロボットアバターは遠隔授

業や施設案内等の活用事例も増えており、既に

県内企業が量産を開始しています。 

 世界的に伸びゆく宇宙ビジネスでは、県内企

業が開発した衛星データ活用によるごみ収集シ

ステムの自治体等への導入が広がっているほか、

農産物育成状況の分析など、新たな取組事例が

増えています。引き続き、アジア初となる水平

型宇宙港の実現に向けた取組とともに、関連産

業の創出に努めていきます。 

 このほかにもエネルギーやバイオなど、先端

技術の可能性は無限に広がっています。先端技

術挑戦フォーラムでの情報提供やマッチング、

大分県ＩｏＴ推進ラボでのプロジェクト支援等

を通じ、引き続き県内企業の挑戦を後押しして

いきます。 

 三つ目は人材育成です。 

 先端技術への挑戦を本県の競争力として定着

させていくためには、未来を担う若者や子ども

たちの育成が不可欠です。子どもたちの先端技

術やＩＴへの関心を高めるため、Ｏ－Ｌａｂｏ

やハローワールド等を通じ、科学技術やものづ
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くり、プログラミング等を体験する機会を充実

させます。 

 このように、変革の時代に対応し、先端技術

に果敢に挑戦していくことで、地域が抱える様

々な課題の解決と、新たな産業の持続的な創出

や発展を図り、本県の未来創造を実現していき

ます。 

元吉議長 清田哲也君。 

清田議員 知事ありがとうございます。正に地

域課題の解決というところで、これが今からの

一番の肝であろうと思いますし、またさらに教

育現場等々で、不登校のお子さんが家にいなが

ら正に教室にいるような形で授業を受けられな

いかという話も聞いていますし、既に取り組ん

でおられますが、いわゆる遠隔診療の件もあろ

うかと思います。 

 正に今、知事の答弁のように、また課題解決

とともに、事業の新たな創出、人材育成等、し

っかり力強く取り組んでいただいて、また共に

我々議会も未来創造していきたいと思うので、

よろしくお願いします。 

 それでは、次の質問に行きます。 

 水素サプライチェーンの構築についてです。 

 ２０５０年までに温室効果ガスの排出を全体

として実質的ゼロにするカーボンニュートラル

の実現に向け、国では２０５０年カーボンニュ

ートラルに伴うグリーン成長戦略を令和３年６

月に策定するとともに、成長が期待される１４

の重要分野について実行計画を定めており、水

素は燃料アンモニアとともに、重要分野の一つ

に位置付けられています。 

 水素は燃焼時に二酸化炭素を排出しない脱炭

素燃料として、例えば、天然ガス火力発電への

混焼や燃料電池自動車の活用、工業炉等の熱源

活用など、燃料、運輸、産業等の幅広い分野で

今後の利用拡大が期待されています。 

 本年６月には国の水素基本戦略が改訂され、

２０４０年の水素等の導入目標を現在の６倍と

なる年１，２００万トン程度と設定したほか、

大規模かつ強靱なサプライチェーン構築や拠点

形成に向けた支援制度の整備、グリーン水素の

世界基準を日本がリードして策定することなど

が明記されるとともに、今後、大規模な水素利

用に向け、サプライチェーン全体をカバーした

法令の適用関係の合理化、適正化が図られるな

ど、規制・支援一体型での包括的な制度整備が

進められる見込みです。 

 本県でも、製造過程で二酸化炭素排出量の大

きい企業が立地するコンビナートをはじめ、脱

炭素・水素社会の実現は喫緊の課題です。 

 そのような中、九重町で大林組、清水建設と

いった大手企業２社が、豊富な地熱や木質チッ

プを活用したグリーン水素製造の実証試験を実

施したほか、大分市では、大手クレーンメーカ

ー、三井Ｅ＆Ｓが、水素利用の燃料電池で動く

大型クレーンの開発、実証運用を行うなど、水

素製造・利活用に係る取組が活発化しています。 

 このように、水素には大きな可能性がある一

方で、今後の活用促進に向けては、コスト面を

含めた水素利用の用途拡大や、技術開発要素も

残る生産・供給体制の構築など、需給両面でま

だ多くの課題があると考えます。 

 こうしたことを踏まえて、国を挙げてカーボ

ンニュートラル達成に向けた取組が加速してい

る中、水素の需要と供給の創出に向け、大分県

版水素サプライチェーンをどのように構築して

いくのか、商工観光労働部長に伺います。 

元吉議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 カーボンニュートラル

に向けて、水素は重要な分野に位置付けられて

います。 

 本県は、日本一の発電規模を誇る地熱などの

再生可能エネルギー資源に恵まれるほか、大分

コンビナートは全国の副生水素発生量の１０％

を占めるなど、水素製造に優位な環境にありま

す。 

 他方、エネルギーとしての水素の利活用を拡

大していくためには、その需要と供給をバラン

スよく立ち上げていくことが必要です。そのた

め、県では大手企業のみならず、地場企業の水

素製造や利活用に向けた多様な取組を支援して

います。例えば、竹の熱分解、又は半導体製造

過程で出る廃棄物を活用した水素製造、水素透

過金属膜による水素の高純度化、アンモニアか



第２回 大分県議会定例会会議録 第４号 

- 71 - 

ら取り出した水素を燃料とするゼロエミッショ

ン船の研究開発などの挑戦を後押ししています。 

 補正予算案では、燃料電池トラックによる配

送実証や燃料電池車両購入、水素ステーション

設置に対する助成を提案しています。さらに、

九重町の県産グリーン水素を、ＢＲＴひこぼし

ラインの燃料電池バス実証運転に供給する地産

地消も計画しています。 

 このように、多様な点の取組で需給両面を立

ち上げつつ、それらを線として結び付け、水素

サプライチェーン構築を目指していきます。 

元吉議長 清田哲也君。 

清田議員 部長ありがとうございます。水素基

本戦略は私も少しだけ読みましたが、福島や山

梨の取組とかをまた進めるようですが、とにか

く頑張る地域を応援していくのだという文章に

見てとれるので、これからも取組をよろしくお

願いします。ありがとうございます。 

 続いて、佐伯港の振興についてです。 

 佐伯港は旧藩時代から天然の良港として、ま

た、四国など、近隣沿岸地域との交通の要衝と

して栄えてきました。戦前には軍港であり、戦

後はパルプ、造船、セメント、合板等の工場が

立地する臨海工業地域を形成し、木材集散地と

しても重要な地位を占め、昭和５０年代初頭に

は水深１０メートル岸壁を整備、その後、取扱

貨物量の増加や船舶の大型化に対応するため、

平成５年から国際物流ターミナル整備事業に着

手し、当時としては九州でも数少ない水深１４

メートル岸壁を平成２６年３月に供用開始して

います。現在、女島岸壁は７２０メートルの連

続バースとして一体的な運用が可能となってい

ます。また、地元経済界との連携、ポートセー

ルスの成果があり、原木輸出量が全国４位とな

るなど、低迷していた取扱貨物量も令和２年度

以降は増加に転じています。 

 また、これまで５回のクルーズ船も寄港して

おり、正にこれからのアフターコロナ、コロナ

明けのところで、また観光という部分でも重要

なポジションを担う港となっています。南海ト

ラフ地震に備えた耐震強化も行っている途中で

もあるし、また、東九州自動車道４車線化もし

っかり今視野に入ってきているので、非常にポ

テンシャルのある港となっています。 

 正にこのポテンシャルを活用して、県南及び

宮崎県北地域の貨物集積港としての地位を確立

するためのさらなる取組が必要と考えますが、

佐伯港の振興について土木建築部長の見解を伺

います。 

元吉議長 三村土木建築部長。 

三村土木建築部長 佐伯港の振興について御質

問いただきました。お答えします。 

 佐伯港においては、近年、石膏やバイオマス

発電燃料などの輸入貨物の取扱量が堅調に推移

しています。さらに、原木の輸出についても、

中国の旺盛な需要に伴い増加傾向にあります。

こうした産業面での利用を支えるため、荷役作

業の効率化などを図る埠頭用地を整備するとと

もに、切迫する南海トラフ地震に備え、水深１

０メートル岸壁の耐震強化も進めています。 

 また、さらなる港湾の利用促進やクルーズ船

の誘致などに向けては、県や佐伯市、地元関係

者などで構成する佐伯港利活用促進部会を中心

に、これまでもポートセールスを実施してきま

した。 

 今年度、利活用促進部会では、佐伯という地

域性をいかし、議員御提案の県南及び宮崎県北

部地域の貨物集積に対する取組を積極的に進め

ていくこととしています。 

 佐伯港は、九州でも数少ない水深１４メート

ル岸壁というポテンシャルを有しています。 

 今後とも市や地元関係者と歩調を合わせ、さ

らなる貨物集積やクルーズ船の寄港など、多面

的な利活用に向けて、ハード、ソフト両面で取

り組んでいきます。 

元吉議長 清田哲也君。 

清田議員 三村部長、大変力強い御答弁ありが

とうございます。さすがに佐伯を隅々まで御存

じいただいている部長です。期待しています。

よろしくお願いします。 

 次の質問に行きます。 

 子どもたちの満足度の向上についてです。 

 児童虐待やヤングケアラー等、また、県内で

も子どもの命が親から奪われるという悲しい事
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件もありました。子どもへのケアはもちろんの

こと、親へのケアも必要な時代となっています。 

 県は、児童福祉司等の増員のほか、児童養護

施設がなく、児童相談所から遠い佐伯と日田に

児童家庭支援センターを令和３年度に設置し、

子どもに関わる問題に幅広く迅速に対応する体

制を取っていただいています。運営に携わる社

会福祉法人のスタッフの皆さんも一生懸命に、

正に寝る間を惜しむようにして取り組んでくれ

ています。このような施設が忙しくない方が本

来は望ましいと私は思いますが、残念ながらマ

ンパワー不足が生じるくらい対応に追われてい

るようです。また、この施設の存在自体をまだ

知らない方々もいるようで、市との連携による

周知に関してもまた十分とは言えないという状

況も見られます。 

 この施設の新設により、県内では児童家庭支

援センターが５か所設置されることとなりまし

たが、特に児童相談所から遠い佐伯や日田の地

域に設置されたセンターが担う役割はとても大

きく、子どもたちの健全な生活を担保するため

にも、課題を解決し、さらに充実させていくこ

とが重要だと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、新設された児童家庭

支援センターを中心に現状の課題とその対策に

ついて伺います。 

元吉議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 令和３年度に新設された佐

伯市のＨＯＰＥと日田市の陽の二つの児童家庭

支援センターは、昨年度の相談件数がいずれも

１,６００件を超えています。 

 加えて、例えば、ＨＯＰＥにおいては、ショ

ートステイの受入れや一時保護委託のほか、地

元の里親会とも連携して、里親のレスパイトに

も取り組まれており、既に児童相談所の補完機

能を佐伯の地でしっかりと担っていただいてい

ます。 

 しかしながら、新設された二つのセンターは、

県内にもともとある他の三つのセンターと異な

り、養護施設などと併設された形ではないので、

職員の応援体制が取りにくいなどの理由で、急

な一時保護委託の要請に応えられないケースも

生じています。 

 また、法人としても人材確保に努めていただ

いていますが、経験のある専門職の確保になか

なか苦慮しているとも伺っています。 

 このため、県内５か所の児童家庭支援センタ

ーが共に安定的に運営できるよう、県としては

事業費の支援はもとより、地元市や地域の関係

機関と連携して、正に認知度の向上を図り、利

用者の拡大と人材の確保につなげていきます。 

元吉議長 清田哲也君。 

清田議員 今のスタッフの皆さんがパンクしな

いようにフォローをお願いしたいと思いますし、

また、利用したい方が、こういう施設があるの

だ、ここに頼ろうというところの周知もまた御

答弁あったようにしっかり取組を今後お願いし

ます。 

 それでは、中学校部活動の地域移行について

です。 

 県では、令和７年度末をめどに中学校部活動

を地域移行するとして、様々な準備、検討を行

っています。しかしながら、地域移行といって

も様々な競技、地域で事情が異なる部分もある

し、運動部だけではなくて文化部はどうするの

だと、本当に詰めて考えれば考えるほど、ます

ます課題が湧いてくるのがこの問題です。 

 現在は、市町村教委ごとに方針をまとめ、地

域の実情に応じた地域移行が円滑に行えるよう

準備を進めていると伺っています。休日部活動

の受皿となる団体も新たに設立されています。

地域移行を見据えた取組が、各地域、各協議で

関係者、保護者、地域の皆さんで自発的に進ん

でいくことは望ましいことであり、何より、主

役である子どもたちにとって何が一番いい環境

なのかを考え、実現する機会にもなります。 

 地域移行を進めるにあたり、最優先されるべ

きは、子どもたちがやりたいスポーツ、文化活

動ができる環境を提供することであると思いま

す。各競技団体との調整、地域間格差、受皿団

体の環境整備等、様々な課題があるかと思いま

すが、この中学校部活動地域移行の現状と課題

について教育長に伺います。 

元吉議長 岡本教育長。 
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岡本教育長 現在、各市町村では、今年３月に

策定した県の方針を参考に、実態に応じた地域

移行に係る方針の作成が進められており、今年

度中には全ての市町村で策定される予定となっ

ています。 

 こうした中、地域の課題解決に向けて積極的

に取り組む地域も見られます。例えば、議員の

地元佐伯市では既に方針が策定されており、今

年度は専門委員会を新たに立ち上げ、学校施設

の利用方法や指導者確保など、具体的な協議を

進めることとしています。 

 また、日出町では、地域おこし協力隊員を採

用し、コーディネーターとして地域移行に向け

た体制づくりに取り組んでいます。 

 その一方で、地域移行に向けた検討委員会等

が設置されておらず協議が進んでいない地域も

見られるなど、進捗に地域間格差が生じること

が懸念されます。このため県では、個別の市町

村の進捗状況を把握し、情報共有を行うととも

に助言を行っています。 

 子どもたちにとって望ましいスポーツ・文化

芸術活動の環境の構築に向け、今後も市町村と

連携しながら取り組んでいきます。 

元吉議長 清田哲也君。 

清田議員 正にそこだったんですね。各市町村

教委と連携をさらに深めていただいて、例えば、

佐伯ではここがうまくいっていないというのが

あれば、中津はこうやっているからこれでいけ

るよとか、そういうところのつなぎをしっかり

県教委が旗振り役となって進めていただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

 それでは、最後の質問です。 

 高校の魅力化についてです。 

 県立高等学校と地域が連携し、生徒の学力向

上、学校の特色化を図る取組、そして、生徒の

進路実現を図るとともに、地域に信頼され、中

学生に選ばれる魅力ある学校づくりを推進する

プロジェクトが進められています。大分市、別

府市以外の高校を対象校とし、令和４年度は１

８校が採択を受け、それぞれの取組を行った結

果、令和５年度の入試の実績で、欠員数が減少

した学校が１２校あったとのことです。 

 本年度、この高校魅力化事業の採択を受けて

いる１９校はもとより、中学生に選ばれる学校

になるために、定員割れが生じている県立高校

は様々な取組を行っています。各校の努力で魅

力を向上し定員割れを克服するべきとするなら

ば、毎年、定員割れの全校が本事業の対象にな

るべきとも私は思います。 

 定員割れの問題は今までも多くの議員が質問

してきました。その議論の根幹は、全県的な少

子化が要因であること、もう一つは全県一区の

通学制の是非であり、その議論は平行線をたど

っていると私自身も過去に質問して感じていま

す。 

 かつて、平成１８年度からの高校再編では、

大学進学等を見据えた学力向上に向け、県内ど

の地域においても一定の教育環境を提供すると

いう方向性で高校改革を進めてきたと思います。

一部の学校だけでなく、県内のどの地域の学校

においても、生徒の学力を伸ばし、進路の充実

を図ることは、高校の魅力づくりにおいても大

変大事なことだと考えます。 

 県内の全ての高校が中学生から選ばれる学校

になるべく、学力の向上はもとより、特色を磨

き、新たな取組に挑戦し魅力を高めていくこと

は常に行われるべきと考えます。 

 本事業の対象校の拡大も含め、高校の魅力化

について今後どのように進めていくのか、教育

長に伺います。 

元吉議長 岡本教育長。 

岡本教育長 魅力化事業では、地域や小中学校

と連携、協働して、生徒の学力向上や学校の特

色化を図る高校を採択しています。事業の対象

となる高校は２４校ありますが、今年度は１９

校から申請があり、全校を採択しました。 

 竹田高校では地域と連携して課題解決学習に

取り組んでおり、生徒の提言により、竹田市の

ふるさと納税ホームページが改善された事例も

ありました。これらの取組が地域の中学生や保

護者に理解され、定員が１０年ぶりに充足する

など成果が出ています。 

 県内どの地域においても、学びの特色を工夫

し発信することや、学力向上の取組を一層充実
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させることにより、中学生に選ばれる地域の高

校となるものと考えています。今般、より高い

レベルの思考力等を身に付けたい地域の高校の

生徒に学びの場を提供したいと考え、補正予算

を提案しています。この事業では、指導教諭と

地域の高校教諭が連携して、大学と教材を開発

したり、指導に当たることを想定しており、教

員の指導力向上にもつながるものと期待してい

ます。 

 一人でも多くの生徒の成長や自己実現が図ら

れるよう、地域の高校の魅力向上に取り組んで

いく所存です。 

元吉議長 清田哲也君。 

清田議員 全県一区の問題はいろいろ議論が複

層的になりますが、また、子どもにとって選択

の自由となり、これは非常にいい側面もあるし、

もちろん勉強だけでなくて、特色ある高校が佐

伯にないから大分や竹田に行くという子も、そ

れはもちろん行っていいと思いますが、ただ、

一つ教育長にお願いしたいのは、先生はどうし

ても異動がありますが、赴任先の学校それぞれ

に、行った先々で、もちろんそうしていると言

うのでしょうが、プライドを持っていただいて、

高校魅力化事業も大事ですばらしいと思うので

すが、平素より自分の勤務している学校が一番

いいのだというプライドを持って、子どもたち

と共に学校をつくり上げていくという気持ちを

さらに醸成していただくようなことをこの場を

借りてお願いして私の一般質問とし、知事と共

に未来を創造していきたいと思います。よろし

くお願いします。ありがとうございました。

（拍手） 

元吉議長 以上で清田哲也君の質問及び答弁は

終わりました。二ノ宮健治君。 

  〔二ノ宮議員登壇〕（拍手） 

二ノ宮議員 皆さんおはようございます。３２

番、県民クラブの二ノ宮健治です。 

 今回は佐藤知事、初めての一般質問というこ

とで、同僚の皆さんに無理を言って、この席に

立たせていただきました。本当にありがとうご

ざいます。 

 また今日は、多くの応援団の皆さん、大変お

忙しい中を、そして、４月の選挙に引き続いて

の応援、本当にありがとうございます。今日は、

新しい知事に県政、とりわけ農政のことについ

て話を聞きたいと思っています。ぜひ応援をよ

ろしくお願いします。 

 少し時間が経ちましたが、佐藤知事、本当に

御当選おめでとうございます。難題山積という

か、本当に大変な県政運営のスタートだと思い

ますが、月並みな言葉ですが、県民の福祉の向

上のためにぜひ頑張っていただきたいと思って

います。私もお陰で３期目を迎えることができ

ました。地域を元気にし、由布市から始める大

分県づくりを目指して、しらしんけん頑張って

いくので、ぜひ御支援をお願いします。 

 それでは、早速質問に入ります。 

 私は、泥臭いのですが、農業、農村のことに

ついて、ずっとライフワークとしてやっていま

す。今回もそのことについて質問します。 

 １点目は、農工並進の県政推進についてです。 

 少し前になりますが、私の住んでいる由布市

で、大分県は工業県か、農業県かというアンケ

ートを取ったことがあります。ほとんどの人が

大分県は農業県だという回答でした。しかし現

実は、令和３年の経済センサス調査によると、

製造業出荷額は本県が福岡県に次いで九州第２

位となっている一方、農業産出額は、言葉は悪

いのですが、毎年佐賀県と最下位争いを展開し

ています。大分県は中山間地域が多く、地形的

に不利な条件であることも承知していますが、

全国２位の鹿児島県、４位の宮崎県、５位の熊

本県に大きな差を付けられています。この数字

だけで、大分県は工業県であるというのは少し

乱暴かもしれませんが、県民の農業県だとの思

いからは乖離していることは確かです。 

 今回、農工並進という言葉を持ち出しました

が、少し歴史をひもといてみると、本県で農業

も工業も共に発展させなければならないとする

農工並進政策が始まったのは、新産業都市建設

促進法により、昭和３９年１月に大分地区が新

産業都市として指定されてからです。 

 当時、本県は農業中心の県で、農家の次男や

三男は県内で働ける場所が少なく、多くの人が
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関西や関東方面に就職していました。そこで、

働く場の創出、そして県民所得の向上を目指し

た大分地区新産業都市構想により、大分県は一

挙に工業県としての体をなしていきます。 

 私は、これからは当時とは真逆の、工業に比

べ極端に落ち込んでいる農業を引き上げるため

の農工並進政策が必要だとの提案です。決して

工業県が悪いと言っているのではなく、もしこ

のまま工業重視の県政が進んでいくと、工業地

域に人口が集中し、農村から人が消えて崩壊し

ていくのではないかとの思いです。 

 私はよく隣の熊本県と大分県の農政の比較を

するのですが、熊本県の製造出荷額は大分県に

次いで九州第３位、農業産出額も宮崎県に次い

で同じく九州第３位となっています。特に農業

産出額は、肉用牛やトマトなどの上位１０品目

の全てが１００億円を超え、米、肉用牛、豚の

３品目しか１００億円超えがない本県の約３倍

であり、正に農工並進のエキスパートと言えま

す。 

 国内では少子高齢化や人口減少が急激に進行

し、世界的には人口増加や急激な気候変動など

で食料不足が危惧される中、農工並進政策がま

すます重要になってくるのは明らかです。 

 知事の県政運営は、広瀬県政を踏襲し、さら

に新たな挑戦を行うとあります。広瀬県政は県

民の高い評価を受けているし、私も同じ考えで、

すばらしい知事だったと思っています。 

 しかし、農政については、大分県農業非常事

態宣言など、多くの取組を行ってきましたが、

広瀬前知事をもってしても効果を上げることが

できなかったと残念に思っています。そこで、

真の農工並進を目指し、もう一段階農業振興に

力を入れてみてはどうかと考えます。 

 知事は、農政分野についても新たな挑戦を行

うと思いますが、こうしたことを踏まえて、具

体的にはどのように取り組んでいくのか、見解

を伺います。 

 以後は自席で言います。 

  〔二ノ宮議員、対面演壇横の待機席へ移

動〕 

元吉議長 ただいまの二ノ宮健治君の質問に対

する答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 二ノ宮議員の農業政策についての御

質問にお答えします。 

 本県は新産都の指定を機に農工並進の方針の

下、工業化を進め、県勢は飛躍的に発展しまし

た。一方で、農業産出額も昭和４０年代以降、

着実に拡大し、平成６年には過去最高の１，８

５０億円に達しました。しかし、米を基幹とし

た本県農業は、平成７年度の食管法廃止以降の

米価低迷の影響を受け、長らく伸び悩み、米に

代わる収益の柱を確立した長崎県など、九州主

要県との差は拡大し続けました。 

 このため、平成２９年を水田畑地化元年とし、

需要の先細る米から園芸、畜産へのシフトを基

軸とした構造改革の取組を強力に進め、ここ２

年は連続して産出額が増加するなど、減少傾向

に歯止めがかかってきました。 

 とはいえ、本県農業の可能性はこのレベルで

はとどまりません。成長産業化に向けて、反転

攻勢の手を緩めず、マーケットインを軸とした

産地づくりと、それを支える力強い担い手の育

成に向けた挑戦を続けていく必要があります。 

 まず、産地づくりでは、大分の顔となる品目

の産地育成に向け、短期集中県域支援品目を定

め、農地確保から流通販売までパッケージで支

援を行っています。 

 農地確保が課題あった白ねぎでは、必要とさ

れる農地を僅か５か月で確保し、担い手とのマ

ッチングを進めた結果、これまでに約１８４ヘ

クタールの生産拡大につながっており、ねぎ１

００億円プロジェクトの達成が見えてきました。 

 また、将来に向けた新たな産地づくりにも取

り組んでいます。大蘇ダムの供用が開始された

大野川上流地域の菅生地区では、ダムの水を使

った先進的な営農が行われており、若い生産者

による産地拡大も進んでいます。 

 さらに、宇佐平野では大規模な水田畑地化に

対応できる新たな水利システムの構築に向け、

国による調査が行われています。これに先立ち、

昨年、県、市で作成した同地区の営農振興計画

では、産地の将来像として、日本有数の園芸団
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地育成や徹底した圃場の汎用化、食品企業と連

携した産地の創出も掲げています。 

 力強い担い手の育成も重要です。近年、国産

需要が高まる果樹については、企業参入や若手

生産者など、新たな担い手からの新植要望が急

拡大しています。こうした新しい力で産地が活

性化するため、今回提案している補正予算では、

参入支援に向けた仕組みを整えました。さらに、

来春玖珠町に開設される肉用牛のキャトルステ

ーションには、担い手育成機能を付与すること

としており、さらなる担い手確保につなげます。 

 農業を取り巻く環境は厳しさを増しています

が、変革をチャンスと捉え、成長産業化へつな

げることで、元気な大分県を実現していきたい

と考えています。 

元吉議長 二ノ宮健治君。 

二ノ宮議員 ありがとうございます。大分県が

農業政策に取り組んでいることはよく理解して

います。なかなか知事に再質問するのは難しい

のですが、次のことについて要望するので、ぜ

ひお聞きください。 

 今、農工並進に関連して、農業についての質

問をしました。工業についても地域バランスと

いう点で、農村地域への配慮が必要だと考えて

います。２０１９年度の製造業出荷額の市町村

ランキングを見ると、大分市が九州で第１位、

工業都市で有名な北九州市よりも上位にありま

す。資料をそこに付けていますが、これは大分

県の市町村ランキングで、県内の２位は中津市

です。その額は大分市の４分の１しかなく、大

分市の圧倒的な一人勝ちとなっています。時間

がないから詳しい説明はしませんが、広瀬前知

事は多くの企業誘致を行いましたが、ほとんど

が大分市かダイハツ関連の中津市、宇佐市に集

中していることがこの資料からもうかがえます。

もちろん、工場の位置は企業の利便性が一番だ

と思いますが、県の言う企業誘致政策について

は少し工夫が必要ではないかと思っています。

大分市の一人勝ちで、大分市に人口をはじめと

する一極集中が進み、結果、地方に人がいなく

なり、農村が疲弊している現状に、このことが

大きく影響していると感じています。 

 地方に働く場所ができ、人が住み、農業との

兼業も可能かと思っています。新しい時代のス

タートに当たり、もう一段階農業振興に力を入

れていただくことはもとより、企業誘致につい

ても農村地域に配慮するなど、幅広い観点から

農村地域の活性化について御検討いただきたい

旨、要望します。知事、一言コメントをいただ

けないでしょうか。 

元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 企業誘致の恩恵を県内各地域で均て

んする上で、地域バランスの取れた誘致は肝要

だと考えています。他県との競争の中で企業に

選んでもらうためには、地域の特性をいかした

積極的な誘致、これもまた大変重要で不可欠で

す。 

 農業分野で見ると、気候や地形等、地域の強

みをいかして、これまで３５８件の企業の農業

参入が実現しています。また、多様化する働き

方や地方への人の流れを踏まえて、中山間地域

等でサテライトオフィス等の整備も行われてき

ています。 

 さらに、県内全域への投資インセンティブを

高めるために、今回、製造業向けの補助金の新

規雇用要件を緩和することを予定しています。

このような取組を通じて、また引き続き市町村

と連携して、企業の誘致にしっかり取り組んで

いきます。 

元吉議長 二ノ宮健治君。 

二ノ宮議員 ありがとうございます。農工並進

という古い言葉を今回持ち出しました。今、大

分県政で一番必要なのは、農業と工業の均衡あ

る発展だと考えています。真の農工並進の県づ

くりができれば、おのずからその周辺では商店

街が栄え、農業、商業、工業が並進した県づく

りができると考えています。ぜひこれからの県

政の中に農工並進という言葉を入れていただき、

商工農並進の県づくりをお願いします。 

 次の質問に移ります。 

 農工並進のため、少し具体的な提案として、

二極化に対応した県農業の推進についてお聞き

します。 

 本県の農業は、大きく平坦地域と中山間地域
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に二極化されています。先般、宇佐市の基盤整

備事業の現場を見ましたが、１圃場が２町歩以

上に整備され、さらに地下水位制御システムも

設置されています。このような地域であれば、

国の推進している農地集積が可能であり、企業

参入も容易です。また、畑地化で多くの作目も

作付可能で、農業産出額を引き上げるもうかる

農業が実現できる地域だと思いました。 

 一方、中山間地域での農業はどうでしょうか。

私の住む地域も国の圃場整備事業が終わってい

ますが、平均しても１反圃場です。畦畔が高く、

草刈り作業が重労働で、高齢化の進行もあり、

米以外の作目の導入や畑地化へのハードルは高

いと思っています。 

 さきほども言ったように、世界的な食料危機

が間近に迫ったと言える中、少しでも多くの農

地と農業従事者を確保しておかなければなりま

せん。県内耕作面積の約７０％を占める中山間

地域の荒廃が急激に進んでおり、食料供給基地

としての役割を果たすことのできる中山間地域

の保全が急務であると考えています。 

 これまでの中山間地域農業の現状を見ると、

国の手厚い保護がなければ継続が難しいと実感

していますし、今どうにか維持されているのは

中山間地域等直接支払制度によるところが大き

いと考えています。 

 そこで、中山間地農業を荒廃させないために、

直接支払制度の抜本的な改正を国に働きかけて

いただきたいと思います。具体的には、本体部

分の交付単価が現在は最高で１０アール当たり

２万１千円となっているところを、約３倍の６

万３千円としていただきたいのです。この単価

であれば、１０町歩管理すれば６３０万円とな

り、農業による生活のめどが立ち、オペレータ

ーの移住者を迎えることが可能となり、中山間

地域を守ることができるのではとの提案です。 

 令和３年度の中山間地域等直接支払制度の国

の交付総額を見ると、僅か５２４億円です。こ

の負担区分は、国が２分の１の２６２億円、県

と市町村は４分の１の１３０億円ずつとなりま

す。大分県の交付総額は２４億円です。県は６

億円の支出ですから、３倍にしても大きな金額

にはならないと考えています。実現すれば、中

山間地域の農業や農村が守られるとともに、将

来の食料危機にも対応することができます。決

して夢物語を語っているのではありません。中

山間地域の農村は待ったなしの状況で、今を逃

せばもう立ち上がれないと感じています。 

 こうしたことも踏まえ、中山間地域での農業

振興にどのように取り組んでいくのか、農林水

産部長に伺います。 

元吉議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 本県農地の約７割を占める

中山間地の農業は、地域の活力創出の源でもあ

り、もうかる農業の実現に向けた振興が大事で

す。 

 そういったことからも、中山間地域等直接支

払制度は、条件不利地の生産費の格差を埋める

制度であり、やはりこれを活用してもうかる農

業につなげることが重要であると思います。 

 農業総合戦略会議では、昨年から中山間地農

業の在り方について、その中心的な担い手とな

る集落営農法人や市町村などと丁寧に議論を重

ねてきました。法人からは強い経営基盤の中で

農地を守り、次世代につなげたいとの認識が示

され、あわせて行った調査でも８割の法人から

経営力強化に向けた取組を行いたいとの意見を

伺いました。 

 議論を重ね、今回の補正予算では、高収益品

目の導入に伴う人材や資材等の立ち上げ経費の

ほか、法人間の連携や統合支援など、挑戦を後

押しする予算を計上しています。 

 加えて、法人間の連携に支障となる、特に条

件が不利な農地では、粗放的な管理を行うなど、

合理的なルールづくりを進めていきます。 

 今後とも農業団体や市町村などと連携して、

中山間地農業の振興に取り組んでいきます。 

元吉議長 二ノ宮健治君。 

二ノ宮議員 ありがとうございます。私の近く

のことを言うとなんですが、法人化とかができ

るところはいい方だと思います。例えば、よう

やくその地域の農村農業を維持しているという、

しかし、そこがもし崩壊していくと、先の、例

えば食料危機のときに、一度荒廃した農地はな
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かなか元に戻すことができません。そういうこ

とで、こういう制度を取り入れて国の農地を守

るという方法に取り組んでいかなければならな

いのではないかと思っています。 

 それで、県の農業を預かる責任者として、現

行の国の農政を続けて大分県の農村農業を守る

ことができるか、どうでしょうか、そのことに

ついてお聞きします。 

元吉議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 将来に向けて本県の農業農

村を守っていくことは、やはりそこに若い生産

者がやりがいを持って頑張ればもうかる農業、

そういった仕組みをつくっていくことが重要だ

と考えています。それに向けて、国の政策も活

用しながら、その中で集落営農法人が地域の中

山間地の農業を守ろうとしています。そういっ

た方たちの将来に向けての意欲のところを、県、

それから農業団体、市町村と共に応援して、中

山間地でももうかる農業を実現していくことが

大事だと考えています。 

元吉議長 二ノ宮健治君。 

二ノ宮議員 大変失礼ですが、田舎といいます

か、農村農業はもう少し深刻だと思っています。

今の考えで全体が救えるなら簡単だと思ってい

ます。 

 そういうことで、この抜本的な見直し、知事、

ぜひ知事会等で取り上げていただいて、政策提

案していただきたいと思っています。どうかよ

ろしくお願いします。 

 では、鳥獣被害対策でのドローンの活用につ

いてお聞きします。 

 中山間地域で農業を行う上で、鳥獣による被

害も大きな障害の一つです。県や市町村も様々

な対策を行っていますが、先日の農林水産委員

会での事業説明で、鳥獣による農林産物の被害

額が年々減少しているとの報告に、委員から異

論が出されました。私も中山間地域での農業従

事者ですが、私の実感では鳥獣による被害は年

々深刻化しており、これまでの鳥獣被害対策で

は中山間地で農業を続けることができなくなる

と懸念しています。 

 そこで、鳥獣被害対策として、ドローンを活

用した捕獲について提案してみたいと思ってい

ます。 

 先般、私の地域の建設業の方が、自分の会社

にドローン部を設置して、夜間撮影ができるド

ローンを購入し、実証実験を行いました。 

 イノシシや鹿は警戒心が強く、夜間行動が多

いため、生態がよく分かりません。そこで、ド

ローンを使った夜間撮影により、その地域の行

動の実態把握を行い、多数で群れているところ

に大型の囲いわなを仕掛けておきます。２０日

間ぐらい餌を与え続けた上で、一網打尽に捕獲

するという方法です。 

 既にヨーロッパなどでは効果を上げています

が、本県でもこのドローンを利用した鳥獣被害

対策の実証実験を行ってはどうかと考えていま

す。 

 こうしたことを踏まえて、スマート技術を活

用した施策も含め、中山間地域にとって喫緊の

課題である鳥獣被害対策にどのように取り組ん

でいくのか、農林水産部長に伺います。 

元吉議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 鳥獣による農林水産物被害

の低減に向けては、その生態に応じた対応が重

要です。例えば、イノシシは多産であることか

ら、捕獲のみでの対策は難しく、また、被害が

里に寄りつく個体によって発生していることか

ら、農地を柵で囲う予防対策を最優先に、加害

個体の駆除を進める取組を行っています。 

 また、鹿については、年１頭出産のため、捕

獲報償金の増額など、妊娠期に捕獲対策を強化

し、個体数の減少に取り組んでいます。 

 こうした取組を進めた結果、昨年度の被害額

は平成以降最低の１億５千万円となり、イノシ

シと鹿の捕獲頭数も過去最高となっています。 

 一方で、狩猟者の高齢化が進む中、スマート

技術の活用も重要です。ＩＣＴによる捕獲通知

わなの導入による見回り負担の軽減や、ドロッ

プネットの遠隔操作による大量捕獲などに取り

組んでおり、引き続き普及を図ります。 

 議員御提案のドローンを活用した捕獲につい

ては、今年度、由布市が実証を予定していて、

成果を見極めながら検証を進めたいと考えてい
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ます。 

 今後とも農林水産物のさらなる被害低減に向

け、総合的に取り組んでいきます。 

元吉議長 二ノ宮健治君。 

二ノ宮議員 もう少し前向きな回答を期待して

いたのですが、今、部長からも言われたように、

鳥獣被害対策には守りと攻撃の２種類の対策が

あります。私が言うまでもないのですが、守り

というのは今やっている金網設置とか電気柵の

設置です。攻撃については、猟友会の方の鉄砲

などによる捕獲、そして、今回提案した囲いわ

ななどがあります。 

 この決定的な違いは、個体数が減少するかし

ないかにあることは言うまでもないです。いく

ら守りの金網とか電気柵をしても、イノシシは

１年に５頭以上子どもを産むと言われています。

しかし、相手を攻撃するさきほどのようなやり

方であれば、個体数を減らすことにこれは画期

的な対策だと思っています。最後は、これから

由布市の状況を見るというのですが、ぜひ県の

事業に上げていただきたい。そして、もしこれ

以上に鳥獣被害対策について、部長、いい方法

があると考えるなら、そのことを示していただ

きたいと思います。 

元吉議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 さきほど答弁でも言いまし

たが、イノシシはやはり多産で、全体としての

頭数自体も把握が難しいということです。 

 そういった中で、山の１０頭よりも里の１頭

ということで、被害を及ぼしているのは里に近

づいているイノシシなので、その対策は一つは

予防で、囲いわな、柵で囲うということで、令

和４年度でも県内全体で７７８基の柵で囲って

います。 

 また、さきほど議員から御提案のあったドロ

ーンの分ですが、市町村が実証するにあたって

は、必要な囲いわなの導入とか、ドローンのリ

ース代、こういった経費については支援ができ

ると考えているので、由布市の実証の結果、こ

こで高い効果が確認できれば、他の市町村にも

展開について検討していきます。 

元吉議長 二ノ宮健治君。 

二ノ宮議員 ありがとうございます。資料にド

ローンと夜間撮影の写真、囲いわながあります。

この囲いわなについては、専門的な、これ以上

のものができると聞いているので、ぜひ由布市

の動向を見ていただいて、まずはやはり由布市

の実験にもう少し積極的に参加していただいて、

取り入れていただきたいと思っています。 

 では、大きく２番目の安心・安全で豊かな社

会の構築について。 

 １点目の防災教育とセンターの設置について

伺います。 

 今年６月初め、季節外れの台風第２号に伴う

梅雨前線の影響で、埼玉県を中心に大きな被害

が発生しました。季節外れの猛烈な勢力に発達

した原因は、海水温が３０度近くと高かったこ

とが挙げられ、これも地球温暖化の影響だとい

う分析がされています。 

 最近５年間の本県においても、２０１８年の

西日本豪雨災害、２０２０年７月の豪雨災害、

そして、昨年の台風第１４号など、毎年のよう

に大きな災害に見舞われており、この間の県内

の死者・行方不明者は８人、重軽傷の方も２７

人に上っています。さらに、南海トラフ地震な

どの大規模地震への備えも急務となっています。 

 災害大国と言われる日本は、土砂災害危険箇

所は全国で５３万か所もあり、県内でも河川の

氾濫や土石流による災害は至る所で起こってい

ます。 

 気象予報士の花宮廣務さんの「災害は忘れた

頃でなく、忘れる暇なくやってくる」という言

葉が現実味を帯びてくる中で、ハード、ソフト

両面の万全な備えがなければ県民の命は守れま

せん。そのためには、災害を疑似体験すること

で、防災意識の向上を図る防災教育センターの

設置が急務であると考えています。 

 そこで、知事にお聞きします。県政では、県

民の命と暮らしを守ることが第一義とされてお

り、災害対策について強い関心をお持ちだと聞

いています。自然災害対策等防災教育に対する

知事の考えをお尋ねするとともに、防災意識の

向上を図り、実体験のできる防災教育センター

の設置についてもお聞かせください。 
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元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 防災教育についての御質問にお答え

します。 

 今般の大雨では、由布市湯布院で２４時間雨

量が７月の観測史上最大を記録したほか、中津

市と日田市においては、線状降水帯が発生し、

山国川が氾濫しました。この記録的な大雨によ

り、２人の方がお亡くなりになり、県北西部を

中心に多数の建物被害等が生じました。 

 近年、ますます頻発・激甚化している自然災

害に立ち向かうためには、一人一人の防災意識

を高めていくことが重要であり、県では様々な

対策を講じています。 

 まずは防災教育の充実ですが、過去の災害か

ら地域のリスクを学び、実践的な避難行動につ

なげるため、県では毎年、市町村や大分大学等

と共催して、住民参加型の減災シンポジウムを

実施しています。あわせて、近年の気象特性や、

被災者の体験談から生死を分けた行動等を学ぶ

防災気象講演会も行っています。 

 また、コロナ禍により停滞していた自主防災

組織の防災訓練や研修会についても、市町村や

地元防災士会等と協力し、地域に密着した防災

活動を積極的に支援していきます。 

 次に、防災啓発の強化です。 

 早期避難の習慣化には、日頃から避難先や非

常持ち出し品等を家族で話し合い、タイムライ

ンを準備しておくことが大切です。このタイム

ラインを普及させるため、防災士や教員を対象

とした研修会をはじめ、ガイドブックの作成等

に取り組んでいます。 

 また、昨年、一時的に噴火警戒レベルが上が

った鶴見岳、伽藍岳等の火山災害については、

温泉やグルメ等の恩恵を踏まえた上で、火山を

正しく恐れるための啓発動画を制作し、県民や

登山客への理解を進めていきます。 

 御提案の防災教育センターの設置については、

他県で一定の効果があるものと認識しています

が、本県では、地震体験車による疑似体験やア

ドバイザー派遣による訓練、学習会の支援等を

アウトリーチで展開しています。まずはこれら

の取組を推進し、早期避難の習慣化を図ってい

きたいと考えています。 

 防災教育により、自分の命は自分で守るとい

う意識が県民一人一人に浸透するよう、市町村

や関係機関と連携しながら、しっかりと防災教

育を進めていきます。 

元吉議長 二ノ宮健治君。 

二ノ宮議員 このセンターの設置も２度目です

が、なかなかいい回答を引き出すことができま

せん。 

 先日の九州地域で線状降水帯が発生して、県

内でも土石流などにより由布市、中津市でまた

尊い命が奪われました。心から御冥福をお祈り

します。 

 最近の災害というのは、今までの経験では対

処できない大災害が発生しており、実体験を取

り入れた新たな防災教育により、自分の命は自

分で守るという自助の備えがこれまで以上に重

要になっていきます。財政的なこともあると考

えますが、新規でなくても、例えば、由布市に

ある消防学校などの併設の検討も可能ではない

かと考えています。 

 県も新体制になりました。ぜひセンターを設

置しての新たな防災対策の第一歩を踏み出して

はいただけないでしょうか。実務担当者として

の防災局長に再度見解を伺います。 

元吉議長 岡本防災局長。 

岡本防災局長 他県の防災教育センターを調査

したところ、地震体験や図上訓練、パネル展示、

研修などの機能を有しています。 

 一方、本県においては、さきほど知事から言

ったように、地震体験車による疑似体験など、

センター機能と同様の防災教育をアウトリーチ

で展開しており、現時点においてセンター建設

の計画はありません。 

 今後とも現在の防災教育ツールや派遣制度、

広報啓発活動などを積極的に展開し、県民の防

災知識や防災意識の向上を図っていきます。 

元吉議長 二ノ宮健治君。 

二ノ宮議員 消防学校の提案をしました。後で

違うところで質問するのですが、今、消防団と

か自治区自主防災組織が地域の防災体制を担っ

ていただいていると思っています。消防団は初
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めて入ったときから、それから一つ階級が上が

るごとに、ここの消防学校に行っていろんな体

験とか研修を受けています。 

 そういう中で、ここに併設されていることに

よって、県民の多くの人たちが体験できるので

はないか。特に消防団の方がそういう意識が高

くなればなるほど、防災に対しては効果が上が

るのではないかと思っています。 

 そういうことで、消防学校の併設について、

もし考えがあれば伺います。 

元吉議長 岡本防災局長。 

岡本防災局長 若干繰り返しになりますが、現

在、本県では防災アドバイザー、指導者が６４

人いらっしゃいますが、その方々から防災活動

に取り組む自治体や町内会を対象に、身近でで

きる防災、避難所運営、自主避難と避難のタイ

ミング、災害の際に地域でやるべきこと等々の

派遣をしており、令和４年度も既に８０回開催

しています。そういった効果も現在は見据えて

いる状況なので、議員御提案の消防学校の併設

については、現時点で検討する段階にはないと

考えています。 

元吉議長 二ノ宮健治君。 

二ノ宮議員 残念ですが、次回は少し違う考え

で質問したいと思います。 

 では、気候変動への対応についてお聞きしま

す。 

 地球温暖化対策については、２０１５年１２

月のパリ協定で、２０５０年までにカーボンニ

ュートラルを目指すことを表明しました。世界

全体が温室効果ガス削減に動き出したことは大

きな前進ですが、たとえパリ協定がうまくいっ

ても、日本は現状の生活からさらに１度程度の

気温上昇を覚悟しなければなりません。 

 こうしたことから、政府は２０１８年に気候

変動適応法を閣議決定し、本格的に適応策の推

進が始まりました。 

 本県では、適応策は第５期大分県地球温暖化

対策実行計画の中での位置付けであり、残念な

がら地域気候変動適応計画そのものは策定され

ていません。 

 近年、温暖化の影響は如実で、温室効果ガス

の排出を削減し、気候変動を極力抑制する緩和

策が重要であることは言うまでもありませんが、

一方、気候変動への適応策は、気候変動が起こ

っても私たちの暮らしを可能な限り持続的なも

のになるよう工夫するものであり、緩和策と平

行した取組が必要となっています。 

 本県も大分県気候変動適応センターが設置さ

れていますが、事務局は脱炭素社会推進室、そ

して、研究部門は大分県衛生環境研究センター

が行っており、一本化されていません。 

 適応策についても、なつほのかの推進や夏季

の乳量低下対策、ヒラメの生態研究などに取り

組んでいますが、今後さらに温暖化の進行によ

り、多岐にわたり適応策が必要になると予測さ

れる中で、まず、地域気候変動適応計画そのも

のの策定が必要ではないかと考えています。あ

わせて、適応策推進の県の司令塔となる大分県

気候変動適応センターの充実が必要と考えます。 

 こうしたことを踏まえ、計画の策定も含め、

気候変動への対応についてどのように取り組ん

でいくのか、生活環境部長にお聞きします。 

元吉議長 高橋生活環境部長。 

高橋生活環境部長 気候変動への対応について

お答えします。 

 平均気温の上昇や大雨の増加により、災害の

頻発、農産物の品質低下など、気候変動の問題

は私たちの生活基盤を揺るがす気候危機とも呼

ばれています。 

 こうした中、適応策は緩和策と並び、地球温

暖化対策の両輪として重要な取組と認識してい

ます。 

 現在、改定作業中の実行計画においても、地

域気候変動適応計画としての位置付けを明確化

するとともに、知事をトップとした脱炭素社会

総合推進本部において、幅広い分野での取組の

充実を検討しています。 

 具体的には、河川改修等と防災意識の向上な

ど、ハード、ソフト一体となった対策の推進、

あるいは気候変動に強い栽培品種への転換の促

進、さらにまた耐水害住宅というのがあります

が、そういった適応策をチャンスと捉えたビジ

ネスの創出といったことについて、様々議論し
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ています。 

 大分県気候変動適応センターにおいては、分

析・啓発機関として、部局横断の適応策を構築

するため、脱炭素社会総合推進本部での位置付

けなど、全庁との連携強化に向けた体制を整備

しました。 

 また、新たな啓発手段として、本県近海の海

水温の将来予測や未来の天気予報動画の制作を

行うほか、デジタル地球儀というのがあります

が、こうしたいろんなものを導入して活用する

ことにしています。 

 引き続き全庁を挙げて気候変動対策の充実と

県民に向けた情報発信の強化に努めていきます。 

元吉議長 二ノ宮健治君。 

二ノ宮議員 今、部長が言われたように緩和策

と適応策、車の両輪だと思います。ぜひこのこ

とはやっていただきたいと思います。 

 私が心配するのは、緩和策については、さき

ほど言ったように県の目標とかいろいろなもの

が決まっているし、一定の効果、それから、そ

ういう体制ができていると思っていますが、適

応策については、気候変動適応法の中で、単に

農林水産業部門だけでなく、自然災害や健康分

野など、七つの分野で気候変動適応に取り組む

よう定められていますが、取組が十分でないと

思っています。適用策での７分野は、全ての県

政の施策に連動して、県を挙げての取組でなけ

れば十分な効果が出ないと思っています。簡潔

に言えば、計画をつくって、そのことを県民に

知らせ、そしてセンターは、県政全体の対応が

必要ですから、やはり小手先ではできないと思

います。 

 そういうことで、このことについてもう一度

お聞きしたい。特に福岡県とかを調べてみると、

ホームページしかないですが、各市町村ごとに

細目ごとに事業の取組とかいろんなことをやっ

ています。このことも大分県を見てみたのです

が、そこまで内容にあるのですが、今後どうや

っていくのかについてもお聞かせください。 

元吉議長 高橋生活環境部長。 

高橋生活環境部長 議員から適応センターの位

置付けをしっかりやれというお尋ねです。 

 今回、少し組織的な部分も含めて強化し、事

務部門担当として脱炭素社会推進室の職員を位

置付けていましたが、今度逆に、全庁に関わる

対策にコミットさせる意味で、脱炭素社会推進

本部の運営主体の一翼を担う意味合いも含めて、

センターの職員３人を今年度から脱炭素社会推

進室に兼務・派生しました。これで、全庁で検

討する推進本部に研究部門のセクションをしっ

かり組み込んで、全庁にわたって検討する体制

が今年度からできるようになると思っています。 

 また、気温の将来予測を踏まえた適応策の検

討もより緻密にできるのではないかと考えてい

るので、そういったことで引き続きしっかりセ

ンターを活用しながら、全庁にわたる施策を進

めていきます。 

元吉議長 二ノ宮健治君。 

二ノ宮議員 ありがとうございます。センター

がなくても充実させてということだと思います。

計画のことですが、適応計画を新たにというか、

浮かび上がらせてつくって、そして県民にこう

いうものをつくりましたよとＰＲすることが、

例えば適応策であれば必要だと思いますが、な

かなか大分県は、一つの条例なら条例の中に組

み入れてしまうという感じを持っています。ぜ

ひできればこれを独立させてＰＲができるよう

にしていただきたいと思っています。何かあれ

ば。 

元吉議長 高橋生活環境部長。 

高橋生活環境部長 議員御心配のようなので、

引き続きどういったことができるのかも含めて

検討していきます。 

 ちなみに、今の大分県方式の計画は、４７都

道府県のうち４０県が採用している状況です。

ただ、御心配いただいているので、どういった

ことで明確化できるのかという工夫は考えてみ

ます。 

元吉議長 二ノ宮健治君。 

二ノ宮議員 よろしくお願いします。 

 では最後に、消防団員の確保について。 

 火災の消火や災害時の救急活動を行う消防団

ですが、高齢化や人口減少を背景にその担い手

不足が全国的な課題になっています。 
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 台風シーズンを控え、災害への備えが一層求

められる中、県内の地域防災を支える消防団員

が、各自治体が条例で定める令和４年度の定数

合計と比べて、１，８５８人不足しているとの

報道がありました。 

 消防団の団員数の減少や高齢化が続くと、地

域防災対応能力の弱体化につながり、さらに災

害はますます多様化、激甚化すると予測されて

いるので、早急な対策が求められています。 

 団員の担い手不足の原因としては、農村部で

の若者の減少とともに、消防団での訓練に対す

る若者の負担感が指摘されており、その負担の

軽減策を県や市町村で検討していくことが重要

だと言われています。 

 今後も団員確保が難しくなると思われること

から、消防団員の負担軽減や学生の入団促進な

ど、新たな取組が求められます。あわせて、県

内では令和４年４月１日時点で９７％の組織率

となっている自治区自主防災組織の活動をさら

に充実させて、消防団と自治区自主防災組織の

連携による、これまで以上に一体化した取組に

よる新たな地域防災の再構築を図るべきだと考

えています。 

 また、学生の消防団への入団促進の取組は全

国的に年々広がっており、令和２年度には全国

で５，４０４人の学生消防団員が誕生していま

す。このことについては、地域社会の一員とし

て誇りを感じることができるとの声もあり、県

も早急に取り組むべきだと考えています。 

 そこで、県として消防団員の確保に向け、時

勢も鑑みて、どのように取り組んでいくのか、

防災局長に伺います。 

 また、自治区自主防災組織と消防団との連携

や学生の入団促進、そして、おおいた消防団応

援の店登録制度の現状についてもあわせてお聞

きします。 

元吉議長 岡本防災局長。 

岡本防災局長 地域防災力の中核として将来に

わたり欠くことのできない消防団は、今回の災

害においても、行方不明者の捜索や孤立者の救

助に御尽力されました。 

 しかしながら、生産年齢人口の減少等を背景

に、本県の消防団員数は過去１０年間で約２千

人減少しています。団員の確保は喫緊の課題で

あり、まずは報酬等の処遇改善が重要です。こ

のため、県では市町村に助言を行い、来年度に

は県内全てで改善の見込みとなっています。 

 また、能力や事情に応じて特定の活動にのみ

に参加する機能別消防団員等の加入促進に向け

て、被服等の活動に要する経費を支援していま

す。 

 学生の入団促進では、消防団の魅力ＰＲ動画

をＳＮＳで配信するほか、消防団員として活動

した学生に対し、その実績を証明する学生消防

団活動認証制度など、学生の活動参加を促す好

事例を市町村に紹介しています。 

 なお、消防団員に対し、割引サービス等で優

遇するおおいた消防団応援の店は、現在、県内

に４７６店舗、うち由布市では２４店舗が登録

しています。 

 また、自主防災組織との連携では、訓練への

参画など、相互の機能をいかした取組を進めて

います。 

 引き続き市町村との連携を密にしながら、消

防団活動への理解促進や多様な人材の参画促進

に取り組んでいきます。 

元吉議長 二ノ宮健治君。 

二ノ宮議員 ありがとうございました。少し視

点を変えた質問になりますが、今言われたよう

に、多くの地域では消防団の自治区自主防災組

織が中心となった災害対応が行われています。

加えて、災害から尊い命を守るには、その地域

の特性に合った災害時の避難指示や行動などの

詳細な自治区自主防災計画の策定が不可欠とな

っています。このために、県は昨年度から地区

の自主防災計画となるおおいたユイ（結）・タ

イムラインの策定に取り組まれています。由布

市湯平地区でも実施されたと聞いていますが、

そのことについて事業等の内容をお聞きしたい

と思います。 

元吉議長 岡本防災局長。 

岡本防災局長 議員御指摘のおおいたユイ（結）

・タイムラインとは、災害時に地域が行うべき

活動について、自主防災組織を中心に事前に話
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し合い、時系列に整理した地区の防災行動計画

のことです。 

 具体的には、避難の声かけや食料、物資の調

達などの役割分担等を決めています。昨年度、

由布市など、モデル３地区において、地区タイ

ムラインの作成、検証を行い、本年３月に自主

防災組織のための地区タイムライン作成の手引

を作成しました。 

 本年度から、この手引を活用し地区タイムラ

インの作成が進むよう、市町村を通じて自主防

災組織の働きかけに努めていきます。 

元吉議長 二ノ宮健治君。 

二ノ宮議員 おおいたユイ（結）・タイムライ

ンの内容をじっくり見ました。大変すばらしい

取組だと思っています。災害に備えるためにも、

消防団員の確保と、そして、このおおいたユイ

（結）・タイムラインをぜひ県内全ての自治区

自主防災組織で策定するようにお願いします。 

 これで私の質問は終わりますが、大分県にと

っては２０年ぶりの新たな佐藤県政のスタート

で大変期待しています。さきほど言ったように、

大分県は農工のバランスが崩れていることは数

字の上からも間違いないと思っています。ただ

私は、農業生産力を上げて九州で上位になれと

言っているのではありません。都市部も農村部

も均衡ある発展ができないか、そのための農業、

工業、あわせて商業の政策を考えてほしいとの

要望です。 

 知事、ぜひ農村農業の実情を十分に見ていた

だき、国の農政にノーを突き付けるぐらいの気

骨で大分県農政の立て直しをお願いして、私の

一般質問を終わります。御静聴ありがとうござ

いました。（拍手） 

元吉議長 以上で二ノ宮健治君の質問及び答弁

は終わりました。 

 暫時休憩します。 

午前１１時５１分 休憩 

―――――→…←――――― 

午後１時 再開 

木付副議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問及び質疑を続けます。森誠一君。 

  〔森議員登壇〕（拍手） 

森議員 皆様こんにちは。１５番、自由民主党、

森誠一です。今回の質問の機会をいただいた先

輩、同僚議員の皆様に心から感謝します。 

 また、議場で、そしてネットで傍聴していた

だいている皆様に心から感謝します。 

 今日は豊後市議会の議員の皆様も傍聴に来て

くださっています。ありがとうございます。 

 佐藤知事への初めての質問となります。今回

は、これまで私が重要な政策課題として取り組

んできたことを中心に議論するので、どうぞよ

ろしくお願いします。 

 さて、質問に入る前に、まず御紹介させてく

ださい。現在、県立美術館ＯＰＡＭでは、私の

地元豊後大野市の偉大な彫刻家、朝倉文夫先生

の生誕１４０周年の展示会が８月１５日まで開

催されています。昨年の第２回定例会で提案し

た内容も現実となって、関係者の皆様の御尽力

に心から感謝します。 

 早稲田大学にある作品と同様の大隈重信の巨

大な立像など、期間中にしか見ることのできな

い作品が数多く展示されています。また、全国

の朝倉文夫作品もグーグルマップで紹介してい

ただくなど、美術館と屋外作品が連動した今回

の展示会は非常に価値が高いと感じています。

ぜひ多くの県民の皆様に作品に触れていただく

機会になればと思っています。 

 また、今日の質問では芸術文化のエッセンス

も織り交ぜていくので、よろしくお願いします。 

 それでは、質問に入ります。 

 まず、肉用牛の振興について伺います。 

 畜産分野について伺うにあたり、畜産業に関

係する者として、まずもって一言お礼を言いた

いことがあります。昨今の円安や国際情勢の変

動を受けた著しい物価高騰により、畜産業、中

でも穀物等の配合飼料に加え牧草等も輸入に依

存している酪農家は大きな打撃を受けています。

そうした中、県においては、昨年度の６月補正、

９月補正に引き続き、今回の補正予算において

も畜産飼料の高騰に対する支援策を措置してい

ただいています。廃業の危機にある畜産農家、

特に酪農家への御配慮をいただき感謝します。

引き続き畜産関係者一丸となってこの飼料高騰
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による危機に立ち向かっていきます。 

 さて、令和３年の本県の農業産出額は１，２

２８億円、そのうち畜産業は４６５億円で前年

度より約３５億円増加しました。これは産出額

の約４割を占めています。畜種別の産出額は肉

用牛が１３９億円、鶏肉、鶏卵などの鶏が１２

２億円、豚が１１２億円、酪農が９０億円など

となっています。このように、畜産は本県にお

いて引き続き重要な産業だと言えます。 

 しかしながら、コロナ禍、そして、さきほど

も言ったとおり、ロシアのウクライナ侵攻など

の世界情勢の変化や円安の影響で飼料・資材・

燃料価格が上昇、そして高止まりしています。

また、こうしたことを背景に、今月行われた子

牛市場の平均価格も１頭当たり６０万円を下回

るような状況になっており、生産現場は非常に

御苦労されています。 

 今回は畜産の中でも、特に肉用牛について焦

点を当ててみます。県ではこれまでも、肉用牛

振興計画に基づき、計画的な増頭支援や高能力

種雄牛の造成に戦略的に取り組んできました。

こうした取組により、昨年１０月の和牛オリン

ピック、第１２回全国和牛能力共進会鹿児島大

会において、２区で日本一、全出品区で優等賞

を受賞するという大きな成果を得ました。次回

第１３回大会は令和９年に北海道で開催されま

す。既に北海道大会に向けたプロジェクトは昨

年度からスタートしています。これまで以上の

成績を目指して、今後も生産者と関係者が一体

となった取組を後押ししていくことが必要であ

ると考えます。 

 全共では八つの出品区がありますが、大きく

は雄牛、雌牛の姿、形を審査する種牛の部と、

肉質等を審査する肉牛の部に分けられます。本

県は高能力の種雄牛を有している強みをいかし、

前々回、第１１回の宮城大会において、種牛の

部で内閣総理大臣賞、つまり日本一を達成して

います。前回、第１２回も出品区での日本一は

獲得しましたが、次回の全共においては、さら

なる高みである種牛の部における日本一の奪還

を目指していきたいところです。 

 一方で、肉牛の部においては、やはり肥育の

経営基盤が強固である宮崎県などに一日の長が

あります。しかし、こちらでも内閣総理大臣賞

という高みに向けた努力を重ねていく必要があ

ると思います。 

 こうしたことを踏まえ、県として、第１３回

全共での種牛の部及び肉牛の部における内閣総

理大臣賞の獲得やその先の肉用牛振興に向け、

今後どのように取り組まれるのか、知事の考え

を伺います。 

 以下、対面席で行います。 

  〔森議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

木付副議長 ただいまの森誠一君の質問に対す

る答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 森議員の肉用牛の振興についての御

質問にお答えします。 

 畜産は、農業産出額の約４割を占める本県農

業の基幹となる産業です。中でも肉用牛は、世

界的な和牛ブームにより今後も需要拡大が見込

まれ、物価高騰の影響など、厳しい状況もあり

ますが、引き続き生産拡大と販売促進の両面で

取組を進めていくことが重要です。 

 生産拡大に向けては、以下の三つの取組を進

めます。 

 一つ目は、北海道全共での日本一獲得を通じ

たブランド力向上と技術力の強化です。このた

め、まずは生産者、関係団体が一体となった推

進体制を構築します。 

 その上で種牛の部では、能力の高い県有種雄

牛と雌牛の交配によって、計画的に多くの候補

牛を作ることが重要です。そのため、県内で飼

養する１万７千頭の中から、より能力の高い雌

牛を選抜するとともに、姿、形といった出品技

術の継承に向け、若手人材を育成します。 

 肉牛の部では、前回大会で課題となった枝肉

歩留りの改善のため、子牛段階から一貫した飼

育マニュアルを作成するとともに、肥育農家に

は、歩留り改善に効果のある高タンパク飼料の

給与等のかかり増し経費を支援します。 

 こうした取組を進めるためには、ゲノム解析

に基づく種雄牛造成や優秀な繁殖雌牛の判別を

進め、優良な受精卵を確保、提供することが必
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要です。そのため、司令塔となる畜産研究部の

施設改修に着手します。 

 二つ目は、生産基盤の強化です。農家の高齢

化や担い手不足の中、意欲ある担い手の確保、

規模拡大が重要であり、新規就農者の施設整備

等を重点的に支援します。 

 加えて、今年度玖珠町で整備されるキャトル

ステーションを実践研修の場としても活用し、

効果的な担い手育成を図ります。 

 三つ目は、コスト低減と生産性の向上です。

現在、畜産においては飼料価格の高騰という大

きな課題に直面しており、この解決のため、耕

畜連携による自給飼料の増産や放牧利用を推進

し、飼料コストの低減を図ります。 

 また、分娩間隔短縮等の取組として、発情検

知や分娩予知装置等のスマート畜産を導入し、

繁殖性向上や出産時の事故率低減を図ります。 

 こうした生産拡大の取組とあわせ、おおいた

和牛の販売促進も進めていきます。 

 来年４月からのデスティネーションキャンペ

ーンを情報発信の絶好の機会と捉え、県内旅館、

ホテルでのフェアや関西を中心とした県外サポ

ーターショップでのキャンペーン等によるＰＲ

を強化するとともに、需要が見込まれる米国等

への輸出拡大を図ります。 

 先般、大分県豊後牛生産者組織連絡協議会総

会に出席し、生産者の熱意を感じ取ることがで

きました。１８年ぶりに開催される肉用牛振興

大会など、意欲ある生産者の取組をしっかりと

支え、本県肉用牛の振興を図っていきます。 

木付副議長 森誠一君。 

森議員 ありがとうございました。肉用牛振興

に向けた県の取組をお聞かせいただきました。 

 まずは、研究部の全面的な改修ということで、

本当にありがとうございます。 

 今、県産種雄牛の精液が昨年度かなり販売が

伸びました。これはこれまで積み上げてきた畜

産研究の技術のたまものだと思いますし、生産

者も大分県産種雄牛の価値があることを皆さん

知っています。今後、県産種雄牛の精液の譲渡

が多く進むと思うので、畜産研究部にはこれか

らも継続的に取組をお願いします。 

 さきほど知事も触れていただきましたが、本

年、１８年ぶりに肉用牛振興大会を開催しよう

という機運が盛り上がっています。これは北海

道全共に向けた取組でもありますが、生産者、

関係団体が一体となって業界を盛り上げていく

ということで開催予定です。また知事もぜひ御

出席いただければと思っています。 

 県では２０１９年度に肉用牛振興計画を策定

し、今年度は最終年度となっていますが、掲げ

た目標に対する達成状況などについてどのよう

な評価をされているか伺います。 

 もう一点、７月の子牛市場についてさきほど

言いましたが、前月から５万円ほど価格が低下

しました。非常に生産者も苦労というか、悩ん

でいる方が多く、私にもかなり連絡があってい

ます。 

 市場価格の低下の原因をどのように分析して

いるのか、また、その対策について、そして、

若い経営者がクラスター事業などで増頭を行っ

ています。そういった担い手への今後の支援に

ついての方向性について農林水産部長に伺いま

す。 

木付副議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 ３点御質問いただきました。 

 まず、振興計画の実績と評価ですが、産出額

は令和５年度を目標として１９８億円を掲げて

いますが、令和３年度の実績は１３９億円で、

達成率は７０％ほどでした。これはやはりコロ

ナの中で価格等が低迷、消費が低迷したのが要

因だったと思っています。 

 それから、飼養頭数については、令和５年度

の目標が繁殖の雌牛が２万頭ですが、令和３年

度が１万７，７００頭で、８８％ほどの達成率

です。肥育牛については、目標が１万５，５０

０頭に対して、令和３年度が１万４千頭で、今

９割ほどの達成率となっているので、こちらの

増頭については、さきほど森議員からも御指摘

があったクラスター事業等で規模の拡大を引き

続き図っていきます。 

 それから、県内の子牛価格ですが、全国と同

様に低下傾向であり、７月の市場で１頭当たり

の平均が５２万４千円となっています。これは
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やはり飼料価格高騰と最近の枝肉価格の低迷で、

資金繰りの悪化等から肥育農家の購買意欲が低

下したものが原因だと考えています。これにつ

いては、従来のセーフティネットに加え、令和

５年１月から、６０万円を下回った場合にその

差額の４分の３を四半期ごとに交付するという

臨時的な経営支援が国で始まっているので、こ

ういったのをきちんと活用していきます。 

 それから、クラスター事業等で増頭された方

が今後のしっかりとした中心的な担い手となっ

ていくと思います。２３か所で１，１４０頭ほ

どの増頭が今のところ事業によって見込まれて

いるので、今かなり燃油の高騰、飼料の高騰等

がありますが、そういった高騰に対する緊急対

策としてのセーフティネットの運転資金の貸出

しもあるので、短期的にはそういった資金繰り

を支えていただきながら、やはり消費の拡大に

向けて、好循環で販売対策をやっていくことが

まずは大事だと思っています。 

 生産面では自給飼料の推進等でコスト削減を

しっかり図っていって、販売と生産拡大、両方

を一体となって支援していきます。 

木付副議長 森誠一君。 

森議員 農林水産部長ありがとうございました。

正に若い生産農家は意欲を持って増頭対策に取

り組みました。彼らがこれから継続して経営が

できるように、ぜひとも県からもずっと見守っ

ていただきたいし、支援もお願いしたいと思っ

ています。 

 それでは、次に移ります。 

 農業農村整備について伺います。 

 実はこの本会議場の議長席の後ろ側のロビー

には、昭和３７年に設置された「水田」という

流政之先生の壁画作品が展示されています。こ

の作品に込められたメッセージは次のとおりで

す。「土に生きる糧を求める農耕は、国がつく

られたはじめから生活の中心であり、心の支え

でもあった。それが工業に置き換えられる時代

が来たとしても、政治から人と土の結びつきを

忘れることはできない。」、これはいみじくも

二ノ宮議員の質問とちょっとかぶる部分ですが、

正に当時、県が進めていた農工並進を表した作

品なのかなとさきほど感じました。 

 この地球上に存在する我々は、土に生き、水

や太陽の恵みを受け、そこを源としてここに存

在することを、作品と対峙し、私は再認識して

います。 

 ただ、これらの恩恵を私たちが今感じること

ができるのは、これらの豊かな資源をいかす技

術を我が国において先輩方の知恵と力強い実行

力によって守り、発展させてきたからであるこ

とを忘れてはなりません。そして、だからこそ

今私たちがここにいるのだと改めて感じていま

す。 

 このように、我が国の礎と言えるのが、これ

まで積み上げられてきた土木技術です。河川に

橋を架けること、新たな道路ができること、鉄

道がつながること、水路が農地を潤すこと、そ

のためのため池が造成されたことなど、技術者

の英知と技術によって形づくられ、今でも生活

の基盤として、人と人をつなぐだけでなく、そ

こにある文化も融合され、歴史が深化してきた

と考えています。また、それらを災害から復旧

する、メンテナンスによって長寿命化させると

いった技術が現在重要とされています。 

 今回、土木技術の中でも、食料安全保障の観

点から、農業、農村の整備について議論します。 

 日本の農業と食の根幹をなすのは農地であり、

水であり、太陽であり、そして、それらを活用

するソフトやハードの技術です。そして、そこ

で生産された食材は私たちの命の源となるもの

です。農業、農村を形成する農地、農業用施設

の整備や長寿命化については、これからも持続

的な取組が必要であると考えます。 

 特に、中山間地域の多い本県においては、農

業生産の基盤を強化するため、水田の畑地化な

どによりマーケットニーズに合った産地を拡大

していく基盤整備事業にしっかりと取り組んで

いくことが必要です。また、水路など、農業水

利施設の老朽化も進んでおり、計画的な更新を

続けていかなければなりません。加えて、近年

激甚化している災害への対応は、技術者の不足

もあいまって、農業・農村整備の分野でも大き

な課題となっています。 
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 このように農業、農村の整備における課題は

多岐にわたっていますが、県においては、これ

までと同様、戦略的に取り組んでいただくこと

を期待しています。 

 こうしたことを踏まえ、農業、農村の整備に

今後どのように取り組んでいくのか、知事の見

解を伺います。 

木付副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 農業、農村の整備についての御質問

にお答えします。 

 本県農業は、農家の減少や高齢化の進行、消

費構造の変化、また、ウクライナ情勢が及ぼす

食料安全保障上のリスクの顕在化など、様々な

難しい課題に直面しています。 

 しかしながら、片方でこうした変化を農業の

新たな可能性を切り開くチャンスと捉え、農業

振興の礎となる農業、農村の整備について、次

の三つの視点で取り組んでいきます。 

 一つ目は、農家所得向上に向けた産地づくり

です。米から高収益作物への転換を図るため、

排水対策や土層改良など、品目に応じたきめ細

かな整備により水田畑地化を進めていきます。 

 豊後大野市の三重東部地区では、区画拡大と

フォアスの導入により高糖度かんしょやスイー

トコーン等の高収益作物への転換が図られると

ともに、冷凍焼き芋など、６次産業化にも取り

組み、農家所得が飛躍的に向上しています。 

 二つ目は、生産性の高い農地の整備です。本

県を代表する大規模な産地の育成に向けて、担

い手への農地の集約化に加え、かんがい施設な

ど、高機能な農地整備を進めていきます。 

 竹田市の菅生地域では、圃場の大区画化や畑

かん施設の整備にあわせ、効率的な集出荷が可

能となる農道整備により、キャベツやニンジン

等の露地野菜の計画的な栽培が可能となり、大

規模経営体の規模拡大が図られています。 

 また、宇佐市においては、安心院地域で大規

模な樹園地の再編整備が行われており、参入企

業による国内外で評価の高い醸造用ブドウやド

リンク用茶などの収穫が始まっています。 

 さらに、現在、国の調査が行われている宇佐

平野部では、スマート農業の実現に向けて効率

的な農業水利システムの構築により、食品企業

と連携した園芸産地づくりを進めていきます。 

 三つ目は、災害に強い生産基盤の整備です。

自然災害の頻発化や水路など、農業水利施設の

老朽化に伴う突発事故が増加しています。この

ため、防災重点農業用ため池においては、耐震

化等のハード整備を計画的に進めるとともに、

管理者と連携して、ハザードマップや監視カメ

ラ設置等のソフト対策にも取り組みます。 

 また、昨今、パイプラインなど、農業水利施

設の突発事故により、地域農業に多大な影響を

及ぼす事案が発生しており、事前に老朽化度合

い等の施設の機能診断を行い、更新整備を着実

に実施していきます。 

 こうした取組を進める上で、必要不可欠な農

業土木技術者の育成については、県はもとより

市町村職員に対しても、基盤整備等に関する研

修を通じて技術力向上を図っていきます。 

 今後とも市町村や土地改良区などの関係団体

と連携し、持続可能な農業、農村の実現を目指

して、農業・農村整備にしっかりと取り組んで

いきます。 

木付副議長 森誠一君。 

森議員 ありがとうございました。担い手が生

産性を上げていくには、土地改良事業によって

基盤整備していかなければ生産性が上がらない

と私も考えています。そして、その土木技術を

継承していくことが私は何よりも重要だと思っ

ています。 

 さきほども技術者の育成について触れていた

だきましたが、生産基盤整備において、計画や

測量設計、施工管理などに関わる技術者の育成

は非常に重要です。私はこれまでもこの議場で

土木技術者の育成に関して執行部の姿勢を問い

ました。そして、国東高校においては、４年前

に環境土木科が新設され、今年３月にそのカリ

キュラムを終えた卒業生が専門性をいかすこと

のできる次のステージへ進みました。また本年

度からは、国東高校と三重総合高校をオンライ

ンでつなぐ遠隔授業が始まりました。約２０人

が最初の授業に参加したと聞いています。 

 今後は、オンラインでの学びと測量機器など
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を用いた実技を組み合わせた環境づくりについ

てや、三重総合高校への土木コースの設置など

について、私自身は文教警察委員会に所属して

いるので、その中で細かいことも含めてこれか

ら議論していくので、今後よろしくお願いしま

す。 

 次に、こども子育て支援施策について伺いま

す。 

 まず、学童期の保育についてです。お手元の

資料も用意しているので、それと比べながら見

ていただきたいと思います。 

 ３年前の２０２０年２月２７日、政府はコロ

ナ蔓延防止の観点から、私立を含めて全国全て

の小中学校、高校、特別支援学校について、３

月２日から春休みに入るまで臨時休校とするこ

とを決定しました。一方、厚生労働省からは、

働く親に配慮するため、放課後児童クラブや保

育所は原則開所する方針が自治体に通知され、

現場に衝撃が走りました。 

 関係者の皆さんと当時から議論を重ねていま

すが、この出来事がある意味、放課後児童クラ

ブなど、学童期の保育の大切さがクローズアッ

プされるきっかけになったと感じています。 

 このことに関し、関係者の皆様との議論など

を踏まえ、まず根本的な課題を整理していきま

す。 

 お手元の資料を御覧ください。左側に示して

いるとおり、現在、放課後児童クラブに通う児

童は全国で１３９万人いますが、待機児童数の

増加、開所時間のニーズとの乖離、保護者負担

の格差、職員の不足など、課題は山積していま

す。また、本年創設されたこども家庭庁では、

子どもの居場所づくりに関する指針が策定され

ると聞いています。 

 放課後児童クラブは単なる居場所にとどまら

ず、働く保護者のニーズに応える未就学保育の

延長線上にあり、非常に重要な役割を担ってい

ます。また、放課後だけでなく夏休みなどの長

期休暇において、保護者の皆さんにとってもな

くてはならない居場所です。 

 しかしながら、現実には多くの居場所が、保

育所のような児童福祉法に位置付けられる児童

福祉施設ではなく、放課後児童健全育成事業を

行う施設にとどまっています。 

 これら法的根拠の違いは、市町村の実施責任

にも差異をもたらしています。運営基盤が脆弱

であることなどにより指導員の皆様にも大変な

御苦労があります。 

 県としてこの課題については、これまでも様

々な措置を講じていただいていますが、根本の

議論を行わなければ現場の課題解決にはつなが

らないと考えます。 

 学童期の保育の抜本的強化・充実に向けた議

論は、国で行われるべきものだと考えますが、

そのためには市町村と県が連携し、運営面の課

題や職員の処遇などといった現場の実態を国へ

訴えていくことも肝要です。 

 この資料は昨年、厚生労働大臣に話しに行く

ときに用いた資料でもございます。 

 こうしたことを踏まえ、学童期の保育の現状

についての認識と、その充実に向けどのように

取り組んでいくのか、福祉保健部長に伺います。 

木付副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 放課後児童クラブは、コロ

ナ禍の一斉休校の際にも、感染対策に留意しな

がら運営を継続していただいており、共働き世

帯が増加する中、保育所と同様に、必要不可欠

な子どもの居場所であると私も改めて認識しま

した。 

 県ではこれまで、市町村とも連携して、運営

費の支援をはじめ、施設整備等による受皿の拡

大や、支援員の養成、あるいは処遇改善などに

より、待機児童の解消や質の向上等を図ってき

ました。 

 また、クラブへのアンケート調査や関係団体

との意見交換等も行い、低所得世帯への保護者

負担金の減免や、社会保険労務士による出張相

談など、現場の実態に応じた県独自の支援も行

っています。 

 先般国が示したこども未来戦略方針で、常勤

職員配置の改善等が盛り込まれ、今後、支援の

充実が期待できますが、一方で、安定的な財源

の確保など、議員御指摘の法的位置付けも含め、

課題もあります。 
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 県ではこれまで、国に対して、施設整備の促

進や職員の処遇改善などを逐次要望してきまし

たが、今後もあらゆる機会を活用し、放課後児

童クラブを巡る諸課題の解決を求めていきます。 

木付副議長 森誠一君。 

森議員 ありがとうございました。放課後児童

クラブの連絡協議会が県にあります。県のそれ

ぞれのクラブが協議する場ですが、そこでは研

究集会の開催や支援員のオンラインでの交流、

クラブ訪問や自治体訪問、大分県発達障がい者

支援専門員の会との連携、関係者へのアンケー

ト調査、研修機会の充実など、様々な取組をさ

れています。特に話を聞くと、人材確保が大き

な課題となっています。現場での人材不足は即

子どもたちの安全・安心確保に影響を与えます。

関係者の皆様からは、もっと現場の声に耳を傾

けてほしいと御意見を伺っています。学童期の

保育において、これらを踏まえて福祉保健部長

の思いを聞かせてください。 

木付副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 今、県内には既に約４００

もの放課後児童クラブがあり、それぞれクラブ

の成り立ちや地域の実情に応じて様々工夫して

運営されていますが、もともと放課後児童クラ

ブは、たしか平成９年に全国的に制度化された

比較的新しい事業なので、制度整備が他に追い

付いていないところもあり、各自治体からの運

営支援に温度差が生じがちであろうと思います。

そうしたことで、関係者の皆様は様々御苦労さ

れているのでないかと思っています。 

 県もこれまで単独の独自の支援策を講じてお

り、それはさきほどの答弁のとおりですが、や

はり放課後児童クラブについても、保育所や認

定こども園などに準じた支援や、そういう全国

ベースでの制度化、あるいは制度の展開が望ま

しいのではないかと思っています。 

 ちょうど国も４月にこども家庭庁を発足して、

放課後児童クラブは子どもの居場所にしっかり

と位置付けて諸課題の解決に当たるという動き

が見えてきました。 

 先般、佐藤知事も小倉こども政策担当大臣に

直接要望してきましたが、今後も機会あるごと

に、議員が言われた地方の実情、あるいは現場

の実態を関係庁にしっかりと伝えていきます。

引き続きの御支援をいただきたいと思います。 

木付副議長 森誠一君。 

森議員 ありがとうございました。今や約１４

０万人の子どもが利用している放課後児童クラ

ブ、これは正に保護者にとってなくてはならな

い子どもたちの居場所だと思います。ぜひとも

今後、国を動かすほどの意見をちゃんと言って

いかなければならないと思っているので、共に

これから議論を深めていきたいと思うので、よ

ろしくお願いします。 

 それでは続いて、医療的ケア児への支援につ

いて伺います。 

 ５月にアートプラザで東京都の写真家、山本

美里さんの個展が開催されました。山本さんは

４人のお子さんの母親で、次男の瑞樹さん１４

歳が人工呼吸器を装着して、８年前から特別支

援学校に通っています。通学の条件として、保

護者が付き添い、待機することとされていたた

め、山本さんは働くこともできず、自分の時間

も持てずに適応障がいを発症してしまいます。 

 しかしその後、一念発起し、写真を学び、あ

りのままの姿を見て現状を知ってほしい、子ど

もも母親も自分の人生を諦めず生きられる社会

になってほしいと、医療的ケア児の家族だから

表現できる特別支援学校の風景を写し、活動さ

れています。 

 また現在、議会の１階ロビーでは８月の初め

まで、県内の医療的ケア児者の御家族のサーク

ルによる写真展が開催されています。県内には

約１４０人の医療的ケア児が生活しています。

ぜひ皆様にもこの機会に現状を知っていただけ

たらと思います。 

 令和３年９月に医療的ケア児及びその家族に

対する支援に関する法律が、医療的ケア児を育

てる家族の負担を軽減するとともに、医療的ケ

ア児の健やかな成長を図り、障がいや医療的ケ

アの有無にかかわらず、安心して子どもを産み

育てることができる社会の実現を目指し、施行

されました。 

 ２４時間３６５日ケアを行う御家族の負担を
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少しでも軽減するためには、医療、保健、福祉、

教育、労働といった様々な関係者が連携して支

援を行うことが重要です。 

 本県でも早速、昨年７月に医療的ケア児支援

センターが開設され、ワンストップで相談がで

きる体制が整いました。当事者の皆さんの生活

や支援に関する様々な困り事や不安を伺い、解

決に向けて、保育所や幼稚園、学校、医療機関、

訪問看護ステーション、ヘルパー事業所、児童

発達支援事業所、行政など、関係者の皆様と一

緒になって課題解決に取り組んでいただいてお

り、頼もしい限りです。 

 こうしたことを踏まえ、センター開設後の実

績と見えてきた課題、そして、その課題に対し

てどのように取り組んでいくのか、福祉保健部

長に伺います。 

木付副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 医療的ケア児支援センター

では開設後、この１年間で７７件の相談に対応

しており、主な内容は訪問診療を行う医療機関

や、通園、通学に利用できる支援はないかとい

う問合せとなっています。また、保護者団体と

の意見交換会もこの間３回ほど実施しました。 

 これまでに見えてきた課題としては、まず、

こうした子どもを受け入れる施設が少ないこと

が挙げられます。そこで、新たに移動式リフト

等を二つの施設に整備し、短期入所等の定員を

３人増としました。 

 また、医療・福祉サービスの地域偏在も課題

です。そのため、在宅ケアを担う医師や看護師

を経験豊富な医師の指導により養成するととも

に、２４時間体制で対応できる訪問看護ステー

ションの整備も今後進めていきます。 

 さらに、看護師がいない保育所では、保護者

の付添いが求められることがあるので、市町村

と連携して、保育所等への看護師配置を助成し

ており、今年度は県内４市６か所で６人の医療

的ケア児を受け入れています。 

 なお、この１年間の経験を踏まえ、この４月

からはセンターを県が直接運営することとし、

市町村との連絡調整の円滑化を図り、保護者や

関係機関からの相談対応の充実に努めています。 

木付副議長 森誠一君。 

森議員 ありがとうございました。県庁の中に

支援センターが現在開設されており、スペシャ

リストによる相談が行われていることは非常に

関係者にとっても心強いことだと思うので、ま

た引き続き支援の充実に努めていただければと

思います。 

 さきほどの山本美里さんの写真展でも全国的

な課題として紹介されていた件について伺いま

す。 

 医療的ケア児の御家族が抱える課題の中に、

修学旅行など、宿泊学習の際、学校が家族に付

き添ってくださいという場合があるのですが、

その場合、保護者は２人分の費用を負担しなけ

ればならないことに現在なっています。東京都

は本年度より、付添いが必要な保護者の費用は

全額補助する方針となりました。 

 学校の要請などで付添いが必要な保護者の費

用負担について、本県における現状と今後の方

針について教育長に伺います。 

木付副議長 岡本教育長。 

岡本教育長 県内の特別支援学校において、昨

年度、修学旅行で付添いをされた保護者は２０

人いますが、収入が基準額を上回った１人を除

く１９人に対して費用を負担しています。その

費用については、国の制度に基づき、肢体不自

由、又は重度重複障がいなどの児童生徒の付添

人に対し、交通費、宿泊費及び見学料を支給し

ています。 

 今後は付添いに係る支給対象経費の拡大など

について国へ要望を行っていきます。 

木付副議長 森誠一君。 

森議員 県の取組は今聞いて分かりました。 

 医療的ケア児をお持ちの保護者から、この件

については様々な御意見が全国的にもあるよう

なので、他県の状況を私もこれから勉強しなが

ら、関係者の皆様がこれから子育てがやりやす

いような、費用負担ができるだけ少ないような

形で仕組みをつくっていく必要があると思って

いるので、引き続きこの件については議論して

いきます。 

 それでは続いて、特別支援学校と地域の学校
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との連携について伺います。 

 これは昨年、大友議員からの一般質問にもあ

った内容ですが、副学籍に関して伺います。 

 副学籍制度とは、特別支援学校に通う児童生

徒が、自宅近くの小中学校にも籍を置き、地域

の一員として学び合う制度で、小中学校の児童

生徒にとっても、障がいや多様性への理解を深

めるインクルーシブ教育として期待されていま

す。 

 特別支援学校は、より専門性の高い組織とし

て個別に対応してもらえる一方、住み慣れた地

域とのつながりが途絶えるとの懸念や、保育所

が一緒だった友達、地域の学校に通うきょうだ

いとは離れた別の環境に通わざるを得ず、保護

者の葛藤や悩みがあるのが実情です。 

 昨年の第２回定例会で教育長からの答弁では、

令和２年において６都県、３政令市が副学籍制

度を導入している、また、導入県市の調査も行

うとの答弁をいただいています。 

 単に地元の学校に障がいのある子どもを入学

させることではなく、子どもの教育的ニーズに

的確に、そして専門的に応える教育を行いなが

ら、社会参画の機会を平等に確保していくこと

が大切だと思います。 

 こうした中、現在、竹田市において副次的な

学籍制度の導入に向けた準備が進んでいます。

子どもたちにとって特別ではなく、日常となる

ことにつながるためにも、副学籍制度などの取

組を全県に広げていく必要があると考えます。 

 こうしたことを踏まえ、障がいのある子ども

の社会参画機会の確保に向け、副学籍制度の導

入も含め、特別支援学校と地域の学校との連携

について教育長の見解を伺います。 

木付副議長 岡本教育長。 

岡本教育長 副学籍制度は、障がいの有無にか

かわらず、子どもが居住する地域で共に学ぶた

めのものであると捉えています。 

 制度を導入した地域からは、在籍する特別支

援学校の教員の引率、付添いが必須であること、

教育課程や学習評価を両方の学校で作成、確認

する必要があることなど、新たな対応も多いと

聞いています。 

 また、実施にあたっては保護者の希望と同意

が必要とされていますが、学年が上がるにつれ

て希望が減少する傾向があることも聞いていま

す。 

 竹田市教育委員会からは、交流及び共同学習

の充実のために、小中学校に学籍は設けず、副

学籍制度に準じた形で運用の準備をしていると

聞いています。 

 一方、本県ではこれまで、地域とのつながり

を深めるため、小中学部の児童生徒が居住地の

学校で行事や学習に参加する居住地校交流を教

育課程の中に位置付け、全ての特別支援学校で

進めてきました。 

 障がいのある子どもの特性に応じた学びを保

障し、共生社会の形成に向け、インクルーシブ

教育システムの構築を推進していきます。 

木付副議長 森誠一君。 

森議員 ありがとうございました。このことに

ついても、私自身、文教警察委員会に所属して

いるので、その場でもう少し深めた議論をした

いと思っているので、ここでとどめますが、土

居昌弘竹田市長はこう言われていました。特別

支援学校に通う児童は、今まで地域の小学校へ

交流で行くときは「いらっしゃい」と迎えられ

ていました。今後は机を持ち、「お帰りなさい」

と言われる環境にできたらいいのではないか、

障がい児も他の児童もみんなで配慮しながら過

ごしていくことを身に付けさせる、そういうこ

とが必要ではないかと言われていたので、ここ

で付け加えておきます。 

 それでは次に、子育て世帯等の定住対策につ

いて伺います。 

 今日はその資料として２ページに人口動向な

どをつけているので、御覧いただきながらお聞

きください。 

 本年３月の約１か月間、豊後大野市と県土木

建築部との共同で、若い子育て世帯等を対象と

した住宅に関するアンケート調査が行われまし

た。内容は、子育て世帯における同居や近居の

意向など、親世代との関わり合いや、新築住宅

へのニーズ、リフォーム支援に関する意向など

でした。 
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 調査結果を拝見して興味深かったのは、同居

と近居の希望について、同居が２５％に対し、

近居が倍以上の５６％だったということです。

今後さらに支援内容の具体化が必要ということ

で、県内全域でもこのようなアンケートを行っ

ていただけると伺っていますが、豊後大野市の

調査だけでも示唆に富んでいたと思います。 

 私はこれまで、同居や近居など、子育て世帯

等に関する住宅政策についての議論をしていま

す。その議論や、今回の調査結果、さらには統

計データを通じて、やはり近居は定住政策とし

て有効ではないかとの意を強くしました。一方

で、私どもの地域の子育て世帯の皆様から、住

み慣れた場所で近居したいが住む住宅がない、

宅地もない、住み慣れた場所には定住できない

ので転出するしかないという声をよくいただい

ています。要するに、定住したい場所に定住で

きていないという状況があるわけです。 

 県では、人口の社会増を目指した各種政策に

全庁を挙げて取り組んでいます。また、住み慣

れた地域で暮らしていけるよう、ネットワーク

・コミュニティの取組を進めています。 

 しかしながら、現に居住し、その地域にその

まま住み続けたいという子育て世帯等に対する

支援は薄いのではないかと考えます。特にその

根幹部分である住宅への支援という観点におい

ては、まだまだ課題や取り組むべきことがある

のではないかとも感じています。 

 もちろん、定住促進に向けた住居確保につい

ては、まずは最も恩恵を受ける市町村が主体と

なって取り組むべきと考えます。 

 しかしながら、本県における地方創生、人口

の社会増の要となる政策です。また、佐藤知事

は選挙公約においても市町村との連携を特に重

視されていました。こうしたことを鑑みると、

県としても様々なニーズをしっかり捉えながら、

子育て世帯等においても住み慣れた地域で住み

続けることができるよう、定住・住宅確保対策

を市町村と一緒になって考え取り組んでいく必

要もあるのではないでしょうか。希望する地域

においては、ネットワーク・コミュニティの取

組への補助を拡充するなどにより、子育て世帯

等の定住がネットワーク・コミュニティの担い

手確保にもつながっていくのではないかと考え

ます。 

 こうしたことを踏まえ、社会減抑制、そして、

ネットワーク・コミュニティの担い手確保など

のため、定住対策、特に子育て世帯等における

住宅確保対策などについて、今後どのように取

り組んでいくのか、企画振興部長に伺います。 

木付副議長 山田企画振興部長。 

山田企画振興部長 住み慣れた地域に住み続け

たいという希望をかなえ、活力ある地域を維持

していくためには、ネットワーク・コミュニテ

ィの推進と並び、子育て世帯等への住宅確保も

重要な対策の一つと認識しています。 

 このため県では、市町村と連携して、子ども

部屋の増設などの住宅リフォーム費用を助成す

るとともに、県営住宅についても、子育て世帯

や新婚世帯等の優先入居を行っています。 

 加えて、今回のアンケート結果を見ると、近

居が困難な理由のトップは資金面であり、子育

てへの経済的支援はもとより、低廉な家賃の県

営住宅の子育て世帯向けへの改修や空き家バン

クの充実にも取り組んでいます。 

 また、近年では、豊後高田市と津久見市が過

疎対策事業債を活用した定住促進団地の整備を

しており、その効果を注視しています。 

 これから県内全域で行う予定の３世代同居、

近居に関するアンケート結果を踏まえ、土木建

築部や市町村と連携して、子育て世帯のニーズ

を的確に捉えた対策を検討していきます。 

木付副議長 森誠一君。 

森議員 ありがとうございました。そもそも移

住・定住政策と、そこに住んでいる若者だとか

の定住促進政策の両輪で行くべきではないかな

と今回の議論を考える上で私自身考えました。

これについても今後しっかり議論していきます。 

 県内で就農学校の取組が行われており、県外

からも就農し子育てしている方々が定住されて

いますが、皆さんとの意見交換の中で、もっと

もっと農業移住を進めたいが、住居の確保に大

変苦労するので、なかなか友達にお勧めできな

いという県外の方からの声も聞いています。非
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常にこれは残念だなと思っています。この課題

には、今後また県と市町村が連携し対策を講じ

なければならないと思うので、引き続き課題と

して認識していただければと思います。 

 そして、今日は資料で用意していますが、左

側は大分市から姫島村まで人口順に数字を並べ

ているのと、住宅着工数、出生数、そして人口

増減率などを載せています。関係する議員にも

ぜひこれを見ていただきたいのですが、相関が

ある程度あるなと感じたのは、増減数と住宅着

工数と出生数、それぞれの相関がある程度これ

で認められるのかなということもあるので、こ

ういった数字を基にこれからの議論ができたら

なと思っているので、よろしくお願いします。 

 続いて、時間がないので次に進みます。道路

網の整備についてです。 

 まず、国道４４２号の整備について伺います。 

 国道４４２号は、大分市から福岡県大川市を

結ぶ全長１６０キロの一般国道で、その大部分

が２車線区間ですが、大分市今市の石合地区か

ら豊後大野市朝地町温見までの約５キロ区間は

未整備のままであり、車同士の行き違いが困難

な状況にあります。特に大分市側の河川と並行

した約３キロの区間は幅員が狭く、接触事故や

脱輪などがたびたび発生しています。 

 野津原地区、そして豊後大野市朝地町温見地

区の方々が改良を熱望し、平成２６年に整備促

進期成会を地域主導で設立しました。毎年、土

木建築部や関係土木事務所に要望活動を行って

きています。また、期成会の運営は両地区で負

担しており、改良促進の看板などを少ない予算

で作成し、業者に任せるのではなく、期成会の

会員が協力して設置するなど、一生懸命活動さ

れています。 

 執行部の皆様には、これまで応急的な部分改

良は行っていただきました。ただし、当初から

の要望は、山中－温見間の抜本的改良、全面改

良です。 

 最近は大分市側にななせダムや道の駅が完成

し、国道４４２号を通じた交流の機運も高まっ

ています。加えて、ＴＳＭＣの熊本進出を機に、

熊本からの周遊ルートとしての注目も高まって

います。 

 関係者が熱望する山中－温見間をはじめとし

た国道４４２号の改良について、今後どのよう

に取り組まれるのか、土木建築部長に伺います。 

 引き続き、県道池田大原線の整備について伺

います。 

 県道池田大原線は、豊後大野市朝地町池田と

大野町大原を結ぶ、平成９年に県道に昇格した

６．１キロの一般県道で、現在、さきほど話し

ましたが、県立美術館において生誕１４０年を

記念した特別展が行われている朝倉文夫の生地

である朝倉文夫記念公園へのアクセス道路とし

て、また、地域の生活道路として利用されてい

ます。平成１９年までに大野町側の４．２キロ

は改良済みで、国道４４２号から約１．９キロ

の区間が未改良のままとなっています。 

 カーナビなどでは県道が優先され、距離も近

いため、県外などから朝倉記念公園などにお越

しになる方々は池田大原線に誘導されます。し

かしながら、未改良区間では幅員が狭いことも

あり、大型車の立ち往生や、車同士の行き違い

時の脱輪も頻発しています。頻繁に起こるトラ

ブルについて、先日、豊後大野土木事務所との

立会いでも地元の方々から多くの意見をいただ

きました。 

 これらの対策として、県では、朝倉文夫記念

公園への案内標識の設置や、狭小な道路への進

入に関する注意喚起などの対策を講じてくださ

いましたし、前回、私がこの件を取り上げた際、

当時の土木建築部長から、暫定的に離合所を設

置する案や、現道を活用するルート案など、実

現可能な整備の手法について検討を進めていく

との答弁をいただきました。 

 こうした県の対応には感謝しますが、やはり

状況の抜本的な改善に向けた拡幅工事など、全

面改良についても、引き続き御検討いただきた

いと考えています。 

 こうしたことを踏まえ、県道池田大原線の整

備の見通しについて、土木建築部長に伺います。 

木付副議長 三村土木建築部長。 

三村土木建築部長 二つの道路に関する御質問

をいただきました。 
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 まず初めに、国道４４２号の整備についてお

答えします。 

 国道４４２号は、平成３０年度に野津原バイ

パス４．２キロメートルを完成させたほか、平

成２６年度からは宗方拡幅１．７キロメートル

の整備に取り組んでおり、これまでも集中的に

事業を実施してきている路線です。 

 議員御指摘の山中から温見の間、約５キロメ

ートルは、急峻な山地と渓谷に挟まれた狭隘の

地形であり、抜本的な改良には多くの事業費が

見込まれています。 

 加えて、現在の交通量は非常に少なく、取り

巻く事業環境は大変厳しいものとなっています。 

 そのため、地元と協議を重ね、まず、大分市

側の石合地区で、離合所の設置や見通しの悪い

区間の是正など、局所的な改良を約７００メー

トル間で行い、この区間は今年度完了の見込み

です。 

 今後は豊後大野市側の残る区間について、宗

方拡幅の進捗状況を勘案しつつ、石合地区の工

法を基本とし、地元の意見も伺いながら計画を

立てていきます。 

 続いて、県道池田大原線の整備についてお答

えします。 

 県道池田大原線は朝倉文夫記公園へのアクセ

ス道路であり、地域住民の大切な生活道路と認

識しています。 

 当路線は平成９年度から改良事業を始め、大

野町側約４．２キロメートル区間は、平成１９

年度に整備を完了した一方、朝地町側１．９キ

ロメートルの区間では一部地権者の同意が得ら

れず、事業を中断しました。 

 現状では、従前のバイパス計画は事業費が非

常に大きく、交通量も少ないことから、事業の

再開は困難だと考えています。 

 朝倉文夫記念公園へのアクセスについては、

改良済みである大野町側のルートに誘導するた

め、平成２７年度に案内標識を整備しました。 

 また、未改良区間については、離合所を設置

する案で、地元と調整を進めています。 

 今後も地元の方と十分に意見交換した上で整

備の在り方を議論していきます。 

木付副議長 森誠一君。 

森議員 二つの路線とも非常に狭いところがあ

る道路であり、地元の方々が改良を熱望してい

ます。特に国道４４２号については、知事も御

存じだと思いますが、地元の方々の要望も強い

ので、この件については今後の計画立案等につ

いてしっかりと議論していきたいと思っていま

す。 

 地元の方の話をよく聞いてくださると、今、

土木建築部長から話をいただきましたので、地

元の皆さんと共に、しっかりと皆さんの願いが

かなうような取組をお願いしたいと思い、私の

質問を終わります。ありがとうございました。

（拍手） 

木付副議長 以上で森誠一君の質問及び答弁は

終わりました。吉村哲彦君。 

  〔吉村（哲）議員登壇〕 

吉村（哲）議員 皆様こんにちは。３７番、公

明党、吉村哲彦です。一般質問初日、本日のア

ンカーを務めます。アンカーらしい走り、質問

ができるよう最後まで頑張っていきます。佐藤

知事、よろしくお願いします。 

 それでは、早速質問に入ります。 

 まず初めに、物価高騰対策について伺います。 

 生活に身近な食材や日用品に至るまで幅広い

物の値段が上がっており、その収束は全く見通

せない状況です。統計的に見ても、５月の消費

者物価指数は前年同月比で３．２％の上昇とな

っており高水準での上昇が続いていますが、生

活者の実感としては、それ以上に物価が上昇し、

生活が圧迫されている印象が強いと思います。 

 物価高騰の要因としては、エネルギー・原材

料価格の高騰やロシアによるウクライナ侵攻、

円安等が上げられますが、いずれにせよ、簡単

に解決できる問題ではなく、多くの県民が物価

高騰に悩まされる状況は今後も続くのではない

かと心配されます。 

 特に、今回の物価高騰が生活者へ大きな打撃

を与えているのは、電気やガス、ガソリンなど、

日々の生活に欠くことができない生活インフラ

ほど価格が上昇している点です。実際に、項目

別の消費者物価指数の上昇率を見てみると、光
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熱、水道がトップとなっており、その影響は看

過できません。 

 また、食料品価格の高騰も見過ごせません。

もちろん、各家庭での食事に係る経費も大きな

負担増になっていると思いますが、特に考えな

いといけないのは、学校給食への影響です。学

校給食の提供に携わる方々は、児童生徒に栄養

あるバランスの取れた食事を提供するため日々

御尽力されていると思いますが、この食材の高

騰で非常に苦慮されているようです。子どもへ

しっかりとした学校給食を提供することは、我

々の責務であり、しっかりと対応を考えなけれ

ばならないと考えます。 

 こうした中、我が公明党では、国会議員と地

方議員のネットワークをいかし、現場の声を基

に、政府に繰り返し政策提言を行ってきました。

これにより、政府の物価高騰対策として、電気

や都市ガス料金、ガソリンの値引きが継続され

ています。また、自治体の独自策を支援するた

め、地方創生臨時交付金の電力・ガス・食料品

等価格高騰重点支援地方交付金などの増額や低

所得者世帯への給付金等が実現してきました。 

 県においても、今回の補正予算案で物価高騰

対策として約６９億円を計上し、しっかりと取

り組む姿勢を示していただいていることは大変

に心強いことです。 

 しかし、止まらない物価高騰への県民の不安

は大きく、また、幅広い分野にしっかりと支援

が届くのか、非常に心配しています。 

 今後も当面続くと想定される物価高騰に耐え

られる県経済をつくっていくために、企業の稼

ぐ力の強化や、それを広く県民に還元していく

ための賃上げの取組も欠かせません。 

 こうしたことを踏まえ、この物価高騰対策に

おいて、県としてどのように県民生活を支えて

いくのか、知事の考えを伺います。 

 以下、対面席より行います。 

  〔吉村（哲）議員、対面演壇横の待機席へ

移動〕 

木付副議長 ただいまの吉村哲彦君の質問に対

する答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 吉村議員の物価高騰対策についての

御質問にお答えします。 

 足下の県内の景気は、消費や外出意欲等の高

まりにより持ち直しており、日本銀行大分支店

が発表した６月の企業短期経済観測調査では、

県内企業の景況感を示す業況判断指数が５期、

つまり１５か月連続で改善しています。 

 その一方で、５月の大分市の消費者物価指数

は前年同月比３．１％増の１０４．０と高水準

にあります。ウクライナ情勢や円安等に伴う原

材料やエネルギー価格等の上昇は、県民生活や

事業活動に大きな影響を及ぼしており、今後さ

らなる長期化が懸念されます。 

 これまでも国・地方を挙げて低所得世帯への

給付金の支給やエネルギー対策等の支援策を講

じてきましたが、長引く物価高騰に対しては、

よりきめ細かな対策が必要であり、今回、関係

する補正予算案を提出しています。 

 まず、エネルギーのみならず日常生活に欠か

せない食料品や日用品にまで広がっている価格

高騰に対し、これらの消費全般を下支えしてい

くことが重要です。このため、市町村と連携し

たプレミアム商品券や、来春のデスティネーシ

ョンキャンペーンに向けた地域クーポンを発行

します。また、国の電気・ガス価格激変緩和対

策事業で支援対象外となっているＬＰガスの一

般消費者や特別高圧契約で受電する中小企業を

対象に、価格上昇に対する負担軽減策を県独自

で実施します。 

 学校給食については、既に本年度は全市町村

で臨時交付金等を活用し保護者の負担軽減策を

講じていますが、これに加え、給食を実施する

県立学校における食材費の高騰分も支援します。 

 また、介護報酬や診療報酬等は公定価格であ

るため、利用者への価格転嫁が困難な社会福祉

施設や医療機関等を対象に、電気代や食材費等

の高騰分を支援します。 

 これらの県民への直接的な支援と並行して、

物価上昇に見合う持続的な賃上げに中小企業や

小規模事業者が踏み出せる環境整備に取り組む

必要があります。 

 このため、経営基盤強化に資する複数の補助
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事業で、賃上げを行う企業に対して、補助上限

額や補助率を引き上げる賃上枠を新設します。

また、中長期的なエネルギーコストの削減に資

する太陽光発電と蓄電池を組み合わせた自家消

費型エコエネルギー設備の導入支援等も行いま

す。 

 これらの対策を通じ、足下の物価高騰から県

民生活を守り抜きます。さらにその先には、物

価と賃金の好循環を創出し、県民生活と企業活

動を将来にわたって支えていきます。 

木付副議長 吉村哲彦君。 

吉村（哲）議員 知事、ありがとうございまし

た。物価高騰対策においても様々な支援を準備

していただいているということで安心しました。 

 その中でも、さきほど話がありましたが、私

も賃金の引上げが非常に重点な点だと考えてい

ます。さきほど答弁いただいたように、補正予

算案においても賃上枠が新設されています。本

県でもこのような取組は初めてかと思いますし、

他県に先駆けた先進的な施策だと考えます。県

民や企業からの注目度も非常に高いのではない

かと思いますが、商工観光労働部長から、制度

の詳細、また、その狙いについて御説明いただ

ければと思います。 

木付副議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 持続的な賃金の引上げ

の実現には、それを企業の事業継続と両立させ

ることが不可欠だと考えています。 

 そのため、企業の生産性向上や経営基盤強化

を支援する三つの事業、具体的には、中小企業

エコエネルギー導入支援事業、宿泊業経営力強

化加速化事業、外国人労働者受入対策強化事業

において積極的に賃上げに取り組む企業を後押

しすべく賃上枠を新設するものです。 

 制度の具体的な中身ですが、国の賃上税制な

ども参考にして、事業所内の給料等の支給総額

が事業実施前月比で１．５％以上増加している

企業を対象に、補助率や補助上限の引上げを考

えています。引き続き企業が賃上げに踏み出せ

る環境づくりに向け、様々な対策を考え、講じ

ていきます。 

木付副議長 吉村哲彦君。 

吉村（哲）議員 部長ありがとうございました。

賃上げの環境整備を推し進めたい県と、また、

中小企業の皆さんの賃上げそのものが苦しいと

いう声もあるのは重々御理解いただいていると

思っています。賃上げしたくてもできない企業

の方との格差が拡大しないように、ここは丁寧

に進めていただければと思うので、よろしくお

願いします。 

 では、次の質問に移ります。 

 若年産業人材の確保について伺います。 

 知事の政策方針である安心元気・未来創造を

実現するためには、若者の活力を呼び込んでい

くことが重要です。特に、県経済を発展させる

ための産業人材を確保していくことが必要にな

っていきますが、少子化が進む一方で全国的に

若年人材の確保競争が激化している中、足下の

有効求人倍率等を見ても、特に本県において大

多数を占める中小企業では人材確保に苦慮して

いるのが現実です。 

 一方、若者側に目を向けると、多くの若者が

悩んでいるのが奨学金の返還問題です。日本学

生支援機構の令和２年度学生生活調査によると、

奨学金を受給している学生の割合は、大学４９．

６％、短期大学で５６．９％、大学院修士４９．

５％、博士課程５２．２％となっており、同機

構では奨学金の約８割が貸与型となっています。 

 また、労働者福祉中央協議会が２０２２年９

月に実施したアンケートによれば、平均借入額

は約３１０万円であり、借入額が２００万円以

上３００万円未満である学生は全体の４分の１

を占めています。こうした中で、卒業後の返済

に苦しむ方が少なくない現状にあります。実際

に返済の負担感について苦しいと回答したのは、

全体の４４．５％と半数近くに上っています。

同時に、４人に１人が奨学金返済を延滞したこ

とがあるとの報告もなされています。 

 このような地域の企業における若年人材の確

保のニーズと、若者が抱える奨学金の返還に対

する負担感の問題を解決する方策として全国的

に広がっているのが、奨学金返還支援制度です。

地域内の一定期間の就業等を要件とし、自治体

が奨学金返還の一部を助成する制度ですが、特
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に人手不足の業種に絞るなどの工夫をしている

ケースも多いように感じます。 

 本県においても、過去、平成３０年度から令

和２年度にかけて、中小製造業や情報サービス

業の研究者、開発者、技術者などを対象とした

ものづくり産業人材確保奨学金返還支援事業が

行われていましたが、現在は新規の募集は停止

されています。奨学金返還支援制度が就職先決

定の決め手にはなっていないという対象者の声

を受けての募集停止というのは重々承知してい

ます。 

 しかし、コロナ禍により以前とは状況も大き

く変化しています。実際に、２０２２年の自殺

者のうち、奨学金の返還を苦にしたと考えられ

る方が全国で１０人いたとの報道もありました。 

 コロナ禍からの県経済の回復を本格化させる

今、行政の支援が最も行き届かない若者への支

援にもなり、改めて大分県に若者を呼び込むた

めに、いま一度、奨学金返還支援制度を新しい

スキームで再開することも検討する必要がある

のではないかと思います。 

 もちろん、奨学金返還支援制度に限らず、企

業と若者のニーズに合った若年産業人材の確保

策を実施していくことも重要であると考えます。

いずれにしても、全国的に若年人材の確保に向

けた競争が激化している中で、本県としても戦

略的に特色ある取組を行っていくことが必要で

す。 

 こうしたことを踏まえ、若年産業人材の確保

に向けて県としてどのように取り組んでいくの

か、知事に伺います。 

木付副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 若年産業人材の確保についての御質

問にお答えします。 

 県経済の持続的な発展に向けて、多様な人材

を確保するとともに、誰もが活躍できる環境づ

くりを進めていくことは大変重要です。 

 特に、人口減少や少子化が進む中で、本県産

業の次の世代を担う人材として、若年者の県内

就職及び定着を促進する必要があります。 

 そこで、県ではものづくり産業人材確保奨学

金返還支援事業を実施し、令和２年度までの３

年間で５６人を認定し、県内就職の促進に一定

の効果が見られました。 

 しかし、認定者の約４０％にあたる２３人が、

要件の６年を待たずに職場環境等を理由に離職

しています。また、認定者への聞き取り調査に

よると、この支援制度を入社のきっかけとした

方は初年度２２人中６人にとどまっており、代

わりに仕事のやりがいや企業の魅力を重視した

との声が多く聞かれました。 

 こうした状況等から、県としては本事業の新

規認定を令和３年度から停止しています。 

 なお、県内では現在１３市町が奨学金返還支

援制度等を独自に導入しています。 

 本事業に代わり、県では、就職活動において

重視される仕事のやりがいや企業の魅力をしっ

かりと学生に伝えることに重点を置き、各種施

策に取り組んできました。 

 例えば、Ｗｅｂマガジン「オオイタカテテ！」

を通じて、これまでに１００人を超える若手社

員のインタビューや企業の魅力を深掘りして配

信してきました。令和２年度末からは主なター

ゲットを学生だけではなく２０代まで拡大し、

本県の企業で働く魅力等を継続して届けていま

す。 

 また、毎年多くの県内高校生が福岡県内への

大学等に進学している状況を踏まえ、令和２年

６月、福岡市中心部にＵＩＪターン拠点施設ｄ

ｏｔ．を開設しました。近年、多様化する就職

活動の傾向等をしっかりと踏まえながら、福岡

県内の５大学とも提携した上で、早期からの切

れ目ない情報発信や学生に寄り添った就職支援

を行っています。 

 加えて、県内企業にも学生とのグループワー

ク等に参加してもらうことを通じて、学生に仕

事のやりがいや地元企業の魅力を知ってもらい、

同時にキャリア意識の醸成にもつながるといっ

た相乗効果も生じています。 

 これまで約３年間の取組でｄｏｔ．から８０

人を超える学生を県内就職に結び付けることが

できています。また、福岡県内の大学等に進学

した本県出身者のうち、昨年度県内に就職した

方は、ｄｏｔ．開設前に比べて６０人増加の３
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００人となっており、確かな成果も出てきてい

ます。 

 引き続き若年産業人材の確保に向けて、地元

で働くことができる仕事づくり、県外の人材を

引き付ける魅力発信等を進めつつ、さらなる施

策の検討、実行にも努めていきます。 

木付副議長 吉村哲彦君。 

吉村（哲）議員 ありがとうございました。情

報発信とｄｏｔ．の活用という部分で非常に成

果が上がっているということでした。今後もさ

らに活用を進めていただきたいと思っています。 

 その上で、会津大学短大の学生が、これは卒

業研究の一環として２０２０年に行ったアンケ

ート調査なので、余り大きな調査ではありませ

ん。分母も１００前後だったかと認識していま

す。この調査では、奨学金返還支援制度があれ

ば県内就職を考えるとの回答が７割、また、県

内就職を希望しない人を対象に同じ質問をした

ところ、その制度があれば県内就職を希望する

との回答が５割あったというアンケート調査も

ありました。 

 また、岐阜県教育委員会が教員採用試験の一

部の合格者を対象に奨学金返還支援制度を設け

たところ、５年ぶりに志願者倍率が上がったと

の報道もあっています。 

 このような結果もあることから、奨学金返還

支援制度については、引き続き検討課題として

いただきたい。私が地域を回る中でも、保護者、

また高校生、大学生から、こういった制度は非

常にうれしい、欲しいという声をたくさん頂戴

しています。例えば、大分県内の大学、若しく

は高校、さらには、さきほどあったｄｏｔ．な

どを活用し、この返還支援制度についての意識

調査を改めてやるというのがどうかなと考えて

います。また、若年人材の確保に向けてはさら

なる取組を進めていただきたいと思いますが、

その際、移住・定住政策を進める企画振興部、

また、介護福祉人材の確保や子育て分野に取り

組む福祉保健部、また、さきほどの教育委員会、

このような各部局の連携が重要だと考えていま

すが、今後どのような連携を取っていくのか、

商工観光労働部長に伺います。 

木付副議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 まず、奨学金返還支援

制度の検討についてお答えします。 

 県のものづくり産業人材確保奨学金返還支援

事業における過去の意識調査の結果については、

さきほどの知事答弁のとおりですが、県内１３

市町が実施している奨学金返還支援制度等の状

況や効果、さらには他の都道府県の取組などを

検証して、有効な取組について検討していきま

す。 

 また、他部局との連携についてお答えします。 

 移住・定住等、ＵＩＪターン就職は切り離す

ことができない取組であり、企画振興部とは連

携を密に推進しています。例えば、都市圏で開

催するおおいた暮らし塾に就職相談ブースを設

置するなど、一体となって対応しています。 

 また、福祉保健部をはじめとした他部局とも、

例えば、「オオイタカテテ！」で福祉や介護、

保育の分野における企業の魅力を発信したり、

ｄｏｔ．において介護職や医療職を対象とした

就職イベントを開催するなどの連携を行ってい

ます。 

 今後とも各部局との連携をさらに強化しなが

ら、若手人材の確保に取り組んでいきます。 

木付副議長 吉村哲彦君。 

吉村（哲）議員 ありがとうございました。何

度もすみません、返還支援制度については、既

に受けている方への調査も当然大事だと思いま

すが、逆にこれから受ける可能性がある方への

調査はまた大きな変化があるのかなと思ってい

ます。ぜひ御検討いただければと思うので、お

願いします。 

 では、次の質問に移ります。 

 県民の安全・安心について、３点について伺

います。 

 初めに、帯状疱疹ワクチンについてです。 

 帯状疱疹は、過去に水ぼうそうに罹患した方

が、加齢や過労、ストレスなどによる免疫力の

低下により、水ぼうそうが治った後も体内に潜

伏しているウイルスが再び活性化することで発

症するものです。 

 日本人成人の９０％以上で原因となるウイル
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スが体内に潜んでおり、５０代から発症率が高

くなり、８０歳までに約３人に１人が発症する

と言われているほか、まれに再発することもあ

るとされています。また、後遺症として神経痛

をはじめ、発症部位によっては角膜炎、顔面神

経麻痺、難聴などを引き起こし、目や耳に障が

いが残ることもあると言われます。 

 この帯状疱疹の発症を予防するためには、ワ

クチンが有効です。現在、このワクチンは２種

類が使用されていますが、１回接種の生ワクチ

ンは発症予防効果が５０％から７０％で８千円

前後、２回接種の不活化ワクチンは、その予防

効果が約９７％で２回の合計４万５千円前後と、

その費用が非常に高額になることから、接種を

諦める高齢者も少なくありません。また、ワク

チンの情報も十分に周知されていないことから、

接種すべきかどうか迷っている方の話も伺って

います。 

 国においては、国民の生命と健康を守るため、

接種の安全性を十分に検討した有効性の高いワ

クチン開発に取り組み、早急に定期接種として

予防措置を進めていただきたいところです。議

会でも昨年の第４回定例会で、５０歳以上の国

民に対するワクチンの助成制度の創設や予防接

種法に基づく定期接種化を求める意見書を国へ

提出しましたが、県としてもぜひ国に強く求め

るようお願いします。 

 また、現に自治体のレベルにおいても助成制

度の創設に乗り出しているところもあります。

県内でも国東市において実施されており、５０

歳以上を対象に上限５千円の助成を実施してい

ます。もちろんワクチンの接種を強制するもの

ではありませんが、誰しもがかかり得る帯状疱

疹の不安とその金銭面での大きな負担から県民

を守るためにも、帯状疱疹ワクチンの接種助成

制度が必要であると考えています。市町村と連

携し、市と県で２分の１、本人負担２分の１な

ど、既に助成をスタートしている事例も研究し

ながら、ぜひ本県でも検討いただきたいと考え

ています。 

 健康寿命日本一を目指す本県においても、帯

状疱疹ワクチンのＰＲや助成制度の創設などを

検討いただきたいと考えますが、その有効性を

含めて福祉保健部長の見解を伺います。 

木付副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 帯状疱疹ワクチンの有効性

については、国立感染症研究所などで、発症、

あるいは発症後の神経痛の予防に一定の効果が

あることが既に確認されています。 

 そこで県では、帯状疱疹の症状や治療法、ワ

クチンの効果など、基本的な情報を県のホーム

ページに掲載し、県民向けに広く周知していま

す。 

 現在、国の審議会において定期接種化に向け

た議論が行われており、例えば、費用対効果や

導入年齢などについて検討が続けられていると

承知しています。 

 定期接種に位置付けられた場合には、全額、

又は一部が公費負担となるほか、副反応が起こ

った際の救済制度も大変手厚いこともあるので、

このワクチンについては定期接種化されること

が望ましいと考えています。 

 そのため、先般の議会の意見書も踏まえて、

現在、全国衛生部長会を通じて定期接種化及び

国による公費負担を要望しており、引き続き国

の議論を注視していきます。 

木付副議長 吉村哲彦君。 

吉村（哲）議員 ありがとうございました。ぜ

ひ後押しができるようにお願いしたいと思いま

す。また、ＰＲの件に関しても、当然、若くて

も罹患する可能性もあります。私の同級生も罹

患して、顔面麻痺が残るかもしれないという悩

みを抱えていました。逆に今度は、ネットに触

れる機会の少ない高齢者もいることから、やは

りホームページだけではなく幅広く情報が行き

渡ることが大事かなと思うので、あわせて要望

します。 

 では次に、有機フッ素化合物ＰＦＡＳについ

て伺います。 

 ＰＦＡＳとは、人工的に作られた有機フッ素

化合物の総称です。このＰＦＡＳは、撥水材や

コーティング剤など、様々な用途に幅広く使わ

れており、半導体の製造のほか、身の回りでも

服や靴の撥水加工、包装紙の防水加工などにも
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使われています。自然界にはほぼ存在しない物

質で、環境中で分解されにくく、蓄積性が高い

物質と言われています。さらに、一部のものは

体に蓄積され、人への有害性が指摘されるもの

もあり、健康への影響が懸念されています。 

 東京多摩の住民の血中濃度を調べた市民団体

の調査では、６５０人の平均値が国内３地点に

おける環境省の調査結果の平均値の約２．４倍

だった、このような結果も発表されていました。 

 また、ＮＨＫが環境省のデータを基に作成し

たＰＦＡＳ汚染マップによると、国の指針値で

ある１リットル当たり５０ナノグラムを超えて

いる地域として、河川等では大分市の乙津川が

１４２．６ナノグラム、また、地下水、湧き水

等では、大分市において、１，８００ナノグラ

ム、また、８８０ナノグラムの２地点が挙げら

れています。 

 生活に欠かすことのできない水をこれからも

安心して使用するためにも、県としてさらに詳

しい調査、また、その対策が求められると考え

ています。 

 こうしたことを踏まえ、ＰＦＡＳについて現

在、県として認識している課題、また、その対

策について生活環境部長に伺います。 

木付副議長 高橋生活環境部長。 

高橋生活環境部長 有機フッ素化合物ＰＦＡＳ

についてお答えします。 

 ＰＦＡＳは約４，７００種類ある物質の総称

であり、かつては泡消火剤、あるいはフライパ

ンの表面加工など、様々な用途に使用されてい

ましたが、このＰＦＡＳのうち有害性が疑われ

るＰＦＯＳ・ＰＦＯＡは、現在、製造、輸入が

禁止されています。 

 令和元年度に環境省がＰＦＯＳ・ＰＦＯＡの

全国調査を実施したところ、県内では大分市の

乙津川で暫定指針値を超過しました。このデー

タかと思います。 

 その後の大分市の調査で、使用が確認された

事業場を特定し、指導がなされました。事業場

はこれにより使用をやめ、現在、乙津川は暫定

指針値未満となっています。 

 一方、この事業場の敷地内の２地点の地下水

において超過を確認したため、現在、自主的に

浄化対策が行われています。 

 なお、大分市を除く地域では県が調査を実施

しましたが、使用事業場は確認されていません。 

 令和３年度からは県内の河川等で従来から行

う調査にＰＦＯＳ・ＰＦＯＡの項目を追加して

実施していますが、現在新たな指針値超過は確

認されていません。 

 課題ですが、ＰＦＡＳは非常に数が多く、健

康への影響が明らかでないということで、国は

監視すべき対象物の範囲や対応方針を検討して

います。 

 県では、引き続き河川等の調査を計画的に行

うとともに、泡消火剤など、ＰＦＡＳ含有製品

等の適正管理の推進、最新の科学的知見など、

県民への正確な情報の提供に努めていきます。 

木付副議長 吉村哲彦君。 

吉村（哲）議員 ありがとうございました。影

響は今のところはないということで非常に安心

しました。今後も適正なチェック等、ぜひよろ

しくお願いします。 

 では続いて、河川の管理について伺います。 

 県内を流れる１級河川、２級河川の総延長は

九州で最も長く、全国でも１２番目の長さを有

しています。また、県管理延長は２，８６９キ

ロ、全国で１０番目の長さです。 

 このように豊かな水や河川に恵まれた本県で

すが、その分、河川管理も重要です。特に堤防

部分や河川周辺の除草作業なども地域の安心・

安全やきれいな景観を保つ上で欠かせない作業

です。しかしながら、２，８００キロを超える

河川の全てを県だけで管理するのは非常に困難

です。 

 そこで、県では河川の美化活動の支援のため、

清掃や草刈りを実施するボランティア団体、自

治会等に対して、労費や用具、保険への加入な

どの支援を行っています。 

 そのような中、草刈り作業などについて、大

分市内においても地域によっては参加者不足の

ため、高齢者のみでの作業になっており、地域

での河川の清掃や草刈りを行うことが非常に困

難になっている現状があります。また、高齢化



第２回 大分県議会定例会会議録 第４号 

- 102 - 

に伴い草刈機等を使いにくい状況も生まれてい

ることから、今後さらに厳しい状況が予想され

ます。加えて、この物価高騰や燃油高騰のため、

経営負担も大きくなっているとの声も伺います。 

 このような状況を踏まえ、河川美化活動にお

ける支給額の見直しや都市部における小規模集

落応援隊のような仕組みづくり、あるいは河川

美化のためのしっかりした予算の確保など、こ

れからの河川管理における県の姿勢をいま一度

検討する必要があるのではないかと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、県管理河川における

管理の在り方について土木建築部長に伺います。 

木付副議長 三村土木建築部長。 

三村土木建築部長 それでは、河川の管理につ

いてお答えします。 

 県管理河川では、地元の自治体や企業、ボラ

ンティア団体等が自主的に行う草刈りや清掃等

の活動を支援するリバーフレンド事業を実施し

ており、昨年度は６４１団体、約２万８千人に

参加いただいています。 

 本事業は、草刈り面積の増加などに伴い、平

成２９年度に見直しを行い、事業費を約７％増

額しています。 

 一方、議員御心配のとおり、参加者の高齢化

などにより参加団体が減少しており、平成３０

年から５年間で６０団体、率にして約９％の減

となっています。このため、令和３年度から作

業負担の軽減に向け、無人で作業を行うラジコ

ン式草刈機を４機導入し、希望する団体に貸出

ししています。 

 加えて、草刈り箇所の削減などを目的に、生

活道路に利用されている堤防から、草刈りの必

要がなくなる防草対策を始めています。 

 河川の管理の問題は、全国各自治体も苦慮し

ていると聞いています。 

 今後も各県の取組などを情報収集するととも

に、地域の声をしっかり聞きながら河川管理を

行っていきます。 

木付副議長 吉村哲彦君。 

吉村（哲）議員 ありがとうございました。さ

きほどラジコン式の草刈機という話もありまし

た。非常に使いやすく簡単であるという話も伺

っています。ただ、１機がそれなりに高額であ

ることから、現在３台か４台が県にと聞いてい

るので、またしっかり予算も取っていただきな

がら、必要なところに設置できるように努力い

ただければと思っています。 

 さらには、現在、活用の方法が、リバーフレ

ンド事業に参加している方に貸出しされている

という話も伺いましたが、であれば、このリバ

ーフレンド事業もさらに周知しながら、地域の

方がより使いやすいように、ぜひ活用、また周

知を進めていただければと思うので、何とぞよ

ろしくお願いします。 

 それでは、次に移ります。 

 保育所への入所について伺います。 

 ６月に女性活躍・男女共同参画の重点方針２

０２３、いわゆる女性版骨太の方針が発表され

ました。 

 同方針では、日本企業における女性役員につ

いて、対象企業が２０２５年をめどに女性役員

を１人以上選任する努力目標を明記するととも

に、女性役員比率を２０３０年までに３０％と

する目標と実現に向けた行動計画の策定を求め

るものになっています。 

 また、女性の所得向上では、デジタル人材育

成プランに基づくスキル習得、就労支援に集中

的に取り組むだけではなく、ＤＶや性暴力対策、

困難な問題を抱える女性支援の強化も盛り込ま

れました。 

 このように国を挙げて女性の活躍が望まれて

いますが、本県においても女性の個性と能力が

十分に発揮される、活力ある大分県の実現を図

るため、経済団体と県が連携し、女性が輝くお

おいた推進会議を中心に様々な活動が進められ

ています。 

 このような社会状況の中、働きたいお母さん

方から必ず声が上がるのが、保育所の在り方で

す。厚生労働省の令和４年４月１日の保育所等

関連状況の取りまとめによると、大分県は待機

児童ゼロと示されているものの、その実感はな

く、現実には潜在的待機児童と呼ばれる子ども

たちがいます。 

 保育所への入所については、保育の必要性の
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事由、保育必要量、優先利用などの要素を点数

化するなどし、最終的には市町村の運用により

行われています。例えば、里帰り出産された親

御さんからは次のような声をいただきます。

「多くの母親は、上の子も連れて実家に帰る。

大体２か月から３か月は夫だけを自宅に残して

いく人が多いのではないかと思います。その場

合、上の子は保育所を退所することになってし

まいます。」、このような訴えをいただきまし

た。 

 また、別の方からは、「里帰りから帰ってき

たときも問題があります。母親たちは当然育児

中で在宅なので、保育所の再申込みも大変であ

る。」と話しています。 

 保育所に関しては市町村の運用であることは

重々承知しています。その上で、子育て満足度

日本一及び女性活躍を掲げる本県として、この

ような保育所の入所等に関する現状、課題を改

めて調査し、市町村と連携しながら全県的にそ

の運用等を改善すべきと考えますが、福祉保健

部長の見解を伺います。 

木付副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 市町村は、保育所の限られ

た定員枠を有効活用するため、入所の際の基準

に加えて退所の基準も定めており、今御指摘の

里帰り出産などにより一定期間利用がない場合、

県内の１２の市町で、やむを得ず退所とする運

用を行っています。 

 例えば大分市では、保護者の転勤など、自主

的な理由も含め、昨年度１年間に３６５人が年

度中途で保育所を退所しており、そのうち調べ

ると、里帰り出産に伴う退所は２人、そのうち

お一人は里帰り出産後に再入所を申請され、そ

うした場合に、市では選考にあたって、その世

帯の状況の評点を加点するなどの配慮を行い、

結局その方は元の保育所に入所できています。 

 一方、入所希望者の多い施設では、定員に一

旦空きが出ると、より優先度の高い児童を入所

させているため、一旦退所されると元の保育所

に戻れないケースもあると承知しています。 

 市町村はその実情に応じ基準を運用している

ほか、定員拡大にも努めていますが、全ての希

望に応えられない場合もやはりあります。 

 そうしたことから県としては、育児休業の取

得促進など、男女が共に安心して子育てができ

るよう、家族はもとより、企業や地域など、社

会全体で子育てを応援するといった環境づくり

も推進しています。 

木付副議長 吉村哲彦君。 

吉村（哲）議員 ありがとうございました。政

府は次元の異なる少子化対策をまとめたこども

未来戦略を年末までに策定すると承知していま

す。今回の国の動きも踏まえながら、持続的で

実効性のある施策を国や市町村と連携しながら、

ぜひとも考えていただきたいと思っています。 

 また当然保育所が市町村運用であるので、県

が大きく何か動けるかというと難しい部分があ

るのは承知しています。その上で、保育所に入

所できるかどうかは、その御家族にとって非常

に大きな課題で、悩みであることは間違いがあ

りません。 

 さきほど答弁もいただきましたが、各市町村

も大分の未来の宝である子どもたちのために課

題解決に向けて全力で取り組んでくださってい

ます。これらがより効果を発揮できるよう、県

と市町村の連携を深め、さらに柔軟かつより丁

寧な窓口対応等、相手の立場に立ったアドバイ

スが可能となるよう県としてもぜひ後押しをい

ただければと思うので、よろしくお願いします。 

 では、次の質問に移ります。 

 大分市東部地域における道路整備について伺

います。 

 大分市東部地域の交通施策として、庄の原佐

野線や鶴崎拡幅など、地域住民の声を聞きなが

ら積極的に進めていただいていることに感謝し

ます。 

 道路は自動車や歩行者、自転車等の基本的な

通行機能、さらには交通機能、加えて、空間機

能を持っています。このように交通基盤として

の道路の役割とともに、県民生活の経済活動等

あらゆる社会活動と深い関わりを持つ社会空間

としての役割も重要です。 

 今後も、大分県の発展に欠かすことのできな

い道路交通施策への取組について、地域住民の
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声をしっかりと伺いながら、一体となって進め

ていただくようお願いします。 

 さて、大分市の人口動態を見ると、全体とし

て僅かに減少しているものの、２０１９年３月

と本年３月を比較しても、鶴崎、大在、坂ノ市、

この３地区だけが人口増です。それにもかかわ

らず、大分市中央部と該当３地域を結ぶ主な道

路は国道１９７号線、また、大在大分港線の２

路線となっているため、その周辺では日常的に

渋滞が発生しており、地域住民の生活だけでは

なく、物流にも影響を与えているのではないか

と懸念しています。 

 また東部地域の中でも、佐賀関地帯は自然豊

かな観光資源に恵まれた地域です。 

 そのような中、佐賀関半島の先端に位置する

関崎海星館ではプラネタリウム設備の導入や天

体望遠鏡の更新などの改修工事が行われ、夏休

み前、今週２１日にリニューアルオープンの運

びとなっています。大分市の試算によると、県

内外から観光客の増加が見込まれ、これまでの

１．３倍となる年間４万人ほどの来館を見込ん

でいると伺いました。 

 しかしながら、この関崎海星館につながる県

道佐賀関循環線は全体的に幅員が狭く、急カー

ブの多い道路であり、車の離合が困難な場所も

あることから、以前よりその改修や拡幅工事が

求められている路線です。 

 また、関崎海星館は避難所にも指定されてお

り、今後起こる可能性の高い南海トラフ地震に

よる津波等から避難することを想定した場合、

地域住民が安心して、かつ素早く避難できるよ

う道路の拡幅は非常に重要な問題であると考え

ます。 

 現在も県により同路線の整備が進められてい

ますが、いま一度拡幅工事も視野に入れた計画

の検討が必要ではないでしょうか。 

 このように、大分市東部地域においては、大

分港大在コンテナターミナルの利用促進や中九

州横断道路との連携等で九州の東の玄関口とな

るとともに、観光面での活性化も期待されてお

り、道路整備がその発展の重要な鍵になると考

えます。 

 こうしたことを踏まえ、佐賀関循環線の整備

促進も含め、大分市東部地域における道路整備

についてどのように取り組んでいくのか、土木

建築部長に伺います。 

木付副議長 三村土木建築部長。 

三村土木建築部長 それでは、大分市東部地区

における道路整備についてお答えします。 

 大分市東部地域では、渋滞の緩和や物流の円

滑化などを図るため、国道１９７号鶴崎拡幅や

大志生木拡幅、臨港道路細馬場線の事業を推進

しています。 

 まずは、周辺への波及効果が大きく期待され

る現在事業実施中の区間の早期完成を目指しま

す。 

 一方、県道佐賀関循環線については、地元か

らの強い要望を受け、平成９年度より集落のあ

る半島南側の整備を始めています。 

 当該路線は極めて急峻な地形であり、交通量

も少ないことから、全線にわたり１．５車線的

道路整備を実施しています。 

 現在、幸の浦地区において見通しの悪いカー

ブ区間を是正するとともに、車同士の離合がで

きるよう局部改良を実施しています。 

 また、半島北側については、関崎海星館への

通行に支障となる樹木の伐採を行うなど、適切

な維持管理に努めるとともに、リニューアルオ

ープン後の交通の状況を注視していきます。 

 今後も地域の実情に応じた道路整備に取り組

んでいきます。 

木付副議長 吉村哲彦君。 

吉村（哲）議員 ありがとうございました。ぜ

ひとも防災・減災の面からも、また観光の面か

らも、大分市と連携を取りながら進めていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、最後の質問に入ります。 

 北部九州インターハイについて伺います。 

 ２０２４年７月から８月にかけて、北部九州

を中心にインターハイが開催されます。高校生

の若さあふれる姿、躍動する姿を今から楽しみ

に感じています。 

 本県では２０１３年に陸上競技、バスケット

ボール、ソフトテニスなど、８競技が開催され
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て以来、１１年ぶりです。 

 今大会は水泳、バレーボール、相撲など、９

競技１０種目が予定されています。前回の経験

をいかしながら、体育保健課の皆さんを中心に

成功に向けて日夜準備に取り組んでいただいて

いることと思います。心から感謝します。 

 ぜひとも、参加する全ての関係者にとって思

い出に残る大会とするべく、スムーズな大会運

営ができるよう、選手第一で準備のほど、何と

ぞよろしくお願いします。 

 また、選手だけではなく、その御家族を含め、

多くの観客が来県することも考えられます。駐

車場の確保や整備、観客の輸送等も、ラグビー

をはじめ、様々な国際大会、全国大会を成功に

導いてきた本県の経験をいかし、取り組んでい

ただくようお願いします。 

 さて、このインターハイ直前にはデスティネ

ーションキャンペーンが開催されます。県内各

地で取組が進んでいますが、ＤＣでつくられる

であろう大分の新たな魅力やレガシーを多くの

方に知っていただき、インターハイに来られる

皆さんをも巻き込んでいくべきであると考えま

す。そしてさらに、多くの大分ファンを生む大

きなチャンスとすべきではないでしょうか。 

 加えて、県内での開催競技だけではなく、北

部九州インターハイに参加された皆さんを大分

に呼び込んでいくための取組を早い段階から検

討し、その具体的な施策を教育委員会と観光局

とが連携しながら進めてはいかがかと考えてい

ます。 

 こうしたことを踏まえ、本県の魅力発信も含

め、来年に迫った北部九州インターハイの本県

での準備状況について教育長に伺います。 

木付副議長 岡本教育長。 

岡本教育長 来年度開催されるインターハイで

は、県内６市において９競技１０種目が行われ、

選手、監督などの関係者と観客を合わせ、約９

万人に来県を見込んでいます。 

 現在、県では大会の開催に向けて、カヌー競

技のコース整備やバレーボール競技のコートの

改修などを行っており、会場施設については整

備のめどが立っている状況です。 

 これからは、会場となる各市の実行委員会に

よる開催経費の試算や実施要項の作成、県高体

連競技専門部による審判など競技役員の養成や、

役員、補助員の編成など、ソフト面での準備を

進めていきます。 

 一方、インターハイと前後して開催されるデ

スティネーションキャンペーンは、大会に参加

する方々に、本県に興味、関心を持ってもらえ

る絶好の機会と捉えています。現在、観光局に

おいて、芸術文化を組み合わせた地域周遊コー

スの設定など、魅力あるプログラムの開発が進

められています。互いのホームページをリンク

させるなど、しっかり連携を図り、誘客につな

げたいと考えています。 

 大会の成功に向け、今後は準備を加速すると

ともに、本県の魅力発信についても観光部局等

と連携を図っていきます。 

木付副議長 吉村哲彦君。 

吉村（哲）議員 教育長ありがとうございまし

た。ぜひともしっかりと準備をよろしくお願い

します。駐車場の整備等も含めて重要かなと思

うので、よろしくお願いします。 

 答弁にも少しありましたが、さきの代表質問、

知事の答弁の中には、ＤＣについて、全国から

客を呼ぶのだという熱意籠もる話がありました。

インターハイ、正に大分県だけでも９万人と全

国から集まってこられます。これが福岡等でも

行われることを考えると、さらに多くの方が大

分周辺に全国からいらっしゃるということです。 

 観光局として、このチャンスをどのように生

かしていくのか、観光局長に伺えればと思いま

す。お願いします。 

木付副議長 渡辺観光局長。 

渡辺観光局長 北部九州インターハイの際には、

大会期間中、駅、空港などの交通拠点に設置さ

れる予定の案内所において、観光情報や飲食店

情報に加えて、ＤＣを契機に磨いた新たな観光

コンテンツなどの情報を発信することとしてい

ます。 

 また、競技会場のある市町村とも連携しなが

ら、選手や関係者には空き時間を活用した周辺

観光にお出かけいただけるように、飲食店、土
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産物店など、必要な情報を提供できるよう準備

を進めていきます。 

 昨今は保護者も含めて観光情報の収集にはス

マートフォンの利用が中心となっています。事

前の情報発信については、デジタルマーケティ

ングを活用した効果的な情報発信も研究、検討

していきます。 

 長期的には、ＤＣでも磨きをかけることにし

ている県民を挙げたおもてなしを実践し、イン

ターハイの後にもまた来たいと思っていただく

ことで、リピーター創出にもつなげていきます。 

木付副議長 吉村哲彦君。 

吉村（哲）議員 局長ありがとうございました。

ぜひインターハイ後にもう一度来ていただける、

そんな大分県づくりをぜひお願いします。 

 教育長にお願いですが、今回の予算でも競技

力向上対策事業費が計上されて、来年のインタ

ーハイに向けて入賞を勝ち取るのだというとこ

ろでした。ぜひしっかりと大分の若者の応援を

いただければと思うので、重ねてよろしくお願

いします。 

 以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手） 

木付副議長 以上で吉村哲彦君の質問及び答弁

は終わりました。 

 お諮りします。本日の一般質問及び質疑は、

この程度にとどめたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

木付副議長 御異議なしと認めます。 

 よって、本日の一般質問及び質疑を終わりま

す。 

―――――→…←――――― 

木付副議長 以上をもって本日の議事日程は終

了しました。 

 次会は、明日定刻より開きます。日程は、決

定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

木付副議長 本日はこれをもって散会します。

お疲れでした。 

午後２時４９分 散会 
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令和５年第２回大分県議会定例会会議録（第５号） 

 

令和５年７月１９日（水曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第５号 

            令和５年７月１９日 

              午前１０時開議 

第１ 一般質問及び質疑 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 一般質問及び質疑 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４２名 

 議長 元吉 俊博 副議長 木付 親次 

    志村  学     御手洗吉生 

    桝田  貢     穴見 憲昭 

    岡野 涼子     中野 哲朗 

    宮成公一郎     首藤健二郎 

    清田 哲也     今吉 次郎 

    阿部 長夫     小川 克己 

    太田 正美     後藤慎太郎 

    森  誠一     大友 栄二 

    井上 明夫     三浦 正臣 

    古手川正治     嶋  幸一 

    麻生 栄作     阿部 英仁 

    御手洗朋宏     福崎 智幸 

    吉村 尚久     若山 雅敏 

    成迫 健児     高橋  肇 

    木田  昇     二ノ宮健治 

    守永 信幸     原田 孝司 

    玉田 輝義     澤田 友広 

    吉村 哲彦     戸高 賢史 

    猿渡 久子     堤  栄三 

    佐藤 之則     三浦 由紀 

欠席議員 １名 

    末宗 秀雄 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           佐藤樹一郎 

 副知事          吉田 一生 

 教育長          岡本天津男 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 総務部審議監       井下 秀子 

 企画振興部長       山田 雅文 

 企業局長         渡辺 文雄 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        種田 英明 

 福祉保健部長       工藤 哲史 

 生活環境部長       高橋  強 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       佐藤  章 

 土木建築部長       三村  一 

 会計管理者兼会計管理局長 渡辺 栃彦 

 防災局長         岡本 文雄 

 観光局長         渡辺 修武 

 人事委員会事務局長    塩月 裕士 

 労働委員会事務局長    幸  清二 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

木付副議長 これより本日の会議を開きます。 

 本日は、尾野副知事は欠席です。 

―――――→…←――――― 

木付副議長 本日の議事は、議事日程第５号に

より行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 一般質問及び質疑 

木付副議長 日程第１、第５３号議案から第５

６号議案まで及び第５８号議案から第６９号議

案までを一括議題とし、これより一般質問及び

質疑に入ります。 

 発言の通告がありますので、順次これを許し

ます。福崎智幸君。 

  〔福崎議員登壇〕（拍手） 

福崎議員 おはようございます。２６番、県民

クラブの福崎智幸です。本年４月に施行された

統一地方選挙において、皆さんに温かい支援を

いただき、県議会議員に初当選しました。まず

は県民の皆さんに心からお礼を申し上げます。
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皆さんの期待に沿えるよう、生活者や働く者の

目線で現場の声をしっかり受け止め、愛する大

分県が抱える様々な課題の解決に向け、市議時

代の経験もいかしながら、微力ですが全力で取

り組んでいきたいと思っています。皆様方の指

導をよろしくお願いします。 

 本日は、改選後初の議会での質問の機会を与

えていただきました県民クラブの先輩、同僚議

員の皆さん、また、本日足下の悪い、またお忙

しい中、傍聴にお見えいただいた支援者の皆さ

んに改めて感謝します。本当にありがとうござ

います。 

 さて、佐藤知事におかれても厳しい選挙戦を

戦い抜き、初当選を果たされました。大分市長

の経験と実績を基に、県民を中心とした安心元

気・未来創造、共生社会の大分県づくりをさら

に進めていただきたいと思っていますし、これ

からもよろしくお願いします。 

 それでは、一問一答方式で質問します。 

 まず大きな項目として、カーボンニュートラ

ルの実現についてのうち、まず、産業分野での

ＧＸについて伺います。 

 地球規模の課題である気候変動問題の解決に

向け、２０２１年に開催されたＣＯＰ２６では、

産業革命以降の世界の気温上昇を１．５度に抑

えることを事実上の目標とする決意が示され、

この実現に向け、世界１５０以上の国と地域が

２０５０年までに温室効果ガスの排出を全体と

してゼロにするカーボンニュートラルを目標に

掲げているのは既に御存じのとおりです。 

 さて、政府は、昨年の夏以降の各省における

審議会等での議論を踏まえ、ＧＸ、グリーント

ランスフォーメーションを通じての脱炭素、エ

ネルギーの安定供給、経済成長の三つを同時に

実現するべく、ＧＸ実現に向けた基本方針を本

年２月に策定しました。今後１０年間で官民合

わせて１５０兆円超の投資と、成長志向型カー

ボンプライシング構想の具現化などにより、脱

炭素社会の構築に向けた取組を大きく加速しよ

うとしています。 

 カーボンニュートラルに向けた取組は、将来

にわたって本県の経済、社会の発展と県民の快

適で豊かな暮らしを維持できる持続可能な新し

い社会を創造する上でも不可欠なものであると

思いますし、目標実現に向け、これまで以上に

取り組むことが重要だと思います。 

 カーボンニュートラルに向けた総括的な取組

や知事の考えについては、既に今回の議会で答

弁がなされています。しかしながら、世界的な

課題であるカーボンニュートラルについては、

様々な角度からじっくりと検討すべきだと考え

ます。私からは、この課題について、多面的な

視点で深堀りしながら伺います。 

 そこで、まず本県における取組を振り返って

みたいと思います。 

 県では、２００５年度に策定した大分県地球

温暖化対策地域推進計画に基づき、家庭、業務、

運輸の部門ごとに二酸化炭素の排出削減目標を

策定し、省資源・省エネルギー型ライフスタイ

ル・ワークスタイルの確立や、エコエネルギー

の導入促進、二酸化炭素の森林吸収源対策等に

取り組んできました。２０１６年３月には第４

期計画を策定し、二酸化炭素排出量を削減する

緩和策に加え、避けられない気候変動影響への

適応策について、農林水産業や自然生態系、健

康などの分野別で新たに追加されました。 

 また、国の動きを踏まえ、２０２１年３月に

は第５期計画を策定し、脱炭素社会の実現を目

指し、緩和策を強化するとともに、地域気候変

動適応計画に位置付け、緩和策と適応策の両面

から取組を進めていると認識しています。 

 こうして努力を重ねていますが、県民一人当

たりの二酸化炭素排出量では、都道府県別で１

位となってしまっているのが現状です。しかし

ながら、これは本県に九州唯一の製油所をはじ

め、粗鋼生産量や粗銅生産量の全国１位の企業

や化学工業が立地し、日本有数のものづくり県

として産業を支えていることの裏返しであると

思います。その証左として、本県における二酸

化炭素排出量は産業部門が約７割を占めており、

全国平均の２倍以上となっています。 

 本県が今後もものづくり県として発展を続け

るためには、世界共通の課題であるカーボンニ

ュートラルへの取組、特に産業分野でのＧＸに
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ついて他地域に先駆けた挑戦が不可欠であると

思います。むしろ、この機会を好機として捉え、

本県のさらなる成長エンジンとするべきとも考

えます。 

 佐藤知事は大分市長時代から、臨海部コンビ

ナートで発生する副生水素や、産業用の水素需

要に対応した供給システムが確立していること

などの地域特性にも着目し、大分市水素利活用

計画を策定されるなど、水素エネルギーの利活

用促進に意欲を示してこられました。クリーン

なエネルギーである水素の利活用は、カーボン

ニュートラルにおける重要な取組です。これか

らも佐藤知事には、こうした先進的な感性、チ

ャレンジ精神を存分に発揮いただき、カーボン

ニュートラルの分野でも本県を引っ張っていた

だきたいと考えています。 

 そこでまず、産業分野でのＧＸにどのように

取り組んでいかれるのか、知事の考えを伺いま

す。 

 以下、対面席より行います。 

  〔福崎議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

木付副議長 ただいまの福崎智幸君の質問に対

する答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 福崎議員の産業分野でのＧＸについ

ての質問に対しお答えします。 

 本県の製造業は、地域の雇用のみならず、日

本の産業全体を支える重要な役割を担っており、

カーボンニュートラルを目指しつつ、将来にわ

たり発展させていかなければなりません。 

 ＣＯ２を多く排出する大分コンビナートでは、

現在、脱炭素化に向けた各社の挑戦が進展して

います。加えて今年度は、水素供給やＣＯ２の

有効活用などを軸としたさらなる企業間連携を

構築すべく、産学官で将来の構想を議論し、取

りまとめる予定にしています。セメント産業の

まち津久見市でも、水素とＣＯ２からメタンを

合成するメタネーションが検討されており、今

後の展開が期待されます。 

 ＧＸを契機とした産業構造の転換は、経済成

長を生み出すチャンスでもあります。１００年

に１度の大変革期にあたる自動車産業では、電

動化の波に乗れるよう、大分県自動車関連企業

会活動の中で、部品開発への助成や技術的な専

門家の派遣等に取り組んでいます。半導体関連

産業では、省電力化に不可欠なパワー半導体分

野での本県の強みをさらに伸ばすべく、製品開

発への財政支援等を講じています。人材の確保

・育成についても、産業科学技術センターに最

新鋭の試験機器を取りそろえ、パワー半導体等

に関するリスキリング研修を実施していきます。 

 脱炭素社会の到来は、大企業からサプライヤ

ーに対するカーボンニュートラルの要請など、

広く中小企業にも影響を及ぼします。これに対

処するには、今できる足下の省エネ対策を着実

に進めることが重要です。そのためにも、事業

者向けのセミナーや省エネコーディネーターに

よる企業訪問などを引き続き積極的に行ってい

きます。エコエネルギーの拡大等を通じ、企業

にエネルギーの選択肢を提供していくことも大

事です。 

 そこで、今補正予算では、太陽光発電と蓄電

池を組み合わせた自家消費型エコエネルギー設

備等の導入に対する助成事業を提案しています。 

 そして、産業活動の抜本的な脱炭素化を実現

するには、やはり次世代エネルギーの切り札、

水素のサプライチェーンを地域全体で構築して

いくことが不可欠です。現在、県内では、地熱

等をいかしたグリーン水素の製造に関する実証

試験など、本県の特色をいかした様々なチャレ

ンジが進んでいます。水素の需要創出に向けて

は、今回、燃料電池トラックによる配送実証に

着手するほか、燃料電池車両の購入や水素ステ

ーションの設置に対する財政支援を講じていき

ます。 

 また、ＣＯ２を資源と捉えた利活用促進も欠

かせません。メタネーション等のカーボンリサ

イクルのほか、工場から排出されるＣＯ２の地

域での有効活用に向けた検討や技術開発も期待

されます。 

 本県は、様々な業種の製造業が各地に立地す

るものづくり県です。経済と環境のバランスを

保ちながら、今後も企業の皆様と共に産業分野

のＧＸを力強く前進させていきます。 
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木付副議長 福崎智幸君。 

福崎議員 ありがとうございました。ものづく

り県としての大分の強みをいかして、さらなる

チャレンジや、また、各企業が取り組むことに

対しての支援をよろしくお願いします。 

 続いて、カーボンニュートラルポートについ

て伺います。 

 産業分野でのＧＸにもつながる取組として注

目されているのが、カーボンニュートラルポー

トです。世界的にサプライチェーンの脱炭素化

に取り組む荷主が増える中、海陸の結節点であ

る港湾においても、荷主や船会社、物流事業者

の要請に対応して港湾施設の脱炭素化に取り組

み、競争力を強化していくことが必要です。ま

た、港湾・臨海部にはＣＯ２を多く排出する産

業が立地しており、港湾において水素等へのエ

ネルギー転換に必要な環境整備を行い、これら

産業の脱炭素化を後押しすることも必要です。 

 ２０２２年１２月には、港湾における脱炭素

化の推進等を図る改正港湾法が施行されていま

す。同法に基づき、港湾管理者が、官民連携に

よる港湾脱炭素化推進協議会での検討を踏まえ、

港湾脱炭素化推進計画を作成し、同計画に基づ

き、各関係者がそれぞれの取組を進めることと

されています。 

 本県には、五つの重要港湾をはじめ、多くの

港湾があり、人流・物流の拠点として活用され

ています。そうした副産物として、やはり二酸

化炭素の排出もあり、本県においてもカーボン

ニュートラルポートに取り組んでいくことは避

けては通れません。 

 既に昨年３月には、港湾に立地する事業者や

関係行政機関、県で構成する大分港カーボンニ

ュートラルポート検討会を立ち上げ、港湾にお

ける次世代エネルギーの需要量を推計し、供給

施設等の大まかな規模・配置など、将来の次世

代エネルギー導入に向けて港湾に求められる取

組等を検討することとされています。 

 そこで、この検討会における議論の状況を含

め、本県においてカーボンニュートラルポート

をどのように進めていくのか、土木建築部長に

伺います。 

木付副議長 三村土木建築部長。 

三村土木建築部長 それでは、カーボンニュー

トラルポートについての質問に対してお答えし

ます。 

 県では、令和４年から大分港と津久見港にお

いて、地元市や港湾立地企業等で構成する検討

会を設置し、港湾脱炭素化推進計画の策定を進

めています。 

 これまでに両港湾における目指すべき将来像

を明確にしたほか、現在のＣＯ２排出量に基づ

く次世代エネルギーの需要量の推計、構成員同

士の連携による技術開発の取組など、検討を重

ねてきました。 

 今年度は、ＣＯ２の削減目標や次世代エネル

ギーの供給に必要となる施設の規模等について

議論を深め、大分港と津久見港の計画策定を目

指します。あわせて、佐伯港、中津港、別府港

においても、今後順次、計画策定に着手します。 

 一方、次世代エネルギーに関しては、安定供

給を実現するための技術開発や設備投資経費の

調達等が課題となっています。こうした課題に

対して、他港における先進事例や国の新たな支

援制度等の情報を積極的に収集し、共有を図っ

ていきます。 

 今後も国や市、関係企業等と連携を密にしな

がら、カーボンニュートラルポートの形成に向

けて取組を進めていきます。 

木付副議長 福崎智幸君。 

福崎議員 今後策定されて進めていくというこ

とです。各事業者とか現場の実情等を把握する

中で、これからの将来に関わることなので、し

っかりとした策定をお願いします。 

 続いて、県有施設等の省エネルギー化につい

て質問します。 

 政府のＧＸ実現に向けた基本方針における地

方公共団体の役割として、公営企業を含む全て

の事務及び事業について、地域脱炭素の基盤と

なる重点対策、地域共生型の再生可能エネルギ

ー導入、公共施設等のＺＥＢ化、公用車におけ

る電動車の導入等を率先して実施するとともに、

企業、住民が主体となった取組を加速するべき

と考えます。 
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 ここで挙げられている取組のうち、ネット・

ゼロ・エネルギー・ビルと言われるＺＥＢとは、

建築計画の工夫による日射遮蔽・自然エネルギ

ーの利用、高断熱化、高効率化によって大幅な

省エネルギーを実現した上で、太陽光発電等に

よってエネルギーをつくり、年間に消費するエ

ネルギー量が大幅に削減されている最先端の建

築物のことで、カーボンニュートラルを目指す

上で重要な概念であると思います。国が令和３

年に策定した地域脱炭素ロードマップにおいて、

２０３０年までに新築建築物の平均でＺＥＢが

実現していることを目指し、公共施設等は率先

してＺＥＢを実現していることを目指すという

政策目標が掲げられています。 

 県はカーボンニュートラルを推進する旗振り

役であると同時に、県内におけるある意味一番

大きな事業所であるとも私は言えると思います。

まず隗より始めよという言葉があります。さき

ほどから産業部門のＧＸ、そして、カーボンニ

ュートラルポートの質問をしましたが、こうし

た取組を進める上で、県が率先垂範し、手本を

示していくことも重要だと思います。 

 そこで、公共施設等のＺＥＢ化をはじめとす

る県有施設等の省エネルギー化について、どの

ように取り組んでいくのか、総務部長に伺いま

す。 

木付副議長 井下総務部審議監。 

井下総務部審議監 県有施設等の省エネルギー

化についてお答えします。 

 県では、大分県地球温暖化対策実行計画に基

づき、県有施設の大規模改修時等に照明のＬＥ

Ｄ化など省エネ型設備を導入するとともに、公

用車の電動車への転換などを行ってきました。 

 今年度大規模改修を行う宇佐総合庁舎につい

ては、ＺＥＢの中でも５０％以上の省エネを達

成するＺＥＢ Ｒｅａｄｙの認証を本県の県有

施設として初めて取得しました。また、建て替

えを計画中の別府総合庁舎においても、同じく

ＺＥＢ Ｒｅａｄｙの認証取得を見込んでいま

す。 

 今年３月には大分県公共施設等総合管理指針

を改訂し、脱炭素社会の実現に向けた取組の推

進を明記しました。ＺＥＢ化を含め、県有施設

の脱炭素化を着実に推進していきます。 

 また、公用車については、車両更新に合わせ

てハイブリッド車等への転換を行ってきていま

す。今後新たに導入・更新する車両についても、

順次、電動車化を進めていきます。 

 今後ともカーボンニュートラルを推進するた

め、新たな環境技術にも注視しながら、施設の

省エネ化や公用車の電動車化に積極的に取り組

んでいきます。 

木付副議長 福崎智幸君。 

福崎議員 ありがとうございました。県の施設

における省エネルギー化については、この県庁

舎新館、こちらもまだ蛍光灯とかＬＥＤ化され

ていない部分が見受けられるようです。議会棟

のこの議場もＬＥＤ化されていませんので、そ

ういう身近なところにもしっかり取り組める部

分があるのではないかと思うので、ぜひとも積

極的に進めていただきたいと思います。 

 県立学校の省エネルギー化について伺います。 

 公共施設として県内に数多くあるのは学校だ

と思います。県立学校だけでも分校を含めると

６０近くあり、市町村立、私立等を含めると、

相当な数の学校があると思います。この多くの

学校で、毎日、生徒や先生が勉強やスポーツを

行い、また、最近は熱中症対策としてエアコン

の設置も進んでいるようです。カーボンニュー

トラルに向けて、学校でも取組をしっかりと進

めていかなければならないと思います。 

 本県では、県立学校の老朽化が進む中、施設

の損傷が顕著化する前に処置を行う予防保全型

維持管理の考え方の下、改修時期の分散・平準

化による計画的な改修を実施していると伺って

います。また、省エネルギー化の観点では、こ

うした計画的な改修に合わせＬＥＤ化等に取り

組んでおり、引き続き計画的かつ迅速に進めて

いただきたいと考えています。カーボンニュー

トラルという観点からは、より踏み込んだ県立

学校における省エネルギー化の取組が必要では

ないかと思います。 

 今回の補正予算の中にも脱炭素化に向けた改

修が盛り込まれているようですが、県がしっか
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りと取り組んでいくことで、市町村立の小中学

校や私立の学校にも波及し、より大きな取組に

もつながっていくのではないかと思います。 

 そこで、県立学校の省エネルギー化について、

どのように取り組んでいくのか、教育長に伺い

ます。 

木付副議長 岡本教育長。 

岡本教育長 学校では新型コロナ感染症対策と

して、冷暖房使用時にも引き続き換気等を行っ

ており、省エネルギー化は大変重要であると認

識しています。 

 県立学校については、適切な学習環境を維持

するため、これまでも設備修繕や大規模改修工

事の際に、空調設備の更新や照明のＬＥＤ化等

を実施してきました。 

 こうした中、今年３月に大分県公共施設等総

合管理指針が改訂されたほか、文部科学省から

も２０５０年カーボンニュートラルの実現に向

けた学校施設のＺＥＢ化等の推進について協力

要請がなされました。 

 このため、県立学校施設の大規模改修工事に

合わせ、屋上等の高断熱化や空調設備の高効率

化などを行う、脱炭素化に資する改修費用を今

補正予算案に盛り込んでいます。 

 環境技術は日進月歩であり、知事部局とも連

携し、全国の優良事例も参考にしながら、施設

の新増設や大規模改修工事等に合わせ、県立学

校の省エネルギー化を着実に進めていきます。 

木付副議長 福崎智幸君。 

福崎議員 着実に進めていくということですが、

積極的に進めていただきたいと思っているので、

よろしくお願いします。 

 続いて、カーボンニュートラルに向けた機運

の醸成について伺います。 

 これまで各分野のカーボンニュートラルに向

けた取組について伺ってきましたが、何といっ

てもその本流は、いかに幅広い主体にカーボン

ニュートラルの意義を認識してもらい、県民運

動として取り組んでいくかだと私は思います。

その中で、地方自治体はしっかりと責任を持ち、

旗振り役を務めていく必要がありますが、カー

ボンニュートラルの実践にあたっては、エネル

ギー等に関する幅広い知見や、事業者が省エネ

ルギー化を実施するための資金供給など、自治

体だけではカバーできない分野も多くあります。 

 そうした中、近年、地方自治体と民間企業と

がカーボンニュートラルに関する包括連携協定

を結ぶ事例が増えてきています。九州各県でい

えば、福岡県、宮崎県が九州電力とカーボンニ

ュートラルの推進を含む包括連携協定を締結し

ています。また、県内でも、大分市をはじめ、

別府市、日田市、中津市、佐伯市、宇佐市が九

州電力や大分県信用組合とカーボンニュートラ

ルに関する包括連携協定を締結しています。包

括連携協定を締結することで、民間企業が持つ

技術やノウハウ、あるいは銀行等の金融サービ

スを取り込んでいくことができます。これはカ

ーボンニュートラルを進める力強い推進力にな

ると私は思います。 

 本県においても、第５期大分県地球温暖化対

策実行計画を進めていく上では、こうした民間

企業との連携も重要だと思います。また、そも

そも県民運動として盛り上げていくための取組

もしっかりと腰を据えて実施していかなければ

なりません。 

 そこで、民間企業等との包括連携協定を含め、

カーボンニュートラル実現に向けどのように機

運を醸成していくのか、生活環境部長に伺いま

す。 

木付副議長 高橋生活環境部長。 

高橋生活環境部長 カーボンニュートラルの実

現には、県民一人一人の行動変容を促す機運の

醸成が大切です。 

 そこで、県民運動として取り組むため、おお

いたうつくし作戦県民会議において幅広く議論

を行い、これまでも家庭において取り組みやす

いエコ診断、あるいはエコドライブを推進する

ほか、事業者に対しては、国の環境経営認証制

度エコアクション２１の取得を支援しています。 

 本年度は、環境アプリエコふぁみに、自身の

活動で削減したＣＯ２排出量を確認できる機能

などを追加して、ユーザー数の拡大を目指して

いきます。 

 また、中小企業が脱炭素経営に取り組む契機
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となるよう、県独自の新たな認証制度を創設し

て、取組の裾野を広げていきます。 

 議員御指摘の民間企業との協働についても、

金融機関と連携したセミナーの開催に向けて現

在準備をしています。地域の脱炭素化を進める

上で効果的な包括連携協定についても検討した

いと考えています。 

 こうした県民、企業、行政が一体となった取

組を実行計画の改定に反映して、大分県版カー

ボンニュートラルに向けて、さらなる機運の醸

成を図っていきます。 

木付副議長 福崎智幸君。 

福崎議員 包括連携協定についてはさきほども

言いましたが、民間企業のノウハウとか、また、

民間企業が持ついろんなサービスとかがカーボ

ンニュートラルの実現に向けて大きな力となっ

ていくと思っているので、福岡とか宮崎とかは

既に結んでいますから、大分県としても包括連

携協定を結ぶ中で、やっぱり力強く取り組んで

いただきたいと思うので、検討する段階ではな

いのではないかと私は思っているので、その点

は指摘します。 

 続いて、森林分野のＪ－クレジットについて

伺います。 

 カーボンニュートラルを実現する上で重要な

ものの一つにはカーボン・オフセットという概

念があります。これは、日常生活や経済活動に

おいて避けることができない二酸化炭素等の温

室効果ガスの排出について、まず、できるだけ

排出量を減らすように削減努力を行い、どうし

ても排出される温室効果ガスについて、排出量

に見合った温室効果ガスの削減活動に投資する

こと等により、排出される温室効果ガスを埋め

合わせるという考え方です。 

 この考えを基に２０１３年に創設されたのが、

Ｊ－クレジット制度です。省エネルギー化や再

生可能エネルギーの導入、工業プロセスにおけ

る取組など、多様な方法論がありますが、中で

も、県土の約７割が森林であり豊かな山林に恵

まれている本県が率先して取り組むべきと考え

るのが森林経営活動等を通じたＪ－クレジット

です。 

 しかしながら、吸収系の森林管理プロジェク

トの登録件数は２０２３年６月までの累計が全

国でも９０件、本県では３件であり、クレジッ

トの認証量、活用量ともに他のクレジットと比

較して少ない状況にあります。これは、これま

では主伐が二酸化炭素排出にカウントされ、再

造林しても吸収にカウントされず、主伐主体の

本県では積極的な取組が困難であることが原因

でした。しかしながら、昨年８月に森林経営の

長期的な時間軸を踏まえたルールに改正され、

主伐後に再造林を行うことで排出が控除される

仕組みへと変更されました。これを契機として、

吸収源としての森林の価値向上や適切な森林整

備、着実な再造林実施が期待できます。 

 この好機を捉え、今こそ本県における森林分

野のＪ－クレジットを推進していくべきと考え

ますが、今後どのように取り組んでいかれるの

か、農林水産部長に伺います。 

木付副議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 森林分野のＪ－クレジット

を広く普及し、森林の適切な管理に活用してい

くことは、２０５０年温室効果ガス排出実質ゼ

ロを表明している本県としては大変重要です。 

 このため、早速県有林において、Ｊ－クレジ

ットの登録申請に向け、約１千ヘクタールの現

況調査を５月にスタートさせています。現在の

試算では、二酸化炭素換算で年間約５千トンの

吸収量をクレジット化し、令和７年度から最長

１６年にわたる販売を計画しています。クレジ

ットの売買による収益は、県営林の管理費用に

充当することで適切な森林整備の推進につなげ

ていきたいと考えています。 

 また、先月、市町村向けの説明会を開催した

ところ、１４市町が参加し、日田市、佐伯市、

玖珠町などで所有する森林のクレジット認証に

取り組む意向があると伺っています。 

 今後も県有林での認証に係る事務のノウハウ

やそれに係る経費、クレジットの売買方法など

の情報を市町村や林業経営体などと共有するこ

とで制度の推進を図り、脱炭素社会の実現を目

指していきます。 

木付副議長 福崎智幸君。 
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福崎議員 積極的な取組をよろしくお願いしま

す。 

 それでは、大きな２番目の保育を取り巻く課

題について伺います。 

 まず一つ目として、保育所未入所の児童につ

いて伺います。 

 今年４月、大分合同新聞に、県内で希望する

認可保育施設に入れなかった、いわゆる未入所

児童の記事を目にしました。記事によると、今

年４月１日時点の未入所児童は８１１人で、前

年同期より２４人増えており、前々年同期が７

４７人であったことからも増加傾向にあるとい

うことです。 

 市町村別の内訳では、大分市が６９５人と最

も多く、続いて別府市の６１人、中津市の２４

人、宇佐市の１６人、日出町の１０人、由布市

の５人と続いています。 

 以前、私の近所のお母さんからも、育休明け

で保育所に申し込んだが入所ができず、近くに

預ける親も住んでおらず、職場の育休延長もで

きないため、やむを得ず認可外保育施設に預け

ることになった、何とかならないのでしょうか

という相談を受けたことがあります。当時、大

分市の担当課に相談してみましたが、０歳児か

ら２歳児までは育休明けの入所申込みが多く、

弾力的な運用を行ってはいるが、どこも一杯で

入れない状況ですとの回答でした。 

 そこで、未入所児童の現状をどのように把握

され、今後どのような対策に取り組んでいくの

か、福祉保健部長の見解を伺います。 

木付副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 今年４月１日時点の未入所

児童、今紹介の８１１人のうち、全体の９割以

上を占める７４７人が、利用可能な施設が一応

あるにはありますが、特定の施設を希望してい

るということで入所しなかったと答えています。 

 その特定の施設を希望した理由そのものを確

認してみると、主なものとしては、より自宅や

職場に近い保育所があるではないかとか、きょ

うだいと同じ施設がいいのだということ、ある

いはそこの保育方針に共感できるという理由、

それから、施設自体が新しいからということな

どが挙げられています。 

 市町村では、そうした個別の事情にも極力配

慮しながら入所選考を行っていますが、一部の

施設に希望が集中するなどもあり、全ての希望

にはやむを得ず応えられていません。 

 待機児童がゼロとなった令和３年４月以降に

おいても、まだ未入所の児童がいる６市町では、

施設整備や認定こども園への移行などで１７９

人分の受皿を新たに拡大して、引き続きその解

消に努めています。 

 一方、同じ市内であっても周辺地域では利用

児童が減少していることもあって、逆に定員を

削減する施設もあり、地域全体の定員管理が求

められている状況です。 

 今後も子育て世帯の保育ニーズに応えられる

よう、実施主体である市町村の取組を県も支援

していきます。 

木付副議長 福崎智幸君。 

福崎議員 ありがとうございます。 

 続いて、保育士の処遇の改善について伺いま

す。 

 そもそも保育士不足のため受入れできない保

育所が増えているのではないかと心配していま

す。保育士が確保できれば児童の受入れもでき

ることになり、未入所児童の解消にもつながる

可能性があると思います。 

 しかし、保育士の求人倍率は２を超えていな

がら、なかなか充足されない状況が続いていま

す。保育士確保の大きな障壁としては様々なも

のが考えられますが、一番は給与の問題である

と私は思います。保育士は、幼稚園教諭、看護

師などの職種と比較しても給与が非常に低い。

近年、保育士は子どもたちの命を守る大事な仕

事であり、国家資格を必要とする専門性の高い

職種であることから、その重要性が見直され、

給与の見直しが行われてはいますが、まだまだ

十分ではないと私は思います。施設の規模など

によっては給与改善の対象にならない方もいる

と聞いています。 

 また、国からの給付は施設に配分されるので、

実際に給与が改善されたかは聞き取り等の確認

を行わなければ分からないものです。給付に対
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する格差や適切に給与に反映されているかチェ

ックする機能を充実させていくことも私は必要

ではないかと思います。 

 こうしたことを踏まえ、県として保育士の給

与の実態についてどのように捉えているのか、

また、処遇改善にどのように取り組んでいくの

か、福祉保健部長の見解を伺います。 

木付副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 昨年、全国で実施された月

額９千円程度の賃金引上げを含め、平成２５年

度以降、累次の改善により保育士の賃金水準は

１８％程度増加してきました。また、経験年数

やキャリアパスに応じた月額最大４万円の加算

制度も現在入っています。 

 昨年の処遇改善については、県からも働きか

けを行い、県内３５８の対象施設のほぼ全てで

実施され、それを市町村が給与台帳等で確実に

賃金引上げに充当されていることを確認してい

ます。 

 この結果、国の調査では、令和４年度の本県

保育士の平均給与は２２万５，７００円となっ

ており、この１０年間で２割程度確実に上昇し

ていますが、全産業平均２９万６，７００円と

比較すると、依然として格差があります。 

 そうした状況を踏まえ、保育士のさらなる処

遇改善の実現については、先月、佐藤知事から

直接、小倉少子化担当大臣に要望、提言を行い

ました。 

 また、国が示すこども未来戦略方針にも保育

士の処遇改善が盛り込まれているので、その動

向にも今後注目していきます。 

木付副議長 福崎智幸君。 

福崎議員 続いて、保育士の働く環境について

伺います。 

 保育士確保の大きな障壁の二つ目は、働く環

境にあると私は思います。保育士の仕事は、子

どもに直接関わり、その発達をサポートしたり

促したりする以外にも、書類の作成や会議への

参加、保育に関するリスト管理など多岐にわた

ります。自宅に持ち帰っての作業となることも

あると聞いています。 

 また、休みが取りにくい、希望する時間に働

けないことも私は問題だと思います。多様化す

る働き方に合わせた遅い時間、土日や祝日も子

どもを受け入れている保育所が増えてきており、

その分、保育士の労働時間も大幅に変動してい

ると思います。必ず希望の日程に休みが取れる

わけではなく、土日祝日の出勤、夜間の勤務は

当たり前になりつつあるのではないかと私は危

惧しています。また、保育士が不足している保

育所では長期休暇も取れない状況です。休みが

取りにくく、労働時間が長い、遅いと家庭との

両立が難しいため、保育士を辞めてしまうこと

にもつながっているのではないかと私は思いま

す。 

 加えて、保育士間や保護者間との人間関係に

不安があるという問題もあります。保育士同士、

保護者間との人間関係が不安、又はそれが原因

で保育士を辞めてしまうこと、また、男性の保

育士はまだ数が少なく、女性が多い職場で働き

づらいと感じることも多いと聞いています。 

 これだけに限らず、施設それぞれに様々な問

題を抱えていると思いますが、地道でも一つ一

つ改善していかなければならない課題であると

私は思います。 

 こうしたことを踏まえ、県として保育士の働

く環境についてどのように捉えているのか、ま

た、これまでにどのような取組を行ってきたの

か、さらに、国の施策に加え、県独自の新たな

対策を考えていないのか、福祉保健部長の見解

を伺います。 

木付副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 保育士は日々の業務が多く、

休みが取りづらいなどの身体的負担や、子ども

たちの命を預かる責任の重さなど心理的な負担

も大きく、働き方改革が特に必要な職種の一つ

であると認識しています。 

 このため県では、他県に先駆けて保育現場の

働き方改革にこれまで取り組んできました。モ

デルとなる施設、保育所をこれまで１４か所認

定しており、例えば、子どもから離れて休憩で

きる時間や場所の確保や、書類の簡素化などを

支援しており、こうした優良事例を他の施設に

も横展開しています。 
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 また、例えば、お昼寝中の子どもの呼吸やう

つぶせ寝がチェックできるシステムなど、国の

助成対象にはなっていないものをＩＣＴの導入

に対して県独自の助成を行っており、これを１

３の施設に活用いただいています。 

 さらに、保育士が保育業務に専念できるよう、

保育補助者の配置を促進しており、昨年度は全

県で５１人いたのですが、今年度はこれを８３

人と大幅増としました。 

 こうした施策を通じて、県の直近の保育士の

離職率を見ると、大分県は８．９％ということ

で、全国平均よりも低い水準で推移しており、

何とか九州で２番目に低く抑えられています。 

 なお、かねてより国に要望していた保育士配

置基準の改善がこども未来戦略方針に盛り込ま

れており、今後、保育士の負担軽減と働く環境

改善につながるものと期待しています。 

木付副議長 福崎智幸君。 

福崎議員 大分県として様々な取組をしていた

だいているということ、また、県独自での対策

も打っていただいているということで、さらに

一生懸命努力していただきたいなと思っていま

す。 

 実際には市が保育所を管轄、指導しています。

管轄している市町村に現場の声や預けている保

護者の声が届いていない部分もあるのではない

かと私は感じています。課題は現場にあるので、

県としても市町村任せではなく、保育所の実態

把握のため、市町村と連携を図る中で、現場に

出向いていただき、直接現場の声や実態を見て

いただくように強く要望します。 

 保育士が楽しく働けることが子どもたちの安

全・安心な保育へとつながり、保護者が安心し

て働ける環境に私はつながるものと思っていま

す。そのためにも国、市町村としっかり協議、

連携を図ることが大切だと私は考えていますが、

福祉保健部長としてどのようにお考えでしょう

か。 

木付副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 今いくつか指摘いただきま

した。 

 まず、市町村との関係ですが、これは平素か

ら我々事務のやり取りとかいろんな事業の相談、

こういったものでしょっちゅう１８市町村の担

当者とはやり取りをしていますし、年に数回は

担当者会議で１か所に集まっていただいて、対

面式でいろいろ情報交換する中で、いろいろ地

域の実情を聞く中で、市町村は何ができるか、

あるいは県は何を応援すればいいのかという、

お互いの知恵を出し合う関係は既にできている

のかなと思っています。 

 それから、国についてです。さきほども答弁

で言ったように、直接我々が出向くと、知事に

も精力的に行っていただくということですし、

あとは全国知事会や九州地方知事会、こういっ

た他県との足並みをそろえて要求しているとい

うことで、いくつか国の施策にも実現につなが

ったものもかなりあります。 

 それから、何よりも現場の声ということです

が、私も含めて担当職員には、県内はかなり広

いのですが、空いている時間はすぐに現場に行

っていろいろ話を聞こうということで進めてい

ます。解決すべき課題をできるだけ政策に反映

させていきたいと心がけています。 

 たまたま幼児保育教育団体からの要望を受け、

物価高騰支援の県の補正予算も今回提案してい

ます。 

 いずれにしても、保育所にとっては、今、議

員言われた、子どもたちの笑顔に囲まれて楽し

く仕事ができる職場であっていただきたいと思

います。いろんな方との連携協力を我々もしっ

かりと密にしながら、保育士さんたちの頑張り

に何とか応えられるように進めていきたいなと

思っています。 

木付副議長 福崎智幸君。 

福崎議員 心強い言葉をいただき、また、知事

も国にしっかりと要請したということなので、

本当にありがとうございます。 

 本当に保護者が安心して働ける、子どもたち

が安全に安心に見守られてすくすく育っていく

ことを私も願っています。４人の孫を持つじい

じですが、その孫がしっかりと健やかに育って

いくことを願いつつ、私も一生懸命頑張りたい

と思っているので、そのことをお誓い申し上げ、
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私の質問を終わります。御清聴ありがとうござ

いました。（拍手） 

木付副議長 以上で福崎智幸君の質問及び答弁

は終わりました。阿部長夫君。 

  〔阿部（長）議員登壇〕（拍手） 

阿部（長）議員 皆さんおはようございます。

１１番、自由民主党、阿部長夫です。さきの４

月の県議選において大変に厳しい戦いでしたが、

市民の皆さんの大変多くの支援をいただき、２

期目の当選をしました。本当にありがとうござ

います。これからは杵築市選出の県議会議員と

して杵築市の発展のために、そしてまた、大分

県の発展のために、新しく知事になられた佐藤

知事と、そしてまた、執行部の皆さん方と一緒

に県議会議員としての職責を全うしていきたい

と思っています。どうかよろしくお願いします。 

 また、今日このような質問の機会をいただい

た先輩、同僚議員の皆様方には心から感謝、お

礼を申し上げます。 

 また、傍聴にはいつものメンバーと、そして

また、小学校からの、幼稚園からの同級生、中

学校からの同級生、男女７人、傍聴に来ていた

だいています。同級生の皆さんにはいつも応援

していただいています。今日もしっかりと頑張

っていきます。応援をよろしくお願いします。

（拍手） 

 それでは、質問に入ります。 

 全国豊かな海づくり大会を契機とした漁船漁

業の振興について伺います。 

 本県は、日本三大干潟の一つである豊前海、

外洋と内海の水が混合する豊後灘、別府湾、リ

アス式海岸の豊後水道と変化に富んだ豊かな海

岸環境を有しています。こうした自然環境によ

り、関あじ、関さばをはじめ、タチウオやサワ

ラ、ガザミなど、地域ごとに特徴のある水産資

源に恵まれていました。昭和５６年には第１回

の全国豊かな海づくり大会を開催するなど、本

県は漁船漁業における高いポテンシャルを有し

ていると考えていましたが、現状は非常に厳し

い状況です。 

 産出額は、同じ漁業でも養殖業については緩

やかに増加傾向が続いているものの、漁船漁業

については減少の一途をたどっています。また、

経営体数は漁業全体の９４％を占めている一方

で、産出額は２５％にとどまるなど、漁船漁業

に携わる漁業者は大変な苦境にあり、漁業者数

は減少し、高齢化も進行しています。さらに、

近年の燃油価格高騰等がこの苦境に拍車をかけ

ています。 

 漁船漁業が苦境にある要因は様々なものが考

えられますが、適切な資源管理を行い、水産資

源を維持できていれば、防止、緩和できたと考

えられるものが多くあると言われています。 

 こうした中、国においては、平成３０年に改

正した漁業法において、水産資源の回復に向け、

これまでの漁獲能力の管理を主体とする規制を

見直し、数量の管理を基本とする資源管理制度

を創設しました。本県においても、これまで資

源管理に取り組む漁業者が行う稚魚の放流につ

いて県による上乗せを行うとともに、国東の県

漁業公社種苗生産施設の建て替えにも着手して

います。６月に我々農林水産委員会で視察に行

ってきました。新しい水槽にはカレイの稚魚が

育てられていました。今年度中には全て完成の

予定ということです。順次、種苗生産が開始さ

れると伺っています。こうした県のこれまでの

取組は評価していますが、漁船漁業の現状を考

えると、より一層の取組が必要だと言わざるを

得ません。 

 私はこれまでの議会でも、漁船漁業の成長産

業化等について質問してきました。今回、新た

に佐藤知事が就任され、来年の令和６年には本

県２度目の全国豊かな海づくり大会が開催され

ます。海づくり大会は、水産資源の保護・管理

と、海や湖沼、河川の環境保全の大切さを広く

国民に訴えるとともに、つくり育てる漁業の推

進を通じて、明日の我が国漁業の振興と発展を

図ることを目的として開催されるものです。苦

境にある本県の漁船漁業が未来を切り開けるか

は、海づくり大会の成功はもとより、大会を契

機として漁業者と共に効率的な資源管理や販売

力の向上など、未来に展望を描ける新たな枠組

みをつくれるかどうかにかかっていると思いま

す。 
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 この千載一遇の機会をいかして、どのように

漁船漁業の振興に取り組んでいくのか、知事の

考えを伺います。 

 続いて、果樹産地の振興についてです。 

 本県農業は、経営体数は右肩下がりで減少、

産出額も伸び悩んでいる状況にあり、令和３年

３月に関係団体が大分県農業非常事態宣言を発

出するに至りました。この宣言には我々も大変

心配しましたが、県や関係団体が設立した大分

県農業総合戦略会議において、これまでの農協

の事業や県の施策も省みて、とりわけ取組の実

効性の観点から、資源の集中投資や関係団体の

役割分担・責任の明確化に係る議論を積極的に

進められ、令和３年１０月には農業システム再

生に向けた行動宣言が策定されました。 

 この宣言の中心は園芸・畜産の拡大であり、

園芸では拡大が見込まれ、大分の顔となり得る

短期集中県域支援４品目、ねぎ、ピーマン、高

糖度かんしょ、ベリーツの振興に向け、あらゆ

るボトルネックの解消に向けた取組が進められ

ています。 

 初年度となる令和４年度においては、４品目

全てで生産面積の拡大目標を達成し、杵築のベ

リーツパッケージセンターなど拠点施設の整備

も進むなど、着実に成果が上がっているとのこ

とであり、関係者の皆様の努力に深く敬意を表

します。 

 今後もマーケットを捉えて集中的に産地の拡

大を図り、農家所得を向上させるという、振興

の基本でありながら、なかなか実現できなかっ

たこの方向性がぶれることなく継続されること

を切に望みます。 

 こうした中、本県農業の反転攻勢をさらに確

実なものとするためには、こうした短期集中県

域支援４品目のノウハウをいかし、機を逃さず

全体の底上げを図る必要があると思います。 

 私の地元である杵築市では、高い品質を誇る

ハウスみかんをはじめ、近年ではキウイフルー

ツなど、果樹の生産が盛んです。ブランドいち

ごやブドウのイメージを一新したシャインマス

カットなど、現在、国内フルーツ市場は活況を

呈しており、地元生産者の意欲も非常に高く、

今正に拡大の好機を迎えています。 

 本県で果樹といえば、かぼす、みかんのイメ

ージですが、近年はキウイやレモンなどを生産

する参入企業も増えていると聞きます。一方で、

果樹は野菜のように１年で収穫し利益を確保で

きる品目ではなく、桃栗三年柿八年と言われる

ように成長するまでの未収入期間が長いことか

ら、その振興には常にマーケットの先を読んで

先手先手を打っていく必要がある品目だと考え

ています。 

 こうしたことを踏まえ、今後の本県農業全体

の底上げに向け、果樹産地の振興にどのように

取り組んでいかれるのか、農林水産部長に伺い

ます。 

 続いて、畜産飼料価格の高騰対策についてで

す。 

 最近の急激な円安や旺盛な海外の穀物需要、

ロシアのウクライナ侵攻等により、畜産農家に

とっての死活問題である飼料価格は急激な高騰、

高止まりの状況にあります。 

 飼料は大きく分けて、穀物など栄養価の高い

濃厚飼料と、牧草など栄養価より繊維質が多く

含まれる粗飼料の２種類があります。このうち

濃厚飼料は畜種を問わず幅広い畜産農家が利用

しており、国やメーカー、畜産農家の積立金等

で運営する配合飼料価格安定制度による価格差

補填がこれまで実施されてきましたが、補填金

の発動がたび重なったことから補填財源が枯渇

する状況となりました。 

 これに対して、国が補填金財源の拡充支援を

実施し、さらには基金制度では対応できない部

分に対しては追加支援を実施するなどの対策を

実施してきています。しかし、ここ２年間での

大幅な値上げにより、こうした国による支援が

あってもなお、畜産農家の実質的な負担額は大

きく増加しているのが現状です。 

 また、牧草などの粗飼料については、特に酪

農家において、生乳の品質安定や規模拡大など

のために大部分を輸入に頼っています。輸入粗

飼料についても、ここ数年の間で価格は大幅に

上昇し、特に令和３年度から４年度にかけての

急激な値上がりにより、これまでにない高価格
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となっています。 

 酪農家はこれまでも、乳業メーカーとの交渉

により、昨年１１月には飲料向け、今年４月に

は加工乳向けの値上げが実施され、価格転嫁の

努力をしていますが、乳製品の在庫過多の状況

等から、値上げ額はコスト上昇分の半分程度に

とどまっています。また、国による粗飼料価格

高騰分への助成も実施されていますが、飼料だ

けではなく、燃油や資材等の価格も高騰する中、

酪農家など畜産農家の経営は大変厳しい状況に

あります。 

 こうした中、県では昨年度の６月補正におい

て、配合飼料価格安定制度の生産者積立金の一

部助成や粗飼料の自給体制構築への支援、９月

補正では、輸入粗飼料価格の上昇分の一部助成

等を実施してきました。こうした支援により、

畜産農家は何とか命脈を保っているという状況

にありますが、飼料価格の値下がりが見通せな

い中で、畜産農家の存続には、なおも予断の許

さない状況が続いています。 

 そこで、畜産農家の経営安定化に向けた畜産

飼料価格の高騰対策にどのように取り組んでい

くのか、農林水産部長に伺います。 

 あとは対面席でお願いします。 

  〔阿部（長）議員、対面演壇横の待機席へ

移動〕 

木付副議長 ただいまの阿部長夫君の質問に対

する答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 阿部議員の全国豊かな海づくり大会

を契機とした漁船漁業の振興についての質問に

お答えします。 

 本県では、北の豊前海から南の豊後水道まで、

各地で多様な漁船漁業が営まれており、多くの

漁業者が日々の生産活動を通じ、地域に元気を

もたらしています。本県漁業の振興には、この

先も漁業者が地域でやりがいを持って漁業に従

事できる環境を整えていくことが大切です。 

 折しも来年は４月からデスティネーションキ

ャンペーンに始まり、秋には全国豊かな海づく

り大会が開催されます。これらを絶好のチャン

スと捉え、生産と販売両面での課題解決に向け

た二つの取組を強化していきます。 

 まず、生産面では、水産資源の回復に向けた

取組を見直し、新たな対策を導入します。これ

までも魚介類の稚魚が育つ藻場などの造成や種

苗放流に加え、漁業者による漁獲サイズの制限

などの措置を講じ、資源の回復に努めてきまし

た。 

 今後は、さらに放流効果の高い増植モデルの

構築に取り組みます。本年度から、漁業者とも

協議し、これまでの調査研究で得られた知見を

踏まえ、より広域的な海域ごとに魚種や集中的

に放流する拠点を定めます。また、その周辺海

域では、放流した種苗が育ちやすいように増殖

礁の設置や海底の耕うんをあわせて実施します。 

 来年度には、種苗生産能力が１．２倍に向上

する国東の漁業公社を活用し、種苗を拠点に集

中放流するとともに、漁業者による放流種苗の

保護といった資源管理措置を強化することで、

資源のさらなる回復を図ります。 

 次に、販売対策では、県内外への販路拡大を

これまで以上に強化します。杵築市の県漁協の

加工施設において漁獲されたハモを骨切り加工

しており、関東を中心に引き合いが強く、県外

への出荷量が年々増加しています。 

 今後は他の魚種も含め、関東圏を中心に、こ

れまで認定したおおいたの魚パートナーシップ

量販店・飲食店での販売促進に加え、関西など

他地域でも商社等と連携し、一層の販路開拓に

取り組んでいきます。 

 また、県内では、毎月第４金曜日のおおいた

県産魚の日に協賛する量販店数を拡大するとと

もに、簡易調理レシピを動画やＳＮＳで発信し

ていきます。 

 さらに、全国豊かな海づくり大会等で来県す

る方々に向け、飲食店や旅館で提供する新たな

メニュー開発も行うなど、様々な機会を捉え、

県内外に情報を発信することで、県産水産物の

消費拡大を図っていきます。 

 全国豊かな海づくり大会を本県漁船漁業の継

続的発展の契機とし、次世代へ豊かな海をつな

いでいけるよう、漁業者の皆様と共にこれらの

取組を着実に進めていきます。 



第２回 大分県議会定例会会議録 第５号 

- 120 - 

 その他の質問ついては担当部局長から答弁し

ます。 

木付副議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 私から２点お答えします。 

 まず、果樹産地の振興についてです。 

 県では園芸産地の育成に向けて、マーケット

ニーズの高い短期集中県域支援４品目を主軸に、

拡大を目指す産地の取組をＪＡ、市町と一体と

なって強力に後押ししています。 

 そうした中、近年、果樹の国内需要が大幅に

高まっており、県内各地でキウイフルーツやか

ぼす、ハウスみかんなど、企業参入や若手生産

者などの新たな担い手による新植要望が寄せら

れています。その面積は約３００ヘクタールに

上っています。 

 未収益期間の長い果樹は、先手先手の対応が

求められ、参入企業は早期の事業開始を必要と

しますが、大規模な農地集積には地元の理解に

時間を要するなどの課題もあります。 

 そこで、集積に向けた専属チームの設置や、

地権者と現耕作者に対する集積協力金の交付な

ど、農地の確保体制を整えていきます。 

 また、果樹は永年性作物であることから、事

前の園地適性調査をしっかり行い、あわせて地

元理解も得られるよう、早期に営農実体が可視

化できるスモールスタートに向けた圃場の整備

を支援していきます。 

 次の一手として、このような新たな担い手を

確実に取り込むことで、産地拡大を図り、さら

なる果樹の振興に取り組んでいきます。 

 次に、畜産飼料価格の高騰対策についてお答

えします。 

 国際情勢の変化などにより輸入飼料価格が高

止まりしており、短期間での改善が見通せない

中、安定的な畜産経営の確立には、輸入飼料に

過度に依存しない経営への転換が急務です。 

 このため、濃厚飼料対策として、昨年度から

実施している配合飼料基金への生産者積立金の

一部助成を継続します。また、濃厚飼料の代替

となる飼料用米の利用拡大に向けて耕種農家と

広域マッチングする協議会の設置と保管施設の

整備についても支援します。 

 一方で、輸入粗飼料価格も高騰しており、特

に輸入依存度が高い酪農経営はセーフティネッ

トがなく厳しい状況が続いています。 

 このため、自給飼料への転換に取り組む生産

者には、昨年度、耕種農家と連携した牧草等の

生産拡大を支援するとともに、輸入粗飼料価格

の上昇額の一部を助成しました。 

 こうした取組により飼料生産は拡大しつつあ

るものの、転換には期間を要するため、今回の

補正予算においても輸入粗飼料価格の上昇額の

一部を助成することとしています。 

 今後とも国産飼料への転換を着実に進め、国

際情勢の影響を受けにくい畜産経営の確立に努

めていきます。 

木付副議長 阿部長夫君。 

阿部（長）議員 知事ありがとうございました。

海づくり大会を契機として漁業に力を入れてい

ただくということですが、二つの大きな資源の

回復、そしてまた、販路を拡大するという答弁

をいただきましたが、私も６月に常任委員会で

種苗センターに行ってきました。国東の漁業公

社。大変立派な設備が今完成しようとしていま

すが、そこに新たにキジハタを新しい魚種とし

て放流事業にひとつ組み入れようという話もさ

れていました。知事の言われる、いろんな海域

でのそこに合った魚をこれから育てていくとい

う、資源を育てる、このことがこれからは漁船

漁業を営む皆さんにとっては非常に大事なこと

ではないかな。今、漁船漁業の皆さんは非常に

苦境に立っています。燃料が非常に高い。そし

てまた、漁に出ても魚が取れない、安い。こう

いったことで非常に後継者が育たない状況にあ

る中、この豊かな海づくり大会を契機として、

ただのお祭りだけではなくて、種苗センターを

中心とした育てる漁業を漁業者の皆さんに理解

してもらって、もう少し漁業を頑張ってみよう、

後継者を育ててみようというような漁業者が育

つように、県の指導、協力、支援をお願いしま

す。この海づくり大会は大変期待していますし、

楽しみにしているので、どうかよろしくお願い

します。 

 また、果樹産地において、部長の答弁をいた
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だきました。ありがとうございます。農業参入

の希望が３００ヘクタールもあるようですが、

杵築市でも今進めているのはキウイ団地ですね。

そういうのがあるようですが、そのほかどうい

った品種、また、どういったエリアでそのよう

な希望があるのか、もし答えられる、可能であ

れば、そこら辺を答えていただけるとありがた

いと思います。 

木付副議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 まず、豊かな海づくり大会

ですが、第１回目の大会を契機として、種苗の

上乗せ放流とか、漁業者による禁漁期を設けて、

資源の維持管理をきちんとやるということの一

手は、そのときが基となったと思います。 

 今回、第２回目の大会なので、やはり第２回

目の大会を基として、さきほど知事が言ったよ

うな、さらなる資源管理の方法とかを漁業者の

皆様と丁寧に議論を重ねていきたいと思ってい

るので、よろしくお願いします。 

 それから、果樹の分で、どういった地域で品

目のニーズがあるか、そしてまた、どういった

果樹の意向があるかということですが、参入意

向が高まっている要因としては、近年、果樹を

取り巻く環境が高品質化とか安全・安心を求め

るということで、国産回帰により市場が拡大し

ていると。だから、販売先が確保されている。

だから、皆さんでいろんなことの果樹に対する

要望があるということで、全体としては３００

あるということですが、地域的なニーズとして

は、最低気温が高くて、霜が降りなくて、日照

時間が長い県南地域では、レモンを植えたいと

いうニーズが高いです。そのほかの地域につい

ては、気候条件等にかかわらず、キウイフルー

ツ、それから、かぼすの新植の要望が高い状況

になっています。 

木付副議長 阿部長夫君。 

阿部（長）議員 部長ありがとうございます。

本当に海づくり大会は皆さん期待していますし、

漁業者もこれを契機にという形で、農林水産委

員会で香々地にも行ってきました。岬ガザミの

養殖を、香々地の漁協のガザミ養殖部会という

のがあって、そこの人たちは目の色がちょっと

違って、やる気があるなという感じがしました。

新規就業者も県外から２人ぐらい来ていて、も

うからない漁業だけどやるという形で新たな担

い手もできているようですし、本当に育てる漁

業、資源を大事にする漁業をしっかりと育てて

いただきたいと思います。 

 また、企業参入ですが、担い手が少ない中で、

しっかりとした企業が来ていただいて、大分県

の農業を守って、また、広めていただくことは

大事なことであろうと思いますが、ただ失敗例

もないわけではないと。私の地元でも、空いた

ハウスに入った人がきちっとしたことができな

くて撤退を余儀なくされた、それは企業の方で

すが、余儀なくされたということもあるので、

しっかりとした企業に参入していただく、これ

が大事かな。 

 それとあと、最後の畜産、酪農の飼料高騰対

策ですが、これは特に酪農家は非常に厳しい状

況にある、これまでにない厳しさであると言わ

れていました。乳価がキロ１１０円、経費がそ

れに１００円かかる、機械代は別にして、乳価

を１１０円にしたときに経費は１００円かかる、

丸赤の状態のようです。さきほど部長が耕種連

携で飼料用米を作ってもらったりするというこ

とも言われていましたが、畜産農家、酪農家の

堆肥を田んぼに運んでいったのはいいが、それ

をどうやってまくのですか。堆肥をまく機械は

５００万円から６００万円するそうです。こう

いったことをそろえながら耕畜連携を進めてい

くのであれば、それが進むかもしれません。た

だ、耕畜連携といっても、機械を買う力がない、

補助金はあっても、５割しか補助金が出なかっ

た場合には、畜産農家、酪農家も新たな機械導

入の意欲はないのが現状のようです。 

 ですから、ここら辺をしっかりと捉えていた

だいて、どういったところにどういった補助を

出せばいいかをしっかりと見極めていただいて、

畜産、酪農、杵築市も酪農は非常に盛んです。

みんな若い人がついて親元で頑張っています。

こういった頑張る酪農家、畜産農家をしっかり

と応援していきたいと思いますし、県もしっか

りと応援していただきたいと思います。よろし
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くお願いします。 

 次の質問に移ります。 

 道路ネットワークの整備について伺います。 

 佐藤知事は、安心元気・未来創造を旗印に、

誰もが安心して住み続けたい、誰もが訪れたい

大分県をつくり上げるという政策を掲げられて

います。私はその実現に必要な施策の一つとし

て、誰もが利用する道路ネットワークの充実、

強化が重要であると考えています。 

 まず、広域的な交通を担う高規格道路につい

てですが、縦軸となる東九州自動車道は、北九

州から宮崎間の開通により、本県の企業誘致、

観光産業の振興など、沿線地域を中心に各方面

で多くの効果を生んでいるものの、暫定的に２

車線で供用された区間が残されています。移動

の利便性を高めるためにも、４車線化の推進が

急務であると考えます。 

 また、横軸に当たる中九州横断道路について

は、沿線の熊本県菊陽町で台湾半導体大手ＴＳ

ＭＣの製造工場建設が進んでおり、その経済波

及効果を本県に呼び込む上でも、一層の整備推

進が必要です。加えて、県内で唯一の未事業化

区間である大分－犬飼間についても、事業化に

向けた手続を加速する必要があるのではないで

しょうか。 

 さらに、もう一つの横軸となる中津日田道路

については、田口インターチェンジから青の洞

門・羅漢寺インターチェンジ間が今年度に開通

予定ということで、沿線の皆様の期待も高まっ

ています。一日も早い開通をお願いする一方で、

事業中の区間も２０キロメートル以上残ってい

るので、これまで以上に整備のスピードを上げ

ていただきたいと思います。 

 これらの高規格道路とともに、生活に密着し

た国道や県道についても、安全で快適に通行で

きるように、着実な整備が必要です。 

 中でも、交通安全対策は喫緊の課題と考えて

います。令和３年６月に千葉県八街市で５人の

児童が死傷された痛ましい事故から２年が経ち

ました。このような悲劇を二度と繰り返さない

ために、急ぎ対策を進めなければなりません。 

 加えて、県が管理している橋梁とトンネルは、

完成後５０年を超えるものが２０３０年代には

半数を占めます。万が一、橋やトンネルが通れ

なくなった場合は地域住民の生活に大きな影響

が生じるので、老朽化対策も待ったなしの状況

です。 

 さらに、毎日のように発生している交通渋滞

についても、地域からの切実な声として多くの

要望を伺っています。この問題は県だけで解決

できるものではないので、国や市町村と連携を

図り、効率的に対策を進める必要があります。 

 このように、様々な課題を抱え、いまだ整備

途上である本県の道路ネットワークについて、

今後の整備をどのように進めていくのか、知事

の見解を伺います。 

 続いて、河川の治水対策についてです。 

 近年、全国各地で数十年から数百年に一度と

言われるような激しい雨が毎年のように降り、

甚大な浸水被害が発生しています。本県でも昨

年９月に台風第１４号が襲来し、由布市を流れ

る花合野川などでは災害からの復旧・復興の最

中、再び被害を受けました。また、先月、６月

３０日、そしてまた、７月１０日の大雨でも甚

大な被害が出ています。２人の尊い命が亡くな

りました。亡くなられた方々の冥福を心からお

祈り申し上げるとともに、罹災された皆さんに

心からのお見舞いを申し上げます。毎年のよう

に頻発化、激甚化する水害から県民の生命、財

産を守り、社会経済活動を支えるためには県土

強靱化の取組が重要です。 

 日田市の天ヶ瀬温泉街を流れる玖珠川では、

令和２年７月豪雨により氾濫し、多くの旅館や

家屋が被災したが、復旧・復興に向けて河川改

修事業が始まっています。 

 私の地元杵築市を流れる八坂川でも平成９年、

１０年の台風により甚大な浸水被害に遭いまし

たが、河川改修が進んだ近年では大きな被害は

発生していません。しかしながら、上流部には

未改修の区間が残されており、事業完了には時

間がかかります。 

 このように甚大な浸水被害を受けた河川では

優先的に河道拡幅などの河川改修を進めていた

だいています。しかしながら、年々激しさを増
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す豪雨のたびに河川内には上流から運ばれた土

砂が堆積しており、周辺に住む住民は不安にお

びえています。 

 県では、河川内に堆積した土砂や樹木を除去

し、水の流れをスムーズにする河床掘削を実施

しています。対策を行った地域の住民からは、

安心した、今後も定期的に実施してほしいとい

った声が寄せられており、今後も継続的な取組

が必要です。 

 こうしたことを踏まえ、河川の治水対策にど

のように取り組んでいくのか、土木建築部長に

伺います。 

木付副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 道路ネットワークの整備についてお

答えします。 

 地方創生の実現に向けて、まちの魅力を高め、

人と物の流れを活性化させるためには、広域交

通の基盤となる道路ネットワークの整備をしっ

かりと進めることが肝要です。 

 まずは、高規格道路の縦軸である東九州自動

車道の４車線化と、横軸である中九州横断道路

や中津日田道路のミッシングリンク解消に力を

注いでいきます。 

 東九州自動車道の暫定２車線区間については、

時間信頼性、事故防止、代替性の観点から順次

４車線化を進めており、事業実施中の区間の早

期完成と残る優先整備区間の早期事業化を国に

訴えていきます。 

 中九州横断道路は、沿線で半導体の大型工場

の建設が進められており、物流の効率化が期待

される大変重要な路線となっています。現在事

業中である竹田阿蘇道路のさらなる整備の推進

と大分宮河内－犬飼間の早期事業化に向けて、

国に強く要望していきます。 

 中津日田道路については、田口インターチェ

ンジ－青の洞門・羅漢寺インターチェンジ間で

年度内の開通に向けた工事が着々と進められて

おり、一日も早い開通を国に働きかけていきた

いと思います。 

 また、日田山国道路などについても、国の５

か年加速化対策を活用し、着実に整備を推進し

ます。 

 他方、地域の暮らしや産業を支える道路整備

も忘れてはなりません。引き続き通学路におけ

る危険箇所の解消や都市部の慢性的な渋滞など、

様々な課題に取り組んでいくことが重要だと考

えています。 

 まず、交通安全対策については、平成２４年

に京都府亀岡市で発生した小学生等の死傷事故

を契機に、毎年、通学路の合同点検を実施して

危険箇所の解消に努めていますが、今後とも警

察や学校関係者等と連携を密にし、安心して利

用できる道路の環境づくりを推進していきます。 

 また、渋滞対策については、その要因をしっ

かりと分析し、交差点改良などのハード対策や

交通需要マネジメントなどソフト施策の両面か

ら、効果的な対策を講じる必要があります。今

後も国、県、市などで構成する協議会で連携し

ながら、状況に応じた取組を進めていきます。 

 加えて、高度経済成長期に集中して建設され

た橋やトンネルの老朽化対策も重要です。引き

続き維持管理コストの縮減や予算の平準化を図

るため、長寿命化計画に基づき、損傷や劣化が

進行する前に適切な処置を行う予防保全型の維

持管理に努めていきます。 

 今後も安心元気・未来創造の大分県づくりの

礎となる道路ネットワークの充実、強化に全力

で取り組んでいきます。 

木付副議長 三村土木建築部長。 

三村土木建築部長 それでは、河川の治水対策

についてお答えします。 

 県では、これまで豪雨災害等に際し、再度災

害防止に向けた改良復旧事業などにより、迅速

かつ重点的に復旧・復興に取り組んできました。 

 一方、議員御指摘のとおり、河川内に堆積し

た土砂の除去など、河川の状況を見ながら臨機

の対策を取ることも重要だと考えています。 

 このため、平成２０年度に緊急河床掘削事業

を創設しました。その後も多くの要望があるこ

とや、昨今の災害の頻発・激甚化を踏まえ、こ

れまで段階的に増額してきました。 

 加えて、令和元年度からは、当時の防災・減

災、国土強靱化のための３か年緊急対策に伴い

創設された緊急自然災害防止対策事業も積極的
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に活用しています。この事業により、国の補助

対象とならない中小河川における河床掘削や支

障木の伐採などにも取り組んでいます。 

 引き続き地域の声をしっかりと聞きながら、

改良復旧事業と毎年の出水に備えた河床掘削等

の対策を組み合わせ、河川の治水対策を推進し

ていきます。 

木付副議長 阿部長夫君。 

阿部（長）議員 ありがとうございます。道路

ネットワークをしっかりと着実に進めていただ

いているということです。余り時間がないので、

１点だけ土木建築部長に伺います。 

 いろんな高速の４車線化も進められています

が、大分空港道路はまだ橋梁部分が残って、随

分と４車線化は進めていただいたのですが、な

っていないところがあります。これを進めてい

ただきたい。ただ、どうしてもすぐにはできな

いのであれば、今、ワイヤベルトか何かでやっ

ている中央分離の安全対策をしていただかない

と、先日も死亡事故が起きました。これに対し

て見解を伺います。 

木付副議長 三村土木建築部長。 

三村土木建築部長 これまで空港道路の４車線

化は、空港道路約２０キロメートルのうち約７．

４キロメートルで実施しています。低速車が発

生する箇所を中心に４車線化を実施した結果、

交通実態等を分析すると、全線法定速度の７０

キロで走行可能な状態となっている、一定の水

準まで上がってきています。 

 一方、空港道路に関しては、完成後３０年以

上経過しており、今の質問でもあったように、

安全・安心な通行確保のための橋梁の耐震化に

着手しています。現在は、１５ある橋梁のうち

１橋が完成したばかりで、まずはこの耐震化を

急いでいきます。 

 また、中央分離のワイヤロープの提案もあり

ましたが、実はワイヤロープの重大事故の抑止

に対する有効性は我々も認識しており、しかし

ながら、ワイヤロープは小規模な事故でも施設

の復旧作業時に２車線全面通行止めが必要とな

り、交通開放に時間を要するといった課題があ

ります。そのため、導入にあたっては復旧技術

の習得を行うなど、通行止め時間の短縮を図る

維持管理体制をしっかりと構築しておかなけれ

ばなりません。また、新たな安全施設の製品開

発も行われているという情報もあることから、

現時点では中央分離帯のワイヤロープの導入は

少し慎重になっています。 

 なお、死亡事故のあった場所に関しては、当

面の安全対策を図ることとし、ポストコーンや

注意喚起を図る路面標示などを即座に行ってい

ます。今後も状況を見ながら臨機に対応してい

きます。 

木付副議長 阿部長夫君。 

阿部（長）議員 ありがとうございます。ぜひ

よろしくお願いします。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 社会福祉施設等の物価高騰対策についてです。 

 ウクライナ情勢や世界経済の変動等を背景と

した物価高騰は依然として長引いており、社会

福祉施設や医療機関等の経営に対する影響は長

期化しています。 

 本県ではいち早く、昨年の６月補正で、幼児

教育・保育施設や子ども食堂に対して食材費の

高騰分を支援する給食等負担軽減緊急支援関連

事業を、９月補正で、電気代高騰の影響を受け

ている社会福祉施設等の運営継続を支援する社

会福祉施設等物価高騰対策緊急支援事業を措置

していただき、大変感謝しています。この場を

借りてお礼申し上げます。 

 しかしながら、言ったとおり、物価高騰は長

期化しており、現場からはこれ以上の経費節減

には限界があるといった声や、運営費がかさみ、

職員の処遇改善が困難、このままでは人材確保

にも影響が生じかねないといった声が聞かれて

います。 

 そうした中、今回の補正予算において、社会

福祉施設等物価高騰対策緊急支援事業が提案さ

れています。社会福祉施設等の物価高騰対策に

ついて、今回の支援の考え方とその狙いについ

て福祉保健部長に伺います。 

 次に、トラック運送事業における価格転嫁に

ついて伺います。 

 トラック運送事業者は、重要な社会インフラ
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として、県民の命と暮らしを守り、産業経済活

動を支えるために必要なエッセンシャル事業で

あることの使命感を持って、日夜貨物輸送に取

り組んでいます。そのような中、燃料価格は、

産油国による原油供給の不足に加え、ロシアに

よるウクライナ侵攻などにより、近年まれに見

る高値水準になっており、事業存廃の危機に直

面している状況です。 

 トラック運送事業における燃料価格の高騰に

ついては、本来、燃料価格の上昇、下落による

コストの増減分を別建ての運賃として設定する

燃料サーチャージ制度を適用し、荷主への適切

な価格転嫁により採算を取っていくことがある

べき姿です。仮に荷主が値上げを拒否した場合

には、独占禁止法における優越的地位の濫用と

して、法令違反のおそれもあります。燃料サー

チャージ制度については、国土交通省や全日本

トラック協会も荷主へ働きかけるなどの取組を

行っている一方で、荷主との間柄、力関係によ

り、こうした価格転嫁ができにくい風潮がある

こともまた現実です。 

 こうしたことを受け、県は、燃料サーチャー

ジ徴収による価格転嫁の実効性を高めるため、

県トラック協会と二人三脚で課題解決を図るこ

ととしており、昨年度は、燃料高騰を受けた運

賃の見直し状況や荷主の値上げ交渉への対応等

の調査を行ったと聞いています。 

 トラック運送事業については、燃料価格の高

騰に加え、ドライバーの時間外労働時間の上限

規制が開始される物流の２０２４年問題への対

応も大きな課題です。ドライバーの労働環境の

改善という好影響の反面、運送事業者にとって

は、人件費の上昇による利益の圧縮のおそれも

あります。この問題でもやはり鍵となるのは、

いかに荷主に価格を転嫁できるかです。 

 こうしたことを踏まえ、まずは昨年度行った

運賃の見直し状況や荷主の値上げ交渉への対応

等の調査結果について明らかにするとともに、

トラック運送事業における適正な価格転嫁の実

現に向けどのように取り組んでいくのか、企画

振興部長に伺います。 

木付副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 まず、私からは社会福祉施

設等の物価高騰対策についてお答えします。 

 昨今の国際情勢や昨年来の円安傾向などによ

る諸物価の高騰が続き、いまだその収束が見通

せない状況です。 

 社会福祉施設や医療機関などは、介護報酬や

診療報酬などの公的価格が定められており、利

用料等への転嫁も難しいため、物価高騰による

経営の悪化が懸念されます。 

 今回の補正予算案では、保育所、幼稚園、子

ども食堂なども含めた、県内１万を超える施設

に対して、電気代や燃料費、食材費など、幅広

い経費の高騰分として総額約２１億円を計上し

ています。 

 対象施設に極力早く支援を行き渡らせるため

には、申請者の負担軽減と審査・支給事務の迅

速化が極めて重要です。このため、施設種別に

応じて、定員数、あるいは病床数などを基準と

した定額補助方式を今回採用して、手続の簡素

化を図るとともに、電子申請の利用も幅広く呼

びかけることとしています。 

 こうした支援により、社会福祉施設等の運営

の安定化を図り、その利用者への価格転嫁を回

避し、サービス水準の維持につなげていきたい

と考えています。 

木付副議長 山田企画振興部長。 

山田企画振興部長 私からはトラック運送事業

における価格転嫁についてお答えします。 

 県が昨年度行った調査では、荷主の約９割は

価格交渉に応じる考えがある一方で、実際には

運送事業者の約４割しか荷主との価格交渉を行

っていないことが判明しました。 

 また、燃料サーチャージ制度を全ての取引で

適用できている運送事業者は僅か３．６％にす

ぎず、その背景に荷主との商慣行があるのは議

員指摘のとおりです。 

 そのため、まずは荷主対策ということで、荷

主向けセミナーを開催するとともに、本年２月

には経済団体等との価格転嫁円滑化協定を締結

するなど、制度の理解徹底を図りました。 

 一方、運送事業者に対しても、荷主との交渉

を促すため、先月から実施している燃料高騰対
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策としてのエコタイヤ購入補助において、荷主

との交渉記録の提出を申請要件としました。 

 さらに、本年６月には、中小企業の取引適正

化を所管する中小企業庁に対し、燃料サーチャ

ージ制度の早期浸透を要望しました。 

 なお、公正取引委員会おいても、昨年１２月

に独占禁止法に抵触するおそれがある大手１３

社を公表するなど、その取組を強化しています。 

 社会経済活動を支えるトラック運送事業を守

るため、価格転嫁制度の普及定着に向け、あら

ゆる機会を捉えて働きかけを強めていきます。 

木付副議長 阿部長夫君。 

阿部（長）議員 ありがとうございます。社会

福祉施設の助成は２１億円、今回は大変大きい

なと思っています。期待しています。 

 前回も電気代高騰に対して支援していただき

ましたが、前回は若干時間がかかったようです。

９月補正に対して、実際各施設に移ったのは年

明け。今一番厳しいときなので、早くに実行し

ていただきたいと思います。 

 また、トラック運送事業者についても応援を

しっかりしていただいていますが、実際に直接

払い制度はないにしろ、昨年、県下市町村では

やっています。県もそういった気持ちでトラッ

ク事業者に支援するようなことを考えていただ

ければ、他県ではやっているようですから、そ

こら辺もしっかりと検討していただいて、今非

常に厳しい状況のあらゆる産業に対して、県の

支援をいただきたいとお願いして、質問としま

す。ありがとうございました。（拍手） 

木付副議長 以上で阿部長夫君の質問及び答弁

は終わりました。 

 暫時休憩します。 

午前１１時４７分 休憩 

―――――→…←――――― 

午後１時 再開 

元吉議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問及び質疑を続けます。堤栄三君。 

  〔堤議員登壇〕（拍手） 

堤議員 皆さんこんにちは。共産党の議員の堤

です。一般質問の機会をもって、佐藤新県政に

対する様々な課題提起等を行っていきます。 

 ６月３０日からの断続的な線状降水帯によっ

て被害に遭われた方々に御冥福をお祈りすると

同時に、お見舞い申し上げます。 

 県として、早急な復旧対策を講じることをま

ず求め、質問に入ります。 

 今回の大雨によって、死者２人、建物被害が

２７６件、県市町村道や河川など、多くの施設

等で被害が発生し、中津市と日田市で７月８日

から災害救助法が適用されました。早期の適用

は、復旧や民生支援などに非常に大切で不可欠

なものです。両市はこれまでもたびたび災害に

遭い、いまだに痕跡、傷痕が残っている地域も

あります。 

 そこでまず、今回の大雨災害の被害状況はど

うなっているのか。さらに、今回の災害救助法

適用などにより、災害からの復旧や生活、営業

の回復をどう図っていくのでしょうか、答弁を

求めます。 

 以下、対面にて。 

  〔堤議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

元吉議長 ただいまの堤栄三君の質問に対する

答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 堤議員の大雨災害についての質問に

お答えします。 

 今回の大雨では、梅雨前線の南下や線状降水

帯の発生により、九州北部を中心に広い範囲で

記録的な大雨となりました。九州では山国川、

花月川を含む国管理の７河川で氾濫発生情報が

出されるなど、大きな被害が発生しました。 

 県内では１４日現在、人的被害は死者２人、

住家被害は計１３２件、社会インフラでは、高

速道路のほか国県道や市町村道、計１２４件が

全面通行止めとなりました。また、由布市の地

滑りをはじめ、護岸の崩壊や土石流、崖崩れな

ど、各地で多くの被害が報告されています。 

 このうち、日田市では、県道宝珠山日田線で

路肩崩壊や倒木の流出などが発生し、小野地区

と大鶴地区が一時孤立状態となりました。この

ため、速やかに県警、消防等が現地に入り、住

民の安否を確認し、避難所への移送を行うとと

もに、道路の啓開作業を急ピッチで進め、発災
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２日後には孤立を解消しました。 

 現在も避難している方がいますが、県と市の

保健師が避難所を巡回して、被災者一人一人の

健康状態や医療ニーズの把握等に努めています。 

 今後の復旧・復興については、次の２点に力

を入れて進めていきます。 

 まずは、被災者の生活や事業の再建に向けた

支援です。住まいを失った被災者には公営住宅

等をあっせんするとともに、災害被災者住宅再

建支援事業や災害援護資金を活用し、住宅再建

や補修などを後押しします。あわせて、災害義

援金の募集を開始しており、お預かりした義援

金については、日本赤十字社や共同募金会の受

付分とともに、市町村を通じて被災者に配分し

ます。 

 また、中小事業者からの経営・金融相談に対

応する特別相談窓口を開設し、商工団体等とも

連携しながら事業の再建を支援します。 

 次に、社会インフラの早期復旧です。道路や

河川、山林などで多くの被害が出ていることか

ら、市町村と共に速やかな全容把握に努めます。

とりわけ、土砂災害の箇所では、観測機器によ

る監視体制の強化や大型土のうの設置等により、

二次災害の防止を図ります。 

 加えて、被災した河川では、被災原因を調査

した上で、元の状態に戻す原形復旧にとどまら

ず、再度災害防止に向けた改良復旧も検討して

いきます。 

 今後も県民の皆さんが住み慣れた地域で安心

して安全に暮らせるよう、復旧・復興に全力で

取り組んでいきます。 

元吉議長 堤栄三君。 

堤議員 ６月２７日に国によって激甚災害指定

の見込みが出されていますが、本激だとか極激、

いろんな対応によって違ってくるのですが、そ

こら辺は今現状、何かつかんでいるものがあれ

ば示してください。 

 さきほど公営住宅だとか、又は県の住宅再建

支援制度を活用すると。国にも当然、生活再建

支援制度、被災者生活再建支援法に基づいた支

援策があるわけですが、そこら辺の対策、また、

県として国に要請している状況が分かれば、こ

れも含めて少しお答えください。 

元吉議長 岡本防災局長。 

岡本防災局長 まず、激甚の状況ですが、福岡

県、佐賀県、九州各県の状況を見ながら適切に

判断していきたいと思っています。 

 もう一点、被災者の生活再建支援に関してで

すが、被災者生活再建については、国の被災者

生活再建支援制度と県の生活被災者住宅再建支

援事業があります。このうち、今回の大雨に伴

う分については、県の被災者住宅再建支援事業

を適用して、例えば、全壊、半壊、床上浸水等

々に対しては基礎支援金、加算支援金を含めて

適切に対応していきます。 

元吉議長 堤栄三君。 

堤議員 国の被災者生活再建支援法に基づいた

施策については、どういう形になっているのか

が一つ。 

 それと、これは秋田もかなり大雨被害が、日

本全国にわたっていますよね。本激になる可能

性があるということでいいのでしょうか。 

元吉議長 岡本防災局長。 

岡本防災局長 まず、被災者の国の生活再建支

援制度ですが、具体的に言うと、災害救助法の

１号及び２号に該当する被害が発生した市町村

ということで、今回の規模のうち、例えば、国

の場合は１０世帯以上の住宅全壊被害が発生し

た市町村とか、１００世帯以上の住宅全壊被害

が発生した都道府県、こういったことを鑑みる

と、国の制度は今回は適用することができませ

ん。 

 一方、県の分については、大雨等々の警報等

があれば適用できるということで、さきほど言

った全壊、半壊、床上浸水については適用しま

す。 

 今、正に各都道府県が被害状況を把握してい

るところなので、その結果を見て確認します。 

元吉議長 堤栄三君。 

堤議員 早急にそれは確認してください。国の

制度より県の制度は非常に幅が広いから、積極

的に早急に対策が取れるように、ぜひそれは頑

張っていただきたいと思っています。 

 それでは次に、憲法第９条違反の長射程ミサ
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イル保管のための敷戸弾薬庫の建設問題につい

て質問します。 

 岸田政権は、昨年１２月に国の安全保障政策

を根本から転換させる安全保障関連の３文書を、

国会にも諮らず閣議決定し、敵基地攻撃能力の

保有という憲法第９条をじゅうりんする暴挙に

出ました。これらの内容は、アメリカの統合防

空ミサイル防衛に日本が組み込まれ、アメリカ

の指揮の下、先制攻撃能力として相手の基地等

目掛けてミサイルで攻撃するスタンド・オフ・

ミサイルの開発やトマホークの購入など、憲法

第９条が禁止している先制攻撃が行える体制を

作り上げようとするものです。 

 この長射程ミサイルの保管庫が、大分市の陸

上自衛隊大分分屯地に建設されるという計画が

あります。日本共産党大分県委員会として３月

２日に大分県に対し、計画の中止と住民への説

明と情報公開を求める要請を行いました。 

 私もこの問題で敷戸の住民の方々と懇談する

と、ミサイルを枕にして寝るようなもの、そん

なものができるなんて怖い、子どもを育てられ

る環境ではないなど、たくさんの心配する声が

寄せられました。それらの声を受けて、大分敷

戸ミサイル弾薬庫問題を考える市民の会が新た

に設立される予定です。 

 しかし大分県として、今年の第１回定例会で

の猿渡久子議員の質疑に対し、広瀬前知事は、

弾薬庫については量的に変わるだけで、質的に

は変わらないと答弁しています。ロシアのウク

ライナ侵略戦争を見ても、弾薬などの補給元が

攻撃対象になるのは自明です。敷戸地域には大

学や小学校など文教施設が多数あり、１万人以

上の住民が生活しています。憲法第９条に違反

しているという認識はあるのでしょうか。県民

の安全を守るのが県としての責務です。憲法第

９条に違反する敷戸弾薬庫のミサイル保管庫建

設に反対すべきですが、答弁を求めます。 

 また、自衛隊の火薬類貯蔵及び取扱施設設計

基準についての通知では、学校や市街地の家屋

など保護法益の大きい物件から、地上や覆土式、

地中式の保安距離が貯蔵爆薬量４０トン以下で

５５０メートル、それ以上は別式です。国道な

ど第４種保安物件では１７０メートルの距離が

必要となっていますが、今回の長射程ミサイル

の保管についてはこの基準に合致しているので

しょうか。さらに、今年１１月から工事着工と

報道されていますが、県や地元への事前の情報

提供はどのようにされたのでしょうか。あわせ

て答弁を求めます。 

元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 大分分屯地の弾薬庫について答弁し

ます。 

 陸上自衛隊大分分屯地は、昭和３０年に開設

されて以来、厳重な管理の下、自衛隊が使用す

る弾薬類を保管し、これまで大きな事故もなく

安定的に運用されています。 

 こうした中、陸上自衛隊大分分屯地における

火薬庫の新設は、昨年１２月に閣議決定された

国家防衛戦略及び防衛力整備計画に基づくもの

で、自衛隊の継戦能力の維持が目的であると伺

っています。 

 また、国の令和５年度予算において、大分分

屯地の火薬庫２棟の新設経費が計上され、現在、

工事発注の準備が進められているとともに、一

部自治会への説明もあったと聞いています。 

 議員指摘の県民の不安などに対しては、国が

責任を持って、地元に丁寧な説明を行うととも

に、安全対策などに万全を期していただきたい

と考えています。 

 外交・防衛政策については、国の専管事項で

あるため、火薬庫建設が憲法違反かどうかを判

断する立場にはありませんが、国の動きや工事

の進捗などを注視し、県民の不安解消と安全確

保に取り組んでいきます。 

 その他の質問については、担当局長から答弁

します。 

元吉議長 岡本防災局長。 

岡本防災局長 私から弾薬庫に関する情報につ

いてお答えします。 

 自衛隊の火薬庫の設置については、国の責任

において、関係法令に基づき適切に設置するも

のであると承知しています。 

 次に、県への情報提供については、令和５年

２月に九州防衛局から国の次年度予算案で、弾
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薬を保管する火薬庫２棟を大分分屯地に新設す

る計画があるという説明がありました。 

 その後、地元鴛野校区の自治会から大分市を

通じて説明会開催の要望が九州防衛局にあり、

校区内の１５の自治会長に対して、５月に概要

説明が行われたと聞いています。 

元吉議長 堤栄三君。 

堤議員 岡本防災局長、これは他人事ではない

んですね。つまり、敷戸地域に弾薬庫が新たに

できるわけです。県民の安心・安全を考えてい

く以上は、国の法規に基づいているのだから知

らぬ存ぜぬでは通らないでしょう。やはり県と

して、その基準に合致しているかどうかを調べ

るのは当たり前のことでしょう。それをなぜし

ないの。それはしたの。再度質問します。 

元吉議長 岡本防災局長。 

岡本防災局長 火薬庫の設置は通常、知事に許

可権のある火薬類取締法に基づくものですが、

自衛隊が行うものについては、自衛隊法施行令

の読替規定により、経済産業大臣が承認するこ

ととなっています。 

 このため、保安距離などの火薬庫の設置基準

については、火薬類取締法をはじめとする国内

の関係法令に基づき、国が適切に対応すべきも

のと承知しています。 

元吉議長 堤栄三君。 

堤議員 だから、そういう点で、県民の安全・

安心はないがしろにしていいのですかと、経産

省がしているからいいのですかと。そうではな

いでしょうが。そこら辺は県として自覚を持た

ないと、あれだけ大きな弾薬庫を造るわけです

よ。一旦何かあれば非常に大変な状況になるわ

けでしょう。そういうことまで考えた上で、県

として防衛省に確認するなり、経産省に確認す

るなり、それをするのが本来地方自治法に基づ

いた地方自治体としての役割でしょう。 

 地方自治法第１条は何と書いてあるか。住民

の福祉の向上と、自分たちの自主的かつ総合的

に実施する役割を広く担うと規定されているで

はないですか。今の答弁やったら、国の言うこ

とだから全く何もしなくていいですよと、専管

事項だからと。絶対そんなことはやってはいけ

ない、私はそう思いますよ。そういう点では、

国に知事としてもきちっと確認すべきだと思い

ますが、地方自治体の地方自治法に基づいた県

民の安全のために、国に求めるべきと思うが、

再度そこら辺は答弁してください。 

元吉議長 岡本防災局長。 

岡本防災局長 では、最初に私から、令和２年

８月に防衛省が発表された自衛隊の火薬庫の特

別検査についてという報告がありました。 

 これによると、大分分屯地で保安距離が不足

していたのではないかと指摘があった際に、九

州防衛局がそういったところを是正してやった

ということがあります。これは具体的にどうい

うことかというと、最初に自衛隊が保安火薬庫

を設置したときには保安距離が十分取れていた

のですが、その後、住宅等が建設されて一時的

に距離が不足していたので、そのときの具体的

な是正措置としては、火薬の量を減じて是正し

て適切な対応になったということがあるので、

そういったところについては防災局としてもし

っかり把握しています。 

元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 今、岡本局長から答弁したとおり、

必要な情報で確認しておくべきだと考える点に

ついては引き続き確認して、またそれを公表し

ます。 

元吉議長 堤栄三君。 

堤議員 ぜひそれはお願いします。やっぱり情

報不足は、隠蔽の中でやられるのは非常に不安

になるわけです。そういう点では、情報はきち

っと開示する。 

 さきほど量を減じてしたと言うたね。今回、

量が増えるんやろう。そこら辺はどうなるの。

ミサイルを保管して。 

元吉議長 岡本防災局長。 

岡本防災局長 今回、新たに設置する分につい

ては、さきほど私からも言った経済産業省の基

準に基づいて、それに適したもののみにしか認

められないとなっているので、具体的な内容等

については我々が承知する立場にはありません。 

元吉議長 堤栄三君。 

堤議員 保安距離が不足したから若干施設の爆
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薬の量を下げたわけでしょう。今度は今以上に

量が増えるわけですよ。そうなれば、距離基準

に合致しなくなってくるわけでしょう。県とし

てそういうことは全く念頭にないの。 

元吉議長 岡本防災局長。 

岡本防災局長 令和２年の話をさきほどしまし

たが、令和２年時点においては、そのときに保

安距離の部分が一時的に不足していたというこ

とで、火薬の量を減したということですが、今

回新たに設置する分等については、内容等は我

々が承知する立場にはなく、自衛隊が経済産業

省に対して規定に基づくものということなので、

そこで仮に保安距離が足りないのであれば、そ

もそも認められていないと認識しています。 

元吉議長 堤栄三君。 

堤議員 こればかりやるというわけにいかない

が、もっと積極的に県民の安全のための情報を

取っていく、経産省であろうが防衛省であろう

が、正にそれこそが県としての役割だから。 

 さきほど令和２年と、基準そのものは変わっ

ていないわけでしょうが。だから、今回、量も

増えるからね、長射程ですよ。そういうことを

県としてきちっとやる。さきほど知事が情報開

示をやっていくと言っていますから、これは大

事なところです。そういうのは積極的にやるこ

とにしてください。 

 では、次に行きます。 

 インボイス制度の問題です。 

 今年１０月からインボイス制度が始まろうと

しています。私はこれまで議会でこの問題を取

り上げてきましたが、県は複数税率の下で税制

の公平性や透明性を確保し、消費税の適切な課

税を行うために必要なものである、制度の周知

や広報、必要な支援を行っていく、今後とも国

や関係団体と連携しながら、インボイス制度の

円滑な導入に取り組んでいくと答弁しています。 

 しかし、答弁から１年近く経っていますが、

実施日が近づいてくるほどに、怨嗟と不安の声

が広がっているのが実態です。 

 大分県内には約３万３千者余り、全国では４

８８万者の免税事業者がいると推定されていま

すが、全国でもその１割しか登録していないの

が実態です。６月１４日には国会前で、声優や

イラストレーター、ウーバーイーツの配達員な

どのフリーランスらが結集し、インボイス阻止

の声を上げています。大分県内の中小零歳事業

者からも、物価高等の中、課税事業者になれば

消費税の負担が重く、さりとて登録しなければ

取引から除外されるかもしれない、どちらにし

ても商売を続けられなくなるとの声が多数から

聞かれます。全国でも１７１自治体が、今年３

月までに中止、延期の意見書を採択しています。 

 インボイス導入の狙いは、軍事予算の２倍化

などのための消費税増税であり、さらなる複数

税率の引上げによって、軍事予算の捻出を図ろ

うとしているのが実態です。このようなインボ

イス制度は直ちに中止を国に求めるべきと考え

ますが、答弁を求めます。 

元吉議長 井下総務部審議監。 

井下総務部審議監 インボイス制度についてお

答えします。 

 インボイス制度は、売手が買手に対し正確な

適用税率や消費税額等を伝える手段であり、複

数税率の下、税制の公平性や透明性を確保する

ために必要なものです。このため、これまで制

度の周知、広報や必要な支援が行われ、インボ

イスの登録状況は令和５年５月末時点で約３１

６万者であり、そのうち免税事業者は約６６万

者となっています。 

 国においては、インボイス制度への円滑な移

行に向けて、取引環境の整備や支援策の充実に

加え、令和５年度税制改正において、新たな負

担軽減措置等を講じました。また、幅広い事業

者に対する周知リーフレットの送付や登録要否

相談会の実施など、様々な取組を進めています。

県としても、国や関係団体と連携しながら、こ

うした支援策を周知し、今後もインボイス制度

円滑な導入に取り組んでいきます。 

 なお、地方消費税収の一部を除き、消費税収

は法律により全て社会保障財源に充てることと

されています。 

元吉議長 堤栄三君。 

堤議員 端的に一つだけ聞きます。複数税率の

透明性を確保すると。今まで透明性ではなかっ
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たということですね。そこら辺の確認をしまし

ょう。 

元吉議長 井下総務部審議監。 

井下総務部審議監 現行の帳簿方式においては、

売手側に請求書等の交付義務やその写しの保存

義務はありません。買手側は少額取引等の場合

には証拠書類の保存がなくても仕入税額控除が

可能となっています。このため、仮に売手が軽

減税率で申告したものを買手が標準税率で税額

控除したとしても、適用税率や税額を明らかに

する書類が保存されていなければ、事後の確認

が困難な仕組みとなっています。 

 こうしたことから、税制の公平性を確保する

ためには、売手が買手に対し正確な税率や税額

等を伝える手段であるインボイスの導入が必要

であると考えています。 

元吉議長 堤栄三君。 

堤議員 インボイスによって複数税率、今まで

も、結局、帳簿方式であったとしても、消費税

をお客から預かっていなくても、価格の中に消

費税は１０％、８％含まれて出しているわけね。

それを帳簿の中でから正式に計算して出すわけ

だから、今までは何ら問題がないわけですね。

それによって透明性がなくなったということ一

回も聞いたことないし、全くそういうことはな

かったわけね。そういう認識を持つべきと思う

が、それが一つ。 

 再度聞きます。 

 あともう一個、社会保障のためと聞きました。

これは何回も言うが、本当にそうですか。これ

まで消費税が発足して、今年までにいくら消費

税を皆さん納めたと思いますか。その数字だけ

でも大体４６７兆円納めています。 

 しかし、法人税の減税と所得税の減税によっ

ていくら消えたと思いますか。６１３兆円です

よ。社会保障のため使っているのであれば、ど

うして年金が実質的に下がるの。介護保険料が

上がるの。国民健康保険税が上がるの。結局そ

れに使っているものが別のところに行って、そ

れを穴埋めで消費税が来ているだけでしょう。

つまり、法人税の減税と所得税の減税、これは

冷厳なる事実ですからね。そういう認識を考え

ないと、実際は社会保障に使うのは当たり前で

すよ。ただ、それまで使っていたお金が別のと

ころに使っているわけだから。そういうことに

消えていったのが消費税のこの間の実態です。

ですから、こういう認識を持つべきだと思うが、

それについて再度答弁を求めます。 

元吉議長 井下総務部審議監。 

井下総務部審議監 消費税額の引上げによる増

収分については、その全額を社会保障財源に充

てることとされています。幼児教育や保育の無

償化、医療介護保険制度の改革などに活用され

ており、全世代を通じた社会保障の財源につな

がっています。 

元吉議長 堤栄三君。 

堤議員 仕入税額控除の中で、帳面の中でそれ

はちゃんと入っているわけね。それを帳簿の状

況の中でから計算して、お客からもらっていよ

うがもらっていまいが、価格の中に消費税が入

っているわけだから、ちゃんと計算してそれを

納めているわけね。だから、それで透明性は確

保されているわけです。それをされていないと

言うのだから、なぜとなるわけね。実際されて

いないという実態があるのかどうかを再度きち

っと答えてください。 

 それと、社会保障の問題についてさきほど言

っているが、実際に社会保障制度が後退してい

ることは認めるの。この二つ。 

元吉議長 井下総務部審議監。 

井下総務部審議監 インボイス制度に関しては、

複数税率の下、税制の公平性、透明性を確保す

るために必要なものです。現行の帳簿方式に基

づいて、それが十分確保できているという話で

したが、さきほど言ったとおり、売手側が軽減

税率で申告したものについて、買手側が標準税

率で税額控除したとしても、それに関しては事

後において確認できない実態があります。そう

したことから、やはりインボイス制度の導入が

必要であると考えています。 

 また、消費税に関する話がありました。これ

に関しては、全て社会保障の財源に充てるとい

うことが法律上もしっかり明記されています。

そういったことから、消費税については既に結
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論が出ていると考えています。 

元吉議長 堤栄三君。 

堤議員 答弁が難しいのでしょうが、実際の数

字は、国民年金は月額７，７００円から１万６

千円台に上がっているわけね。あと、介護保険

だって一律１割から２割、３割でしょう。国民

健康保険だって金額が上がってきているでしょ

う。 

 これは社会保障ですよね。これは後退ではな

いですか。これは前進と言えるのですか。その

ために消費税は使われたの。使われて下がった

という認識でいいのですか。 

元吉議長 井下総務部審議監。 

井下総務部審議監 消費税については、繰り返

しになりますが、すみません、全て社会保障の

財源に充てると既に明記されていることから、

そういった考え方の下で社会保障の財源として

実際に使われていると承知しています。 

元吉議長 堤栄三君。 

堤議員 答弁はそういうところなのでしょう。

だから、これは今後とも継続してやっていかな

いと、県として中小零細事業者を本当に救済、

そういう立場に立つことは大事ですから、そう

いう立場に立っていくためには、ぜひインボイ

ス制度をもっともっとよく知っていただきたい

と思っています。それは我々も中止を求めてい

くので、次の質問に移ります。 

 交通政策です。 

 豊予海峡ルート構想は１９９８年３月の全国

総合開発計画、２１世紀の国土のグランドデザ

インで策定された四つの国土軸構想の中の一つ

です。 

 この問題について、２０１５年第２回定例会

で私の質問に対して広瀬前知事は、豊予海峡ル

ート構想については、近い将来の実現は困難と

考え、見直しを表明しました。また、豊予海峡

ルート構想を含む太平洋新国土軸構想について

は、夢のために掲げた灯を消すことなく活動を

継続するとも答弁しています。 

 共産党県議団として、これまで国土交通省に

対して豊予海峡ルート構想に対する政府の考え

方を問いただしてきましたが、計画については

特段の変化はないとの回答です。 

 佐藤知事は、６月２１日に豊予海峡ルートに

関する庁内プロジェクトチームを立ち上げ、推

進に突き進んでいると思われます。災害に対し

てはリダンダンシー効果としての役割を強調し

いますが、今後の南海トラフ地震や、愛媛県松

山市から大分県の佐賀関半島に伸びる中央構造

線断層帯や別府万年山断層帯での活断層地震な

ど、大規模災害が発生する危険性があります。

昨年１月のマグニチュード６．６の日向灘沖地

震、２０１６年４月に発生したマグニチュード

７．３の熊本地震における大分県内の被害も甚

大なものがありました。中央構造線断層帯の僅

か５キロから１０キロの位置に豊予海峡ルート

が計画されています。県民の安全を最優先に考

えるのであれば、計画の中止こそ決断するとき

です。 

 また、調査報告書を見ると、当時の事業費の

資産ではトンネルか架橋かによって６，８６０

億円から３兆２，４１０億円もの事業費がかか

ると概算されています。機運醸成のため、費用

便益分析や経済波及効果など様々な指標を推定

し、メリットを強調して推進を図ろうとしてい

ます。しかし、費用負担は国や関係県・市とな

り、結局は住民負担へとなってしまいます。予

算は、将来的なコロナに続く新型感染症対策や

人口減対策、賃金引上げや子育て・教育環境の

整備にこそ使うべきであり、夢のために掲げた

灯のために使うものではありません。計画その

ものを断念すべきと考えますが、答弁を求めま

す。 

 加えて、知事は今回の提案理由説明の中で、

新幹線の整備をめぐり、骨太の方針では基本計

画路線に関する記載がある。東九州新幹線や四

国新幹線の整備計画路線への格上げの機運醸成

を図っていくと結んでいます。骨太方針での記

載は基本計画路線の調査検討を行うとしており、

東九州や四国新幹線に限定したものではありま

せん。基本計画路線は日本中かなりの計画があ

り、費用や人口減少、在来線の問題、ストロー

現象など、多くの課題を解決しなければなりま

せん。その上、豊予海峡ルート構想です。 
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 新幹線や豊予海峡ルート構想などは、大分県

にとってどのような負の課題があるのかを県民

に明らかにすることが議論の前提となります。

その課題をどう県民に説明していくのでしょう

か、あわせて答弁を求めます。 

 そして、豊予海峡ルート構想に予算や人を割

くのではなく、障がい者の皆さんが原告となり

裁判まで起こしてその安全性を問題にしている

ように、駅の無人化こそやめさせ、ＪＲに対し

安全対策として人の配置を求めることなどに予

算や人を割り当てるべきです。さらに輸送密度

によってバスなどへの転換など、鉄道そのもの

を廃線にしてしまいかねない議論がなされよう

としています。一番困っている人たちの声を聞

くよう強く要請することが必要と考えますが、

答弁を求めます。 

元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 豊予海峡ルート構想についてです。 

 私の県政執行方針の一つ、未来創造において、

将来の大分県の発展を支える基幹交通体系とし

て、豊予海峡ルート構想の実現はやはり大変重

要と考えています。 

 言うまでもなく、県政には、人口減少対策や

防災・減災、中小企業対策や観光の振興、農林

水産業の成長産業化など、様々な課題が山積し

ています。これらを解決に導くためにも、東九

州新幹線や中九州横断道路等の広域交通網を整

備し、それらが豊予海峡を通じて四国や関西と

つながることが大変有効と考えています。 

 具体的には、豊予海峡が新幹線や高速道路で

結ばれると、東京、名古屋、大阪等の巨大経済

圏と短時間で結ばれ、商圏が広がることで、県

内の中小企業にも大きなビジネスチャンスが生

まれます。また、九州、四国、中国の一体的な

観光圏が形成され、観光需要の拡大も見込まれ

ます。さらに、物流の効率化が図られることに

より、農産物等の販路が拡大し、農業産出額の

増加にも寄与します。 

 こうして産業が活性化することで、新たな雇

用が生まれ、若者の県内定着や移住の促進によ

る人口増にもつながっていくと考えます。 

 大規模自然災害が頻発する我が国にとり、災

害時のリダンダンシーの確保も大変重要です。

例えば、山陽新幹線や関門海峡ルートが使えな

くなったときでも、四国を経由して九州に人や

救援物資を迅速に運ぶことができます。 

 このように、豊予海峡ルートが整備されるこ

とで様々な可能性が広がり、人々が多様な生き

方、働き方を選択できる豊かな国土の形成が図

られると考えています。 

 他方、指摘の活断層について、市長のときに

大分市で検討したところでは、豊予海峡でのト

ンネルや橋の整備は、他の新幹線や高速道路が

整備されている地域と比較して、危険性が有意

に高いとは認められませんでした。もちろん、

安全の確保に万全を期すことは言うまでもあり

ません。 

 事業費については、今後、事業主体や負担割

合など具体的な検討がなされる中で、地方にも

一定の財政負担が生じることが予想されます。

しかしながら、本事業は、本県のみならず我が

国全体に大きな効果をもたらすものであり、国

家プロジェクトとして進めるべきものです。地

方の負担ができる限り軽減されるよう、国に働

きかけていくべきだと考えています。 

 また、新幹線整備も含め、大規模プロジェク

トを進めていくためには、県民の理解が何より

重要です。新幹線の並行在来線の問題なども含

め、今後、様々な機会を捉えて県民に丁寧に説

明し、意見をいただき、合意形成に努めていき

ます。 

 さらには、関係自治体や経済団体等とも緊密

な連携体制を構築して、一歩ずつ歩みを進めて

いきます。 

 その他の質問については、担当部局長から答

弁します。 

元吉議長 山田企画振興部長。 

山田企画振興部長 私からは駅の無人化につい

てお答えします。 

 県では、ＪＲ九州に対し、駅の無人化に際し

ては、利用者へ丁寧な説明を行い、必要な安全

対策等を講じるよう、これまで再三にわたり働

きかけてきました。 

 その結果、ＪＲ九州は、自治会や障がい者団
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体等を対象に、駅の無人化についての説明会を

開催するとともに、本年５月には、広く県民の

理解を得るため、報道機関向けの現地説明会を

初めて開催しました。 

 さらに、今回の中判田駅等の無人化にあたっ

ては、まずはバリアフリー化を優先するなど、

当初の計画を見直し、その延期につながったも

のと考えています。 

 今後も引き続き利用者の声に耳を傾け、特に

障がい者や高齢者に配慮した安全・安心な輸送

サービスの提供を行うよう、ＪＲ九州に対し要

望、提言を行っていきます。 

 なお、本年１０月に施行される地域公共交通

再編関連法に基づき、今後全国的に、経営が厳

しい地方路線の在り方についての議論が予想さ

れます。国やＪＲ九州には、地域の実情を顧み

ず性急に議論を進めることのないよう要望して

いきます。 

元吉議長 堤栄三君。 

堤議員 豊予海峡ルート構想については、５キ

ロ、１０キロ先、そういうのはどういう形をし

ているのかということで、私、大分市の説明を

一遍受けたことがあります。しかし、さきほど

知事の答弁の中でも、危険性は有意ではないの

だと、気をつけなければいけないということで

す。 

 ただ、考えてみれば、５キロ、１０キロ先で

すから、マグニチュード８とか９になると海底

そのものが動くわけです。そのときに、何らこ

れまでの阪神・淡路大震災のときと比べたとし

ても問題がないのだというのは、余りに短絡的

過ぎるのではないかと本当に思います。こうい

うところが全く議論されていないし、豊予海峡

ルートというのは、さきほど言った巨大な経済

圏をつくっていくのだ、そういうところだけが

一人歩きしているような状況ね。 

 新幹線が通っているいろんな地域へ行くと、

在来線は非常に疲弊してしまっているのが実態

ですよね。新幹線の大きな駅のところは結構に

ぎやかだが、在来線のところはほとんど人がい

なくなって、高齢者、通学路がなくなってしま

ったとか、いろんな問題が出てきているわけで

す。そういうところを県民に何ら──新幹線の

話ね、その問題は県民の中にほとんど知らせな

いまま、知らされていないまま、新幹線があっ

たら経済圏がいいのだということだけを言って

いるような──私、シンポジウムはずっと行っ

ていますからね。そういう状況になっているわ

けですね。それではやっぱりいけない。だから、

そういう点ではきちっと新幹線の場合には問題

点を本当に半分ぐらい使ってでもやるべきと思

います。それについて再度聞きます。 

 豊予海峡についても、さきほど言ったとおり、

活断層との関係で科学的な知見も含めて、どう

いう形でから大丈夫だという、有意性が他に比

べて高くないのだという根拠が一体どこにある

のかと思うが、そこら辺はどうでしょう、再度

聞きます。 

元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 繰り返しになりますが、新幹線の並

行在来線の問題など含めて課題もたくさんある

ので、そういうことについてもしっかりシンポ

ジウム等でもいろんな方から意見をいただき、

また、プロジェクトチームの後に、有識者の方

々に入っていただいた検討会みたいなこともや

る必要があるかなと考えていますが、そういう

ところにおいても課題は何かについてもしっか

りと検討していきたいし、それをまたしっかり

と発信していきたいと考えています。 

 それから、活断層の問題については、大分市

長のときにあった調査においてもしっかりチェ

ックして、その結果として、マグニチュード８

がどれくらいの確率で発生するかも含めて、数

字もあります。議員もシンポジウムに来ていた

だいたので、数字はお持ちかと思いますが、そ

の中にも明記していますし、また、他の今通っ

ている新幹線とか高速道路等と比べたときの比

較もその中にあります。 

 そのような形で、検証してはいますが、確か

に実際に動き出したとき、あるいは動き出す前

に、もう一度しっかりと安全性についての確認

をする必要があると思うので、今の指摘も踏ま

えて、そこまでまず進めていないのが現状です

が、そういう段階になったときにはしっかりと
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安全性の確認も改めてやる必要があると考えて

います。 

元吉議長 堤栄三君。 

堤議員 今の豊予海峡については、太平洋新国

土軸構想の分担金、負担金だけが予算化されて

いますが、これも本当は廃止すればいいが、そ

れ以上に予算化をしないことと、それをするこ

とによって他のところの予算が削減されてしま

えばどうにもならないわけだから、そういう点

は、私とすれば掲げた灯のために予算は使って

ほしくない。現実の目の前の困難なところにお

金を使っていただきたいということは強く言っ

ておきます。 

 次に行きます。 

 マイナンバー制度についてです。 

 来年秋から健康保険証とマイナンバーカード

を一体化し、紙の健康保険証を廃止する方針が

大きな批判と不安を広げています。マイナンバ

ーカードでの受診をめぐっては、カードの読み

取りや顔認証機器の不具合、通信障害、転退職

で変更した加入保険の登録遅れなどで正確な保

険資格が確認できないトラブルが発生しており、

正に命に関わる問題です。 

 全国保険医団体連合会が今年６月１９日に集

計したアンケート結果によると、回答数１万２

６件のうち、システムを運用している医療機関

が８，４３７施設、うちトラブルがあったのが

５，４９３件の６５％、そのトラブルの内容は、

無効・該当資格なしが３，６４０件、６６％、

マイナ保険証の不具合で読み取りができなかっ

たが１，１００件、２０％となっています。そ

の対応として、結局、紙の保険証で資格確認し

たのが４，１１７件、７５％に上っています。

また、資格確認ができず患者へ１０割負担をお

願いしたも１，２９１件あります。大分県でも、

今年４月以降だけで他人の情報へのひも付けが

２件、トラブルがあった時点で医療費などを１

０割負担で患者に請求した事例が１０件ありま

した。政府によるマイナ保険証一体化の強引な

推進は、命に関わる問題であるという自覚が必

要です。 

 このような不具合に対し、厚生労働省は、従

来の保険証も持参するようにと呼び掛けていま

すが、両方持参するくらいなら紙の保険証だけ

でいいではありませんか。さらに、総務大臣が

高齢者等に対しては暗証番号がなくても申請、

交付を認める方針を示すなど、右往左往してい

るのが実態です。だからこそマイナンバー制度

に不信感があるとして、マイナンバーカードそ

のものの自主返納が発行開始から７年間の累計

で約４７万枚、６月だけで約２万枚以上に上り、

大分県でも５５件以上が返納されています。 

 共同通信社の全国世論調査でも、保険証を廃

止するなと延期、撤回が７６．６％となってお

り、岩手県議会では中止を求める意見書が採択

されています。県民の安全のため、紙の保険証

廃止を中止するように国に求めるべきではあり

ませんか、答弁を求めます。 

 そして、デジタル化やマイナンバー制度の本

質は、あらゆるデータを集めビッグデータ化し、

大企業のもうけの対象にするものであり、本人

はどの情報が集められているかということすら

分からない、取り消すことすらできない、ブラ

ックボックス化するものです。その基幹部分で

の誤登録は、制度そのものの致命傷です。この

ような危険性があるという認識は持っているの

でしょうか。中止しかないではありませんか。

答弁を求めます。 

 また、全国知事会とデジタル相との会談で、

マイナンバー総点検の終了時期等の問題につい

て１１月頃でもやむを得ないと言っていますが、

税金や医療など２９項目に及ぶ情報を大分県と

して点検することになります。その人的配置や

ミスに対する監視などのダブルチェックなど、

多岐にわたる体制を構築しなければなりません。

どのように考えているのでしょうか、答弁を求

めます。 

 加えて、個人情報保護委員会が個人情報漏え

いでデジタル庁に立入調査すると報道されてい

ます。大分県に対して、これまで委員会からの

行政指導等はどのようなものがあり、どう対処

してきたのでしょうか、答弁を求めます。 

 以上、４点にわたる答弁を求めます。 

元吉議長 井下総務部審議監。 
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井下総務部審議監 マイナンバー制度に関する

４点についてお答えします。 

 まず、健康保険証を廃止しマイナンバーカー

ドと一体化することについては、過去の診療情

報や薬剤情報に基づく適切な医療の提供などに

つながるものです。このため国は、来年秋の廃

止に向けて、諸課題を解決し、医療現場での円

滑な運用に向けて、対応を進めていくとしてい

ます。 

 次に、マイナンバー制度においては、個人情

報は一元管理せず各行政機関等で分散管理され

ており、本人がマイナポータルでマイナンバー

の利用履歴を確認できるなど、安全性、透明性

に十分配慮された仕組みとなっています。 

 また、国は今般の一連の事案を重く受け止め

て、制度の信頼確保に向けて、マイナンバーに

よる情報連携の総点検に取り組むこととしてい

ます。現在、個別データの総点検が必要なケー

スを整理するため、現状のひも付け方法を確認

しています。いずれにしても、限られた期間で

の対応となるため、必要な体制を構築し、市町

村とも連携してしっかりと対応していきます。 

 最後に、個人情報保護委員会から行政指導を

受けた実績はありません。 

元吉議長 堤栄三君。 

堤議員 誤登録があったよね。マイナポータル

を信用していますか。そのマイナポータルその

ものに、結局、他人の医療情報がひも付けされ

とって、全然関係ない人のものが出てきたとい

うことも出てきたでしょう。国がその安全性を

確保するというふうなことは、つまり第三者的

な立場ではだめなんですよ。つまり大分県民と

して、そういう誤登録によって医療情報が間違

ってしまえば大変なことになってしまうという

認識を持たなければいけないと思います。そう

いう認識こそ持つべきだと思いますが、審議監

の再度の答弁を求めます。 

 それから、さきほど２９項目に及ぶ検査につ

いて、今、国がどういう状況にするか検討して

いるという話がありましたが、大体これは全国

で考えれば数十億のつながりが出てくるわけね、

２９項目だから。今持っているのは国民の半分

ぐらいかな。そうしたときに、全部見ると、そ

れはすごい量になると思うんですよ。県として

何も心配していないのですか、そこら辺はどう

いう形になるのか。情報すらも取っていないの

でしょうか。その２点を聞きます。よろしく。 

元吉議長 井下総務部審議監。 

井下総務部審議監 ２点についてお答えします。 

 まず第１点目、誤登録の関係です。誤登録と

いうことで、このマイナンバー制度自体に関し

て不信感を持っている方がいることは事実であ

ると思っています。こういった制度の信頼確保

に向けて、国、関係機関、県もあわせて取り組

んでいかなければならないと思っています。 

 そのために、総点検に取り組むということで、

現在その総点検が必要なケースを整理するため

の調査を行っています。最終的にその調査結果

を報告する締切りが今月２５日となっているの

で、その時点で集約された情報を基にどのよう

な検査を行っていくのかが明らかになると思っ

ています。 

 ２点目の総点検についての話です。総点検が

必要になった場合については、今年秋までの完

了が報道されています。県としても、その内容

が明らかになった時点で、必要な体制を構築し

て、市町村ともしっかり連携しながら取り組み

たいと思っています。 

 なお、点検作業に係る費用については、国に

対して全国知事会を通じて自治体の負担が生じ

ないように要望しています。 

元吉議長 堤栄三君。 

堤議員 どうもさきほどから聞いていると、さ

きほどの防災局長もそうですが、国がしている

から安心なのだと。ではなくて、地方自治法に

基づいた考え方を基本路線として持たないけな

いわけね。つまり、国と県、自治体は対等です

から、対等な精神でもって、これは県民の声と

してやっぱりおかしいと。さきほど言ったとお

り、６割、７割が現場で問題があったと言って

いるわけでしょう。そういう現実をつかんで、

つかんだのであれば、それに基づいて国に対し

て、こういう問題があるではないかと、これを

どうやって是正するのだということが私は県と
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しての役割だと思うんですよ。それもしないで、

ただ国がひも付けのチェックをする、それが２

５日に来るから、それを待ってやるのだでは、

これは僕は地方自治法、つまり大分県としての

独自性、自立性、これがやっぱり問題になって

くると思うんですよね。私はそういう立場に本

当立つべきだと思うんですよ。知事、そこら辺

はどうですか。知事の答弁を求めます。 

元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 対等な立場に立って、国に言うべき

ことはしっかりと言っていきます。 

元吉議長 堤栄三君。 

堤議員 ぜひそれはよろしくお願いします。審

議監もよろしくお願いします。 

 それでは、最後に教育長に聞きます。 

 まず、学校給食費の無償化の問題です。 

 全国的にも、また大分県内でも、子どもの貧

困対策や食育の推進として、学校給食費の無償

化が進められています。大分県ひとり親と困難

な生活環境にある子どもの支援計画では、定時

制高校生に対し、定職に就いている生徒への給

食費の一部助成や準保護世帯の県立中学校生徒

に給食費の助成、食育の推進等が記載されてい

ます。また、国の子どもの貧困対策に対する大

綱でも教育の支援として教育費負担の軽減を図

ることがうたわれています。 

 憲法第２６条は教育を受ける権利と教育の義

務を規定し、義務教育費の無償化がうたわれて

います。教育には当然、食育も含まれると解釈

すべきであり、さらに子どもの貧困対策として

の無償化も推進すべきです。 

 子どもたちは一日中学校にいるのだから、少

なくともお昼御飯ぐらいは無償で出すのが当た

り前、その場にいなければならないのであれば、

トイレを使い、具合が悪くなれば保健室に行く、

それらと同じで、言わば生存権の保障です。子

どもが当たり前に人間として学校の中にいられ

る空間にするために、給食は無償で、どんな家

庭の子どもでも気にせず安心して食べられるこ

とが必要だと考えます。 

 子どもの学習支援や食糧支援を行う認定ＮＰ

Ｏ法人キッズドアが１，５３８世帯を対象にア

ンケートを実施したところ、所得２００万円以

下の世帯が６割に上っています。一人当たり食

費が月１万円以下、一食当たりでは１１０円以

下の世帯が４割です。エアコンを付けないよう

にしている、空腹を我慢しているなど、深刻で

胸が痛む状況が現れています。せめて学校での

給食は無償で、十分に食べさせてあげることが

当然ではありませんか。 

 大分県の将来を担う子どもたちの健全育成の

ためにも、学校給食費の無償化を推進すべきと

考えますが、教育長の答弁を求めます。 

元吉議長 岡本教育長。 

岡本教育長 学校給食は学校の設置者が実施し、

給食費の金額や無償化を含む保護者負担の軽減

策等については、設置者の判断により行われる

ものと認識しています。 

 今年度は、県内の全ての市町村において、給

食費の無償化を含む保護者負担の軽減策を講じ

ています。県立学校でも同様に、保護者負担の

軽減を図るため、食材費の高騰部分を補填でき

るよう本議会において補正予算を提案していま

す。 

 先月、国からこども未来戦略方針が公表され

ました。その中で、学校給食費の無償化につい

ては、全国ベースでの実態調査を行い、給食実

施状況の相違や法制面なども含め課題を整理し、

具体的な方策を検討するとしています。 

 今後はこうした国の動向を注視していきます。 

元吉議長 堤栄三君。 

堤議員 教育長、ここも国の動向を注視するで

はなくて、やっぱり地方自治体として自ら考え

ないけない。設置者の判断、そんなのはだめで

すよ。つまり、大分県として積極的に無償化す

ることによって、全市町村でやれる。今度は大

分市もやるでしょう。中学校の無償化を始める

んです。そうなれば、高校生まで広げられるん

ですよ、県が半分の助成をすればね。そういう

立場に立たなければいけない。それこそ地方自

治法ですよ。 

 教育長がそういう立場に立つかどうかで今回

決まりますから、それはぜひ立場に立たないけ

ないと思うし、これは御存じのとおり、参議院
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の文教科学委員会や政府答弁の中でも、無償化

については法律上、学校給食法第１１条が保護

者負担となっているでしょう。それは別に無償

化を禁止するものではないという答弁も繰り返

しやってきているし、昭和２６年３月１９日の

参議院の文部委員会では、これはすばらしい政

府答弁をしているのですが、義務教育を教育と

して実施する場合に必要な経費は、これは公共

の方から出して、義務教育を受ける立場からは、

これを無償とするような理想を持っている、そ

の内容は、現在は授業料だが、そのほかに教科

書、それから、学用品、学校給食、なおできれ

ば交通費までもと考えていると政府は答弁して

いるのです。 

 つまり、政府がしないのが一番問題ですよ。

それが一番問題だが、しかし、それを待っとっ

たのでは、数十年間できていないわけですから、

やっぱり県としてその分は予算措置すべきだと

思うんですよね。そういう立場に立つべきだと

思うが、再度教育長の答弁を求めます。 

元吉議長 岡本教育長。 

岡本教育長 県立学校で無償化をという意見で

したが、私、今回はそこまで踏み込むのではな

く、これまで取ってきた、食材費の高騰部分を

補填すれば何とかしのげるだろうという判断に

立って提案しています。それが１点。 

 それから、参議院の文部委員会で無償化の範

囲の言及があったという話ですが、私の理解で

いけば、最高裁で判例が出ています。憲法第２

６条で義務教育の無償化をうたっていますが、

ここでいう無償化の範囲については、授業料と

教科用図書までとされているという認識に立っ

ています。 

元吉議長 堤栄三君。 

堤議員 だからしなくていいというわけではな

いでしょう。だから、そういう点ではやっぱり

政府も、さきほどから何回も言うが、本来、国

がするべきなんよ。それを国が今していないわ

けだから、やっぱり県としてやる。 

 県立学校だけをやらないと言ったわけではな

いのよ。つまり、義務制も含めて県立学校も含

めて給食の無償化は必要だと思うんですね。そ

れはやっぱりするべきだし、無償化することに

よって、さきほど高騰部分を助成すると、これ

も大事なことですよ。ただ、これだけではなく

て、さきほどキッズドアのアンケートを見て、

１食１１０円ですよ。そういう世帯もあるわけ

ですよね。では、その方に就学援助で給食費だ

けを助成するのではなくて、するのであれば全

員にする。就学援助も所得においてやるわけだ

から、１万円大きい人は就学援助を申請できな

いわけです。僅か１万円、１０万円ぐらいでね。 

 そうではなくて、全員に給食費を無償化すれ

ば、あまねく全ての大分県下の子どもたちが安

心して学校で給食を食べられるわけでしょう。

そういう立場に教育長として立つべきだし、あ

なたが立つことによって、全部の市町村にそれ

を要請すればいいわけですよ。予算的にそんな

に何千億円もかからないです。豊予海峡ほどか

からない。そういうところをぜひ教育長が旗を

振ってやるべきだと思いますが、そこら辺、再

度確認します。 

元吉議長 岡本教育長。 

岡本教育長 必要な経費はどれぐらいかについ

ては、試算はあえてしていませんが、議員が指

摘の案件について、それに限らずかもしれませ

ん、２通り考え方があるのかなと思っています。 

 議員は一律でどうかという話ですが、その一

方で、応能負担という考え方もあろうかと思っ

ています。支払う能力がある方に対してもおし

なべて無償でいいですよとやるのが正しいのか、

あるいはというところの判断があろうと思うの

で、そこはしっかり状況を見て考えていきます。 

元吉議長 堤栄三君。 

堤議員 応能負担になると、結局、親に問題が

出てくるでしょう。子どもに責任ないのだから。

親が。子どもに安心して食べさせられる、だか

ら無償化が大事なのです。これは予算的にそん

なにかからない、それは一遍試算してください。

これは宿題です。そういうことをこれからも強

く委員会でも詰めていきますから、そういう点

をよろしくお願いして、一般質問を終わります。

（拍手） 

元吉議長 以上で堤栄三君の質問及び答弁は終
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わりました。桝田貢君。 

  〔桝田議員登壇〕（拍手） 

桝田議員 ３番、自由民主党、桝田貢です。 

 今年４月の統一地方選挙において信任いただ

き、この議場に立っています。信任いただいた

皆様、誠にありがとうございます。 

 そして、我が会派で初めての一般質問に立つ

ことになりました。会派の先輩議員、同僚議員

の皆様にまずもってお礼申し上げます。 

 私、今回、この議場で唯一の平成生まれの県

議会議員ということで、この一般質問に際し、

元気もりもりでしっかりやっていきたいなと思

うので、佐藤知事はじめ、執行部の皆様よろし

くお願いします。 

 早速ですが、質問に入ります。市町村行政と

の連携について質問します。 

 消防行政の広域化について。 

 安全・安心の分野で忘れてはならないのが、

主に市町村が担っている消防行政です。消防に

求められるニーズは、進展する人口減少や高齢

化、頻発化、激甚化する大規模、広域災害、グ

ローバル化で増加する外国人への対応などによ

り多様化し、高まっています。 

 こうした中、今後１０年後、２０年後と継続

して市町村の消防力を維持、強化していくため、

県は２０１９年３月に新大分県消防広域化推進

計画を策定し、消防の広域化に対する取組方針

を示しています。当面は消防指令業務の共同運

用実施に向けた連携、協力の検討を優先し、全

県１区を基本に、県内１４消防本部で２０２４

年４月の実施を目指して、協議を開始しました。 

 その後、大分県域消防指令業務連携・協力実

施計画に全市町村が合意し、消防指令業務を大

分市へ業務委託することについて、各市町村で

議決されました。 

 また、昨年６月には、おおいた消防指令セン

ターシステム整備業務委託契約についても各市

町村議会で議決され、７月からは共同指令セン

ターが入る大分市複合公共施設の整備が開始さ

れました。 

 このように、運用が間近に迫った消防指令業

務の一元化ですが、県民からは、１１９番がつ

ながりにくくなるのではないかや緊急出動が遅

れるのではないかなど不安の声が聞こえており、

取組内容や現場対応等に対する理解が十分でな

いように思います。 

 そこで、消防の広域化に対する県の考え方に

ついて知事に伺います。 

 その上で、消防指令業務の一元化により県民

サービスはどのように向上するのか、また、市

町村やそれを支援する県にはどのような効果が

もたらされるか、あわせて伺います。 

 水道行政の広域化について。 

 次に、今年３月に策定された大分県水道広域

化推進プランについて伺います。 

 水道は、私たちの生活の中で、食事、トイレ、

入浴などあらゆる場面で欠かすことができない

必要不可欠なライフラインです。 

 その水道事業については、今後、急速な人口

減少による料金収入の減少や、高度経済成長期

に飛躍的に拡張整備された施設、管路などの更

新費用の増加などが見込まれています。加えて、

整備や漏水対応に当たる専門の技術職員の確保

も課題となってくるなど、取り巻く環境は厳し

さを増しており、持続的な経営を確保していく

ためには、中長期的経営の見直しを立てていく

ことが必要とされています。 

 こうした厳しい環境にあることから、市町村

の区域を超えて連携又は一体的に水道事業に取

り組む広域化の推進が必要として、国は水道法

を改正し、都道府県に水道事業者等の広域的な

連携の推進役としての責務を規定したことに加

え、都道府県に対して水道広域化推進プランを

令和４年度までに策定するよう求めたところで

す。 

 県内では、起伏に富む地形から谷筋が多く、

その谷筋ごとに河川の表流水をはじめ、湧き水、

井戸水等に水源を求めているところもあり、国

が広域化の具体的な方策として示している浄水

場などの施設の統合といったハード面の広域化

は厳しいと思います。 

 しかしながら、水需要の減少による給水収益

の減、施設の更新需要の増などを踏まえたシミ

ュレーションによると、県内５ブロック全てで
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今後の料金の見直しは避けられず、ブロックに

よっては数倍にもなる試算を見て、大きな危機

感を抱いたところです。 

 今回策定された水道広域推進プランでは、す

ぐにできる取組は少なく、引き続き議論を進め

検討するといった内容が多いように思われるこ

とから、不安も大きくなります。 

 本県の地形的な特性も踏まえた上で、少しで

も市町村間で連携して一層の効率的な経営に取

り組むことが必要となりますが、どのように水

道の広域化に取り組み、また、どういった課題

があるか、総務部長に伺います。 

 これより対面席にて質問します。 

  〔桝田議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

元吉議長 ただいまの桝田貢君の質問に対する

答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 桝田議員の消防行政の広域化につい

ての質問にお答えします。 

 市町村消防には、高齢化に伴う救急需要の増

加をはじめ、大規模、広域災害の頻発・激甚化、

さらには南海トラフ地震等への備えが強く求め

られています。 

 他方、特に小規模消防本部では、生産年齢人

口の減少に伴う担い手の確保や、指令業務の高

度化への対応等に不安を抱えています。 

 こうした中、国は消防力の維持、強化に向け

て理想的な消防本部の在り方の一つとして、都

道府県単位での広域化を推奨しています。これ

を踏まえ、多くの自治体で検討が進められてい

ますが、新たな事務負担や災害対応能力低下へ

の懸念から、実現には多くの時間を要していま

す。 

 その中で本県では、県内全ての消防本部の相

互の連携、協力体制の強化を優先し、全国初と

なる県全域での消防指令業務の共同運用化を進

めています。 

 令和６年４月には、複合公共施設の供用が開

始され、おおいた消防指令センターの各種設備

もおおむね整うと聞いています。その後、各消

防本部から派遣される職員の研修を経て、順次、

各市町村の回線を切り替え、令和６年１０月か

らの全面運用を見込んでいます。 

 消防指令業務の一元化により、県民サービス

や行政機関においては様々な効果が期待されま

す。一つ目は、１１９番通報が災害時等でもつ

ながりやすくなります。回線数や要員が増強さ

れ、特定地域に通報が集中する状況下でも、よ

り多くの受信が可能となり、県民の安全・安心

につながっていきます。 

 二つ目は、通信指令員を共同指令センターに

集約することにより、業務の強化、効率化が図

られます。各市町村では、職員の専門スキルが

向上するほか、救急等の現場要員を増強するこ

とができます。 

 三つ目は、全県エリアで消防指令業務が高度

化されます。車両位置情報の取得や現場映像情

報の伝達等が可能となり、早期の現場把握や管

轄を超えた応援の迅速化が図られます。 

 さらに、県でも全県エリアの災害情報等を早

期に覚知することができます。重要事案につい

て、救急活動等の動態管理情報等を県のシステ

ムと共有化し、迅速な初動体制の確立と関係機

関との早期連携に努めていきます。 

 なお、センターの整備費用については、国の

有利な財源を活用するとともに、県が財政支援

を行い、市町村の負担軽減を図ります。 

 今後ともおおいた消防指令センターが県民の

安心・安全のよりどころとなるよう、引き続き

市町村と一体となって取り組んでいきます。 

 その他の質問については担当部長から答弁し

ます。 

元吉議長 井下総務部審議監。 

井下総務部審議監 私から水道行政の広域化に

ついてお答えします。 

 本県では、地形的な制約もあり、浄水場を統

合し、より広範囲に給水してコストを下げると

いったハード面での連携は困難な状況です。そ

のため、プランでは、ソフト面を中心に連携を

図ることを目指しました。 

 その一つが水道台帳システムの共同利用です。

現状、市町村別に管理している水道施設や管路

の台帳を大分市が導入を進めるクラウド型台帳

システムに順次移行することで、導入コストの
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削減や施設の効率的管理につなげていきます。

そのほか、運転監視や保守点検業務等について

は、ブロックごとに研究を重ねながら、将来の

共同委託につなげるよう引き続き検討していき

ます。 

 水道事業は、水源の水質や地形、人口規模に

より、施設の管理方法等が多岐にわたるなど、

業務の広域化には解決すべき課題が多い状況で

す。 

 また、人口減少による料金の収入減や施設の

老朽化による更新費用の増加が避けられません。

さらに、技術職員の確保も困難になることが見

込まれています。このため、今後とも市町村と

議論し、積極的に広域連携を進め、住民負担の

軽減を図るとともに、住民生活に必要不可欠な

水道事業の持続的な経営を確保していきます。 

元吉議長 桝田貢君。 

桝田議員 答弁ありがとうございます。 

 さきほど言ったみたいに、各市議会とかでも

一元化することによって、本当にそれは大丈夫

なのかとかいう話がいろいろ出ていますが、や

はり効率を考えると、そっちが非常にいいのか

なと思いますし、令和６年度になるということ

で、それまでにきちっといろんな部分の問題点

が多分、様々あると思うので、そこをしっかり

整えて、これに臨んでいただきたいなと思いま

すし、水道業務も、やはり私たちのライフライ

ンで一番大きなものが水道かなと私も思ってい

るので、そこをしっかり各市町村と今後とも連

携を取ってやっていくことが本当にすばらしい

というか、市町村一体でこの事業をやっていく

ことが大切かなと私も思うので、ぜひともよろ

しくお願いします。 

 続いて、観光施策をめぐる諸課題について質

問します。 

 ＤＣを契機とした観光振興について質問しま

す。 

 本年５月８日、新型コロナウイルス感染症が

５類に移行し、入国時のワクチン証明等で提示

が不要になるなど、コロナ禍における人の移動

の規制はなくなりました。 

 令和２年４月の政府による緊急事態宣言の発

出から丸３年以上が経過しましたが、この間の

コロナの感染拡大により、令和２年度、県内の

宿泊客数は元年の約７９０万人から前年比の６

２％となる約４８６万人に減少しました。 

 令和３年も元年比の５３％の約４１６万人、

外国人宿泊客数に至っては元年比２％の２万５

千人まで減少するなど、かつてない観光客の激

減によって、県内の観光業界は厳しい状況に置

かれました。 

 令和４年は行動制限の解除や感染対策を徹底

しつつ旅を楽しめる雰囲気になってきたと思い

ます。それにしたがい、元年比の８０％の約６

３０万人にまで回復したほか、令和４年度の大

分空港利用客数も３年ぶりに１５０万人を超え

るなど、コロナ禍以前の水準にまでは戻ってい

ないものの統計数字でも回復基調が確認できる

ようになってきました。 

 今年に入ってからは水際対策の緩和、終了等

に伴い、３月に約３年４か月ぶりとなる国際ク

ルーズ船の別府港への来港が再開し、６月から

は韓国との国際定期便が就航するなど、いよい

よ大分県観光復活のときが近づいてきました。 

 このタイミングで福岡、大分両県とＪＲグル

ープが共同で開催する大型観光キャンペーン、

福岡・大分デスティネーションキャンペーンが

来春の令和６年４月から６月の間に開催されま

す。本県としては、平成２７年以来９年ぶりの

開催となりますが、前回のデスティネーション

キャンペーンでは県内の宿泊客数が前年比の３

割近く増となるなど、大きな効果をもたらしま

した。 

 今、正に全国の自治体、観光地は観光の立て

直しに向けて、なりふり構わず誘客施策を展開

している中、私はこのキャンペーンをコロナ禍

からの反転攻勢に向けたおんせん県おおいたの

旗印となるプログラムとして、何としてでも成

功したいと考えています。 

 そこで、デスティネーションキャンペーンに

向けた準備状況と、このチャンスをいかし、ど

のように本県の観光の反転攻勢につなげようと

されているのか、知事の見解を伺います。 

 インバウンド消費について。 
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 さきほど言ったとおり、先月、３年９か月ぶ

りに国際線が復活しました。令和元年９月から

全便運休していた国際線の運航再開に向け、複

数の航空会社と交渉を行う中、チェジュ航空か

ら定期航路就航の提案をいただき、今回の就航

につながったとのことですが、待ちに待った再

開であり、別府をはじめとする観光地にとって

も、今後、大いに期待しています。 

 そうした中、地方では、インバウンド消費の

伸びが顕著です。日本経済新聞の記事によると、

カード決済や携帯位置情報といったデータの分

析からは温泉やゴルフが人気であり、２０２２

年１２月の訪日客のクレジットカード１枚当た

りの決済額は３３都道府県で、コロナ禍前の２

０１９年１２月を上回り、特に本県をはじめと

する地方で急伸しているとのことでした。 

 同記事では、訪日客全体の２０２２年１２月

のカード１枚当たりの決済額は３年前から３割

増えており、タイは２倍、シンガポールは７割

以上と伸びが大きく、富裕層を中心としてレジ

ャーなどの事消費への支出が拡大していると分

析しています。 

 コロナ禍前と比べ、大分、伊豆など温泉地と

して名高いエリアの検索数が増加していますと

のこともあり、これはインバウンド復活への商

機でもあります。確かに別府や湯布院では、外

国人観光客が増えており、再び海外から多くの

観光客を受け入れていくにあたっては、これま

で反省と経験をいかしながら、戦略を持って取

り組んでいくことが重要だと思います。 

 こうしたことを踏まえて、インバウンド復活

の商機にあたり、受入体制の充実も含めて、イ

ンバウンド消費の増加をどのように取り組んで

いくか、観光局長に伺います。 

 国際路線の誘致について。 

 今回、大分空港の国際線再開については、韓

国最大のＬＣＣであるチェジュ航空が韓国の仁

川空港との間を火、木、土の週３往復するとい

うことで、ようやく韓国から直接大分に来てい

ただくことが可能になりました。 

 しかしながら、隣県の福岡空港では、政府が

水際対策を大幅に緩和した昨年１０月からすぐ

に多くの国際線が再開しました。その後も新規

路線の就航、増便が行われるなど、活気あふれ

る状況となっており、韓国や台湾、タイからの

入国が目立っているとの報道もありました。こ

のたび本県の国際線再開は大変喜ばしいことで

すが、九州の他県に比べても優れた観光資源を

持つこの本県としては、早期の国際線の再開を

待ち望んだところです。 

 また、国際線の受入れには航空機の誘導など

多くの人材が必要となりますが、コロナ禍によ

る採用の抑制や離職率の高さ等により、全国的

に人材が不足している問題もあると聞いていま

す。 

 そもそも大分空港にとっては、令和元年６月

に念願の国際線ターミナルの改修を終え、いよ

いよ国際線を充実させようとしているさなかに、

コロナ禍という試練に直面しました。これは空

港関係者のみならず、国際線の充実に期待を寄

せていた観光関係者、ひいては多くの県民にと

って、大変ショックな出来事だったと思います。

今回、新型コロナが５類に移行し、また、本県

の国際線再開という転換点を迎え、今、正に反

転攻勢し、コロナ禍前と同じではなく、それを

超えるほどの国際線の充実を図っていただきた

いと大いに期待しています。 

 こうしたことを踏まえ、大分空港へさらなる

国際路線の誘致について、県はどのように進め

ていく方針か、企画振興部長に伺います。 

 宿泊事業者の基盤強化について質問します。 

 もちろんターゲットはインバウンドだけでは

ありません。デスティネーションキャンペーン

を目前に控え、受入体制の強化が急務ですが、

特に宿泊業における人材不足が顕在化していま

す。今年の調査では、旅館、ホテルの８割近く

で正社員が不足しているとの結果が出ており、

従業員の高齢化もあいまって、即戦力となる若

年従業者の確保が急務です。 

 コロナ禍で経営体力が弱まっている中、この

チャンスをいかし、ＩＣＴの活用やアウトソー

シングなどの業務省力化や生産性の向上を目指

す取組を、単一事業者だけでなく、地域全体の

複数の事業者に面的に広げていくことが大変重
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要だと考えます。 

 また、本年の兵庫のＤＣでは、ユニバーサル

ツーリズムの促進を取組内容の一つとしている

ほか、２０１９年の新潟県庄内エリアＤＣのス

タンプラリーの応募者の年齢構成は、６０歳以

上が約３割を占めるなど、高齢者や障がい者な

ど、誰もが安心して旅行を楽しめるユニバーサ

ルツーリズムを推進していくことが大切です。 

 手すりの設置や段差の解消のほか、多目的ト

イレの設置や、布団ではなくベッドへ切り替え

るなど、時代の潮流に乗り遅れないメニューを

提供していくことが肝要だと思います。 

 こうしたことを踏まえ、人手不足などのピン

チを好機に捉え、本県の誘客力を高めていくた

め、宿泊事業者の基盤強化にどのように取り組

んでいくか、観光局長に伺います。 

 大阪・関西万博を見据えた誘客強化について

質問します。 

 ２０２５年日本国際博覧会、いわゆる大阪・

関西万博が、２０２５年４月１３日から１０月

１３日に開催されます。テーマを「いのち輝く

未来社会のデザイン」とし、未来社会の実験場

をコンセプトに開催されるということで、期待

が高まっています。 

 遠い大阪が会場ですが、本県と大阪とは、か

つてよりフェリーでつながっており、九州の東

の玄関口である本県としては、万博の来場者を

本県に誘客するチャンスです。 

 言うまでもありませんが、瀬戸内海に面し、

海路と陸路が結節する位置にある本県は、関西、

中国及び四国地方へのフェリー航路があり、九

州の中長距離フェリーの８割以上が発着するな

ど、正に九州の東の玄関口として、人、物が集

積する拠点です。 

 また、明治６年には別府と大阪を結ぶ瀬戸内

航路が開設され、油屋熊八が考え出すアイデア

を実現し、ユニークな話題を提供することで、

関西から多くの客を集めるなど古くから関西方

面との結び付きがあります。折しも本年は国内

初の液化天然ガスを燃料にしたフェリーが就航

し、環境に優しく快適性も向上したとして、話

題に上っています。 

 大阪・関西万博では、国内から約２，４７０

万人、海外から約３５０万人、総計で約２，８

２０万人の来場者が見込まれており、誘客の一

大チャンスです。万博の見学後に大阪からフェ

リーに乗船し、瀬戸内観光をしながら本県へ誘

客できれば、デスティネーションキャンペーン

後の本県の観光の起爆剤になると思います。そ

のためには、万博を見据えた関西方面への誘客

強化、そして、フェリー等を使った周遊観光へ

の布石を打っておく必要があると考えます。 

 こうしたことを踏まえ、デスティネーション

キャンペーン後の大阪・関西万博を見据えた誘

客強化についてどのように取り組んでいくか、

観光局長に伺います。 

元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 デスティネーションキャンペーンを

契機とした観光振興についてお答えします。 

 デスティネーションキャンペーンは、本県観

光復活への起爆剤であるとともに、県経済浮揚

の鍵を握るイベントとして、成功に向けて着実

に準備を進めてきています。 

 ５月には全国宣伝販売促進会議を別府で開催

し、全国から４７７人の旅行会社等関係者が参

加する中、商談会やエクスカーション等を実施

しました。参加者の約８割が訪問先を旅行商品

に取り入れる意向を示すなど、会議全体を通し

て評価をいただいています。 

 また、デスティネーションキャンペーンの効

果が県内１８市町村に行き渡ることも大切です。

市町村や観光事業者等と連携して、本県が誇る

温泉や食、歴史や芸術文化などを組み合わせた

周遊コースの設定、多様なニーズに対応するた

めの高付加価値化にも取り組んでいます。 

 議員から指摘いただいたデスティネーション

キャンペーンをコロナ禍からの反転攻勢の旗印

とするため、今後は次の三つに注力して取組を

加速していきます。 

 まず一つ目は、誘客と情報発信です。 

 コロナ禍で脆弱化した旅行会社とのネットワ

ークを再構築し、販売促進体制をしっかりと整

えることで誘客力の強化を図ります。幅広く観

光客を呼び込むため、大手旅行会社だけでなく、
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九州各県や瀬戸内など地方の旅行会社にもセー

ルス活動を行い、９月の本県単独商談会にもつ

なげます。 

 一般消費者向けのアプローチも重要です。大

阪駅や博多駅等でのＰＲイベント、東京の坐来

でのメディアプロモーション実施などを通じて、

おんせん県おおいたを全国にアピールしていき

ます。 

 二つ目は、継続的な旅行商品の磨き上げと周

遊の促進です。 

 地域資源を活用した観光サービスの開発を支

援するほか、１００社以上の旅行会社から観光

コンテンツや周遊コース等に対する評価やニー

ズを聞くことで、デスティネーションキャンペ

ーンはもとより、その先も見据えた商品化の促

進、質の向上を図ります。また、県内観光施設

等で利用可能な電子クーポンを発行し、キャン

ペーン期間中の県内周遊と観光消費の拡大を促

します。 

 三つ目は、おもてなしの推進です。 

 ３月から募集開始したおもてなし宣言団体は、

７月１６日時点で２６６団体、６万８，２９８

人に上ります。歓迎ムードの醸成は、観光客が

旅先の雰囲気を肌で感じる大切なポイントの一

つです。おもてなしの心をさらに磨くための研

修等を実施し、大分に来てよかった、また来た

いと思う大分ファンやリピーターの創出を推進

します。 

 このような取組を通じて、デスティネーショ

ンキャンペーンを成功に導くとともに、共催県

である福岡県との連携も強化します。また、九

州の東の玄関口として、瀬戸内地域等との連携

も進め、インバウンドを含む新たな観光客の取

り込みを図るなど、この好機をはずみに、さら

なる観光振興につなげていきます。 

 その他の質問については担当部局長から答弁

します。 

元吉議長 渡辺観光局長。 

渡辺観光局長 私から３点についてお答えしま

す。 

 まず、インバウンド消費についてです。 

 本県における外国人宿泊客数は、直近５月の

統計ですが、コロナ禍前の８割まで回復してい

ます。着実に増加しています。 

 今後のさらなる回復に向けては、観光客の急

増による生活環境等への影響も考慮しつつ、旅

行者数の増加だけではなく、観光消費の拡大に

つながる取組を強化していきます。 

 一つは、質の高い観光への移行です。高い観

光消費が期待される旅行者の多くは、体験を通

じて地域の伝統、文化、自然等に触れることを

重視しています。そのため、農林水産業などを

活用した観光コンテンツを掘り起こすとともに、

受入可能な生産者とのマッチングや事業者の育

成、さらには旅行サービス手配業者等との交流

を通じて商品化を促進していきます。 

 もう一つは、消費の増大が見込まれる旅行者

の獲得です。体験型観光への関心が高い欧州や

大洋州向けには、モデルコースを活用したセー

ルスを行います。大分へのソウル線就航で滞在

期間延長が期待される韓国向けには、まずは来

月末に予定している現地商談会において、県内

各地の魅力をＰＲすることにしています。県内

では、インバウンド事業を想定した宿泊施設の

新設や高付加価値化改修、外国人材の雇用など

も進んでおり、引き続き官民一体となってニー

ズを捉えた誘客対策と観光消費拡大に努めてい

きます。 

 次に、宿泊事業者の基盤強化についてです。

旅行需要の回復に伴い、宿泊業で人手不足が顕

在化していますことは、５００者企業訪問調査

等でも事業者から直接伺っており、対策を急ぐ

必要があると認識しています。 

 まず、人材確保に向けては、Ｗｅｂマガジン

や就職情報サイトを通じて、宿泊業の魅力を発

信しているほか、インターンシップの積極的な

活用を促すセミナーや県内学生への働きかけも

強化していきます。さらには人手不足対策とし

て、自動精算機等の業務省力化の機器導入支援

も行っています。 

 また、高齢者や障がい者、妊産婦、外国人等、

誰もがストレスなく旅行を楽しめるよう、受入

環境を整備することは観光おもてなしの基本で

あり、コロナ後の旅行需要喚起を図る上でも、
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議員指摘のユニバーサルツーリズム推進は重要

だと認識しています。 

 県ではこれまでも食事どころへのテーブル、

椅子の導入、車椅子等のスロープやトイレの改

修等、事業者の取組を支援してきましたが、別

府市の別府大分バリアフリーツアーセンターな

ど、専門的な取組をしている関係団体の意見も

参考にしながら、引き続きユニバーサルツーリ

ズムに向けた受入環境整備を推進していきます。 

 福岡・大分デスティネーションキャンペーン

や関西・大阪万博等の開催を控える今、引き続

き宿泊事業者の声もしっかりと聞きながら、基

盤強化に取り組んでいきます。 

 もう一つ、大阪・関西万博を見据えた誘客強

化についてお答えします。 

 外国人観光客、特に欧米豪の方々は、日本で

の滞在期間が長いことから、万博を契機に本県

への誘客につなげる仕掛けが必要だと考えてい

ます。 

 現在、２０２５年日本国際博覧会協会により、

地方への観光周遊を促すため、関連旅行商品の

検索、予約が可能なポータルサイトの開設に向

けた準備が進められています。 

 そのため、本県では、サイトでの商品登録、

販売に向けて、ＤＣを通じて掘り起こした観光

コンテンツもいかしつつ、高付加価値化や県内

モデルコース設定など、万博来場者向けのコン

テンツ磨きに取り組んでいます。 

 あわせて関西・瀬戸内エリアでの周遊ニーズ

を捉えた広域的な取組も進めることにしていま

す。例えば、訪日教育旅行では、本県と関西都

市圏双方の生活文化に触れ、船旅も体験できる

大分・大阪コースの人気が高いようですが、別

府・大阪間で運航が橋待ったフェリーによる昼

の瀬戸内海クルーズも好評だと伺っていました。

万博開催に向けては、こうしたニーズも踏まえ

ながら、関係自治体や交通事業者を含む万博関

係機関等との連携を加速して、誘客につなげて

いきます。 

元吉議長 山田企画振興部長。 

山田企画振興部長 私からは国際路線の誘致に

ついてお答えします。 

 県では、早期に国際線が再開できるよう、コ

ロナの水際対策が大幅に緩和される以前から、

海外航空会社への働きかけを行うとともに、検

疫の体制確保等の準備に取り組んできました。 

 しかし、議員指摘のとおり、全国的な人材不

足の影響から、航空機の誘導やカウンター業務

等を行う人材の確保に時間がかかり、先月にな

ってようやくチェジュ航空によるソウル線の再

開を果たせたところです。 

 今回のソウル線就航は、人材不足を補うため、

系列の違う複数の事業者が協力して航空機の誘

導や手荷物の積み下ろしを行うという全国的に

も珍しい取組を県の主導により導入できたこと

で実現したものです。 

 今後はソウル線のデイリー化をはじめ、中国

や台湾等のアジア地域をターゲットとした路線

誘致に力を入れたいと考えていますが、さらな

る新規就航の実現には、やはり慢性的な人手不

足への対策が必須となります。そのため、積極

的な誘致活動に加え、昨年度５人の採用につな

がった合同就職説明会を継続するなど、関係事

業者が行う採用活動への支援も行いながら、受

入体制の充実を図り、国際線の一層の拡充を目

指していきます。 

元吉議長 桝田貢君。 

桝田議員 本当に、知事からも答弁いただきま

したが、デスティネーションキャンペーンが観

光の旗印ということで、特に私が選出されてい

る別府市は、観光の施設に聞くと、半分以上と

言っても過分ではないぐらい福岡からのお客さ

んが非常に多いということで、これを福岡に乗

っかるのではなく、大分らしい、大分カラーで

やっていただき、今後ともリピーター客をしっ

かり増やしていけたらなと思っていますし、フ

ェリーも、さんふらわあも新しくなり、私の知

り合いもこの間乗ったみたいですが、非常にす

ばらしいということで、本当に今、海外のお客

様のテーマがやっぱりヨーロッパがすごくテー

マになってくると思うので、そういった方をい

かにリピートさせていくか。何度も言いますが、

リピートさせていくことが非常に今後の観光に

一番の焦点になってくるのかなと思うので、ぜ
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ひともそういった形でヨーロッパへのアピール

もどうしていくか、他のところを見据えた上で

やっていただきたいのと、飛行機の路線に関し

ては、やはり人手不足、さきほども言いました

が、何か機械とか施設とか、そういったもので

少数精鋭でできるような形、そして、こうやっ

て韓国路線が復活したことで、何か国際線の起

爆剤にもなりましたし、本当に私の方にも台湾

とか、あとは沖縄の復活の声が多いので、ぜひ

ともそこら辺も注力して、今後とも見据えてい

ただけたらなと思います。 

 そして、おもてなしの重要ポイントの清潔さ

が私は必要だと思っており、特にトイレは観光

客の印象を左右すると言っても過言ではありま

せん。福岡・大分デスティネーションキャンペ

ーンの開催を目前に控え、観光地のおもてなし

トイレ整備にどのように取り組んでいくか、企

画振興部長に再質問します。 

元吉議長 山田企画振興部長。 

山田企画振興部長 観光地のおもてなしトイレ

の整備についてお答えします。 

 観光客にとって、トイレは大変重要なポイン

トと考えており、ハード・ソフトの両面から取

り組んでいます。 

 ハード対策としては、昨年１０月から１１月

にかけ、観光地や交通拠点のトイレ、４１６か

所を緊急点検を実施しました。あわせて、昨年

１２月から緊急整備事業として、市町村と連携

して、新築１か所を含む２０か所で洋式化など

の改修を行っています。 

 ソフト対策としては、今年度中に観光事業者

等を対象として、トイレの美化に向けた意識啓

発などを目的とした講習会を県下各地で開催す

る予定となっています。 

元吉議長 桝田貢君。 

桝田議員 私たちも観光とか旅行に行って観光

施設に行ったときに、トイレって必ず見るとこ

ろで、やっぱりトイレがきれいだとすばらしい

なと思いますし、これはひいては外国人も、日

本人も含めた上で洋式化という部分も非常に進

めていただきたいのと、今の子どもたちが和式

がなかなか使えない子どもも多いといった意味

で、そういった観点での使用の可能もできてく

るのかなとは思うので、ぜひともトイレに整備

についてしっかり進めていただきたいなと思っ

ています。 

 また、訪日客など増える中で、安全・安心で

快適な旅を支える環境の整備も大切だと思って

います。特に、Ｗｉ－Ｆｉの高速通信等への対

応は観光客への位置標識の整備など欠かせませ

ん。こうしたきめ細やかなおもてなし対応の準

備環境について、観光局長に再質問します。 

元吉議長 渡辺観光局長。 

渡辺観光局長 県内には５５１か所に無料で利

用できるおんせん県おおいたＷｉ－Ｆｉが設置

されていますが、現在、宿泊施設や観光施設に

よる高速大容量通信に対応した機器更新に係る

経費の助成を行っており、申請を受付中です。 

 また、観光案内標識については、廃止や名称

変更があった施設のものをはじめ、表記に統一

性がないもの、あるいは多言語表記が必要なも

のなどについて順次改修を進めています。 

 本県を訪れる観光客の安心・安全で快適な旅

を支える環境の整備は大変重要だと思っていま

す。デスティネーションキャンペーンや大阪・

関西万博も控えており、必要な整備にしっかり

取り組んでいきたいと考えています。 

元吉議長 桝田貢君。 

桝田議員 Ｗｉ－Ｆｉを使っている方が、若い

方も含めて、今どこにでもあるし、コンビニで

もＷｉ－Ｆｉがあって、そこで止まって携帯を

当たられる方もいますし、やっぱり携帯で調べ

ることも常に多いと思うので、Ｗｉ－Ｆｉがあ

ると、海外から来られた方は非常に、私も海外

に行ったことがあるんですが、やっぱりＷｉ－

Ｆｉがないと正直話にならないというか、本当

に分からないこともたくさんあるし、私自身、

別府市議会のときにも言ったんですが、防災の

観点で見るとＷｉ－Ｆｉは非常に大事かなと思

うので、観光を含めた、防災という部分も踏ま

えた上で、このＷｉ－Ｆｉもどんどん推進して、

来た方が非常に過ごしやすい、本当に情報を取

りやすい、地元の方しか分からないコアなとこ

ろも調べられるような、Ｗｉ－Ｆｉができると
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そういったこともできるし、観光の幅も広がっ

ていくと思うので、よろしくお願いします。 

 質問でも触れたのですが、別府航路のフェリ

ーも新しくなりました。今後のＤＣのほか、万

博からのお客様が増えることが想定されます。

別府港の到着した後、スムーズに観光地にアク

セスできることがおもてなしにつながります。 

 港や空港、駅などに到着したお客さんを幅広

く観光地に循環させるよう工夫が必要だと考え

ますが、今後はどのような取組をお考えなのか、

観光局長に再質問します。 

元吉議長 渡辺観光局長。 

渡辺観光局長 前回のＤＣでは、市町村やバス

事業者と連携して交通手段の確保に取り組みま

したが、そのうち大分市内循環のキャンパスや

湯布院－別府間のゆふりん、竹田登山バスは今

も継続して運行しています。 

 現在、ＤＣを前に、由布市では、湯布院駅か

ら周辺観光地への循環バス、別府市では、夜間

の市外を循環するナイトバスの取組が進められ

ています。 

 また、県内各地では電動キックボードやレン

タサイクルの活用、交通マースや自動運転など

先端技術を活用した次世代モビリティ実証の動

きも出てきています。公共交通等の移動手段確

保は、経営面の課題も多く、難しい部分もあり

ますが、引き続き関係者と協力し、安全面にも

配慮しながら、効果的な対策を検討していきた

いと考えています。 

元吉議長 桝田貢君。 

桝田議員 来てからなかなか交通網、公共の交

通施設を含めて、そこの整備体制がしっかりし

ておくことも観光につながりますし、今、本当

に海外では携帯を使わない電子機器、ＩＣＴ化

が進んでおり、中国なんかは携帯を持つことが

ないので、携帯の充電器の自販機がまちなかに

たくさんあって、携帯がないと生活できないと

いう方もおられるので、海外に向けて、万博を

見据えてやるのであれば、そういった取組、や

っぱりＩＣＴの進める部分もしっかり進めてや

っていただきたいなと思います。 

 では続いて、自転車の安全利用について質問

します。 

 本年４月１日に施行された改正道路交通法で

は、自転車利用時の乗車用ヘルメットの着用が

努力義務化され、マスコミでも大きく報道され

ました。 

 県内で昨年発生している自転車関連の交通事

故を見ると、全県の件数は３０４件、うち大分

市内だけで２０１件と６６．１％と過半数を占

めています。また、死傷者数で見ると、全体で

３０５人、そのうち高校生以下が１３９人と４

５．６％と半数近くを占めるなど、発生地域と

当事者の年齢層に偏りが見られます。 

 本県では令和３年から大分県自転車の安全で

適正な利用の促進に関する条例が施行されてお

り、通学生のヘルメット着用等の努力義務につ

いて規定しました。各学校の取組により、多く

の通学生がヘルメットを着用して登校しており、

事故の多い年齢層に対し、条例の効果が一定程

度表れているのではないかと認識しています。 

 反面、今回の法改正を受け、県条例において

も、ヘルメット着用は全ての自転車利用者の努

力義務とするなどの改正がなされたところです

が、通学生以外のヘルメット着用は余り進んで

いないように見受けられます。 

 自転車利用時のヘルメット着用は、自分の命

を守る上で大事なことだと思いますが、今後、

自転車利用者のヘルメット着用の促進、ひいて

は自転車の安全利用について県としてどのよう

に取り組んでいくか伺います。 

元吉議長 高橋生活環境部長。 

高橋生活環境部長 自転車の安全で適正な利用

に向けて、自転車条例に基づき、次の三つの取

組を推進します。 

 まずは被害軽減対策です。 

 事故経験者からは、ヘルメットのお陰で命が

助かったとの声もあるものの、社会人の着用率

はいまだ低調な状況です。そのため、ＳＮＳを

活用した広報啓発に努めるほか、通勤利用者に

は事業所ごとでの働きかけ、買物利用者には店

内放送による呼び掛けなど、社会人の自転車利

用実態に応じた対策を進めていきます。 

 二つ目は交通安全教育です。 
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 自転車の利用機会が多く、事故に遭いやすい

中高生に重点化します。漫画を取り入れたテキ

ストなど若者に親しみやすい教材を制作、活用

するほか、スタントマンを活用し、迫真の演技

により強く訴えかける事故再現教室を実施する

など、効果的な啓発を進めていきます。 

 三つ目は被害者の保護対策です。 

 自転車事故による損害賠償に備え、令和３年

度から自転車保険の加入、これを義務化したと

ころでして、引き続き加入促進に向けて保険等

の情報提供を行っていきます。 

 今後も関係機関団体と連携し、ヘルメットの

着用促進をはじめ、自転車の安全で適正な利用

の促進にしっかり取り組んでいきます。 

元吉議長 桝田貢君。 

桝田議員 近年では自転車もすごくブームとい

うか、大会がツールドとか行われるぐらいで、

それだけ自転車がいろんなスポーツとしての取

組も行われており、本当に自転車、今、電動自

転車もたくさん乗られている方もいますし、か

なりの速度が出て、自動車とか原付と変わらな

いぐらいの危険性も伴うというところで、私の

知り合いも実は競技用の自転車に乗っていて、

事故に遭って生死をさまよったぐらい、それだ

け危険性が本当に高いものになりますし、そう

いったものがさきほど言ったようにぶつかると

いうことで、ぶつかった方も非常に大事故にな

ると思うので、そういった保険の適用、そして、

ヘルメットの着用、そして、公道ではちゃんと

車道を走るとか、速度をしっかりしていくとか、

そういったものもしっかり推進して進めていた

だきたいなと思っています。 

 行政ＤＸについて質問します。 

 世界中でデジタル技術の情報通信技術、いわ

ゆるＩＣＴが目覚ましい発展を遂げ、社会経済

活動を持続する手段として、デジタル技術を活

用した取組が拡大しています。 

 国においては、デジタル田園都市国家構想を

掲げ、デジタルの力を活用することで地方にお

ける社会課題の解決や魅力向上の取組を加速化、

深化させようとしています。また、デジタル化

を阻害している社会制度やルール、いわゆるア

ナログ規制の見直しも進め、人が行っていた業

務をデジタル技術に代替することで人手不足の

解消を図ろうとしています。 

 県においても、昨年３月に大分県ＤＸ推進戦

略を策定し、暮らしや産業、行政など各分野に

おける将来のビジョンを描いており、今後はこ

のありたい姿の実現に向けて、あらゆる分野の

施策において、ＤＸの視点を持って取り組むこ

ととしています。 

 とりわけ諸外国よりも遅れぎみだった我が国

の行政デジタル化については、この度のコロナ

禍で明らかになった様々な課題を踏まえ、本格

的な取組が進められるようになりました。国で

は、誰一人取り残さない、人に優しいデジタル

化を目指し、２０２０年１２月にデジタル・ガ

バメント実行計画を改正し、政府が進めるべき

各施策を示しました。あわせて、自治体ＤＸ推

進計画において、自治体が重点的に取り組むべ

き事項、内容や関係省庁の支援策等も示してい

ます。 

 自治体ＤＸ推進計画では、自治体の情報シス

テムの標準化、共通化、マイナンバーカードの

普及促進、行政手続のオンライン化などが重点

取組事項として掲げられています。特に、コロ

ナ拡大時に非接触や外出抑制が求められたこと

を契機として、行政への手続が自宅や企業内か

らオンラインで手数料の支払等も含めて最初か

ら最後までデジタルで完了できる行政手続のデ

ジタル化に関心が高まっています。 

 また、手続面にとどまらず、本県でも今年度

から人工衛星を活用した水道管の漏水調査を実

施するなど、行政内の幅広の分野で広がってい

ます。新たなデジタル技術の活用により、さら

なる行政の業務の効率化を図るものと理解して

いますが、本県の行政ＤＸについて今後どのよ

うに推進していくか伺います。 

元吉議長 井下総務部審議監。 

井下総務部審議監 行政のＤＸについてお答え

します。 

 県では、県民の皆さんがデジタル化の恩恵を

享受できる社会の実現に向け、これまでに行政

手続の１００％電子化や公金収納のキャッシュ
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レス対応のほか、他県に先駆けてアナログ規制

の見直しなどに取り組んできました。 

 今年度は県有建築物の点検手法に赤外線調査

が可能なドローンの導入に向けた研修を開始す

るなど、デジタル技術の活用を推進するほか、

市町村行政のＤＸ推進への支援も強化していま

す。 

 これまでの取組の結果、例えば、コロナ関連

の補助金について電子申請を可能にし、添付書

類を大幅に簡素化することで、申請者の負担軽

減と、それから事務処理の迅速化が実現できて

います。また、クラウドサービスを利用し、コ

ロナ患者の情報をオンラインで記録、共有する

ことで、多忙を極めた保健所業務を削減できた

例などが生まれています。 

 これらの好事例を、庁内の電子県庁推進本部

会議等を通じて横展開することで、県民の皆さ

んの利便性向上と、それから、事務の効率化に

つながる取組をさらに推し進めていきます。 

元吉議長 桝田貢君。 

桝田議員 以上で質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手） 

元吉議長 以上で桝田貢君の質問及び答弁は終

わりました。 

 お諮りします。本日の一般質問及び質疑は、

この程度にとどめたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本日の一般質問及び質疑を終わりま

す。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 以上をもって本日の議事日程は終了

しました。 

 次会は、明日定刻より開きます。日程は、決

定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 本日はこれをもって散会します。 

午後２時５８分 散会 
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令和５年第２回大分県議会定例会会議録（第６号） 

 

令和５年７月２０日（木曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第６号 

            令和５年７月２０日 

              午前１０時開議 

第１ 一般質問及び質疑、委員会付託 

第２ 特別委員会設置の件 

第３ 協議又は調整を行うための場の設置の件 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 一般質問及び質疑、委員会付託 

日程第２ 特別委員会設置の件 

日程第３ 協議又は調整を行うための場の設置

の件 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４２名 

 議長 元吉 俊博 副議長 木付 親次 

    志村  学     御手洗吉生 

    桝田  貢     穴見 憲昭 

    岡野 涼子     中野 哲朗 

    宮成公一郎     首藤健二郎 

    清田 哲也     今吉 次郎 

    阿部 長夫     小川 克己 

    太田 正美     後藤慎太郎 

    森  誠一     大友 栄二 

    井上 明夫     三浦 正臣 

    古手川正治     嶋  幸一 

    麻生 栄作     阿部 英仁 

    御手洗朋宏     福崎 智幸 

    吉村 尚久     若山 雅敏 

    高橋  肇     木田  昇 

    二ノ宮健治     守永 信幸 

    原田 孝司     玉田 輝義 

    澤田 友広     吉村 哲彦 

    戸高 賢史     猿渡 久子 

    堤  栄三     末宗 秀雄 

    佐藤 之則     三浦 由紀 

欠席議員 １名 

    成迫 健児 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           佐藤樹一郎 

 副知事          吉田 一生 

 教育長          岡本天津男 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 総務部審議監       井下 秀子 

 企画振興部長       山田 雅文 

 企業局長         渡辺 文雄 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        種田 英明 

 福祉保健部長       工藤 哲史 

 生活環境部長       高橋  強 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       佐藤  章 

 土木建築部長       三村  一 

 会計管理者兼会計管理局長 渡辺 栃彦 

 防災局長         岡本 文雄 

 観光局長         渡辺 修武 

 人事委員会事務局長    塩月 裕士 

 労働委員会事務局長    幸  清二 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

元吉議長 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

 諸般の報告 

元吉議長 日程に入るに先立ち、諸般の報告を

します。 

 第５６号議案職員の特殊勤務手当支給条例等

の一部改正についてです。 

 地方公務員法第５条第２項の規定により、人

事委員会の意見を聴取した結果、適当と考える

旨、文書をもって回答がありました。 

 以上で報告を終わります。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 本日の議事は、議事日程第６号によ

り行います。 
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―――――→…←――――― 

 日程第１ 一般質問及び質疑、委員会付託 

元吉議長 日程第１、第５３号議案から第５６

号議案まで及び第５８号議案から第６９号議案

までを一括議題とし、これより一般質問及び質

疑に入ります。 

 発言の通告がありますので、順次これを許し

ます。岡野涼子君。 

  〔岡野議員登壇〕（拍手） 

岡野議員 おはようございます。５番、自由民

主党、日田市選出の岡野涼子です。このたびは

質問の機会を与えていただきありがとうござい

ます。先輩、同僚議員の皆様、そして、初の一

般質問ということで、わざわざ本日、日田の方

から足を運んでくださった応援団の皆様に心よ

り感謝します。そして、本日は夏休みに入った

ということで、息子も傍聴に来てくれています。

保守系女性県議会議員として、女性の視点や感

覚を県政にしっかりと反映させられるように取

り組んでいくので、皆様何とぞよろしくお願い

します。 

 それでは、質問します。 

 まずは、福祉政策をめぐる諸課題について、

それぞれ三つの分野から伺います。 

 まず、子育て世帯に向けた支援について。 

 今年６月に発表された２０２２年の人口動態

統計・概数によると、本県の出生数は６，７９

８人と１２年連続で減少し、ついに７千人を割

り込んでしまいました。また、自然減の９，４

６７人は、戦後最大の減少数となっています。

２０年以上にわたり人口が減り続けている事実

に、私たちは真剣に向き合わなければなりませ

ん。 

 私はこれまで日田市を拠点に、将来の日田を

担う小学生からＵターン希望の大学生まで若い

世代の方々に、地元の魅力やそこで働くことの

かっこよさを伝える活動を行ってきました。そ

の中で若者たちからは、一度は都市部に出たと

してもいつかは地元に帰ってきたい、いつか子

どもは欲しいが自分たちに育てられるのかが不

安などの声を多く聞いています。 

 若者が地域に残る、あるいは地域に帰ってき

てもらうためには、その土地でどのようなライ

フスタイルを描くことができるのかを理解して

もらうことが重要です。職業、生活環境もさる

ことながら、子育てのしやすさは重要なファク

ターとなると思います。 

 折しも、この６月に発表された国の経済財政

運営と改革の基本方針２０２３、いわゆる骨太

の方針２０２３には、岸田内閣が整理したこど

も・子育て政策の強化について、次元の異なる

少子化対策にのっとった課題の解決に向けたア

クションとその財源について記載されています。

特に、第３の柱と位置付けられている「全ての

子育て世帯を切れ目なく支援する」については、

県としてもこれに応じた対応が必要であると考

えます。 

 子育て世帯といっても一様ではありません。

子どもの年齢、家族構成など、それぞれの世帯

によって直面している課題は異なっています。

例えば、出産を控えた御家族には今後の育児の

不安に対するケアが必要ですし、難病のお子さ

んを抱える世帯には医療的なケアが十分行き渡

る対策が必要であると考えます。その中でも、

学童保育の充実や保育料の無償化など、母親の

働きやすさや育児負担の軽減などはとても重要

だと考えています。しかしながら、現状、支援

策を掲げていても制度の狭間やルールの形骸化

などで、支援が受けられないケースなどを保護

者から伺うこともあり、施策の改善や見直しが

必要な点も見受けられます。本県に住む子ども

たちや保護者の皆さんが安心して生活を送るこ

とのできる社会づくりのためには、こうした子

育て世帯が直面する課題に市町村などと連携し

ながら、寄り添って対応していく必要があるの

ではないでしょうか。 

 子育てしやすい大分県を打ち出すことが、こ

れから若者に選ばれる大分県になると思います。

また、そのことが人口減少に歯止めをかける対

策になるとも考えます。子育て満足度日本一を

掲げた広瀬県政を継承、発展させるとしている

佐藤知事はこの点をどのようにお考えでしょう

か。子育て世帯に向けた支援について知事に伺

います。 
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 あとは対面席で行います。 

  〔岡野議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

元吉議長 ただいまの岡野涼子君の質問に対す

る答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 おはようございます。岡野議員の子

育て世帯に向けた支援についての御質問にお答

えします。 

 私は選挙期間中に県内をくまなく回り、様々

な方と会った際に、少子化問題を何とかしてほ

しいという御意見を多くいただきました。 

 人口減少に歯止めをかけるためにも、子育て

支援を県政の重要課題の一つとし、子育て満足

度日本一の実現を継承、発展すべきと考えてい

ます。 

 県ではこれまで、出会いから結婚、妊娠・出

産、子育てまでの切れ目のない支援に取り組ん

できており、特に、子ども医療費や不妊治療費

の助成、保育料の減免などの経済的支援の充実

に力を入れてきました。 

 しかしながら、夫婦間の家事、育児の分担や、

社会からの孤立感、子どもの病気など、子育て

世帯の悩みは千差万別です。こうした声に耳を

傾け、対策を講じていかなければなりません。 

 今年度予算では、これまでの取組に加え、次

の２点に重きを置いて施策を展開していきます。 

 一つは、子どもや子育て世帯を社会全体で応

援する環境づくりです。 

 父親が家事や育児を行うほど第２子以降の出

生割合が高いことを踏まえ、男性の子育てを応

援します。 

 父親目線で熱心に子育てに取り組むおおいた

パパくらぶや日田市のぼんちパパ倶楽部の好事

例を広く紹介するとともに、家事や育児に消極

的な父親も気軽に参加できるよう、商業施設等

でのイベントを開催します。 

 あわせて、企業への働きかけも大切です。職

場や上司に気兼ねなく、仕事と育児を両立でき

るよう、出前講座を開催し、職場全体で子育て

を応援する機運を醸成します。 

 また、慢性的な人材不足に悩む放課後児童ク

ラブやファミリー・サポート・センターなどの

新たな担い手として、子育て支援に意欲のある

高齢者等にも御協力いただき、地域で子育てを

応援する土台づくりも進めます。 

 二つ目は、個々の世帯の事情に応じたきめ細

やかな支援です。 

 今年度から、小児慢性特定疾病で入院する児

童等に付き添う家族の宿泊費や、近隣に産婦人

科がない妊産婦への交通費などの助成制度を創

設し、それぞれの世帯が直面する悩みや課題へ

の支援を行っていきます。 

 今後も引き続き子育て世代の声を大事にしな

がら、国や市町村とも連携し、子育て満足度日

本一を目指していきます。 

元吉議長 岡野涼子君。 

岡野議員 ありがとうございます。正に地域全

体で育てる、そして、きめ細やかな対策は非常

に重要だと思います。子育てしやすい大分県の

実現に向けては様々な方法があるかと思います

が、若い世代にまず知ってもらうことが非常に

重要ではないかなと感じています。 

 実は最近、私の周りでは、いつかは子どもを

と思いながらも、仕事が忙しくてとか、様々な

環境で、タイミングを逃してしまったというケ

ースが見受けられます。妊娠、出産で考えた場

合、高校生など若い世代に正しい知識を伝え、

最近注目を集めているプレコンセプションケア

などを知ってもらうことが大切だと考えます。

このプレコンセプションケア、妊娠計画の有無

にかかわらず、若い世代のためのヘルスケアで

あり、現在の体の状態を把握し、将来の妊娠や

体の変化に備えて、自分たちの健康に向き合う

というものです。 

 最近は考え方の普及だけにとどまらず、一歩

踏み込んだ支援を行う事例も出てきています。

県内でも国東市で県内初としてプレコンセプシ

ョンケアの健診費助成事業が開始されています。

このような実効性のある取組を行うことが出生

数の増加にもつながっていくのではないかと考

えますが、この辺り、県の見解について福祉保

健部長に再質問をお願いします。 

元吉議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 再質問にお答えします。 
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 確かに、今、議員言われるように、プレコン

セプションケア、最近時々聞く言葉ですが、県

は、将来の妊娠、出産に備えて自身の健康やラ

イフプランを考えるきっかけとなるように、早

い時期、高校生の段階から対応しています。出

前講座を県の助産師会にお願いして、助産師が

県内の高校に出向いて、そして、妊娠、出産前

からのいろんな健康に関するヘルスケアの講座

を持っています。 

 評判を聞くと、結構、講座が終わっても高校

生が、特に女子高校生は講師で行った方に近寄

っていろいろ質問されたりということもあるよ

うで、割と好評です。今後も取り組んでいきた

いと思っています。 

 それから、仮に講師がなかなか行けないなと

いう場合もあるでしょうから、今年、高校の授

業等で、講師がわざわざ行かなくても、授業で

活用していただけるような動画があればいいか

なということで、これを六つほど今年の予算で

作ろうかなということで、今これは準備中です

が、出来次第、高校等で御活用いただければな

と思います。 

 それから、妊娠を希望する夫婦の方には、検

査をしていただくための検査の助成、県独自で

３万円限度の助成制度を創設していますが、昨

年、県内で３３４件ほど助成を利用していただ

いています。さきほど議員が触れていただいた

国東市も市の単独の助成制度がありますが、県

の制度と対象者とか回数がちょっと違うのです

が、県もこの制度を持っているので、どちらか

利用しやすい方を今使っていただいている状況

です。 

 こういったことで、若い世代からの一つは啓

発、それから、実際の検査、この二つの面で少

しずつ歩みを今、県は進めています。 

元吉議長 岡野涼子君。 

岡野議員 ありがとうございます。ぜひ進めて

いただきたいと思いますし、子どもを産むこと

が心と体、両方、心身ともにリスクとならない

社会を目指していただきたいなと思うので、ぜ

ひ健やかな環境づくりをお願いします。 

 それでは、続いての質問です。 

 災害時要支援者の個別避難計画についてです。 

 県内で観測史上最大の震度６弱を記録した熊

本・大分地震の本震から早７年が経ちました。

当時は、自力では避難できない高齢者や障がい

者が周囲に助けを要請できず、自宅にとどまっ

たケースがあり、要支援者への対応が改めて課

題となりました。国は災害時要支援者の個別避

難計画を作成するように求めているものの、県

内作成率は今年１月時点で３８．８％にとどま

っていると聞いており、豪雨や台風など命を脅

かす災害が相次いで発生する中で、早急な対応

が求められていると思います。 

 災害対策基本法は、１人で避難することが困

難な人の避難行動要支援者名簿の作成を市町村

に義務付けています。これまでも個別避難計画

を任意でまとめる自治体はありましたが、２０

２１年５月の法改正で努力義務化されました。

対象者は日田市の場合では要介護認定３以上、

身体障害者手帳１・２級の所持者などとされて

おり、個別避難計画はこのような自力での避難

が困難な人を対象に、手助けする支援者や避難

場所、必要な配慮などをそれぞれまとめて記す

ものです。県内では主に自治体職員や自治委員、

民生委員、ケアマネジャーが訪問して作成して

います。 

 市町村ごとの作成率は姫島村が９割を超え、

私の地元の日田市でも８割弱となる一方、専門

職などの人手が不足することもあるためか、１

０市町では３割を下回っていることもあり、そ

の進捗が懸念されています。 

 ただ、私の周り、現場からは、計画は作成で

きていても、その実効性を疑問視する声も上が

っています。 

 こうしたことを踏まえ、今後どのようにして

災害時要支援者の個別避難計画作成を進めてい

くのか、福祉保健部長に伺います。 

工藤福祉保健部長 県ではこれまで、自主防災

組織や民生委員など地域の支援者を対象とした

研修に加え、要支援者の実態を把握しているケ

アマネジャーをはじめ、福祉専門職にも研修を

行うなど、市町村の計画作成を支援してきまし

た。 
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 作成に先立ち、要支援者の個別情報を地域で

共有することが大変重要となりますが、支援対

象者の約４割が御自分の情報提供になかなか同

意していただけない状況もあります。また、御

指摘のマンパワー不足により、福祉専門職や地

域の支援者との連携、調整に十分時間を避けて

いない市町村もあり、計画の作成率に差が生じ

ている状況となっています。 

 このため、今年度は要支援者御本人や御家族

の制度の理解を促進するための動画を作成する

ほか、計画作成に携わる関係者間の連携をコー

ディネートしようということで、県の社会福祉

協議会に専任職員を新たに３人配置しました。 

 また、計画の実効性の話がありました。実効

性を高めるためには、実際の避難訓練で個別課

題を把握することが大変重要です。防災局とも

連携して、要支援者御本人が参加する訓練の実

施を市町村等に鋭意働きかけています。 

 今後とも計画作成率の向上、それから、実効

性の確保に向け、市町村をしっかり支援してい

きます。 

元吉議長 岡野涼子君。 

岡野議員 ありがとうございます。確かに、社

会福祉協議会の中に３人の専任職員、コーディ

ネーターが配置されるのは非常に心強いなと思

いますが、現場の声として、関係部署が本当に

多く混在しているために、なかなか推進してく

ださる人材がいないと。皆さんそれぞれの持ち

場持ち場でいっぱいだという話をやはり伺いま

す。折しも、４月から災害があり、やはり不安

な声を抱えている方はたくさんいると思います。

ぜひそのコーディネーターの方々に現場の声を

しっかりと反映させていただく役割を担ってい

ただけたらありがたいし、また、これは非常に

重要だと思うんですが、協議の中に保護者や該

当する本人が入っていないことが非常に多いと

伺っているので、それを推進していただけたら

と考えているので、よろしくお願いします。 

 それでは、続いての質問です。 

 訪問介護について質問します。 

 高齢化の進展などにより、長期にわたる療養

や介護を必要とする高齢者が増加しており、治

す医療から治し、地域で支える医療への転換が

求められています。自宅などでの療養を望んで

いる要介護高齢者や慢性疾患患者ができるだけ

住み慣れた地域や家庭において日常生活を送る

ことができるよう、在宅医療支援体制を充実さ

せる必要があると思います。 

 さらに、認知症の増加、疾病や障がいを抱え

ながら自宅や住み慣れた地域で生活する小児や

若年層の患者も増加しており、在宅医療のニー

ズは多様化しています。 

 在宅医療を進める上で鍵を握るのが、訪問看

護の充実です。患者のニーズに対応できるよう、

訪問看護ステーションの整備や看護師の確保及

び資質の向上が求められています。 

 また、在宅療養を継続するためには、病状急

変時の対応に関する患者の不安や家族の負担を

軽減することが重要です。在宅医療に係る機関

については、近隣の病院や診療所、訪問看護事

業所等との連携により２４時間３６５日対応が

可能な体制を確保することが必要と思います。 

 さらに、がんなどの病気の終末期において、

人生の最終段階を自宅で家族と共に過ごしたい

と望む患者に対する在宅での医療提供体制の整

備も大切だと思います。 

 県が平成２９年に行った調査では、人生の最

期を迎えたい場所として自宅と答えた人が約４

割で最も多く、次に病院などの医療機関が約３

割となっています。一方で、実際の在宅死の割

合は１割程度にとどまっており、このギャップ

を埋めることが急務となっています。在宅医療

に携わる機関には、患者や家族の不安を解消し、

患者が望む場所でのみとりを行うことができる

体制を構築することが求められています。 

 このように、ますます高齢化が進む中で、県

内の訪問看護ニーズに効率的かつ効果的に対応

するため、みとりや終末期ケアに２４時間３６

５日体制で対応できる訪問看護体制の強化が急

務と言えます。 

 こうしたことを踏まえ、今後どのようにして

訪問看護体制を強化していくのか、福祉保健部

長に伺います。 

元吉議長 工藤福祉保健部長。 
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工藤福祉保健部長 県では、これまで訪問看護

ステーション新設時の設備整備への助成や、訪

問看護師の養成研修などに取り組み、県内の訪

問看護ステーションは、この１０年間で２倍以

上の県内約２００か所まで増えてきています。

一方で、その半数は、看護職員が５人未満の比

較的小規模な事業所であり、昼夜を問わないみ

とり等の対応に苦慮している例もあります。ま

た、その６割が大分市、あるいは別府市に偏在

していることや、訪問看護従事者そのものの不

足も課題です。 

 このため、今回の補正予算により常勤看護職

を手厚く配置し、２４時間３６５日対応できる

機能強化型の訪問看護ステーシヨンの整備を促

進するとともに、訪問看護人材の確保も加速し

ていきます。 

 具体的には、既にある機能強化型への移行を

目指すステーションに今ある機能強化型の管理

者をアドバイザーとして派遣して、運営などの

実務面をしっかり支援します。また、訪問看護

に特化した就職ガイダンスやインターンシップ

研修を県の看護協会と連携して新たに実施しま

す。 

 こうした取組により、自宅で最期を迎えたい

という県民の希望に応えられるよう、訪問看護

提供体制の充実に努めていきます。 

元吉議長 岡野涼子君。 

岡野議員 ありがとうございます。高齢者の方

だけではなくて、医療を必要とする医療提供ケ

ア児の保護者の方々からの話でも、やはり訪問

看護で来てくださる看護師との信頼関係が非常

にありがたいと。そうすることによって、また

あしたから頑張ろうという希望を与えていただ

いているという声も聞いているので、本当にこ

れは体制強化が必要だと思います。２００か所

を超えて、これからまだまだ強化型もつくって

いくということなので、期待しています。あり

がとうございます。 

元吉議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 ありがとうございます。今

の件ですが、機能強化型の訪問看護ステーショ

ン、みとりや終末期ケアをまず念頭に置いてい

ますが、そういった高齢者の在宅看護ニーズ、

まずはこれに応えるということですが、今、議

員が御指摘された医療提供ケア児など、要する

に自宅で常時看護、医療を必要とする方々にも

今後利用いただく機会がこれは増えるのかなと

思っています。 

 現在、さきほど言ったステーション、県内２

００か所ありますが、たまたま日田市を含む西

部医療圏だけを見てみると、今９か所あります。

２４時間３６５日対応できる機能強化型がまだ

ありません。こうした機能強化型の空白圏域、

今後なるべく早期に整備を進めることとしてい

ます。高齢者だけでなく、幅広い方々の在宅医

療のニーズに応えていきたいと考えています。 

元吉議長 岡野涼子君。 

岡野議員 ありがとうございます。ぜひお願い

します。 

 この三つの質問を踏まえて次の質問に進みま

すが、続いての質問は女性活躍の推進について

です。様々さきほどもありました、介護のこと

や、そして、子育てのことも含めて、女性活躍

の推進を今後どのようにしていくのか伺ってい

きます。 

 総務省の労働力調査によると、女性の社会進

出を表す女性就業者数は、令和４年時点で３，

０２４万人となっており、この１０年間で約３

７０万人増加しています。また、出生動向基本

調査によると、第１子出産を機に女性が退職す

る割合は、２０１０年調査では約６割でしたが、

直近の２０２１年調査では約３割に半減してお

り、女性の社会進出が根付いてきたと考えられ

ます。 

 人生１００年時代を迎え、家族の姿や人生が

多様化する中、社会における女性の活躍は大変

重要です。 

 国においては、昭和の時代に形づくられた男

女間の賃金格差を含む労働慣行や、固定的な性

別役割分担意識などの構造的な問題を解決する

ため、昨年から女性版骨太の方針を新たに定め

ました。その方針の中では、女性の所得向上、

経済的自立に向けた取組を強化するとともに、

女性登用の加速化や管理職に占める女性比率の
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向上を図ることとしています。 

 このような中、県においても男女共同参画社

会を実現するため、第５次おおいた男女共同参

画プランを策定し、その基本目標の一つに女性

の活躍の推進を掲げ、積極的に女性の活躍推進

や意識改革に取り組んできたと伺っています。 

 その結果、令和４年度に実施した県の意識調

査では、男は仕事、女は家庭といった性別役割

分担的な考え方に同感しない人の割合は６４．

４％を占め、前回の令和元年度調査から３年で

７．７ポイント増加するなど、女性の社会進出

に対する県民意識は一定の高まりを見せていま

す。 

 ところが、同調査の男女の地位は平等になっ

ていると思うかという設問では、社会全体で見

た場合に平等と答えた人の割合は１２．４％に

すぎない状況にあります。 

 また、同じく令和４年度に実施した労働福祉

等実態調査では、男性の育児休業取得率は１３．

８％、管理職に占める女性の割合は１６．３％

で、いずれも増加傾向ではあるものの、プラン

に掲げる令和７年度の目標の達成には、まだま

だ女性の活躍を推進する取組の強化が必要だと

考えます。 

 県では、これまでも経済団体と連携して、経

営者の意識改革、女性の採用や登用、働きやす

い職場づくりなど、様々な取組を行ってきまし

たが、こうした現状も踏まえ、今後どのように

女性の活躍を推進していくのか、知事の考えを

お聞かせください。 

元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 女性活躍の推進についての質問にお

答えします。 

 今年は男女共同参画推進への貢献に対して贈

られる総理大臣表彰と女性のチャレンジ賞を本

県の個人、団体がダブル受賞しました。ともに

全国で１０者程度しか選ばれない表彰であり、

女性のチャレンジ賞は６年連続、大分県の方が

受賞しています。 

 また、１月に民間調査会社が発表した本県の

女性社長比率は、過去最高の９．７％となり、

全国平均を上回っています。 

 こうした女性の活躍をさらに応援するために、

経済界、県民、行政が一丸となり、女性活躍応

援県おおいたを旗印として、これから次の三つ

の視点で取組を加速していきます。 

 一つ目は、働きたい女性への支援です。 

 女性の採用や柔軟な働き方に積極的に取り組

む女性活躍推進宣言企業は２７７社にまで広が

ってきています。その一方で、宣言企業の取組

には温度差があり、次のステップを目指したい

という声も聞かれます。そのため、管理職の女

性の割合等、一定の基準を満たす企業や団体を

認証する県独自の制度を新たに設けて、こうし

た企業の見える化を図ります。 

 また、本県では多くの女性が進学や就職を機

に県外へ転出しており、若年女性のＵターンの

促進は喫緊の課題となっています。移住転職に

向けた情報発進やサポート体制を強化して、選

ばれる大分県を目指していきます。 

 二つ目は、働いている女性への支援です。 

 企業の現場からは、他業種の優れた女性経営

者の話を聞きたい、相談できる女性管理職がい

ないという声をよく耳にします。そこで、第一

線で活躍する女性経営者の講演やワークショッ

プ等を通じて、業種を超えたコミュニティづく

りを促進します。また、建設産業の分野でのス

キルアップセミナー等を通じ、女性の職域拡大

を積極的に支援します。 

 三つ目は、仕事と家庭を両立できる環境づく

りです。 

 男性の家事・育児参画に向けて、パートナー

との協力の大切さを考えるきっかけとなる家事

手帳の配布やセミナーを通じて、男性の主体的

な行動を促します。また、家庭における固定的

な役割分担意識など、無意識の思い込みである

アンコンシャス・バイアスの解消にも取り組み

ます。 

 さらに、働き方改革に向けて、企業にアドバ

イザーを派遣するほか、子育て世代の社員向け

出前講座等を実施し、父親が育児に参加しやす

い環境づくりをさらに後押ししていきます。 

 こうした取組を着実に進めて、女性が輝き、

存分に活躍し、社会に元気を与える大分県づく
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りを進めていきます。 

元吉議長 岡野涼子君。 

岡野議員 この分野でもぜひお願いしたいとこ

ろですが、さきほど女性活躍宣言の企業がこれ

からどんどん増えていくということでしたが、

ユースエール企業という厚生労働省が認定して

いる若者応援企業が、例えば、ハローワークで

仕事を探すときには優先的にそういった企業を

紹介できるような制度があるので、ぜひ大分県

の女性活躍宣言をしている企業にもそういった

ことがこれからできるような体制づくりをして

いかれるといいのではないかなと考えています。

ありがとうございます。 

 それでは続いて、三つ目の地域の活力づくり

について質問します。 

 若年者の移住促進についてです。 

 総務省の統計によれば、東京２３区への転入

者数は２０２０年に減少に転じ、２０２１年に

は転出超過となっています。新型コロナウイル

ス感染症は、私たちの社会生活に大きな影響を

与えましたが、価値観の変化による地方移住へ

の関心が高まり、地方回帰の流れが起きつつあ

るように思えます。 

 しかしながら、今年１月に発表された移動報

告では、東京２３区は２０２２年に転入超過と

なり、都市部への人の流れが再び強まっている

可能性があります。都市部への人口移動は若者

が特に多く、若者がそのまま都市部で結婚し出

産を迎えると、人口の自然増にも影響していく

ものと思います。本日冒頭の質問でも少し触れ

ましたが、目標の達成に向け、出生数を増やし

ていくためには、何よりも若者への対策が必要

ではないかなと考えます。 

 私は大学進学のため東京に行きましたが、学

生時代から地域活性化に取り組みたいという思

いがあり、就職で大分に帰ってきました。人材

育成の事業を行う中で、若者は郷土愛をしっか

りと持っており、地域を諦めていないことも分

かりました。地方、地方と呼ばれますが、この

地方には、地域をまだまだ元気にしたいと思う

若者がおり、そういった若者は今一生懸命頑張

って意欲を持って働いていると感じています。 

 このような経験から、産業の創出など総合的

な対策による若者転出抑制に加えて、地方回帰

という価値観に着目し、若者が本県へ移住し、

安心して暮らせるよう取り組んでいくことが大

変重要ではないかなと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、都市部からの移住、

中でも若者の移住の促進についてどのように取

り組んでいくのか、企画振興部長に伺います。 

元吉議長 山田企画振興部長。 

山田企画振興部長 若年者の移住促進について

お答えします。 

 県では、令和３年度からＩＴ技術等の資格取

得の支援を行い移住、就職につなげる取組を進

めており、この結果、直近２年間で８０世帯１

０９人が移住し、うち２０代から３０年代の若

年者が７割を占めています。 

 しかしながら、若者の流出は続いており、議

員御指摘のとおり、出生数の増加に向けて若年

者へのさらなる対策が重要と認識しています。 

 昨年行った若年者向けのアンケートでは、県

外在住の本県出身者から、自分に合った企業を

探すすべがなかったなどの声が、特に女性から

多く聞かれました。このため、女性向けの情報

発信を強化するとともに、キャリア相談をはじ

め、就職先の紹介やあっせんを伴走型で支援し

ていきます。 

 また、コロナ禍を契機にテレワークが普及し

てきた世の中の変容を捉え、大分に移住しなが

ら本社等への遠隔勤務を行う転職なき移住を加

速させていきます。具体的には、都市圏等の企

業を対象にモニターツアーを実施し、遠隔勤務

やフィールドワークなどの機会を提供したいと

考えています。 

 移住を希望する若者に寄り添った支援に力を

入れ、一人でも多くの移住につながるように努

力していきます。 

元吉議長 岡野涼子君。 

岡野議員 これは日田市のデータですが、男女

比率でいうと、男性のＵターン率は非常に高い

のですが、女性のＵターン率だけが非常に低い

というデータが出ています。日田市だけではな

くて、きっと大分県全体もその傾向はあるのか
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なと思うのですが、さきほど知事の話にもあり

ました、女性にどうＰＲしていくかが非常にこ

れから重要だなと考えているので、ぜひロール

モデルとなるような女性の皆さんをどんどん発

信していただき、ああ、かっこいい働き方が大

分県でできるのだと思ってもらえるような取組

を進めていただけたらと思っています。よろし

くお願いします。 

 それでは、地域の活力づくり二つ目です。 

 ツール・ド・九州２０２３について伺います。 

 いよいよ今年１０月に、福岡、熊本、大分の

３県で国際サイクルロードレース、ツール・ド

・九州２０２３が開催されます。この大会は、

九州地域戦略会議が、ラグビーワールドカップ

のレガシーの継承、九州でのサイクルツーリズ

ムの推進、九州を襲った自然災害からの復興を

象徴するイベントとして開催を目指したもので

す。 

 九州・山口の官民が開催に向けて一体となっ

て取り組んだ結果、国際自転車競技連合アジア

ツアー、クラス１の公式レースとしての開催と

なり、海外で活躍するトップチームの参加も予

定されていることから、国内のみならず海外か

らも大変注目されているレースと聞いています。 

 本県では、大会終了日に当たる１０月９日に

我が日田市で開催され、スタート地点のオート

ポリスからゴール地点となる日田市街地までが、

まるでスタジアムのようになると言っても過言

ではありません。スピードレースとなることが

想定される標高差７００メートルを下るコース

は、本県のみの特徴です。そして、終盤に展開

される、最後の力を振り絞る選手同士の激しい

せめぎ合いを、ゴール前の中心市街地で間近に

観戦できることは、レース屈指の見どころと言

ってもいいと思います。 

 国内最高峰のレースとなるであろうツール・

ド・九州の記念すべき第１回を、本県の地の利

をいかして開催するということは、大変喜ばし

く、歓迎すべきことであると考えています。 

 また、大会のクライマックスが県内で開催さ

れることから、開催日前後には、選手が戦う生

の迫力を現地で一目でも見たいと、国内外から

多くの方々が観戦に訪れ、大いににぎわうこと

が予想されます。さらに、現地での観戦者だけ

ではなく、中継を通して観戦する多くの方々に

対しても、日田のみならず、大分県の魅力をア

ピールできる絶好のチャンスでもあります。 

 ただ、専門性の高い競技であるがゆえに、現

在、日田市内での盛り上がりが十分かと言われ

ると、ちょっとそこは不安なところがあるので

すが、これまでにも大会開催の周知については、

ホームページはもちろんのこと、各地でのイベ

ント等を通じて実施してきていると伺っていま

すが、開催まで３か月を切り、国内有数の一大

イベントが本県で開催されることについて、さ

らなる情報発信が必要ではないかと考えます。 

 そこで、大会本番に向け、今後どのように機

運を盛り上げていくのか、企画振興部長に伺い

ます。 

元吉議長 山田企画振興部長。 

山田企画振興部長 ツール・ド・九州２０２３

は、九州各県と経済界が一体となって、世界中

のプロチームが参加できる大会を目指し厳しい

基準をクリアしてきた結果、初回、今回の第１

回から国際自転車競技連合がクラス１に認定す

る公式自転車レースに位置付けられました。 

 大会開催に向けた機運醸成のため、本県では

これまで、開催地の日田市を中心に県内１０市

町、２５か所の道の駅等と連携して、スタンプ

ラリーやイベント開催時のバーチャルサイクリ

ング体験などにより、大会をＰＲしてきました。 

 今後は、ロードバイク専門のインフルエンサ

ーが実際のコースを走りながら臨場感あふれる

動画を作成し、ホームページやＳＮＳ等で世界

中に情報発信して、さらなる知名度向上を図り

たいと考えています。 

 また、大会が近づくにつれ、商店街やコース

沿道の至る所で、ポスターや横断幕、のぼり等

を用いて街中を大会カラーの黄色に染め上げる

イエロープロジェクトを展開します。加えて、

大会本番は、地元のお酒等を振る舞う飲食イベ

ントを実施するとともに、県内の物産、観光の

ＰＲブースを設けるなど、大会を活用した本県

の魅力発信に努めます。 
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 日田地域が今回の豪雨災害から立ち直り、再

び活気を取り戻せるよう、大会の成功に万全を

期していきます。 

元吉議長 岡野涼子君。 

岡野議員 こちらもぜひお願いしたいのですが、

やはりプロのレースとなると、どうしても専門

性の高い方々、そして、それが好きな方には今

情報発信できているように感じますが、地元の

方々、今まで余り自転車などに触れていない方

々にはまだまだ周知が必要かなと感じています。

ぜひ自転車が楽しいということを子どもたちや

中高生などにも伝えていただいて、これが終わ

った後にもずっと続いていけるような取組をし

ていただけたらなと思っているので、よろしく

お願いします。 

 それでは、項目としては最後の項目、商工政

策について質問します。 

 本日、７月２０日は何と中小企業の日で、中

小企業の伴走支援について話を伺います。 

 商工会、商工会議所などの商工団体は、地域

の活力を高める取組、地域の課題解決に向けた

取組、そして、中小企業・小規模事業者の支援

を担う、地域経済にとって大変重要な存在だと

思います。しかしながら、人口減少の急速な進

展やコロナの流行及び社会経済の再活性化など、

商工団体を取り巻く環境は近年大きく変容して

います。 

 これまでも商工会、商工会議所の合併、経営

指導員の増員、職員の資質向上といった体制強

化に向けた取組が進められてきましたが、これ

らの社会環境の変化に伴い、新製品の開発や販

路拡大、事業承継、デジタルトランスフォーメ

ーションへの対応など、中小企業・小規模事業

者の課題やニーズも高度化、多様化しているほ

か、コロナ関連の資金繰り相談や、豪雨、地震

等の自然災害への対応など、商工団体の職員一

人一人に対する期待は年々高まっています。 

 私は以前、創業支援施設のおおいたスタート

アップセンターで働いていたことがありますが、

その際にたくさんの創業者の皆様から悩みを聞

いてきました。事業を軌道に乗せるための解決

策、取組を一緒に模索してきました。その際に

感じたことは、経営者の皆さんにとって公的機

関の相談員は、従業員や金融機関といった直接

の利害関係者には話せない悩みや思いを打ち明

けることができる、とても大切な存在であると

いうことです。私自身も経営者なので、自分一

人の考えで経営方針を決めていくのはとても孤

独で、苦しいことが多いのですが、もちろん決

断の責任は全て自分にあります。ただ、そんな

中でも、中立な目線で、一緒に悩み考えてくれ

る存在が欲しいと感じることが多いです。公的

機関である商工団体の職員は、正にこのような

経営者をサポートする、なくてはならない存在

です。 

 その一方、商工会議所では少ない経営指導員

で多くの事業者に対応せざるを得ない状況にあ

ること、商工会においても若手経営指導員が支

所に一人で配置されていることなどから、商工

団体に期待される伴走支援が現場によっては行

き渡りづらい状況にあるなど、支援体制におけ

る課題もあるのではないかと思います。 

 こうした状況を踏まえ、商工団体の伴走支援

体制について、今後どのように充実させていく

のか、商工観光労働部長に伺います。 

元吉議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 中小企業の課題やニー

ズが多様化、高度化する中で、中小企業への伴

走を行う商工団体の経営指導員による支援の充

実が必要と考えています。これまで経営指導員

の増員に加え、各指導員のスキルアップのため、

専門研修や人事交流、デジタルツールによる情

報共有の促進などを支援してきました。本年度

は商工会議所、商工会それぞれの体制強化を支

援し、経営指導員が存分に力を発揮できる環境

整備を目指していきます。 

 一つは、商工会議所連合会の専門指導センタ

ーの設置です。中小企業診断士の資格を持つ専

門指導員が、各所の経営指導員をサポートする

形で一緒に巡回し、事業再構築や経営革新など、

専門知識が求められる案件への対応の強化を図

るものと承知しています。 

 二つは、商工会支所職員の機能的な配置です。

商工会連合会では、令和３年度から支援体制の
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在り方を議論し、支援機能強化のため、職員配

置の集中化が最も効果的との方向性が示された

ところと承知しています。こうした人的資源の

最適配置により、経営指導員の専門性やノウハ

ウの最大限の活用、若手職員のスキル向上、業

務標準化などが期待されます。 

 今後とも中小企業に最も身近な支援機関であ

る商工団体の支援体制の充実にしっかりと取り

組んでいきます。 

元吉議長 岡野涼子君。 

岡野議員 とても重要だと思います。事業再構

築の補助金などにやはり出したいと言われる経

営者の方々は多い中、なかなかその相談の体制

が整っていない、出せないという現状があると

思うので、ぜひ人的支援の配置をお願いしたい

し、今回の議会でも何度かやり取りをされてい

ますが、デジタル化の流れを受けたＤＸ、デジ

タルトランスフォーメーションの取組が中小企

業でも必須となっていると思います。伴走支援

を行う商工会、商工会議所等においても、デジ

タル化の流れに対応していくことが非常に重要

ではないかなと考える中、県では令和４年度当

初予算において経営指導員のスキルアップによ

る小規模事業者のデジタル化支援の取組を実施

されたと伺っています。経営指導員がタブレッ

ト等を活用して小規模事業者にも分かりやすく

デジタル化を示していくことは、非常に意義の

ある取組だと思います。 

 そこで、商工会や商工会議所などにおける経

営支援のデジタル化の進捗状況について、令和

４年度当初予算の取組の成果も含めてお聞かせ

ください。 

元吉議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 県では昨年度、若手経

営指導員によるタブレット等を活用した経営支

援の試行を支援してきました。支援業務の効率

化につながり、試行期間中の支援件数は通常と

比べて約４割増加し、また、指導内容をタブレ

ットで情報共有することで、指導員のスキルア

ップにつながるなどの成果があったと承知して

います。 

 今年度から、全商工会、商工会議所でタブレ

ットを活用した経営指導を開始し、指導先のポ

スレジ、さらにはクラウド会計などのＩＴ導入

実績も出始めていると承知しています。 

 引き続きデジタル化などを通じて、事業者に

一層寄り添った効果的な経営指導を後押しして

いきたいと考えています。 

元吉議長 岡野涼子君。 

岡野議員 ぜひそこのところは、どうしても年

齢的にも高齢の経営者の方々は苦手な部分だっ

たり、ただ、そういった方々が商工会や商工会

議所を支えているのも事実だと思うので、今後

も推進していただけたらと思います。 

 それでは、最後の質問をします。 

 エネルギー価格上昇への対応についてです。 

 我が党の代表質問でも質問しましたが、国が

発表した２０２２年度平均の全国消費者物価指

数は前年度比３％の上昇となり、日々の生活の

中でも物価高騰を実感することが多くなってい

ます。 

 電気代やガス代などエネルギー価格は全体で

１２．８％上昇し、生鮮食品を除く食料も５．

４％伸びています。品目別では、生鮮食品を除

く５２２品目のうち、８割の４２１品目が値上

がりするなど、電気・ガス料金や食料品などの

価格が幅広く上昇し、家計の重荷となっていま

す。 

 今回の物価高騰は、円安による輸入価格の上

昇や資源高といった外圧によるコスト増が要因

とされ、２％の物価目標を掲げる日銀にとって

も望んだ形になっていないとされています。食

料品など生活必需品の値上げが繰り返され、家

計が生活防衛色を強める現状は、消費拡大が物

価を押し上げ、賃上げも進むという理想の姿か

らは遠くなっていると思います。毎月勤労統計

調査では実質賃金のマイナスが続いており、賃

金の上昇を伴わず、物価が高止まりすれば消費

に悪影響を与える可能性もあります。 

 中でも心配なのは、県民や企業などで幅広く

利用されるエネルギー価格です。国でも電気料

金や都市ガス等の料金支援を実施していますが、

本県など地方部で利用の多いプロパンガスなど

のＬＰガスはその対象となっていないといった
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懸念もあります。もちろんＬＰガス料金の上昇

率は電気や都市ガスに比べて低いものの、全世

帯の３分の２で使用されており、その影響は見

過ごせないものとなっています。 

 そうした中、今回の補正予算でＬＰガス等価

格激変緩和対策事業が提案されていますが、エ

ネルギーは消費・生産活動の基礎でもあること

から、早急に周知いただくとともに、広く支援

が行き渡るような工夫をお願いしたいと思いま

す。 

 こうしたことを踏まえ、エネルギー価格上昇

対策にどのように取り組んでいくのか、今回の

支援の考え方とその狙いも含めて、商工観光労

働部長に伺います。 

元吉議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 国では、都市ガス料金

や低圧・高圧契約の電気料金の価格上昇に対す

る負担軽減策を実施していますが、ＬＰガス料

金や特別高圧契約の電気料金はその対象外とな

っています。 

 このため県では、国の対策を補完すべく、価

格高騰の影響を受けるＬＰガス消費者と特別高

圧で受電する中小企業に対する負担軽減策を今

補正予算で提案しています。 

 ＬＰガスについては、対象となる約３５万件

について、１契約当たり３千円を支援します。

県ＬＰガス協会を通じ、ＬＰガス会社に対し割

引原資を補助することで、都市ガスなどと同様

に、契約者が申請手続を行わずに値引きされる

仕組みとしたいと考えています。 

 特別高圧については、国の対策を参考に、本

年１月から８月までは電力使用料に応じ１キロ

ワットアワー当たり３．５円、９月分は１．８

円を補助します。一律の補助が難しいため、こ

ちらは企業の申請を受けて対応することと考え

ています。 

 また、今補正予算では、中小企業が行う太陽

光発電や蓄電池の導入補助も提案しています。

省エネセミナーの開催などとあわせ、企業の中

長期的なエネルギーコスト低減に資する取組を

後押ししたいと考えています。 

 こうした取組をしっかりと活用してもらえる

ように、ホームページやチラシの配布などによ

り施策の周知徹底にも努めていきたいと考えて

います。 

元吉議長 岡野涼子君。 

岡野議員 どうしてもこういった取組のときは

手続の仕方が分からない、どうしたらいいのか

という声を聞くのですが、契約者が自ら申請せ

ずにできるのは非常にいいのではないかと思う

し、やはりＳＮＳやホームページだけではなか

なか行き届かないところがあるので、ぜひ多く

の方に少しでも広げていただけるようにと思い

ます。 

 私の質問は以上です。ありがとうございまし

た。（拍手） 

元吉議長 以上で岡野涼子君の質問及び答弁は

終わりました。後藤慎太郎君。 

  〔後藤議員登壇〕（拍手） 

後藤議員 １４番、自由民主党、後藤慎太郎で

す。今回も貴重な質問の機会をいただきました。

会派の皆さんありがとうございます。せっかく

のこの機会を、何とか私に届いた声も含めて佐

藤知事に伝えたいということで今回も質問しま

す。どうかよろしくお願いします。 

 早速質問します。 

 一つ目は環境をめぐる諸課題についてです。 

 本年４月、札幌市でＧ７気候・エネルギー・

環境大臣会合が開催され、我々が直面する地球

規模の課題について議論されました。気候変動

の深刻な被害を回避するため、産業革命以前に

比べ気温上昇を１．５度に抑えるパリ協定の目

標達成に向けては、迅速かつ具体的な行動を取

ることや、海洋プラスチックごみについて従来

の目標を１０年前倒しし、新たな海洋汚染を２

０４０年までにゼロにすること、また、生物多

様性の保全強化には新たな枠組みを設立するこ

となどが合意されました。こうした世界的な課

題の解決に向けて重要なことは、政府の政策は

もちろんですが、改めて国民一人一人が自らの

行動が環境に与える影響についてしっかりと考

え、行動に移すことだと思います。 

 本県でもこれまで地球温暖化対策や循環型社

会の構築に向けたプラスチックごみの削減など
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に県民総参加で取り組んできました。例えば、

ラグビーワールドカップ大分大会の機運を利用

したＣＯ２オフセットトライ事業や、国に先駆

けて県域で実施したレジ袋の無料配布中止など

は本県らしい先駆的な取組として記憶に新しい

ところです。 

 また、生物多様性の保全に向けても、県独自

でおおいたの重要な自然共生地域を選定するな

ど、本県の豊かな自然を守り育んできました。

こうした取組は、これまでも十分な成果を上げ

てきましたが、さきのＧ７会合から分かるよう

に、環境を取り巻く課題はいまだ山積みしてい

ます。本年度は地球温暖化対策や生物多様性の

保全に向けた県計画の改定が予定されていると

伺います。来年度には４３年ぶりに全国豊かな

海づくり大会が本県で開催され、プラスチック

問題を考える絶好の機会になると思います。 

 このような本県の状況を踏まえ、深刻化する

環境問題に今後どのように取り組んでいくのか、

知事に伺います。 

 次に、Ｊ－クレジットの活用についてです。 

 省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギ

ーの利用によるＣＯ２等の排出削減量や適切な

森林管理によるＣＯ２等の吸収量をクレジット

として国が認証するＪ－クレジット制度があり

ます。この制度により創出されたクレジットは、

経団連カーボンニュートラル行動計画の目標達

成やカーボン・オフセットなど様々な用途に活

用することができます。 

 昨年９月には東京証券取引所で試行取引を行

うカーボン・クレジット市場の実証が行われ、

８５営業日という期間内で、約定件数１６３件、

取引高１４万８千トン－ＣＯ２、取引金額３億

２，８００万円となるなど、関心の高さがうか

がわれました。クレジットの創出者は、この売

却益を活用し、導入した省エネや再エネ設備等

の資金回収に加え、さらなる設備投資につなげ

ることができるなど、資金循環が期待できます。 

 一方、ＣＯ２削減目標を設定した企業がどう

しても自社の環境活動のみでは目標達成できな

い場合に、Ｊ－クレジットを購入することでオ

フセット、つまり相殺することができ、技術的

な問題などですぐにはＣＯ２削減の難しい事業

者にとって環境経営における有効な手段となっ

ています。 

 世界的に温室効果ガスの削減やカーボンニュ

ートラルが求められる中、Ｊ－クレジット制度

の活用は重要な取組の一つになってくると思い

ます。 

 こうしたことを踏まえ、県内のＪ－クレジッ

トに関する取組状況と今後どのように普及させ

ていくのか、生活環境部長に伺います。 

  〔後藤議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

元吉議長 ただいまの後藤慎太郎君の質問に対

する答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 後藤議員の環境政策についての御質

問にお答えします。 

 本県は全国に誇れる豊かな自然や恵まれた環

境を有し、その恩恵を受けています。 

 一方で、地球温暖化やプラスチックごみによ

る海洋汚染など、日々の活動に起因する環境問

題はさらに深刻の度を深めています。 

 今を生きる私たちが、このかけがえのない環

境を次の世代に確実に継承していくため、私は

次の三つの視点でこれまで以上に環境政策を充

実し、発展させていきます。 

 一つ目は脱炭素社会の実現です。ものづくり

県である本県では、豊富な地域資源を生かし、

環境と経済、社会のバランスを保ちながら、県

民や事業者が一体となって進めることが重要で

す。本県の豊かな地熱やバイオマス等の強みを

いかしたグリーン水素の製造など、大分県版水

素サプライチェーンの構築を進めていきます。

また、環境と景観に配慮した地域共生型の再エ

ネ導入に向け、太陽光発電設備等の導入や環境

性能の高い住宅の普及を促進します。加えて、

豊富な森林資源も活用して、大径材の利用促進

と早世樹の再造林によるＣＯ２吸収源対策を進

めるなど、県を挙げて取り組んでいきます。 

 二つ目は循環型社会の構築です。生態系や健

康への影響が懸念されるプラスチックごみ問題

への対応は喫緊の課題となっています。そのた

め、本年度はこれまで積み重ねてきた県民総参
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加による美化活動に加えて、県民、事業者、行

政が一体となってペットボトルやキャップを回

収する参加型啓発運動を新たに開始します。ま

た、プラスチックごみ削減行動に対し、環境ア

プリ内で県産品が当たるポイント付与を行い、

県民意識の醸成を進めます。さらに、環境配慮

に取り組む事業者の活動を見える化するおおい

たグリーン事業者認証制度を創設し、企業価値

の向上を後押しして取組の横展開を進めます。 

 三つ目は自然環境の保全と活用です。豊かな

自然を守るため、これまで希少野生動植物の保

護やＮＰＯ等の自然保護活動への支援、国に先

駆けて取組を始めた自然共生地域の選定などを

行ってきました。今後は、特に現在２７あるこ

の自然共生地域のさらなる拡大に努め、生物多

様性の保全も進めていきます。また、自然環境

の活用も大変大事です。福岡・大分デスティネ

ーションキャンペーンや大阪・関西万博を見据

え、祖母・傾・大崩ユネスコエコパークなど、

本県の自然の魅力を国内外へと発信していきま

す。 

 来年の全国豊かな海づくり大会は、県民の機

運を醸成するまたとない機会となります。これ

も契機としながら、一人一人の環境意識を高め、

本県の恵まれた自然を次世代に継承できるよう、

しっかりと取り組んでいきます。 

 その他の御質問については、担当部局長から

答弁させます。 

元吉議長 高橋生活環境部長。 

高橋生活環境部長 Ｊ－クレジットの活用につ

いてお答えします。 

 カーボンニュートラルに向け、有効なツール

の一つであるＪ－クレジットは、省エネ、再エ

ネ、森林資源の活用など、様々な手法によって

創出されています。本県でも、平成２３年から

太陽光発電の自家消費によるＣＯ２削減量をク

レジット化する取組を実施しています。また、

県内事業者では、燃料を重油からバイオマスに、

ＬＰガスから地熱等に転換した際にクレジット

認証を受けている例もあります。さらに近年で

は、豊富な森林のＣＯ２吸収量を活用した取組

も増え、日田市の事業者では、平均年４千トン

のクレジット創出を見込んでいます。 

 一方、クレジットの普及にあたっては、創出

者と購入者とのマッチングが重要な課題になっ

ています。そのため本年度は、環境問題に積極

的に取り組んでいる地域の金融機関に両者を円

滑につなげる役割を担ってもらうためにセミナ

ーを新たに実施します。加えて、大分県地球温

暖化対策実行計画の改定にあたり、さらなるク

レジットの創出と活用について議論を進めてい

ます。 

 引き続き、Ｊ－クレジット制度の周知や県内

事業者による創出、あるいは活用への支援を通

じた普及拡大に努めます。 

元吉議長 後藤慎太郎君。 

後藤議員 ありがとうございました。環境政策

は、今回触れなかったですが、農業問題の中に

も環境問題等、例えば、ヒートポンプの導入等

をしていただきたいこともあるし、なかなか普

及しなかったですが、ソーラーシェアリングの

必要性は、例えば、冷凍倉庫を持っている農業

経営者への蓄電池、ソーラーパネル等の補助も

考えていただければと思います。なかなか環境

教育を子どものうちからしっかりしないと、子

どもたちも分からないと。我々大人もそういっ

た大事なことを忘れがちなので、しっかりこう

いったのを大分県で取り組んでいただきたいの

で、ぜひよろしくお願いします。 

 では、次に行きます。 

 多様性を受け入れる社会についてです。 

 一つ目は外国人労働者との共生についてです。 

 少子高齢化対策については、国、県が旗振り

役となり、様々なレベルで懸命な対策を行って

いますが、現実的にはその歯止めが見通せない

状況です。本県の活力や未来をつくっていくた

めには、諦めずに粘り強く自然増、社会増の両

面から引き続きしっかりと取り組んでいくこと

が必要かと思いますが、一方で、足下の県経済

の活力を維持、向上させていくための取組も必

要です。 

 そこで、即戦力として大いに期待されている

のが外国人労働者です。特に農業や漁業、建設

業、製造業など、日本人だけでは人手不足が深
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刻となっている業種を中心として、外国人労働

者は我が国、本県の経済に欠くことのできない

存在になりつつあります。 

 一方で、外国人労働者への期待は本県のみな

らず全国的に高まっており、各地域で外国人労

働者の獲得競争が起きている状況です。外国人

労働者は本国の家族の生活を支えるために来日

している方も多く、働く地域を選ぶにあたって

は、やはり賃金水準を重視せざるを得ないと言

われます。そうした中で、都市部と比べると賃

金水準が低い本県などの地方部においては、外

国人労働者に選んでもらう環境づくりを行って

いくことが大変重要です。 

 また、現在、外国人労働者の多くは技能実習

制度を利用して来日しています。技能実習制度

は本来、我が国が先進国としての役割を果たし

つつ、国際社会との調和ある発展を図っていく

ため、技能、技術又は知識の開発途上国等への

移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う人

づくりに協力することを目的としたものです。

しかし、実質的には労働力の補完となっている

状況にあり、また、就労先の転籍も認められな

いなど、人権保護の観点において国際社会から

の批判もあります。こうしたことから、国では

有識者会議において技能実習制度の見直しを検

討しており、中間報告では、制度の廃止と新た

な制度への移行の方針が示されています。加え

て、人材不足が深刻な業種の即戦力確保を目的

とした特定技能制度については、技術を習得し

た外国人労働者が長く日本経済の即戦力として

活躍できるよう、期間に上限がない特定技能２

号について、その対象分野が飲食料品製造業や

外食業などにも拡大されました。 

 このように、外国人労働者については国を挙

げた取組を進めており、県内の企業における期

待も高まっています。外国人材に選ばれ、長き

にわたって戦力として活躍してもらえる就業環

境を整備していくことが大切です。 

 一方で、外国人が増加することは、一般の県

民、生活者という視点で見ると、異なる文化や

風習などへの戸惑い、混乱が起こる可能性もあ

るのではないかと思います。知事は選挙の公約

の一つとして多様性を受け入れる社会の実現を

掲げていました。外国人も県民と触れ合いなが

ら安心して働くことができる環境を築いていく

ことも多様性社会の一つだと思います。 

 そこで、外国人労働者に選ばれ、外国人労働

者と共生する大分県づくりをどのように進めて

いくのか、知事の考えを伺います。 

 二つ目は性的少数者への理解促進についてで

す。 

 近年、性的少数者の人権問題が提起され、性

的マイノリティに対する理解促進や偏見、差別

の解消が重要な課題として認識されてきていま

す。 

 このような中で、地方自治体によるパートナ

ーシップ宣誓制度の導入を機に、民間企業によ

るサービス提供の拡大や、事業主に対する性的

指向や性自認に関するハラスメント防止の義務

化など、性的少数者が抱える生きづらさや困り

事を解消するとともに、性の多様性に関する理

解を進める取組が広まってきています。 

 本県においても、多様な価値観が認められ、

全ての人の人権が尊重される人権尊重社会づく

りが推進されており、大分県人権尊重施策基本

方針では、性的少数者の人権問題が解消すべき

主要課題の一つに位置付けられています。 

 私は議員になってから、社会的マイノリティ

の視点より、不登校、ひきこもり、いじめ、起

立性調節障がい、性的少数者、発達障がい、認

知症、交通弱者、中山間地域の問題、制服、校

則、原発、人権、動物愛護の行政についての問

題などを提案してきました。それは、声なき声

を県政に、小さな声を県政に、その声を届ける

ことが私の役割と思っているからです。その声

が社会を変える原動力になると信じて質問して

います。 

 そのような中、性的少数者への理解促進を図

るため、多様な立場の方々から幅広く意見を聴

取し、有効な施策につなげることを目的として、

県では令和３年１２月に性的少数者への理解促

進に関する調査研究会を設置し、様々な議論を

経て、この１月に報告書が提出されました。 

 折しも先般、国会でＬＧＢＴ理解増進法が成
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立しましたが、人権課題として認識されつつあ

るものの、年代や地域などによっては認識、理

解度には差があり、慎重な対応を求める意見も

あります。 

 一方で、困り事や孤独感を抱える当事者にと

っては、安心して相談したり、生活できる環境

がまだまだ不十分だと思います。性的少数者へ

の理解を深めることは、多様性を認め合う共生

社会づくりを進める上でも大変重要だと考えま

す。報告書においても、パートナーシップ宣誓

制度については、様々な意見を踏まえつつ、県

全体での導入に向けた合意形成が望まれるとさ

れていることから、ぜひ検討をお願いします。 

 報告書等を踏まえ、今後性的少数者への理解

促進にどのように取り組むのか、生活環境部長

に伺います。 

元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 外国人労働者との共生についての御

質問にお答えします。 

 県内人口の減少や少子高齢化に伴う人材不足

により、県内企業による外国人材の活用が広が

ってきています。大分労働局によると、昨年１

０月末時点の県内の外国人労働者数は過去最高

の８，３８３人であり、今後も増加していくと

予想されます。 

 今や外国人材は企業にとって欠かせない戦力

であり、様々な地域や業種で活躍しています。

また、イベントへの参加等を通じ、地域社会に

活力と多様性をもたらしています。 

 こうした中、議員御指摘のとおり、国の有識

者会議では、技能実習制度の廃止や特定技能制

度の見直し等が議論されており、今後の動向を

注視していきます。 

 全国的に外国人材への期待が高まる中で、本

県を選んでもらうには、受入環境の整備や地域

住民との共生をより一層進めていくことが大切

です。 

 そこで、県では、外国人材の適正かつ円滑な

受入れと共生社会の実現に向けた取組を市町村

や関係機関等と連携して進めてきています。 

 まず、受入れに関しては、企業や実習生の受

入れを仲介する監理団体を対象にセミナーを開

催し、在留資格制度や人権保護の理解を深める

とともに、活躍事例の紹介等を行っています。 

 また、今年４月にベトナムのクアンガイ省と、

人材ニーズについての情報交換や、人材の送り

出し及び受入れの適切かつ積極的な推進等に関

する覚書を締結しました。 

 さらに、今回の補正予算において、外国人材

が安心して働くことができるよう、企業におけ

る就業環境の整備や監理団体が実施する安全・

技術講習、日本語研修等への助成を行うことと

しています。あわせて、ＳＮＳを活用して、国

内外の外国人材に向けて、大分県で働く魅力や

暮らしやすさを定期的に情報発信していきます。

こうした取組に加え、企業が賃上げに踏み出せ

るよう環境整備を進めていきます。 

 次に、外国人材との共生に向けては、外国人

材が地域で生活する上で円滑なコミュニケーシ

ョンが図られるよう、県内各地における日本語

教室設置への支援や日本語ボランティアの育成

強化に取り組みます。加えて、中津市の犬丸自

治会など、外国人と地域との交流を積極的にサ

ポートする団体をネットワーク化し、ノウハウ

の共有や優良事例の横展開を図っていきます。 

 また、一元的相談窓口である外国人総合相談

センターにおいては、教育や医療など、様々な

相談に多言語で対応しています。 

 引き続き外国人材を適正に受け入れ、日本人

と外国人の双方が安心して生き生きと活躍でき

る共生社会の実現を目指していきます。 

 その他の御質問については、担当部局長から

答弁させます。 

元吉議長 高橋生活環境部長。 

高橋生活環境部長 性的少数者への理解促進に

ついてお答えします。 

 議員言及のあった報告書では、性的少数者は

身近な存在であることや、多様な性の在り方は

誰にも関係する問題であることにつき、県民の

理解を促進する必要があるとして、教育啓発と

人材育成を充実すべきという提言でした。 

 まず教育啓発では、性的少数者のことが分か

らない、あるいは組織としての対応が難しいな

どの声があることから、当事者を講師に、性の
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多様性を直接学ぶ講演会を実施します。また、

職員と学生が議論しながら、組織の基本方針を

定めたＡＰＵの事例を広く紹介するなど、課題

を踏まえたきめ細やかな施策を進めていきます。 

 また人材育成では、多様な人材をいかすため、

企業・団体の人権啓発責任者に向け、職場にお

ける性的少数者への配慮を学ぶ講座を新たに開

催します。また、支援事例集を作成して、自分

ごととして考え、行動を促すための教材として

活用します。 

 なお、啓発効果が期待されるパートナーシッ

プ宣誓制度については、市町村との制度のすり

合わせ、あるいは関連する企業、団体との丁寧

な調整が必要だと考えます。今年度実施する県

民意識調査や市町村、企業、団体との意見交換

等を踏まえ、課題を整理しながら検討を進めて

いきます。 

元吉議長 後藤慎太郎君。 

後藤議員 ありがとうございました。外国人技

能実習生の件も、やはり今は労働力不足で、県

内いろんな市町村に行くと、特に第１次産業を

中心に人手不足で困っているので、ぜひこの辺

は外国人が大分県を選びやすいようにしていた

だきたいので、よろしくお願いします。 

 それから、性的少数者への理解について、も

はやパートナーシップ制度の導入をどうこう言

うのも、全国の人口カバー率だけでいけばいろ

んなところが入れています。もはや本当はこん

なものがなくたっていい社会であることが必要

だと思っているので、これについてはどうこう

言うこともないのですが、私、佐藤知事になっ

て期待しているのは、人に優しい多様性のある

社会だと思っています。佐藤知事が市長時代に

私、覚えておられると思いますが、あるお子さ

んのいじめ問題から、どうしても周りの大人が

理解してもらえないということで困っていたと

ころ、どうしようもなかったと。そのときに、

市長であった佐藤知事が、そのお母さんとお子

さんと直談判に行って話を丁寧に聞いていただ

いて、そのお子さんは、後から聞くと、とにか

く周りの大人が理解していただけなかったこと

に絶望していたわけで、それを佐藤市長が丁寧

に応えてくれて、そのいじめ問題と絶望の地獄

から救われたと言われていました。 

 なので、私はそういった知事の優しさを、こ

の新しい佐藤県政でぜひ実現していただきし、

それは知事の一言で変わることもあるだろうと

思っているので、それをお願いして、この性的

少数者の問題も何とか、理解の促進だけではな

くて、こういったいろんな考え方があるんだと、

そういった多様性を認める社会の実現に向けて

頑張っていただきたいので、どうかよろしくお

願いします。 

 では、次に行きます。 

 次は動物愛護の推進についてです。 

 県民の待望であった動物愛護推進の拠点とな

るおおいた動物愛護センターが開所して４年半

が経過しようとしています。当時の中核市の佐

藤大分市長と広瀬県知事の決断により、共同設

置かつ共同運営という全国的にも先駆的な取組

として誕生した全国に誇れる施設です。 

 その実績を見ると、５年前の令和元年度の殺

処分数は、犬１３７頭、猫２，１３４頭であっ

たものが、令和４年度には犬７７頭、猫４５７

頭と大きく減少しています。動物を通じた小学

校等での命の授業は、コロナ禍にもかかわらず、

令和４年度には８，５０１人が受講するなど、

子どもたちの心の教育にも大きく貢献していま

す。 

 その一方で、令和元年度の苦情・相談件数は、

犬１，６０３件、猫２，２６７件であったもの

が、令和４年度は犬１，３７４件、猫２，５９

１件とまだまだ多いのが現状となっており、人

と動物が共生する社会の実現にはまだ至ってい

ないのが現状です。 

 特に最近、私のところにはレスキューに関わ

るボランティアの疲弊などの相談が寄せられて

います。県内各地では犬猫の命を一頭でも救お

うと頑張っておられる個人、団体、ボランティ

アがたくさんいますが、その実態は余り知られ

ていないのが実情です。 

 適正飼育や譲渡数を増やすためには、さらな

る動物愛護の普及啓発を進めるべきだと考えま

すが、行政だけの取組では広がりに限界があり
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ます。今後は、ペット業界やペットに関心を持

つ企業や団体等を巻き込んだ官民協働が必要と

考えます。また、県内でボランティア活動をし

ている方々の実態を把握するとともに、ネット

ワーク化等に取り組むなど、ボランティアの活

動支援も必要です。 

 こうしたことを踏まえ、さきの提案の検討も

含め、さらなる動物愛護の推進に向け、県とし

てどのように取り組んでいくのか、生活環境部

長に伺います。 

元吉議長 高橋生活環境部長。 

高橋生活環境部長 動物愛護センターを拠点に、

民間団体やボランティア等との協働により取組

を進め、犬猫の殺処分数は着実に減少していま

す。 

 これまでもＮＰＯ等との共同譲渡会や獣医師

会と連携した譲渡犬、譲渡猫の不妊去勢手術な

どに取り組んできました。議員御提案のペット

業界等との連携についても、その必要性や効果

を見極めながら検討します。 

 また、ボランティアについては、譲渡会等で

ふだんから御協力いただいており、地域猫の不

妊去勢手術等を行うさくら猫プロジェクトでは、

２，５００人を超える方が参画していただいて

います。 

 ボランティアのニーズを把握するため、今年

１月に実施した調査では、地域の理解に向けた

積極的な広報が最も多くありました。そのため、

身近な公民館等へのポスターの掲示、ラジオ広

報などに加え、ＳＮＳ等を通じて住民の周知を

一層強化します。 

 また、次に要望の多かった活動資金について

は、市町村を通じた不妊去勢手術費用の助成に

力を入れていますが、今年度から新たに日出町

が参加しました。引き続き市町村に協力を働き

かけ、ボランティアの支援につなげます。 

 人と動物が共生する社会を目指し、民間団体

やボランティア等と連携、協働し取り組んでい

きます。 

元吉議長 後藤慎太郎君。 

後藤議員 さきほども言いましたが、他県では

ペット業界やペットに関心を持つ企業と包括協

定を締結して企業の知見もいただきながら、殺

処分の減少に向けた譲渡会の開催、それから、

子どもたちへの動物愛護や生命をテーマとした

教育などを実施している県もあるようです。こ

うした企業の連携についても、ぜひ進めていっ

てもらいたいと思っています。 

 それから、よくある殺処分ゼロという言葉で

すが、私たちが言う殺処分ゼロ、少なくとも私

が思っているのは、生まれてすぐに殺処分され

ることがなくなるような動物の殺処分ゼロを目

指したいと思っています。生まれてすぐ殺され

る、命が亡くなる、もちろんそういったことは

ないとは思うのですが、無責任な餌やりだとか

は、一生懸命頑張っているボランティアの時間

やお金をかなり浪費してやっているボランティ

ア活動に水を差すような結果になっていると思

っています。 

 大分県は、大分市以外は動物行政は保健所が

やっているので、私は思うのですが、県がやる

のではなくて、各市町村に住んでいる住民がそ

ういった無責任な動物の管理をしているのだと

いうことを、各市町村の首長をはじめ、担当者

に知っていただきたいと思っています。動物の

管理行政、動物保護を見ていると、やっぱり保

健所の苦労はかなりだと私は思っているので、

その辺は各自治体の皆さんにも理解、協力して

いただく必要があるのではないかと思っている

ので、その辺をしっかり頑張っていただきたい

ので、どうかよろしくお願いします。 

 では、次に行きます。 

 地域福祉の推進についてです。 

 地域包括ケアシステムを推進する中で、各市

町村が開催する地域ケア会議があります。高齢

者個人に対する支援の充実を図るこの会議は、

地域で暮らす高齢者のクオリティー・オブ・ラ

イフ向上に大変重要な役割を担っています。高

齢化が急速に進む中、ケア会議は多くのケース

に対処しなければなりませんが、日々、様々な

職種が協働しながら、地域で暮らす高齢者にと

って最適な支援の在り方を検討いただいていま

す。この場を借りて関係者の皆さんに本当に敬

意を表します。 
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 地域には様々な人が暮らしています。少し唐

突ですが、さきほどのペットに関することもそ

うですが、多頭飼育という言葉を皆さん聞かれ

たことがあるかもしれません。最近は多頭飼育

崩壊という言葉で取り上げられるようになりま

した。たくさんのペットを飼育した飼い主が、

無秩序な飼い方による異常繁殖の末に飼育不能

になってしまう現象です。周囲からは、無責任

な飼い方をする飼い主が悪いのだと白い目で見

られがちですが、実はこうした飼い主にはアニ

マルホーダーという精神疾患を抱えている可能

性があることは余り知られていません。適切な

治療と行政やボランティアの介入なくしては回

復することは困難とされる大変難しい疾患だと

されています。 

 さきほどの多頭飼育の問題は、表面的には動

物愛護法や公衆衛生法の範疇です。しかし、こ

の問題の背景には、今言ったような精神疾患の

側面があること、さらには、孤独、孤立、失業、

生活困窮など福祉的課題があるかもしれないと

いうことを私たちは想像しなければならない、

私は最近そのように考えるようになりました。 

 多頭飼育の例は少し極端かもしれませんが、

他にも人知れず深刻化する事例の一つに認知症

の問題があります。子どもが独立し、離れて暮

らすようになり、その後、配偶者と死別した中

高年者が、周囲に気付かれないまま認知症にな

り、人知れず症状が進行してしまう、そのよう

な話は過疎化が進む中で、もはや珍しいことで

はありません。認知症の人が安心して暮らすた

めに、地域社会はいかにあるべきなのか、これ

も私たちに突き付けられている課題の一つだと

思います。 

 このように地域福祉のニーズは複雑化、多様

化しています。表面上は見えづらい裏側に福祉

的課題が隠れているような世帯に対しても、ぜ

ひ支援の目線を向けてほしいと思います。 

 こうした中で、各市町村は住民に最も身近な

基礎自治体として、地域福祉の推進、言い換え

ればひとりぼっちの人を支える社会づくりに取

り組んでいます。ぜひ市町村と連携して福祉的

支援を届けてほしいと考えますが、県としては

どのような支援を講じているのか、福祉保健部

長に伺います。 

元吉議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 孤独、孤立や生活困窮など

の表面上見えづらい課題が、コロナ禍により、

なお顕在化してきており、その対策が急がれる

状況となっています。 

 このため県では、人と人、社会がつながる地

域共生社会の構築を目指し、令和３年度に制度

化された重層的支援体制整備事業に取り組む市

町村を今支援しています。 

 この事業では、高齢者や児童、障がい者など

の属性や世代を問わない相談を包括的に受け止

め、複数の機関が協働して対応するとともに、

引き籠もりがちな方々にはアウトリーチを通じ

た継続的な伴走型支援を行っています。 

 また、地域参加を促して孤立を防ぐため、高

齢者の通いの場など、認知症予防にもつながる

居場所づくりを進めているほか、民生委員やボ

ランティアなど地域の多様な主体が協力して、

見守りやちょっとした困り事への対応、多世代

の交流なども推進しています。 

 なお、こうした活動の核となる人材について

は、今、県が主体となって養成しています。 

 今後も誰一人取り残さない社会の実現に向け

て、市町村と連携して地域福祉を推進していき

ます。 

元吉議長 後藤慎太郎君。 

後藤議員 ありがとうございました。さきほど

高齢者福祉の支えとなる地域ケア会議について

触れましたが、地域の見守りや支え合いを担う

人材として民生委員・児童委員が活躍していま

す。民生委員は、法に基づいて厚生労働大臣が

委嘱する非常勤の地方公務員ですが、給与の支

給はなく、ボランティアとして活動しています。

私が住んでいる地域でも、住民は共働きがほと

んどです。無報酬の民生委員を引き受ける人材

が果たしているのだろうかと素朴に疑問を持っ

ています。僅かばかりの交通費等の実費支給だ

けでは、なかなか民生委員を確保することは難

しいのではないかと考えています。 

 昨年、私が一般質問したコミュニティソーシ
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ャルワーカー制度は、豊中市でしたか、とにか

く民生委員、それから、児童委員の職種をもう

少し専門的にして、よくあるスクールソーシャ

ルワーカー的な動きをされて様々な地域の課題

を届ける、それから、拾い上げる活動をしてい

る、そういった方々が地域には必要ではないか

とお願いしたのですが、やはり地域で暮らす様

々な困難を抱えている方がいると。私も自治会

長をしてみて思ったのが、大分市でいけば要支

援者の名簿があるのですが、あれを例えば民生

委員が持たれて、それから、災害になったとき

に、この家庭にはこういった方がいるとか、普

通だったらかなりプレッシャーを感じるような

職種ですが、なかなかその重要性が理解されて

いないというのもあると思うし、やはりそれは

行政的にももう少し、一生懸命一人で暮らして

いる方、障がいを持たれて困っている方の地域

での生活の在り方を、こういった問題も含めて、

ぜひしっかりと考える必要があるのではないか

と最近本当に感じています。ですので、ぜひも

う少し踏み込んだコミュニティソーシャルワー

カー制度の充実を大分県でできないかなと考え

ているので、そういった問題にしっかりまた取

り組んでいただきたいと思います。 

 では、次に行きます。 

 国道１９７号バイパスの渋滞対策についてで

す。 

 大分市東部地区、特に国道１９７号バイパス

の渋滞については、これまでも議会で何度も取

り上げられましたが、大事なことなので再度質

問します。 

 大分流通業務団地は、県内の経済活動の一大

拠点として多くの企業が集積していることもあ

り、近年ではその周辺の国道１９７号バイパス

を中心に朝夕の通勤時間帯で著しい渋滞が見ら

れます。渋滞が慢性化しており、朝の通勤時に

相当な時間を要するとの声も寄せられています。

今後、中九州横断道路が犬飼から宮河内に接続

されると、このような渋滞に拍車がかかること

は目に見えています。 

 現在、県では国道１９７号鶴崎拡幅の事業を

進めており、さらなる大規模な事業を実施する

状況にないのかもしれません。しかしながら、

国道１９７号バイパスはもともと４車線で計画

された道路であり、既に供用されている区間は

４車線整備に必要な用地も確保できていると聞

いています。 

 県として、渋滞対策はもちろんのこと、中九

州横断道路の早期事業化を後押しする上でも、

４車線化に向けた検討を急ぎ進める必要がある

と考えます。 

 また、通勤や通学の際に毎日巻き込まれる渋

滞に対して、少しでも早く効果のある対策を講

じるため、前回の第１回定例会で井上議員より

指摘のあった交差点の改良による渋滞対策とい

ったことも、短期的な対策としては検討の余地

があるのではないでしょうか。 

 そこで、特に大分市東部地域の渋滞解消のた

めに、国道１９７号バイパスの渋滞対策につい

てどのような検討を進めているのか、土木建築

部長に伺います。 

元吉議長 三村土木建築部長。 

三村土木建築部長 国道１９７号バイパスの渋

滞対策についての御質問をいただきました。 

 国道１９７号バイパスは、大分市の東西軸を

形成する幹線道路です。現在、東部地区では、

国道１９７号バイパスなどで渋滞が発生してい

ることは認識しています。 

 さらに、中九州横断道路が大分宮河内インタ

ーチェンジに接続した際は、東部地区を含む市

内の交通状況に与える影響は大きく、その対応

が極めて重要な課題です。 

 そのため、国、県、市で、中九州横断道路の

接続などを考慮した市内の渋滞対策について、

中長期的に、いつ、誰が、どの路線を整備する

か、現在議論を重ねています。当面、国道１９

７号鶴崎拡幅や庄の原佐野線などの渋滞対策を

行っていることから、まずはこれらの早期完成

を目指します。 

 また、議員御指摘の取得済用地を活用した暫

定的な交差点改良については、前後の道路構造

や交通特性等を分析し、その効果の有無などを

検討していきます。 

 今後も国道１９７号バイパスの短期的、中長
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期的な渋滞対策について、国や市と連携しなが

らしっかりと取り組んでいきます。 

元吉議長 後藤慎太郎君。 

後藤議員 ありがとうございました。この国道

１９７号バイパスの問題も、東部方面は今人口

も増えていますが、私によくある相談は、農地

問題の中で、土地は都市計画区域内の農地、特

に調整もあるんですが、何とか大きな工場を建

てたいのだと。そして、その幹線道路がつなが

ると必ずそういった問題が言われます。そこで

はやはり産業が生まれ、そして、人の雇用がで

きるような状況が生まれるので、この大分市東

部方面はこれからまだまだ発展する余地がある

と思っているので、都市計画の見直しも含めて、

ぜひそういった問題に対処していただきたいと

思っています。 

 土地の有効活用がないと、やはり産業の発展

ないと思っています。特に第１種農地を抱えて

いるところは、本当はいいところがあってもな

かなか開発できませんから、そういった開発の

問題もしっかり皆さんで考えていただいて、大

分県が本当に発展するためには、大分市東部地

区の開発が重要です。臼杵港から大分市に、例

えば、東九州の玄関口としてトラックが入って

くるならなおのこと、通り道には私は本当にい

い土地があると思っていますから、その辺も考

えていただきたいので、そのこともあわせてど

うかよろしくお願いします。 

 では、次は最後の質問です。 

 高校と地域との連携についてです。 

 学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営

に取り組むことが可能となる地域とともにある

学校への転換を図るため、平成２９年度から学

校運営協議会制度、いわゆるコミュニティ・ス

クールが導入されました。学校運営に地域の声

を積極的にいかし、地域と一体となって特色あ

る学校づくりを進めていくことを目的としてお

り、県内でも小中学校、義務教育学校の９０．

６％で設置が進んでいます。一方で、高校にお

いては、これまでの２校に加え、本年度から新

たに国東高校など４校に設置されると聞いてい

ますが、広がりはこれからのようです。 

 かつては日常の暮らしの中で人間関係が構築

され、また、その中で様々な体験が育まれてき

ました。一方で、現在は核家族化や共働き家庭

の増加などにより、地域との関わりが薄くなっ

ていることから、学校と地域が連携しながら子

どもたちを育んでいくことが大切です。しかし

ながら、コロナ禍で地域行事がなくなったり、

教員が異動などで替わったりすることにより、

その連携を構築していくのはなかなか難しいも

のがあります。 

 そのような中、大分市坂ノ市では、未来応援

コミュニティｂ－ｒｏｏｍぶるーむという団体

が高校生のための第３の居場所として活動して

います。地域住民有志６人が高校生のボランテ

ィア活動や体験活動への支援を行っており、昨

年には子育てママのリフレッシュと題して、子

育て中の母親と高校生とが交流し、直接的な子

育て支援とともに、若者にも家庭を持つことを

想像させる取組などを行っています。高校生は

子どもという最後のくくり、最後のとりでであ

るとの考えの下、社会に出る直前に子育てにつ

いて想像し、仕事と子育ての両立を考える教育

などを進めていることに頭が下がる思いです。

このような経験を通して家庭を持ちたいという

思いを持つことこそ少子化対策のとりでになる

と思うし、子どもを持ちたいと思う若者がいな

ければ少子化の流れに歯止めはかからないので

はないかと懸念しています。 

 このような地域での子育て支援や少子化に向

き合う取組はぜひ参考にしてもらいたいと考え

ますが、別の側面として、地域の団体と学校と

が連携しながら、地域と学校との協働を推進し

ていくことも大事なことだと考えます。教員の

負担軽減に加え、たとえ教員が異動になっても

継続性が保たれることなどにもつながると思い

ます。 

 現在、県では、さきのコミュニティ・スクー

ルの高校での導入拡大など、地域の高校におけ

る地元自治体や企業、大学等と連携した課題解

決の学びを進めていると聞いていますが、将来

の人材育成にもつながる取組として、今後も積

極的に取り組んでいただきたいと考えています。 
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 こうしたことを踏まえ、コミュニティ・スク

ールをはじめ、高校と地域とが連携した取組を

どのように進めていくのか、教育長に伺います。 

 あわせて、地域との連携のうち、子育てに関

する教育や活動などの現状についても聞かせて

ください。 

元吉議長 岡本教育長。 

岡本教育長 高校が地域と一体となって魅力あ

る学校づくりを進める上で、学校運営協議会は

有効な手段であり、今年度、新たに４校を加え、

６校に設置しています。協議会では、学校が抱

える課題を掘り下げ、その解決に向けて有意な

意見をいただいています。 

 また、学校運営協議会を設置していない地域

の学校においても、地域とのコンソーシアムを

構築しており、生徒の成長や自己実現につなが

る学びを支えていただいています。 

 子育てについて、学校現場では、家庭科の授

業やクラブ、あるいはボランティア活動などに

おいて、保育園などと連携して実習を行ってお

り、生徒の保育に関する知識や技術の習得はも

とより、子育ての意義や重要性についての学び

にも取り組んでいます。 

 学校と地域との連携については、持続可能な

ものとなることが重要であり、学校運営協議会

や地域とのコンソーシアムを一層充実させてい

きます。 

元吉議長 後藤慎太郎君。 

後藤議員 ありがとうございました。そこは地

域の高校生の活躍の場をつくったりして、地域

とのつながりをつくっています。 

 さきほど話した大分市東部方面は、そうやっ

て活動される方が今ものすごく多くて、一生懸

命大分市東部の発展のために頑張っています。 

 先日、吉田副知事とも話しましたが、ひとり

親世帯の支援のボランティアを私はやっていま

すが、そういったところを見にきていただいて、

ぜひ次は知事にも来ていただいて、こういった

ひとり親世帯の現状とか、それから、高校生が

活躍している姿を見ていただきたいとお願いし

て、質問を終わります。ありがとうございまし

た。（拍手） 

元吉議長 以上で後藤慎太郎君の質問及び答弁

は終わりました。 

 暫時休憩します。 

午前１１時４２分 休憩 

―――――→…←――――― 

午後１時 再開 

木付副議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問及び質疑を続けます。吉村尚久君。 

  〔吉村（尚）議員登壇〕（拍手） 

吉村（尚）議員 皆さんこんにちは。県民クラ

ブの吉村尚久です。 

 今回、先日の豪雨において、多くの被災され

た方から本当に怖かった、一睡もできなかった、

もっと早めの支援を、そういう声を伺ってきま

した。被災者に寄り添った支援の充実や防災・

減災の取組の重要性を改めて認識しました。あ

わせて、亡くなられた方、被災された方にお悔

やみ、お見舞いを申し上げるとともに、一日も

早く日常の暮らしが取り戻せることを願ってい

ます。 

 さて、佐藤新知事の下での大分県づくりがス

タートしました。多くの県民が期待されている

かと思います。私も４月の選挙によって初めて

当選しました。今後は県政発展のために、そし

て、県民福祉向上のために、しっかりと共に頑

張っていく所存なので、どうぞよろしくお願い

します。 

 そして本日は、先輩議員、同僚議員の御配慮

の下、一般質問をする機会を得たこと、そして、

中津より多くの応援の方々が駆けつけてくれた

ことに対し、感謝申し上げたいと思います。あ

りがとうございました。あわせて、本日は雄城

台高校の生徒の皆さんが傍聴に来られています。

主権者教育の大切な１コマになればなと思いま

す。質問や、そして、答弁を通じて、こんな課

題があるのだ、こんなふうにして解決のために

取り組んでいるのだと理解されて、少しでも政

治に関心を持っていただければなとも思います。

そのためにも、私は精いっぱい質問していきた

いと思いますし、佐藤知事におかれては、高校

の後輩が見ています。聞いています。ぜひ前向

きな答弁をよろしくお願いします。 
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 それでは最初の質問ですが、ひとり親家庭へ

の支援についてです。 

 本県においては、令和３年度から令和７年度

にかけて、大分県ひとり親と困難な生活環境に

ある子どもの支援計画に基づく取組が実施され

ています。しかしながら、現実的には厳しいケ

ースも多く、先日、知り合いのシングルマザー

から次のようなメールが送られてきました。 

 「自分なりには頑張っているのだけれども、

毎日の生活が本当にきつい。長女が高校生にな

り、児童手当がなくなったので、その分を補う

ために、ヘルパーの公休日には知り合いの人が

雇ってくれた放課後等デイサービスのバイトに

行っている。夜の仕事も考えたけど、日中の仕

事で疲れているし、眠たいし。高校生から小学

生までの４人の子どもを１人で育てる。米は１

週間で５キロなくなる。長男の靴はぼろぼろに

なっている。これが実態。情けない親。私が選

んだ人生だから私が頑張るしかないけど、義務

教育なら給食費、何とかしてほしい」と切実な

訴えに、折り返し電話をし、状況を聞きました。

事情により離婚し、シングルマザーとなった彼

女が、経済的にぎりぎりの生活を送りながらも

勤労意欲を持ち、精いっぱい子どもと共に暮ら

している状況を知り、ひとり親家庭を支えるた

めにはどのようなことができるのかを考えさせ

られました。 

 また、本年１月１７日には、中津市で７歳の

女児の命が絶たれ、母親が逮捕される事件も起

こりました。報道によると、母親は児童相談所

に育児相談をしており、深刻なケースが身近に

発生しているのが実情です。 

 ひとり親家庭の大きな課題の一つは、シング

ルマザーの経済的な困難さであることは言うま

でもありません。非正規などで働き、収入が少

なく、貧困状態に陥りがちなひとり親家庭に対

して、政府や各自治体では自立支援制度の導入

や様々な手当の給付を行うことで、ひとり親で

あっても生活を成り立たせ、自立していけるよ

うな対策を講じています。しかし、自ら申請し

なければ受けられない施策も多く、知らなけれ

ば支援や給付が受け取れないという課題もある

ようです。支援制度などに関する情報の周知、

徹底が図られているのか心配になります。 

 また、収入が少ない中、進路の選択が迫られ

る受験の時期が来ても学習塾などに行けない中

高生も多くいます。ひとり親家庭に対して、学

習塾代や習い事の助成などによる経済的支援の

拡充はできないものかと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、ひとり親家庭の生活

の安定と向上を目指し、今後どのように取り組

んでいくのか、知事に伺います。 

 以下の質問については対面席で行います。 

  〔吉村（尚）議員、対面演壇横の待機席へ

移動〕 

木付副議長 ただいまの吉村尚久君の質問に対

する答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 吉村議員のひとり親家庭への支援に

ついての御質問にお答えします。 

 ひとり親の方々は、子育てと生計維持の二つ

の役割を１人で担い、様々な悩みや困難を抱え

ていることから、それぞれの事情に応じたきめ

細かな支援が必要と考えています。 

 そのため、県では令和３年に策定した支援計

画に基づき、次の四つを柱として、様々な施策

に取り組んでいます。 

 一つ目は教育の支援です。 

 家庭での学習が困難な小中学生等を対象とし

て、原則無料の学びの場を開設している市町村

を支援しており、昨年度は延べ約１万６千人の

子どもたちが利用しています。 

 二つ目は生活の支援です。 

 ひとり親家庭のお子さんも多く利用されてい

る子ども食堂は、昨年度末で１０６か所にまで

増え、子どもの居場所として保護者からも大変

助かっていると伺っています。県ではその立ち

上げを支援するとともに、今回の補正予算では、

遊具や図書購入への助成など、その運営を後押

しすることとしています。 

 また、就労の支援として、看護師や保育士等

の資格取得経費などを助成するほか、大分県母

子家庭等就業・自立支援センターでは、昨年度

２２５件の就労相談に対応し、１９人の就業に
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つながりました。 

 最後に、ひとり親家庭への経済的支援として、

児童扶養手当の支給のほか、親子に対する医療

費の助成、修学費用等の貸付けなどを行ってい

ます。加えて、コロナ禍の令和２年度から本年

５月までの間、計５回の特別給付金の支給も行

ってきました。 

 一方で、こうした様々な支援策もその情報が

確実にひとり親家庭に届き、活用されなければ

意味がありません。 

 そこで県では、毎年ひとり親家庭のハンドブ

ックを作成し、市町村窓口での児童扶養手当の

手続の際に直接手渡し、制度の周知に努めてい

ます。 

 さらに、就労や子育てで多忙なひとり親の皆

さんが、様々な情報をより手軽に得られるよう、

ＳＮＳ等を活用したプッシュ型の情報発信につ

いても準備ができ次第、開始します。 

 今後とも市町村や関係機関と連携しながら、

ひとり親家庭の生活の安定と向上が図られるよ

う、しっかりと取り組んでいきます。 

木付副議長 吉村尚久君。 

吉村（尚）議員 ありがとうございました。 

 経済的にも精神的にも不安を抱えながら生活

しているひとり親家庭に対しての知事の思いや、

県としての具体的な施策について伺い確認する

ことができましたが、ただ、養育費を受け取れ

ないことだとか、また、親の孤立の問題など、

まだまだ多くの課題が山積しているのだろうと

思うので、今後ともさらなる取組をぜひお願い

します。よろしくお願いします。 

 では次に、一人一人の子どもを大切にする教

育の充実についての質問に移ります。 

 このことを実現するために大きな課題となっ

ているのが、教員不足や長時間勤務などであり、

その解消が求められています。 

 そこでまず、学校現場における教員不足につ

いて問いたいと思います。 

 若い教員が悩んでいます。子どもや保護者へ

の対応に加え、日常の事務作業などが負担とな

っているとの声を聞きます。心を病むなどし、

学校を去っていく教員が増えているようです。

また、ベテラン教員も疲れています。授業など

通常の業務で多忙な上に、若い教員が多く採用

され、その指導にも当たらなければならない状

況もあり、心身ともに疲れ果ててしまった、も

う学校現場ではやっていけないと、定年前で辞

めていき、また、退職後に再び学校現場で働く

ことを選択できない教員が多くいます。 

 文部科学省は４月末、２０２２年度の教員勤

務実態調査集計を公表しました。調査結果によ

ると、１か月の時間外勤務について、特に中学

校では給特法及び条例等に基づく月４５時間の

上限を大きく上回っています。働き方改革が叫

ばれ、取組が進められているものの、長時間労

働の是正には至っていないことが明らかになり

ました。 

 時間外勤務を減らし、真の働き方改革につな

げ、子どもにとっても、教職員にとっても魅力

あふれる学校を取り戻すためには、私は給特法

の廃止も含めた抜本的な見直しが行われなけれ

ばならないと考えています。この時間外勤務の

問題をはじめとし、本県独自のおおむね１０年

での３人事地域の広域異動を含め、様々な要因

により学校現場において教員不足、病休者の増

加、早期退職者や若年退職者の増加、志願者倍

率の低下など、待ったなしの課題が山積してい

ます。 

 本県の学校現場でも、実際に本年度の始業式

時点において４８人の教員が不足しているほか、

２０２２年度の早期退職者は６８人、また、３

年以内の若年退職者も２０人に上るなど、教員

不足に拍車がかかっています。さらに、定年退

職者３６３人のうち、退職後フルタイムで働い

ている教員は１９４人となっており、教員不足

の影響が広がっています。 

 こうしたことを踏まえ、このような実態や教

員不足の原因について、どのように認識してい

るのか、教育長に伺います。 

 次に、教員確保に向けた取組についてです。 

 教員不足を解消するためには、しっかりと採

用を増やすとともに、制度を適切に変えていく

ことが重要だと思います。中でも、産育休代替

教員について課題があると考えています。 



第２回 大分県議会定例会会議録 第６号 

- 175 - 

 年度初めにおいて既に教員不足が生じている

状況ですが、さらに年度途中においても病休者

や産育休者が出ることが予想されます。その際

に、学校現場で代替の教員をきちんと確保でき

るのかと心配しています。妊娠したことはおめ

でたいはずなのに、産育休代替の教員が見付か

らず、申し訳ない気持ちで産育休に入っていく

という声を聞きます。そんな心配をさせないた

めにも、フルタイムの代替教員が見つからない

場合は短時間勤務なども含めてありとあらゆる

方法や知恵を絞って配置することはもとより、

文科省に対して現状を伝えた上で、法改正につ

いても要望していくことが大切です。 

 本県でも学期途中の産休代替教員の早期配置

に取り組んでいるようですが、女性教員が増え

ている中で、さらなる制度の拡充が必要だと考

えます。 

 そこで、このような課題に対する対応も含め、

教員確保に向けた取組をどのように行っていく

のか、教育長に伺います。 

木付副議長 岡本教育長。 

岡本教育長 ２点についてお答えします。 

 まず、教員の不足についてです。 

 教員の不足は、大量退職期を迎えていること

に加え、少子化による大学教育学部の定員減な

どが主な原因と考えています。教員不足は大分

県のみならず、全国的な課題であると認識して

います。 

 給特法の見直しについては、全国調査を踏ま

えた国の動向を今後も注視したいと考えていま

す。 

 このような中、本県の教員の勤務実態を見る

と、県が服務監督を行う県立学校の時間外在校

等時間及び長時間勤務者の割合などは減少傾向

にあります。 

 また、始業式時点の欠員や４５歳以上の早期

退職者はいずれも前年度比で減少しています。

今春の就労後３年以内の早期退職者は２０人で

すが、その一方で、他県からの新規採用者は３

２人に上っています。 

 小中学校の退職者に占めるフルタイム再任用

者などの割合も年々増加し、退職者の半数を超

えるまでとなっています。 

 依然厳しい状況にある教員不足の解消に向け

て、働き方改革や職場環境の改善に引き続き取

り組んでいきます。 

 次に、教員の確保に向けた取組についてお答

えします。 

 本県では、産休代替教員の早期配置を国に先

駆けて令和２年度から県単独措置により実施し

てきています。これまで、対象職種や対象期間

を拡大するなど、制度の充実を図ってきていま

す。 

 今年度から国が産休代替教員の加配措置を始

めましたが、対象職種や期間、配当数ともに十

分ではありません。このため、加配措置の充実

や産休代替教員に対する国庫負担金の対象に正

規教員や非常勤職員を認めるなどの改善を国に

対して要望していきます。 

 代替教員を含め、教員確保は課題ですが、教

員採用試験では、今年度、３次試験の廃止や大

阪会場での１次試験実施などの見直しを行いま

した。延べ出願者数は昨年度から１００人以上

増加し、出願倍率も全ての校種で増加しました。

さらに、来年度は一次試験を前倒し、一層の教

員確保を図りたいと考えています。 

 また、退職予定者に対する意向確認を早期化

するなど、再雇用に向けた環境整備に取り組み、

再任用希望者の割合は年々増加しています。今

年度からの定年引上げにより、教員確保に向け

た環境が一層整うものと考えています。 

 今後とも教員確保に向けて最大限努力してい

きます。 

木付副議長 吉村尚久君。 

吉村（尚）議員 ありがとうございました。 

 教員不足の実態等を踏まえて、対応対策を行

ってきていることについては承知もしています

し、評価もしています。ただ、現場実態から見

れば、まだまだ不十分という状況もあります。

特に、さきほど言った代替補充の制度の改善に

ついては本当に急ぐべきだと思うし、国に対し

ても要望していくということだったので期待し

ています。どうぞよろしくお願いします。 

 また、来年度の採用試験についても、６月に
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実施されるという発表もありました。そのよう

な改善を進めていっていることについては評価

していますが、またこのことによる課題も出て

くるのだろうと思うので、受験生への十分な配

慮をお願いします。 

 さて、教員不足の解消に向けて、一つ提案し

たいと思います。 

 教員不足により、子どもたちの豊かな学びに

影響が出るようなことがあってはならないと思

います。 

 そこで、例えば、教育事務所の再編なども含

めて、教育委員会や教育事務所のスリム化を検

討してみるのはいかがかと思います。そして、

実施する教育施策について精選し、提案してい

くと。そういう体制を取ることにより、在籍す

る指導主事を削減し、学校現場で頑張ってもら

うことにしたらどうかなと思うのですが、いか

がでしょうか。 

木付副議長 岡本教育長。 

岡本教育長 事業の精選という御提案がありま

したが、これは毎年というか、日々見直しを行

って、必要なものを厳選してやっているのが実

態です。 

 それから、指導主事についての御提案もいた

だきましたが、指導主事は余裕を持たせた配置

ができているわけではありません。毎年人数を

精選して必要最低限の人数で切り盛りしている

のが実態です。 

 そういう中、教員の話、さきほどの御答弁と

も多少似たところがあるのですが、指導主事、

極力たくさん確保できて、現場にも先生が回せ

ないかということで令和２年度から始めていま

すが、再任用指導主事制度を導入してやってき

ています。退職者の再雇用を進め、学校現場で

の教員確保も図るという観点で取組を進めてい

ます。 

木付副議長 吉村尚久君。 

吉村（尚）議員 教育委員会としてもここまで

手をこまねいていたわけではないことは承知し

ていますが、ただ、さらなる何か思い切った手

を打つことが教員不足解消のためにも必要なの

ではないかとも思うので、さらなる御検討をし

ていただければと思います。よろしくお願いし

ます。 

 次に、教員等の異動方針についてです。 

 これまで議会において何度も取り上げられて

きた課題として、教員不足の一因ともなってい

るおおむね１０年での３人事地域の広域異動が

あります。この課題解決のために、３月の大分

県総合教育会議において、３地域となっている

ものを２地域とするなどの見直しが示されまし

た。この見直しについて評価し、期待している

教職員やその家族は多くいます。もちろん私も

その一人です。そうした中で、気になっている

のは、見直しの進捗状況です。期待が大きいか

らこそ、ぜひとも早急な検討をいただきたいと

ころです。 

 また、現在、おおよそ１０年間の中で３人事

地域を異動するルールの上で異動している教員

についてのルール見直し後の扱いも気になりま

す。採用された後、このルールで異動している

教員については３人事地域を異動するのか、そ

れとも新しいルールに基づき異動するのか等に

ついても、早めに方針をお示しいただきたいと

思います。 

 また、学校といえば教員の異動に注目が集ま

るところですが、チーム学校の一員である学校

事務職員に対する配慮も欠かせません。学校事

務職員は学校運営に参画し、教育支援の充実に

おいて重要な役割を果たしていますが、現在の

採用形態は、学校だけではなく、県教委なども

含めて異動する教育事務採用となっており、お

およそ２年ごとの異動となっています。 

 そのような中で、子どもがいる学校現場で働

きたいという事務職員の声を聞きますが、希望

どおりにはなっていなかったり、短時間の異動

により市町村教委との事務連携がうまくいかな

かったりするケースもあるようです。円滑な学

校運営や教育の充実にあたっては、学校事務職

員の採用や異動の在り方などについても検討す

る必要があると思います。 

 そこで、教員及び学校事務職員の異動方針に

ついて、教育長の考えをお聞かせください。 

木付副議長 岡本教育長。 
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岡本教育長 広域人事異動制度については、３

月の総合教育会議の議論を踏まえ、現在、見直

し作業を進めており、本年１０月に公表を予定

している令和６年度定期人事異動方針に反映さ

せたいと考えています。 

 人事異動方針は全ての教職員の人事異動に適

用されるものであり、既に採用されている教員

についても、見直し後の方針を適用したいと考

えています。 

 学校事務職員については、採用後２年ごとに

学校支援センターを含む学校現場と教育庁間で

勤務替えを行い、人材育成を図ることとしてき

ましたが、新規採用者の増加に伴い、２年ごと

の異動が難しい状況となりました。 

 そのため、令和３年度人事異動方針において、

学校現場での勤続期間を２年から４年に変更し、

弾力化を図りました。 

 今後とも教職員としての幅広い視野と能力の

伸長を図るため、異なる環境、多様な経験を積

ませることで人材育成を図っていきます。 

木付副議長 吉村尚久君。 

吉村（尚）議員 ありがとうございました。 

 私は中津市選出の議員ですが、福岡県に隣接

する中津市では、この人事異動のルールの問題

は、より顕著に現れていたと思っています。こ

の制度のために福岡県を希望するという声も随

分と聞いてきました。誰もが納得するルールは

なかなか難しいとは思いますが、公平・公正で

しっかりと子どもと向き合える環境で働けるル

ールとなるように期待しています。 

 学校事務職員の課題については、まずはしっ

かりと今後とも声を聞いていただきたいと思い

ます。そして、教員の人事と同様、検討いただ

くことを要望して、次の質問に移ります。 

 中津南高校耶馬溪校についてです。 

 中山間地域における人口減少、少子高齢化、

過疎化が進む中、小規模な学校の存続が危ぶま

れています。その一つが、中津南高校耶馬溪校

です。毎年定員に満たない状況が続き、存続を

心配する声があります。しかし、耶馬溪校にお

いてはこれまで地域の学校として、地域の高齢

者や小学生との交流など、魅力ある学校を目指

し、小さな学校の大きな挑戦を掲げ、取組が行

われています。 

 先日、私は耶馬溪校を訪問しました。玄関を

入ると「笑顔とあいさつ おもいやり」という

標語が掲示され、この学校の大切にしているこ

とを確認することができました。授業も参観し

ましたが、少人数の良さをいかした学びの場を

見ることができ、校長以下教職員の温かいまな

ざしと熱意の中で、子どもたちは成長していく

のだろうなと感じ取ることができました。 

 また、中津市では、地域の学校の重要性を認

識し、耶馬溪校に通う生徒へのバス代の補助も

行っています。しかし、入学希望者が増えませ

ん。耶馬溪校が魅力ある高校として輝き、存続

していくためにもさらなる取組が必要だと考え

ます。 

 例えば、全国屈指の耶馬溪アクアパークを活

用する水上スキー部を設置し、全国の子どもた

ちを対象に募集をかけてはどうかと考えます。

そのためには、地域での受入体制が重要になっ

てきますが、中津市と連携を図り、空き家や既

存の施設を活用した寮の整備を行ってはどうか

とも考えます。また、高校卒業後の進路につい

て、林業、観光、畜産など、地元の特色をいか

したコースの設置を検討することや、卒業後の

進路を確保するために、地元行政や経済界と連

携することも重要です。さらに言えば、現在、

中津南高校の分校ですが、よりこの高校を活性

化するためにも、つまり、過疎地域の魅力ある

学校として生まれ変わるためにも、単独校に戻

すことを検討できないかと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、耶馬溪校のこれまで

の取組をどう評価し、魅力ある学校づくりを目

指して今後どのように取り組んでいくのか、教

育長に伺います。 

木付副議長 岡本教育長。 

岡本教育長 耶馬溪校では、地域や地元自治体、

小中学校などと連携した学びを通して、生徒の

自己肯定感の向上や自己実現を図っています。 

 また、１学級の中に進学、情報、福祉という

三つのコースを設置することで、少人数であり

ながら多様な学びも提供しています。生活福祉
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コースでは、生徒が企画、運営する地域の高齢

者サロンや、大分南高校福祉科からの遠隔授業

などにより、学びの充実を図っており、卒業後

ほとんどの生徒が市内の福祉施設に就職してい

ます。そのほかのコースでも、多くが地元に就

職しており、地域に必要な人材を輩出していま

す。まずは、今あるコースの充実を図っていき

たいと考えています。 

 水上スキーについては、総合運動部に位置付

け、昨年度入学した生徒１人が各種大会に参加

できる環境を整えました。活躍する先輩の姿を

見て、県外から耶馬溪校へ進学を希望する中学

生もいると聞いており、丁寧に見守りたいと考

えています。 

 今年度から学校運営協議会を設置し、地域と

の連携を深めるようにしました。さらなる魅力

化や本校化などについても意見をいただきなが

ら、生徒の成長や進路実現につながる取組を進

めていきます。 

木付副議長 吉村尚久君。 

吉村（尚）議員 ぜひ積極的な検討をよろしく

お願いします。地域に学校があったとしても、

少子化や過疎化が進んできました。しかし、地

域から学校がなくなれば、それはさらに加速し、

地域が衰退していく危険性が大いにあるのでは

ないかとも思っています。だからこそ、私は地

域の学校をできるだけ守っていきたいとも思っ

ています。魅力的な学校があることは、子ども

だけではなく、地域の人たちの希望や元気にも

つながるのだろうと思います。ぜひ今後とも積

極的な議論、検討をよろしくお願いします。 

 では、次の質問に移ります。 

 商工・雇用政策についてです。 

 まずは、中小企業における経営革新について

です。 

 コロナ禍は、多くの中小企業を苦境に陥らせ

ました。追い打ちをかけるようにロシアによる

ウクライナ侵攻や円安等による物価高騰も加わ

り、中小企業経営がさらに圧迫されました。国

は中小企業への支援策を打ち出してきましたが、

こんなときだからこそ、県としても地域にある

資源や強みを最大限に活用し、地域企業の振興

や仕事の創出に取り組むことが大事なのではな

いかと考えます。 

 そのためにも、地域が必要とするものを他地

域からできるだけ移入せず、地域が持つ力を使

って地域内で生産、販売することで、地域内の

所得を増やし、それを地域内に再投資し、循環

させて産業の成長と雇用の拡大を実現していく

こと、そして、各地域がそれぞれに循環型経済

の中から魅力的なサービスや商品を生み出し、

県外、域外、さらには海外に販売して外貨を稼

いで地域経済をさらに強くしていくという視点

が重要だと思います。少し古い統計になります

が、２０１５年の大分県産業連関表において、

移輸出額と移輸入額を比較する県際収支は１，

４０７億円の赤字となっています。この県際収

支を増やすためには、県内で生産できるものや

サービスは県内から買うという自給戦略を立て

ることにより、地域内循環経済を促進すること

が必要です。 

 そのためには、地元の企業がより高い付加価

値を提供すること、つまり県民や県内の企業が

望むような魅力的な商品、サービスを生み出し

ていくことが必要だと思います。県では、中小

企業の経営革新の支援として、新たな商品、サ

ービスの開発など、新たな事業活動を後押しし

ていると伺っています。これまで年間１００社

程度の経営革新計画を承認し、融資制度や補助

制度等による支援を行っていると思いますが、

コロナ禍を経て、本県経済を立て直し、より発

展させていこうという今こそ、経営革新の取組

が一層重要になっていると考えます。 

 そこで、中小企業の経営革新に向けた支援に

ついて、今後どのように取り組んでいくのか、

商工観光労働部長に伺います。 

木付副議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 コロナ禍や物価高騰な

ど、ビジネス環境は目まぐるしく変化していま

す。そうした中で中小企業が持続的に操業、発

展していくためには、各社がその変化に対応し、

新商品開発や販路拡大、多角化など、新たな事

業に挑戦することが重要であると考えています。 

 そのため県では、商工団体などの関係機関と
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連携して、中小企業の経営革新の取組を積極的

に支援してきました。昨年度は過去最高の１２

７件の計画を承認しました。平成１１年の制度

創設以降、令和３年までの累計では福岡に次い

で九州２位の実績となっています。 

 承認企業の中には、例えば、ＳＤＧｓにおけ

る食品ロス問題に着目し、県産のニラを全て使

用した調味料を新たに開発し、生産体制の整備

のみならず、品質管理体制も整え、従来の店頭

及びＥＣサイトでの販売に加え、百貨店やスー

パーなどの新たな市場を開拓した事例などがあ

ります。 

 加えて、経営革新に取り組む企業の成長を後

押しするため、県制度資金による低利融資制度

を設けるとともに、今年度は販路開拓などの取

組に要する経費への支援を強化していきます。 

 引き続き商工団体などと連携して、補助制度

や融資制度などの活用も促しながら、地域の中

小企業の経営革新への挑戦を支援し、本県経済

の持続的な発展を図っていきます。 

木付副議長 吉村尚久君。 

吉村（尚）議員 ありがとうございました。中

小企業の経営革新に向けた支援を充実し、地域

経済を力強く進めていきたいという答弁であっ

たと思います。地域経済が元気になるというこ

とは、地域全体の活性化にもつながるだろうと

思うので、今後とも伴走型支援が積極的に進め

られていくことを要望しておきます。 

 では、次の質問です。 

 女性が働きやすい職場についてです。 

 県経済の安定的な発展という観点からは、人

口減少カーブを少しでも緩やかにする施策も必

要です。喫緊の課題となっている少子化の要因

の一つは、女性の県外への流出だと思います。

特に、進学や就職などの際に、隣県の福岡県へ

流出するケースが多いと聞いています。福岡県

には魅力的な大学や就職先が多く、本県よりも

都会であることは事実であり、そうしたことに

魅力を感じる女性が多いという現実は受け止め

なければなりませんが、少しでもこの状況を改

善していく取組が必要だと思います。 

 そのためには、女性にとって魅力ある企業、

職場を県内に多くつくっていくことが必要だと

思います。県では、これまでも女性の登用や働

きやすい職場環境づくりに積極的な取組を行っ

ている地元企業への支援などに取り組んできた

と思います。もちろん、こうした地元企業にお

ける女性が働きやすい職場づくりは非常に重要

だと思います。加えて、人口減少への対応が喫

緊の課題であることを考慮すると、県内企業へ

の取組にとどまらず、女性が働きやすい企業の

県外からの誘致などにも、これまで以上に積極

的に取り組んでいくことが必要です。 

 こうしたことを踏まえ、人口減少対策として、

企業等における女性の働く場の創出にどのよう

に取り組んでいくのか、商工観光労働部長に伺

います。 

木付副議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 女性の県内就職やＵＩ

Ｊターン促進には、魅力的な働く場が県内に必

ず多くあることが重要です。そのため、働きや

すい職場づくりに向け、働き方改革の必要性や

具体的な取組などについて、相談会や経営者の

意識改革を促すためのトップセミナーなどを毎

年継続的に開催するほか、個別企業へのアドバ

イザー派遣も実施しています。また、コールセ

ンターなど女性を積極的に雇用する企業の誘致

にも努め、女性が働きやすい職場の拡大に取り

組んでいます。 

 今年度からは、女性管理職の割合など、一定

の基準を満たす企業を認証する県独自の認証制

度を新たに創設し、女性活躍推進に積極的に取

り組む企業の見える化を図っていきます。 

 一方、女性の起業支援にも力を入れています。

近年は毎年２００人程度の女性が県内で起業し

ています。あわせて、県内企業の魅力発信も重

要です。若者をターゲットにしたＷｅｂマガジ

ン「オオイタカテテ！」では、県内で働く女性

ロールモデルの記事を掲載しています。加えて、

進学、就職での流出が多い福岡対策としては、

拠点施設ｄｏｔ．において女性を対象としたＵ

ＩＪターンイベントなどを実施しています。 

 引き続き県内で女性が生き生きと働くことが

できるよう、働く場の創出などに努めていきま
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す。 

木付副議長 吉村尚久君。 

吉村（尚）議員 ありがとうございました。女

性の希望する企業の誘致、そして、職場づくり

を進めていくことが大分県の人口減少対策にも

つながると思っています。特色がある企業が多

く生まれるように、県としても力強い後押しを

ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 では、次の質問です。 

 誰一人取り残さない社会の実現についてです。 

 まずは、駅の安全対策についてです。 

 障がいの有無によって分け隔てられることな

く、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生

する社会を実現し、もって、誰もが安心して心

豊かに暮らせる大分県を目指し、障がいのある

人もない人も心豊かに暮らせる大分県づくり条

例が平成２８年に制定され、７年が経過しまし

た。障がい者差別を解消して共に生きていくた

めには、出会うこと、交流することが大切であ

ると思っているし、合理的配慮の提供や障がい

の社会モデルを広げるための具体的な施策が必

要です。県として、この条例等に基づき、これ

まで共生社会の実現に向けて様々な取組を行っ

てきたかと思います。 

 そのような中、昨年１２月にＪＲ津久見駅で

視覚障がい者が亡くなる事故が起きました。二

度とこのような事故を起こさないためにも、原

因究明と再発防止の対策を講じなければなりま

せん。現在、駅に人がいて、安全確保や介助が

でき、いつでも誰でも安全に利用できるように

したいとの思いで、ＪＲ九州の駅無人化を問う

裁判が行われており、この裁判の推移について

は注視していきたいと思っています。 

 また、駅の無人化に伴い、７月から無人化さ

れた大分市内の駅を含め、県内１８の駅におい

て各市町の予算でスタッフを配置しています。

このような取組を行っている自治体に対して、

県の助成はできないものかと考えます。 

 さらに、特に視覚障がい者は駅のホームと列

車の間が空いていることや段差があることに不

安を感じるようです。障がいのある人たちが安

全に安心して列車に乗降するためにも、ＪＲと

行政及び視覚障がい者などの当事者による研修

の機会を設けていくべきではないでしょうか。 

 また、今後、技術の進展とともに、ますます

無人化、機械化が進んでいくことと思われます

が、こうした動きにも備えていく必要があると

思います。 

 冒頭の条例では、障がいのある人に対する理

解を深め、県及び県民の責務を明らかにし、障

がいのある人もない人も相互に尊重し合いなが

ら共生する社会を実現することを目的としてい

ます。もちろんＪＲが主体となるべきことでは

ありますが、無人化、機械化等が進んでも、視

覚障がい者等にとって安全・安心な駅の利用に

つながるよう配慮していくべきだと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、駅の無人化等に伴う

障がい者等への安全対策として、県として、Ｊ

Ｒと連携しながらどのように取り組んでいくの

か、企画振興部長に伺います。あわせて、昨年

の津久見駅の事故に対する県の見解も伺います。 

木付副議長 山田企画振興部長。 

山田企画振興部長 鉄道駅については、障がい

者や高齢者はもとより、全ての人が不自由なく

利用できる環境を整えることが重要です。 

 駅への要員配置は、鉄道事業者が地元市町村

等と事前に協議を行い適切に判断すべきものと

考えますが、県としても、ＪＲ九州に対し、無

人化に際しては利用者への丁寧な説明や必要な

安全措置を働きかけてきました。 

 昨年７月には、国から初めて、駅の無人化に

伴う安全性・利便性確保のためのガイドライン

が示されたことから、鉄道沿線自治体と共に、

このガイドライン運用の徹底を要望しました。 

 これを受け、今年２月には、ＪＲ九州が視覚

障がい者を対象に、バリアフリー設備の体験会

や意見交換会を行っており、引き続きこのよう

な場を設けるよう要請していきます。 

 また、今回の大分市内４駅の無人化を受け、

従来の要望に加え、ＩｏＴ等の先端技術を活用

したより高性能な安全装置等の研究を進めるよ

う、ＪＲ九州に働きかけました。 

 津久見駅の事故については、現在も調査中と

認識していますが、今後、事故原因が判明し、
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県としてやるべきことがあれば、二度とこうし

た痛ましい事故が繰り返されることのないよう、

再発防止に向け、しっかりと対応していきます。 

木付副議長 吉村尚久君。 

吉村（尚）議員 県としての考えについては理

解しましたが、引き続きＪＲとの協議を進める

とともに、行政としてさらに何ができるのかに

ついても検討していただければなと思います。 

 視覚に障がいのある数人から、駅のホームか

ら落ちたことがある、不安や危険を感じたこと

があるという話を聞いたことがあります。障が

いのある人はもちろんですが、誰にとっても安

全・安心な駅であってほしいなと思います。そ

のためにも、今後ともこの問題については私自

信もこだわっていきます。よろしくお願いしま

す。 

 では、次の質問です。 

 ここから少しだけ手話で質問します。知事の

今の驚かれた顔、ありがとうございます。どう

ぞよろしくお願いします。 

 手話通訳者の確保についてです。 

 コロナが広がり始めた頃から、首相や知事な

どの記者会見において、手話通訳者の姿をテレ

ビで見かけることが増えてきました。耳の不自

由な人が安心して生活ができるようにと、全国

の各自治体において手話言語条例が成立してい

ます。 

 何とか終わりました。（拍手）ありがとうご

ざいます。これが精いっぱいなので、続けて質

問します。 

 本県においても、県議会で令和３年３月に全

会一致で可決され、公布、施行された大分県手

話言語条例に基づき、この本会議の中継でも手

話通訳が実施されるなど、様々な施策が実施さ

れていることは評価できますが、まだまだ課題

もあります。 

 その一つは、手話通訳者の成り手不足です。

手話通訳が必要な場面やニーズは増えているに

もかかわらず、手話通訳者の待遇が低く、仕事

として保証されていないことが大きな理由であ

ると思います。自治体等に雇用されている手話

通訳者の多くは非正規雇用です。手話言語条例

の具現化を図り、実効性のあるものとするため

にも、自治体等が正規職員で雇用することや、

登録型の手話通訳者を専門職にふさわしい報酬

で待遇することが求められています。 

 こうしたことを踏まえ、手話通訳者の現状と

その確保に向けどのように取り組んでいくのか、

福祉保健部長に伺います。 

木付副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 県では、県聴覚障害者協会

と連携して手話通訳者の養成を行っており、現

在１２６人が県内で活動していただいています。 

 また、県内１５の市町で非常勤職員やこの協

会派遣により、手話通訳者が配置されています。 

 県内では、過去３年間で１２人が手話通訳者

試験に合格し新規登録されている一方で、やは

り高齢化等により活動から引退する方もおり、

登録者数は近年横ばいで推移しています。 

 そのため昨年度から、日常会話程度の手話を

習得された手話奉仕員を対象にして、手話通訳

者へのステップアップに向けた研修を九つの市

町で開催し、１０５人が受講しました。 

 今年度は、この研修会を修了した３人を含む

計２４人が協会主催の養成講座を受講し、手話

通訳者の資格取得を目指していただいています。

手話通訳者は、この議会中継や知事会見でも活

躍いただいていますが、聴覚障がい者が参加す

るイベント等については、県が協会に別途委託

して手話通訳者を派遣しています。 

 今年度から、その通訳者の１時間当たりの報

酬を昨年度までの１，７００円から２，５００

円に引き上げ、処遇改善の一助としたところで

す。 

 では、私も負けずに今後も手話通訳者の養成、

確保をしっかりと取り組んでいきます。（拍手） 

木付副議長 吉村尚久君。 

吉村（尚）議員 部長、ありがとうございます。

まさか手話で返ってくるとは。 

 手話通訳者の報酬等についても改善がなされ

ているということですが、手話通訳できる方が

正規職員となって、聴覚障がい者の困りや課題

などの解決に向けた具体的な施策について参画

できる体制が私自身必要ではないかと思ってい
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るので、今後そういうことについてもまた検討

していただければなと思います。 

 最後の質問になります。 

 重度障がい者のヘルパーについてです。 

 重度の肢体不自由者や、また、重度の知的障

がい、若しくは精神障がいにより行動上著しい

困難を有する者を長い時間支援することで家族

の負担を減らし、一人暮らしも可能にするサー

ビスとして、重度訪問介護があります。 

 しかしながら、暮らしている地域に重度障が

い者に特化した事業所がなく、遠距離となるた

めヘルパーが通えないケースや、ヘルパーの人

員不足により支援できないなどのケースも増え

ているという実態があります。 

 重度訪問介護を活用したくてもできない場合、

家族による負担が大きくなったり、施設入所や

入院を選ばざるを得なかったりします。また、

緊急時や災害時においても、暮らしている地域

にヘルパーが少ないということは障がいのある

人にとっても不安です。このヘルパー不足の理

由として、デリケートな介助や長時間のサービ

ス提供の割には待遇がよくないことなどが挙げ

られます。こうしたことを踏まえ、重度障がい

者のヘルパー不足の解消に向け、待遇改善など

にどのように取り組んでいくのか、福祉保健部

長に伺います。 

木付副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 重度訪問介護の利用者数は

令和５年２月時点で１５０人で、この５年間で

約６割も増加しています。 

 一方で、事業所数で見ると１６の市町に２４

３施設で、ここ数年横ばいですが、その半数以

上がやはり大分市、別府市に集中しており、地

域偏在が生じています。 

 そのため県では、ヘルパーとなる介護福祉士

の確保に向け、修学資金や資格取得費用を貸し

付けるほか、県内各知で就職フェアを開催して

います。 

 また、令和３年度から現場の負担軽減や業務

効率化のため、ＩＣＴの導入を進めており、こ

れまで１５の障がい者関係施設を支援しました。 

 加えて、事業所に対して処遇改善加算制度の

活用を促しており、これは研修の実施が要件と

なっているので、ヘルパーの資質の向上も図ら

れていると考えています。 

 昨年度は２４３の事業所のうち約７割がこの

加算制度を活用していただいています。人材確

保につながっており、その他の事業所にも働き

かけています。 

 さらに、来年４月の報酬改定に、物価高騰分

はもとより、職員の皆さん方の処遇改善分も確

実に反映されますよう、国に強く求めています。 

 今後もこうしたいくつかの諸施策を組み合わ

せながら、ヘルパー人材の確保に努めていきま

す。 

木付副議長 吉村尚久君。 

吉村（尚）議員 ありがとうございました。少

しずつ改善が進められていっているということ

ですが、最後にこの言葉を紹介して質問を終わ

りたいと思いますが、ある重度障がいの方から

言われたことですが、重度障がい者とヘルパー

との関係は、体の介護をしているという関係だ

けではないのです、重度障がい者が人と出会い、

自らを発信し、社会参加していくために重要な

役割を担ってくれているのですという言葉がと

ても印象的でした。改めて私自身、ヘルパーの

存在がいかに重要であるかを再認識させられま

した。 

 今回は障がいを取り巻く課題の解決に向けて

質問しましたが、今後とも障がいのある人もな

い人も心豊かに暮らせる大分県づくりに向けて、

そして、共生社会や誰一人取り残さない社会の

実現を目指して、取組を進めていただければと

思います。私も共に考え、行動していきます。 

 以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手） 

木付副議長 以上で吉村尚久君の質問及び答弁

は終わりました。首藤健二郎君。 

  〔首藤議員登壇〕（拍手） 

首藤議員 皆さんこんにちは。８番首藤健二郎

です。質問に入る前に、この機会をいただいた

会派の先輩の皆様、そして、同僚の皆様、御配

慮ありがとうございます。そして、本日、この

議場に傍聴にお見えいただいた皆さん、ありが
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とうございます。この議会での一般質問は、私

の質問を実際に直接知事、そして、各部局に質

問できる機会なので、とくと私の一般質問を御

覧いただきたいと思います。 

 それでは、早速質問に入ります。 

 健康づくりの推進について、まずは県民の健

康づくりについて、知事に伺います。 

 人口減少社会において、出生数をいかに増加

するかという点に議論が集中しています。確か

に、昨今、街中を歩いてみても、２０年前、３

０年前に比べると子どもたちのにぎやかな声を

耳にすることが減ってきました。子どもたちの

声は社会の活力であると思います。その意味で

は、ぜひ大分県が子どもたちの声であふれる、

そうした社会づくりを進めていただきたいと思

います。 

 他方、人口減少に歯止めをかける対策として

もう一つ大事なことは長寿社会づくりです。長

生きをしてもらい、人口を減らさない取組にも

注目すべきではないでしょうか。 

 単純に長生きしてもらうだけではなく、高齢

者にも生きがいを持って人生の最後まで充実し

た生活を送っていただく、そうした取組を支援

していくべきと考えます。 

 本県では平成２７年より健康寿命日本一を目

指した取組を進めています。この取組は今正に

述べた考え方と軌を一にするものであり、佐藤

知事が今後もこの旗を降ろさず発展させていく

ことに期待しています。これまでも様々な取組

がなされていると思いますが、私が思うに二つ

の点が重要ではないかと思います。 

 一つは、今の高齢者に対するアプローチはも

とより、現役世代へのアプローチを強化するこ

とです。未来の高齢者である現役世代は今の仕

事に一生懸命であり、健康への対策がおろそか

になりがちです。彼らが高齢者になる前段の下

地づくりの段階で心身を壊すことがあれば、健

康寿命は延びていかないのではないでしょうか。 

 そしてもう一つは、口腔ケアです。最近、口

腔機能の低下を意味するオーラルフレイルとい

う言葉を耳にするようになりました。口腔機能

のケアをおろそかにすることは、食べる機能の

障害から始まり、心身の機能低下といった大変

恐ろしい結果を招く可能性があります。 

 県も４月より、県口腔保健支援センターを新

設し、県民の歯と口腔の健康づくりをさらに強

化していくと聞いています。しかしながら、ま

だこのオーラルフレイルという言葉の認知度も

低く、健康寿命日本一を阻害する要因になりか

ねないと考えます。 

 口腔ケアの研究において、県内の歯科衛生士

で初めて博士号を取得した方のインタビューが

先日新聞に掲載されていました。記事によると、

早いうちから意識的に口腔ケアをすることが健

康長寿の鍵と話されており、介護予防というと

体を動かすことがメインと思いがちだが、よく

かんでしっかり栄養を取ることで動ける体をつ

くれる。誤嚥性肺炎や認知症などの予防にもつ

ながるので、衛生と機能の両面から口腔ケアに

取り組んでほしいとアドバイスされていました。 

 しかしながら、県内の自治体で常勤の歯科衛

生士を配置しているのは杵築市のみであり、ま

だまだ県民の口腔ケアを支える体制は十分では

ありません。各地域の歯科専門職が市町村と協

力して支援に取り組み、年齢を重ねても住み慣

れた場で生き生きと暮らせる手助けが必要だと

感じています。私自身、今でこそ毎月１回定期

的に歯のクリーニング、メンテナンスに行って

いますが、十数年前からです。これは幼い頃か

ら本当に習慣づいて歯医者に行くことがあれば

なと悔やむこともあり、御承知のように歯は一

度なくすとどうしようもないので、幼い頃から

歯医者に行くことで歯のメンテナンスが習慣に

なっていればと考えます。 

 そこで、県民全ての元気の源である健康づく

りをどのように進め、健康寿命の延伸に取り組

んでいこうと考えているのか、知事の見解を伺

います。 

 以下、対面席より行います。 

  〔首藤議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

元吉議長 ただいまの首藤健二郎君の質問に対

する答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 首藤議員の県民の健康づくりについ
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ての御質問にお答えします。 

 令和元年の都道府県別健康寿命では、本県は

男性が全国１位、女性が４位と大きく躍進した

ものの、さらなる延伸には、現役世代へのアプ

ローチが重要な鍵となります。 

 このため、全国に先駆けて平成２６年度から

健康経営を目指す事業所の拡大を図ってきてお

り、昨年度末の登録数は２,３１７社に上って

います。 

 今後は、コロナ禍で制約を受けていた保健所

による職場訪問や健康経営セミナーの開催、さ

らには健康アプリおおいた歩得（あるとっく）

などを活用して、事業所ごとの健康増進の取組

を強化していきます。 

 また、がんと診断された方の４人に１人が現

役世代であるにもかかわらず、健康への過信や

日々の忙しさなどから、ともすると検診の受診

がおろそかになりがちです。そこで、今月から

がん検診キャンペーンを開始し、家族や友人を

誘い合っての受診を促すこととしています。 

 次に、議員御指摘の口腔ケア対策も重要です。

本県では、介護予防の観点から、高齢者の通い

の場や介護施設において、口や舌の体操の普及

を進めるなど、口腔機能向上にも力を入れてい

ます。 

 加えて、オーラルフレイルの予防には、高齢

者のみならず、若い世代からの定期的な歯科検

診の受診や歯の手入れなどの習慣化が大切です。 

 このため、この４月に庁内に開設した県口腔

保健支援センターでは、現役世代の歯科検診の

受診を促進するため、経営者向けの研修会や事

業所への出前講座を新たに実施します。 

 また、生涯にわたる歯の健康を左右する乳幼

児期においては、市町村と協力して、ブラッシ

ング教室など保護者向けの啓発に力を入れてい

きます。 

 健康寿命の延伸にあたっては、これまでも市

町村と協力しながら成果を上げてきましたが、

各地域の抱える健康課題は一様ではありません。 

 そこで、特定健診受診率や喫煙率など１３の

客観指標により、各市町村の健康課題を見える

化し、保健所が改善に向けて支援します。 

 今後とも県民一人一人が生涯にわたって生き

生きと暮らせるよう、男女そろっての健康寿命

日本一を目指していきます。 

元吉議長 首藤健二郎君。 

首藤議員 答弁いただきました。やはり県から

のアピールというか、皆さんに周知していただ

くことが大事だと思うので、よろしくお願いし

ます。どうしても歯医者というと、痛くなって

からしか行かない、痛くなってからでは遅いん

ですよね。痛くなってから行くから余計痛いし、

嫌だということでイメージも悪くなって、遠ざ

かるという現実もあろうかと思うので、痛くな

る前から、歯を見せるのは結構恥ずかしいので

すが、慣れれば本当に毎月楽しい検診になるの

で、ぜひよろしくお願いします。 

 続いて、安心・安全な医療の提供について質

問します。 

 県民医療の基幹病院である県立病院は、平成

１８年度に地方公営企業法の全部適用に移行し

て以来、病院経営の指針となる大分県病院事業

中期事業計画を４年ごとに策定し、救命救急セ

ンターや精神医療センターの開設など、医療の

質の向上に向けた様々な改革に取り組むととも

に、経営面でも黒字化を達成し、堅調な病院運

営を継続されています。 

 特に直近の３年間は、新型コロナウイルス感

染症の対応においても、感染症指定医療機関と

して多くの感染患者の入院を受け入れつつ、本

来の一般医療との両立に努力されていると伺っ

ています。医療の逼迫とともに職員の皆さんの

疲弊も心配していましたが、昨年の第４回定例

会で、定数条例の改正により職員を増員され、

通常は高度専門医療等に従事し、１類、又は２

類感染症発生時には、より円滑な患者の受入れ

が可能となるような体制強化を進められており、

安心しました。 

 一方で、県立病院は、高度専門医療のさらな

る充実を図っていかなければならず、本年度か

ら新たな４年間の第５期大分県病院事業中期事

業計画に取り組まれていると聞いています。周

産期医療や小児医療のほか、精神医療や災害医

療など、県立病院に対して県民が期待するとこ
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ろは大変大きいものがあります。 

 そこで、新たな事業計画の理念をお尋ねする

とともに、県民医療の基幹病院として今後どの

ように安心・安全な医療の提供に取り組んでい

くのか、病院局長に伺います。 

元吉議長 井上病院局長。 

井上病院局長 安心・安全な医療の提供につい

てお答えします。 

 第５期大分県病院事業中期事業計画では、持

続可能な病院を目指してを基本理念に、特に救

急患者や連携医療機関からの紹介患者を可能な

限り断らない医療の提供に今後とも努めていき

ます。 

 加えて、遺伝子情報を基にした、がんや周産

期ゲノム医療の推進、ロボット手術の今年度中

の実施など、新たな技術や知見を用いた取組を

進めていきます。 

 災害対応については、河川氾濫による浸水被

害に備え、非常用電源などライフライン設備の

高架化工事を先月末に完了し、基幹災害拠点病

院としてのハードの面を強化しました。 

 また、現在求められている働き方改革を推進

しながら、医師、看護師をはじめとした人材の

確保、育成に努めていき、より質の高い医療を

提供していきます。 

 引き続きこうした取組を進めるとともに、健

全な経営基盤を維持しながら、今後も県民医療

の基幹病院として、安心・安全な医療の提供に

努めていきます。 

元吉議長 首藤健二郎君。 

首藤議員 医療現場で働く方々は本当に大変な

思いをしていると思いますが、質の高い医療を

求めていくということなので、よろしくお願い

します。 

 続いて、産業の振興について質問します。 

 まずは企業立地の推進についてです。 

 本県では、これまで積極的な企業誘致を進め

てきた結果、数多くの企業が立地し、本県経済

の中核を成しています。 

 大分市を中心として、鉄鋼、石油、半導体な

ど幅広い分野の産業がバランスよく集積し、製

造品出荷額は福岡県に次いで九州２位となって

います。加えて、最近では、県内各地の空き校

舎などを活用したサテライトオフィスを整備し、

コールセンターやＩＴ関連企業など、いわゆる

オフィス系企業の誘致にも力を入れてきたと承

知しています。 

 他方、企業誘致を進めるにあたり、様々な課

題も顕在化しています。例えば、企業を呼ぶベ

ースとなる工場適地が県内では先細っているこ

とに加え、企業活動を支える用水の確保も大変

心配になります。 

 また、昨年度、県と企業とで設置したものづ

くり未来会議おおいたでも議論があったように、

県外から企業を呼び、企業活動を維持していく

ためには、人材の育成、確保も欠かすことがで

きません。 

 県外に目を向けると、熊本への台湾の半導体

関連企業ＴＳＭＣの進出のみならず、各県で半

導体関連企業を中心に大型の企業立地の報道が

相次いでいますが、本県にとっても企業誘致の

絶好のチャンスではないでしょうか。今後の県

経済の持続的な発展のために、今こそオール大

分県で誘致活動を強化していくべきではないか

と考えています。 

 佐藤知事も大分市長時代、県と足並みをそろ

え、積極的に企業誘致を展開してこられたと承

知しています。また、知事就任後の５月の臨時

会では、企業誘致やスタートアップ支援による

働く場の拡充、移住・定住の促進なども含め、

女性や若い世代が働き、学ぶことのできる大分

県を全力でつくり上げると述べられていました。 

 そこで、知事に伺います。今後、どのように

企業誘致を進めていこうとしているのか、企業

誘致をめぐる課題への対応も踏まえた知事の考

えをお聞かせください。 

元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 企業立地の推進についての御質問に

お答えします。 

 企業誘致は、本県経済の基盤を拡大し、地域

に新たな雇用と活力を創出するものであり、未

来創造の県づくりにとって最も重要な施策の一

つです。本県では、これまで積極的に進めてき

た企業誘致により、金属、石油、化学、半導体、
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精密機械、自動車、ＩＴなど幅広い分野で国内

有数の企業がバランスよく立地し、地場企業と

共に発展する中で産業集積が進んできました。

今後も、これまでの企業誘致の方針を継承しつ

つ、この集積の強みも活用して、さらに発展さ

せていきます。 

 足下では、ＤＸやＧＸに伴う産業構造の転換

に加え、サプライチェーンの国内回帰等により、

半導体関連産業をはじめ、製造業の国内投資が

活発化しています。そのため本県でも、市町村

と連携し、進出可能性のある企業へのアプロー

チを強化していきます。その際、激しい自治体

間競争の中で、企業に本県を選んでもらうため

には、人材や適地、さらには用水の確保が何よ

り重要です。 

 まず、人材については、労働力人口の減少に

加え、九州のみならず全国での奪い合いも懸念

されており、その確保、育成が喫緊の課題です。

そこで、例えば、半導体分野では、本年から、

大分高専や大分大学において、ＬＳＩクラスタ

ー形成推進会議の協力の下、半導体に特化した

カリキュラムを導入し、産業界のニーズに即し

た人材育成を行っていただいています。 

 また、今回の補正では、県内企業での活用が

進む外国人材に対する就業環境整備への支援事

業を提案しており、外国人材に選ばれる県づく

りを進めていきます。 

 次に、適地については、ニーズが高まってい

る大規模工業用地の確保に向け、基盤整備や地

質・水質調査など、市町村への補助を拡充して

います。臼杵市の野津東部工場用地では、造成

に必要な調査設計が完了し、杵築市の八坂・東

地区工業団地でも今年度基本設計に着手する見

通しとなっています。 

 さらに、用水の確保についても、県内河川か

らの取水可能量を調査したほか、現在、公共下

水の排水等の再資源化や未利用水の活用可能性

を急ぎ検討しています。 

 こうした取組に加え、企業へのインセンティ

ブを高めるため、今回、製造業に対する補助金

の新規雇用者要件を大幅に緩和する予定です。

これにより、立地が進まなかった地域でも、新

たな投資を呼び込みやすくなるものと考えます。

あわせて、労働力人口が集中する大分市を新た

に補助対象地域とすることで、他県と競合する

大型案件を呼び込み、その集積の効果を県下全

域に波及させていきます。 

 引き続き市町村と連携し、粘り強く企業訪問

や環境整備を進めるなど全力で取り組んでいき

ます。 

元吉議長 首藤健二郎君。 

首藤議員 答弁いただきました。非常に力強い

答弁をいただいてありがとうございます。先日

も大分県に台湾の関係の会社の六十数人を超え

る方が来られて、ヒアリング等々行われたよう

ですが、本当にどういったことが必要なのか、

望んでいることはどういうことなのかをよくヒ

アリングして、今後につなげていただきたいと

思います。 

 続いての質問です。 

 スタートアップの支援についてです。 

 佐藤知事は、知事選の公約においても、当選

後の御発言においても、重点的に取り組む課題

として、特に人口減少対策を挙げられています。

人口減少対策には、子どもを産み育てやすい環

境をつくることなどの自然増対策ももちろん重

要ですが、若年層を中心とした生産年齢人口を

増やし、早急な本県の活性化を図るため、都市

部等からいかに移住者を増やしていくかといっ

た社会増対策も同様に重要です。そして、中心

市街地の魅力化などとともに、やはり県外に出

ていかなくてもいい、あるいは戻ってきてくれ

るような仕事の創出が必要です。 

 そうした中、私が重視すべきと考えるのが、

創業やスタートアップへの支援です。午前中に

も議論がありましたが、最近はテレワークの進

展等により、転職なき移住という選択肢も以前

に比べて可能になっていますが、それでもなお

移住においては、仕事、職をいかに確保するか

というハードルが依然として高いと思います。

その点、創業希望者であれば、自ら仕事をつく

ろうというわけですから、本県でのビジネス展

開が可能と思ってもらえれば、移住の可能性も

開けてきます。また、魅力的なスタートアップ
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企業が多く存在することで、移住者に対する本

県の魅力にもなります。 

 本県では、平成２７年度におおいたスタート

アップセンターを設置し、創業支援件数は年間

６００件を超えるなど、スタートアップ支援に

力を入れてきました。一方で、他県でもスター

トアップ支援への取組強化は進んでおり、本県

でも時勢に合った支援の拡充が必要と考えます。 

 私自身も経営に携わる身ですが、本当に経営

者は孤独です。行政、金融機関や同じ経営者の

仲間などの支えが欲しいと感じています。最近

のコロナ禍でこうしたネットワークづくりがな

かなかつらいなというところもありましたが、

コロナが落ち着いた今、ネットワークづくりを

再度進めていくチャンス、タイミングが来たと

感じています。 

 県内各地域にも公的、民間を問わず創業を支

援する施設などがあるし、最近では、大分市が

若年層の起業支援拠点を市内中心部に設置する

検討を始めたとのニュースもありました。効果

的なネットワークの形成には、県スタートアッ

プセンターもこうした施設とこれまで以上に緊

密に連携し、場合によっては一緒にやっていく

ことも必要なのではないかと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、本県でのさらなる仕

事の創出に向け、今後どのようにスタートアッ

プ支援に取り組んでいくのか、商工観光労働部

長に伺います。 

元吉議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 おおいたスタートアッ

プセンターでは、創業の裾野拡大を図るための

各種セミナー、女性や成長志向の起業家の育成

に向けた各種事業を展開しています。 

 昨年度はコロナ禍からの経済回復などもあり、

創業支援件数は平成２７年のセンター開設以来

過去最高となる６４３件を達成しました。また、

これまで全国規模のコンテスト受賞者やＭ＆Ａ

により経営基盤が安定化した企業など、有望起

業家も輩出しています。 

 一方、他県もスタートアップ支援を強化して

いる中で、本県もさらなる支援の充実を図るこ

とが必要と考えています。そのため、起業家の

卵が人脈や経験などが不足する中でも成長への

ステップを進めるように、県内先輩起業家との

ネットワークを強化し、起業家が生まれ育って

いく継続的な取組をスタートアップエコシステ

ムとして構築していきます。 

 また、借金や個人保証を懸念し、起業を躊躇

する起業家の卵の不安を取り除くため、経営者

保証不要の制度資金を創設します。 

 加えて、民間インキュベーション施設への支

援を継続するとともに、女性創業に向けた発掘

イベントを別府市の創業支援機関などと共同開

催するなど、市町村との連携もさらに強化して

いきます。 

 引き続き、雇用創出などを通じて地域の社会

経済活性化に重要であるスタートアップ支援に

努めていきます。 

元吉議長 首藤健二郎君。 

首藤議員 今御答弁いただいたスタートアップ

センターは、本当に身近に相談相手になるとい

うか、その相談が非常に大切なのですが、年間

で６００件もの創業支援の実績を上げることが

できているのも、このスタートアップセンター

あってこそだと思うのですが、スタートアップ

センターを創業支援の施設という観点で見ると、

現行の場所がソフトパークにありますが、大分

の中心部から少し遠いのではないかなという印

象もあります。創業者のネットワークをつくっ

ていくためには、やっぱりふらっと身近に、気

軽に立ち寄れる面も必要だと思うので、さきほ

どの質問でも言いましたが、大分市における市

内中心部での支援拠点の検討の話もあるし、大

分駅の近くには民間の創業支援施設も複数ある

ので、スタートアップセンターの機能はしっか

りと維持しつつ、ハード面としてはこうした施

設と統合していくことも選択肢の一つかと思い

ますが、おおいたスタートアップセンターの役

割をより強化する上で、こうした取組も御検討

いただければと思いますが、商工観光労働部長

の見解をお聞かせください。 

元吉議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 おおいたスタートアッ

プセンターが引き続きその役割を果たしていく
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ためには、創業希望者が気軽に相談に訪れ、そ

して、必要なサービスがしっかりと提供できる

環境整備が重要と考えています。 

 議員御指摘のとおり、おおいたスタートアッ

プセンターは大分市内中心部からは少し離れて

いますが、大分県産業創造機構やよろず支援拠

点などの他の中小企業支援機関との連携の観点

からは好立地とも言えると考えています。 

 他方で、大分市や民間の創業支援施設との連

携は、地域のスタートアップ支援の厚みを増す

という観点からも重要と考えています。市町村

などとの連携は既に行っていますが、さらなる

連携を通じて創業体制、支援の充実を図ってい

きたいと考えています。 

元吉議長 首藤健二郎君。 

首藤議員 答弁いただきました。よろしくお願

いします。 

 次の質問に行きます。 

 中小企業のＤＸについてです。 

 コロナの流行は、企業を事業継続の危機にさ

らすとともに、我が国においてＤＸ、デジタル

トランスフォーメーションの重要性を再認識さ

せました。 

 ２０２１年の中小企業白書によると、事業方

針上のデジタル化に対する優先度は、どの業種

の事業者もコロナ流行前に比べて流行後の方が

高くなっており、コロナの流行がＤＸの重要性

を再認識させる一つの契機となっていることが

分かります。 

 今さら言うことでもありませんが、企業が競

争力を維持、強化し、事業活動を継続、発展さ

せていくためには、付加価値を向上させていく

ことが重要です。日進月歩の勢いでデジタルツ

ールの技術革新が進んでいるこの世の中におい

て付加価値を向上させるためには、デジタル技

術の活用が不可欠となっています。しかしなが

ら、我が国のデジタル化の歩みは主要先進国に

劣後しており、特にデジタル人材の不足が顕著

だと言われています。また、本県の企業の大部

分を占める中小企業においては、特にデジタル

化の遅れが指摘されており、ＤＸを導入、検討

している企業の割合は、大企業が約７割に対し、

中小企業は約４割であるという国の調査結果も

あります。 

 中小企業がＤＸに取り組む際の課題は様々な

ものが考えられますが、大きなものとしてはや

はり人材不足が挙げられています。 

 さきほど述べたように、ただでさえ不足して

いる我が国のデジタル人材は、その多くがＩＴ

企業に集中しており、中小企業はＤＸに必要な

人材を確保できていない状況にあります。 

 また、デジタルツールの導入に向けては、時

に、現状の業務を大きく見直し、デジタル化に

そぐわない業務をやめる、商品、サービスの提

供方法などを変革していくなどの思い切った取

組も必要ですが、ふだんの業務に追われる中小

企業の経営者だけでは、なかなかそうした取組

に着手できないという声も聞きます。 

 こうした課題の解決に向けては、中小企業に

対する直接の支援だけではなく、デジタル人材

の育成などのＤＸに取り組みやすい環境の整備

など、短期的、長期的両面からの幅広い取組が

必要と思います。 

 こうしたことを踏まえ、中小企業のＤＸをど

のように進めていくのか、商工観光労働部長に

伺います。 

元吉議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 人手不足や物価高騰な

ど厳しい経済環境の中で、企業が生産性向上や

成長への新たな挑戦を図るためには、ＤＸの推

進が不可欠と考えています。 

 他方で、議員御指摘のとおり、中小企業が限

られた人材で自社だけでＤＸに取り組むことは

困難です。そのため、昨年度から、ＩＴ企業に

よる伴走支援の下で、中小企業の経営者自らが

ＤＸに取り組むことを宣言し経営変革を目指す

事業を開始し、１０社のモデル事例を創出しま

した。身近なお手本として他企業への横展開を

図っていきます。 

 こうしたＤＸに取り組む企業をさらに拡大し、

中長期的には各社における取組をさらに深めて

いくためには、やはりデジタル人材の育成が不

可欠です。そのため、引き続きデータ活用セミ

ナーなど、企業人材のリスキリング支援ととも
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に、将来のビジネスを担う学生のスキル向上な

どに取り組んでいきます。 

 加えて、今の補正予算において、中小企業が

ＤＸの第一歩を踏み出すためのＩＴツール導入

と、それを各社で使いこなせる人材の育成を一

体的に支援する事業を提案しています。 

 広く県内事業者がＤＸに挑戦できるように、

中長期も見据えながら、きめ細やかな支援に努

めていきます。 

元吉議長 首藤健二郎君。 

首藤議員 やはり人材確保と使いこなすという

か、使う側の意識、あるいは意欲だと思うので、

よろしくお願いします。 

 次の質問に行きます。 

 林業の振興についてです。 

 令和３年の農林水産業の創出額は２，２６０

億円と、前年の２，１０２億円から大幅に増加

しました。これまで進めてきた農林水産業の構

造改革の成果が着実に現れているものと思いま

す。 

 私の育った竹田市では林業も身近な産業です

が、その林業では木材が好調で、素材生産量が

過去最高の１５９万立米となるなど、前年から

７０億円増加しています。これは、コロナ禍に

おいて、アメリカで郊外に新築住宅を建築する

需要が高まったことや、ステイホームにより物

流が活性化し、船舶輸送に用いるコンテナの不

足や輸送料の高騰により、外国からの木材輸入

が滞り、国産材の需要が一気に高まった、いわ

ゆるウッドショックの発生により、国内林業が

活況を呈したことが要因と考えられます。 

 県内でも原木価格や木材製品価格が上昇し、

森林所有者をはじめとした多くの林業関係者が

その恩恵を受けたと聞いています。 

 令和３年の春頃から始まったとされるウッド

ショックは、発生から２年が経過しましたが、

外国からの木材輸入も回復し、最近では価格も

落ち着きを見せています。 

 一方で、木材の大きな消費先である住宅着工

では、少子高齢化により減少が予測されるなど

暗い話題があるものの、最近では脱炭素の高ま

りを受け、森林の二酸化炭素の吸収や固定など、

その役割や必要性が改めてクローズアップされ

ています。特に、県では大径材を伐採して早生

樹を植栽する循環型林業の推進や、Ｊ－クレジ

ット制度など、新しい林業への取組を進めてお

り、脱炭素社会の実現に向けても、その基盤と

なる林業の振興が不可欠であると思います。 

 こうしたことを踏まえ、今後の林業振興にど

のように取り組んでいくのか、農林水産部長に

伺います。 

元吉議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 県内の人工林の約６割が伐

採時期に到達していることや、国産材需要の拡

大を背景に、令和４年の素材生産量が１６７万

立米となるなど生産活動が活発になっています。 

 そういった中、これからの林業振興にあたっ

ては、大径化した高齢林の活用促進と、林業適

地での確実な再造林により、森林資源の偏りを

解消し、持続可能な循環型林業を確立すること

が重要です。 

 そこで、高齢林については、小規模所有者な

どによる経営放棄が懸念されることから、意欲

のある力強い林業経営者による林地の集積を進

め、その活用を促進します。 

 また、再造林については、成長が早く３０年

程度で伐採が可能となる早生樹の普及を加速さ

せるため、在来品種と比較し、優位性を可視化

できる展示林を整備します。 

 加えて、大径材製品の利活用を推進するアド

バイザーを委嘱するなど、需要の拡大にも努め

ます。 

 これらの取組により、持続可能な循環型林業

を早期に確立し、林業の成長産業化を図ってい

きます。 

元吉議長 首藤健二郎君。 

首藤議員 答弁いただきました。力強い答弁を

いただいたので、ぜひお願いします。 

 次に、農林水産物の輸出についてです。 

 我が国の農林水産業は産出額の減少、就業者

の高齢化と担い手の減少、耕作放棄地の拡大な

どの苦境にあると言われています。この大きな

原因としては、我が国の人口減少や、高齢化に

よる食生活の変化などにより、国内マーケット
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が縮小に向かっていることが挙げられます。 

 一方、海外に目を向ければ、世界の人口は今

後も増え続けていきます。これに伴い、加工品

や外食を含む世界の食の市場規模は、農水省の

推計によると２０１５年の８９０兆円から２０

３０年には１，３６０兆円と約１．５倍に増加、

中でも、著しい人口の増加に加え、経済成長を

背景に所得水準が飛躍的に向上しているアジア

諸国では、２０１５年の４２０兆円から２０３

０年には８００兆円へと、ほぼ倍増すると予測

されています。 

 人口減少社会を迎え、国内では農林水産物の

消費拡大が期待できない中、海外での食に対す

る需要の高まりを、我が国の農林水産物の消費

拡大にいかに結び付け、国内の生産力をいかに

高めていくかが、今後の農林水産業の発展に向

けた大きな課題となっています。 

 特に、アジアに近い九州にある本県は、アジ

アの成長を取り込み、農林水産業を成長産業化

させていくことができる大きな可能性を有して

いると言えます。今後、本県の農林水産業が飛

躍していくためには、輸出をいかに強化するか

が鍵を握ると言っても過言ではありません。も

ちろん、これまで県でもしっかりと取組を進め

られており、さき頃発表された本県の農林水産

物輸出実績によると、総額は過去最高の４３億

３千万円、令和３年度に比べて約７億４千万円、

率にして２０．５％の増となりました。この輸

出実績は、７年連続で過去最高を更新し続けて

おり、輸出に携わる方々が、コロナ禍からの経

済活動の回復などの機会をしっかりと捉え、積

極的に販売促進活動に取り組んだ結果ではない

かと思います。こうした関係者の努力には頭が

下がります。 

 このまま順調にいけば、本県が目標としてい

る令和６年度５７億円の達成も視野に入ってき

ていると思いますが、もうかる農林水産業に向

け、生産者のためにも、海外ニーズに対応しな

がら目標を上回るぐらいの意気込みで取組を進

めていただきたいと思っています。 

 そこで、農林水産物の輸出の拡大について今

後どのように取り組んでいくのか、農林水産部

長に伺います。 

元吉議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 議員御指摘のとおり、国内

市場が縮小していく中で、市場が拡大している

海外の需要を獲得していくことは農林水産業の

振興にとって大変重要です。 

 そこで、輸出拡大に向け、マーケットインの

輸出産地づくりと新たな販路開拓に積極的に取

り組みます。 

 まず、マーケットインの輸出産地づくりでは、

米国などで外食需要が増加している養殖ブリに

ついて、県漁協が今年度中に整備する新たな加

工施設への支援を行い、フィレや切り身などの

加工需要への対応を加速させます。 

 香港やシンガポールなどで人気のあるシャイ

ンマスカットについては、２月の春節の贈答需

要に対応するため長期貯蔵技術を開発して、輸

出を本格化させていきます。 

 次に、新たな販路開拓については、牛肉や水

産物について、米国、中国などでフェアの開催

や展示会、商談会への出展等により、販売先の

拡大を図ります。 

 また、現地情報に精通しているジェトロなど

で構成する輸出支援プラットフォームを活用し

て、効率的、効果的な輸出に取り組んでいきま

す。 

 今後も海外の多様なニーズに対応しながら新

たなマーケットを切り開いて、さらなる輸出拡

大に向け取組を進めていきます。 

元吉議長 首藤健二郎君。 

首藤議員 答弁いただきました。ありがとうご

ざいます。私も以前、おおいた捕物帳という県

の広報番組を担当しましたが、本当に大分県の

ブランドづくり、ブランド力はすごいので、今

後、海外に向けてこのブランド力をいかして輸

出に進めていただきたいと思います。 

 続いての質問に行きます。 

 大分港大在地区の利用促進についてです。 

 海路と陸路が結節する位置にある本県は、正

に九州の東の玄関口として、人、物が集積する

拠点となる高いポテンシャルがあります。県で

は、多くの人、物が本県を介して九州内外を行
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き来する状況をつくり出すことで、本県経済の

活性化、雇用の創出等を目指した各種取組を九

州の東の玄関口としての拠点化戦略として実施

しています。 

 物の流れの拠点化に向けては、既に充実して

いる海上貨物航路の機能をさらに強化すること

が重要です。本県には五つの重要港湾があり、

各港湾とも地理的、歴史的な優位性を持ってい

ます。中でも、大分港大在地区は、東九州自動

車道の大分宮河内インターチェンジに近く高速

道路へのアクセスが良好であるほか、近隣には

倉庫等の物流関連施設向けの分譲地である大分

流通業務団地が整備されているなど高い競争力

を有しており、トラックやトレーラーが自走し

て乗り降りできるＲＯＲＯ船の航路として内航

航路が２航路、週９便、コンテナ航路として外

航航路が４航路、週６便発着しています。現在、

物流業界において、トラックドライバーの時間

外労働の上限規制が適用される物流の２０２４

年問題への対応が求められていますが、これは

九州屈指のＲＯＲＯ船基地である大分港大在地

区の優位性をいかすビッグチャンスとも言えま

す。 

 この機会を捉えるためには、まずはしっかり

としたハード整備が必要です。県では現在、Ｒ

ＯＲＯ船施設の移転、集約に取り組んでおられ

ますが、チャンスを逃さぬための早急な整備が

求められています。加えて、さらなる貨物集荷

の促進も重要です。例えば、県内の中津港は、

周辺に立地している自動車関連企業や陶器製造

関連企業等の貨物が中心であるものの、林業が

盛んな日田地域等の県産材の出荷拠点にもなっ

ているなど、地の利をいかした特色ある貨物が

集積しています。 

 大分港大在地区においても、大分流通業務団

地や周辺企業を中心に多様な貨物が集荷されて

いると思いますが、中九州横断道路がさらに延

伸されることを見越せば、竹田方面からの農林

水産物など、今後はより一層戦略的に貨物集荷

を進めていく必要があると思います。 

 こうした状況を踏まえ、大分港大在地区のさ

らなる利用促進に向け、ソフト・ハード両面で

どのように取り組んでいかれるのか、土木建築

部長に伺います。 

元吉議長 三村土木建築部長。 

三村土木建築部長 大分港大在地区においては、

東九州自動車道北九州－宮崎間の開通後、大分

港発のＲＯＲＯ船シャーシ台数が約４倍となっ

たほか、外貿コンテナの取扱貨物量も近年増加

傾向にあります。こうした状況を踏まえ、新た

なＲＯＲＯ船ターミナルとして、船舶の大型化

に対応できる水深９メートル岸壁の整備を進め

ており、まずは来年度の１バース目の完成を目

指します。また、ＤＸを活用した先進的な取組

となるシャーシの自動管理システムを導入した

埠頭用地も整備しています。 

 加えて、コンテナターミナルでは、荷役作業

の効率化を果たすため、ガントリークレーンを

更新するとともに、貨物量増加を見据え、今年

度、埠頭用地の造成事業にも着手しました。 

 一方、大分港大在地区の物流拠点化に向けて

は、さらなる海上輸送の利用促進を図る取組も

重要です。隣接するＪＡ全農大分青果センター

の施設拡充は、農産物の海上輸送を促進する絶

好の機会であり、利用を働きかけていきます。 

 また、官民連携による企業訪問やセミナー開

催、陸上輸送から海上輸送への利用転換を促す

助成など、積極的なポートセールスも引き続き

展開していきます。 

 今後も港湾機能の強化とポートセールスの両

面から、戦略的に取組を進めていきます。 

元吉議長 首藤健二郎君。 

首藤議員 答弁いただきました。貨物の増加を

見込んで整備を進めているという力強い答弁な

ので、さきほど出た大分青果センターの整備を

進めて、より冷やしてそのまま運べるような仕

組み、あるいはストックヤード等、物を置ける

場所を整備できれば、まだまだ可能性はあると

思うので、今後もよろしくお願いします。 

 次の質問に移ります。 

 スポーツによる地域活性化についてです。 

 私が竹田市議会議員に就任して真っ先に取り

組んだのが、旧竹田南高校女子サッカー部の設

立に携わったことでした。竹田市では、年間に
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数十人しか出生がない中、３０人の女子サッカ

ー部員が県外から入部してくれており、移住・

定住の面でも大きな効果となっていると自負し

ています。こういった住み続ける移住・定住を

進めるだけではなく、一定期間とか目的を持っ

た、あるいは週末等とか、様々な移住を増やす

幅広いアイデアが必要だと考えています。 

 スポーツは爽快感や達成感、充実感だけにと

どまらず、他者を尊重し協調する精神を育み、

多様性を認め合いながら支え合うきずなの強い

社会の実現にも寄与するなど、多面的な側面を

持っていることから、これまで自分なりにスポ

ーツによる地域の振興に取り組んできました。 

 そのような中、箱根駅伝で優勝経験のある青

山学院大学陸上競技部が、８年目となる今年も

大分スポーツ公園で合宿を行いました。 

 このようにスポーツへの関心を高め、スポー

ツによる地域活性化を図ることも大切なことで

す。 

 県内には、大分スポーツ公園総合競技場や県

立武道スポーツセンターなど、様々な優れたス

ポーツ施設が整備されています。また、プロス

ポーツチームも活動しており、見る、支えるな

どのスポーツの楽しみ方や関わり方が定着しつ

つあります。 

 こうしたことを踏まえ、スポーツツーリズム

の推進など、スポーツによる地域活性化に今後

どのように取り組んでいくのか、企画振興部長

に伺います。 

元吉議長 山田企画振興部長。 

山田企画振興部長 スポーツ合宿や国際スポー

ツ大会の誘致など、スポーツツーリズムの推進

が地域活性化に大きく寄与することは議員御指

摘のとおりです。 

 まず、スポーツ合宿は多くの選手が長期間に

わたって滞在することから、経済波及効果も大

きく、これまでも市町村や競技団体等と連携し

て積極的に誘致してきました。 

 先週には、現在福岡県で開催中の世界水泳選

手権に出場しているハンガリーとアメリカの女

子水球のナショナルチームが大分市内で合宿を

行い、期間中には高校生との練習試合や小学生

との交流が行われました。子どもたちからは、

一流のプレーが見られてよかったとか、水球を

してみたいといった感想が寄せられ、生徒にと

ってかけがえのない経験になったと思います。 

 また、国際スポーツ大会等の誘致では、４年

前のラグビーワールドカップの熱狂が記憶に新

しいところですが、今年度は１０月に、本県を

含む九州３県でツール・ド・九州の開催が予定

されています。 

 国内外からの誘客を図ることとしており、本

県の経済波及効果は日本政策投資銀行の試算に

よれば、７億円を超えるものと見込まれます。 

 ツール・ド・九州の来年度以降の開催の検討

も含め、今後も関係団体等と連携しながら、引

き続きスポーツを活用した地域活性化に努めて

いきます。 

元吉議長 首藤健二郎君。 

首藤議員 すみません、時間をオーバーしてし

まいました。 

 以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手） 

元吉議長 以上で首藤健二郎君の質問及び答弁

は終わりました。 

 これをもって一般質問及び質疑を終わります。 

 ただいま議題となっている各案のうち、第５

５号議案、第５６号議案及び第５８号議案から

第６６号議案まで並びに今回受理した請願２件

は、お手元に配布の付託表及び請願文書表のと

おり、所管の常任委員会に付託します。 

 なお、他の委員会にも関連のある案について

は、合い議をお願いします。 

―――――→…←――――― 

 
付        託        表 

件          名 付 託 委 員 会 

第 ５５ 号議案 工事請負契約の締結について 総 務 企 画 

第 ５６ 号議案 職員の特殊勤務手当支給条例等の一部改正について 総 務 企 画 
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第 ５８ 号議案 大分県使用料及び手数料条例等の一部改正について 総 務 企 画 

第 ５９ 号議案 大分県税条例の一部改正について 総 務 企 画 

第 ６０ 号議案 大分県税特別措置条例の一部改正について 総 務 企 画 

第 ６１ 号議案 ヘリコプターの取得について 福祉保健生活環境 

第 ６２ 号議案 物品の取得について 商工観光労働企業 

第 ６３ 号議案 大分県立別府コンベンションセンターの設置及び管理に

関する条例の一部改正について 

商工観光労働企業 

第 ６４ 号議案 令和５年度における農林水産関係事業に要する経費の市

町村負担について 

農 林 水 産 

第 ６５ 号議案 大分県立学校職員及び大分県市町村立学校県費負担教職

員定数条例の一部改正について 

文 教 警 察 

第 ６６ 号議案 車両の取得について 文 教 警 察 

 

―――――→…←――――― 

 日程第２ 特別委員会設置の件 

元吉議長 日程第２、特別委員会設置の件を議

題とします。 

―――――→…←――――― 

 特別委員会設置要求書 

 次のとおり特別委員会を設置されるよう会議

規則第６６条の規定により要求します。 

記 

１、名称 

 予算特別委員会 

２、目的 

 令和５年度予算審査のため 

３、期間 

 令和５年７月２０日から令和５年８月２日ま

 で 

４、付託する事件 

 第５３号議案から第５４号議案まで 

５、委員の数 

 ４２人 

 令和５年７月２０日 

発議者 大分県議会議員 御手洗吉生 

 〃     〃    志村  学 

 〃     〃    首藤健二郎 

 〃     〃    太田 正美 

 〃     〃    大友 栄二 

 〃     〃    三浦 正臣 

 〃     〃    古手川正治 

 〃     〃    嶋  幸一 

 〃     〃    高橋  肇 

 〃     〃    木田  昇 

 〃     〃    二ノ宮健治 

 〃     〃    玉田 輝義 

 〃     〃    戸高 賢史 

大分県議会議長 元吉俊博 殿 

―――――→…←――――― 

 特別委員会設置要求書 

 次のとおり特別委員会を設置されるよう会議

規則第６６条の規定により要求します。 

記 

１、名称 

 決算特別委員会 

２、目的 

 令和４年度決算審査のため 

３、期間 

 令和５年７月２０日から令和５年１２月３１

 日まで 

４、付託する事件 

 第６７号議案から第６９号議案まで 

５、委員の数 

 ２１人 

 令和５年７月２０日 

発議者 大分県議会議員 御手洗吉生 

 〃     〃    志村  学 

 〃     〃    首藤健二郎 

 〃     〃    太田 正美 

 〃     〃    大友 栄二 

 〃     〃    三浦 正臣 
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 〃     〃    古手川正治 

 〃     〃    嶋  幸一 

 〃     〃    高橋  肇 

 〃     〃    木田  昇 

 〃     〃    二ノ宮健治 

 〃     〃    玉田 輝義 

 〃     〃    戸高 賢史 

大分県議会議長 元吉俊博 殿 

―――――→…←――――― 

元吉議長 御手洗吉生君ほか１２人の諸君から、

お手元に配布のとおり特別委員会設置要求書が

２件提出されました。 

 まず、予算特別委員会の設置についてお諮り

します。 

 要求書のとおり予算特別委員会を設置し、第

５３号議案及び第５４号議案を付託したいと思

いますが、これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、要求書のとおり予算特別委員会を設

置し、第５３号議案及び第５４号議案を付託す

ることに決定しました。 

―――――→…←――――― 

 予算特別委員会に付託した議案 

第５３号議案 令和５年度大分県一般会計補正

予算（第１号） 

第５４号議案 令和５年度大分県用品調達特別

会計補正予算（第１号） 

―――――→…←――――― 

元吉議長 お諮りします。ただいま設置された

予算特別委員会の委員の選任については、委員

会条例第５条第１項の規定により、議長を除く

４２人の諸君を指名したいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名した議長を除く４２人

の諸君を予算特別委員に選任することに決定し

ました。 

 次に、決算特別委員会の設置についてお諮り

します。 

 要求書のとおり決算特別委員会を設置し、第

６７号議案から第６９号議案までを付託の上、

期間中、継続審査に付することにしたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、要求書のとおり決算特別委員会を設

置し、第６７号議案から第６９号議案までを付

託の上、期間中、継続審査に付することに決定

しました。 

―――――→…←――――― 

 決算特別委員会に付託した議案 

第６７号議案 令和４年度大分県病院事業会計

利益及び資本剰余金の処分並び

に決算の認定について 

第６８号議案 令和４年度大分県電気事業会計

利益の処分及び決算の認定につ

いて 

第６９号議案 令和４年度大分県工業用水道事

業会計利益の処分及び決算の認

定について 

―――――→…←――――― 

元吉議長 お諮りします。ただいま設置された

決算特別委員会の委員の選任については、委員

会条例第５条第１項の規定により、お手元に配

布の委員氏名表のとおり指名したいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名した２１人の諸君を決

算特別委員に選任することに決定しました。 

―――――→…←――――― 

 決算特別委員会委員氏名表 

御手洗吉生 

穴見 憲昭 

岡野 涼子 

首藤健二郎 

今吉 次郎 

太田 正美 

後藤慎太郎 

森  誠一 

木付 親次 

三浦 正臣 
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麻生 栄作 

阿部 英仁 

福崎 智幸 

吉村 尚久 

高橋  肇 

二ノ宮健治 

守永 信幸 

澤田 友広 

戸高 賢史 

猿渡 久子 

佐藤 之則 

―――――→…←――――― 

元吉議長 なお、両特別委員会は委員長及び副

委員長互選のため、お手元に配布の特別委員会

招集通知書のとおり、委員会を開催願います。 

―――――→…←――――― 

 日程第３ 協議又は調整を行うための場の設

置の件 

元吉議長 日程第３、協議又は調整を行うため

の場の設置の件を議題とします。 

―――――→…←――――― 

 地方自治法第１００条第１２項の協議又は調

整を行うための場 

１ 名称 

   政策検討協議会 

２ 目的 

   議会基本条例に基づく議員提案による条

例の制定、政策立案・提言及び県議会の

諸課題等についての協議・調整 

３ 構成員 

   副議長及び各会派から推薦された委員

（自由民主党３名、県民クラブ２名、公

明党１名、日本共産党１名、志士の会１

名、無所属の会１名、日本維新の会１名） 

４ 招集権者 

   会長 

５ 期間 

   令和５年７月２０日から令和７年３月３

１日まで 

―――――→…←――――― 

元吉議長 お諮りします。会議規則第１２４条

第２項の規定により、お手元に配布の政策検討

協議会を協議又は調整を行うための場として設

置したいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、政策検討協議会を協議又は調整を行

うための場として設置することに決定しました。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 以上をもって本日の議事日程は終了

しました。 

 お諮りします。明２１日、２４日から２６日

まで及び８月１日は予算特別委員会の開催のた

め、７月２７日、２８日及び３１日は予算特別

委員会分科会及び常任委員会の開催のため、そ

れぞれ休会としたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、明２１日、２４日から２８日まで、

３１日及び８月１日は休会と決定しました。 

 なお、２２日、２３日、２９日及び３０日は

県の休日のため休会とします。 

 次会は、８月２日定刻より開きます。日程は、

決定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 本日はこれをもって散会します。お

疲れでした。 

午後２時４９分 散会 
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令和５年第２回大分県議会定例会会議録（第７号） 

 

令和５年８月２日（水曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第７号 

             令和５年８月２日 

              午前１０時開議 

第１ 第５３号議案、第５４号議案 

   （議題、予算特別委員長の報告、質疑、

   討論、採決） 

第２ 第５５号議案、第５６号議案及び第５８

   号議案から第６６号議案まで並びに請願

   １、請願２ 

   （議題、常任委員長の報告、質疑、討論、

   採決） 

第３ 議員提出第８号議案から第１１号議案ま

   で 

   （議題、提出者の説明、質疑、討論、採

   決） 

第４ 議員派遣の件 

第５ 閉会中の継続審査及び調査の件 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 第５３号議案、第５４号議案 

     （議題、予算特別委員長の報告、質

     疑、討論、採決） 

日程第２ 第５５号議案、第５６号議案及び第

５８号議案から第６６号議案まで並

びに請願１、請願２ 

     （議題、常任委員長の報告、質疑、

     討論、採決） 

日程第３ 議員提出第８号議案から第１１号議

案まで 

     （議題、提出者の説明、質疑、討論、

     採決） 

日程第４ 議員派遣の件 

日程第５ 閉会中の継続審査及び調査の件 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４１名 

 議長 元吉 俊博 副議長 木付 親次 

    志村  学     御手洗吉生 

    桝田  貢     穴見 憲昭 

    岡野 涼子     中野 哲朗 

    宮成公一郎     首藤健二郎 

    清田 哲也     今吉 次郎 

    阿部 長夫     小川 克己 

    太田 正美     後藤慎太郎 

    森  誠一     大友 栄二 

    井上 明夫     三浦 正臣 

    古手川正治     嶋  幸一 

    麻生 栄作     阿部 英仁 

    御手洗朋宏     福崎 智幸 

    吉村 尚久     若山 雅敏 

    成迫 健児     高橋  肇 

    木田  昇     守永 信幸 

    原田 孝司     玉田 輝義 

    澤田 友広     吉村 哲彦 

    戸高 賢史     猿渡 久子 

    末宗 秀雄     佐藤 之則 

    三浦 由紀 

欠席議員 ２名 

    二ノ宮健治     堤  栄三 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           佐藤樹一郎 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          吉田 一生 

 教育長          岡本天津男 

 公安委員長        板井 良助 

 人事委員長        石井 久子 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 総務部長         若林  拓 

 企画振興部長       山田 雅文 

 企業局長         渡辺 文雄 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        種田 英明 

 福祉保健部長       工藤 哲史 

 生活環境部長       高橋  強 
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 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       佐藤  章 

 土木建築部長       三村  一 

 会計管理者兼会計管理局長 渡辺 栃彦 

 防災局長         岡本 文雄 

 観光局長         渡辺 修武 

 労働委員会事務局長    幸  清二 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

元吉議長 皆さんおはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 日程に入るに先立ち、７月２５日の

大雨の影響によりお亡くなりになられた方々に

対して、哀悼の意を表し、黙祷をささげたいと

思いますので、皆様、御起立をお願いします。 

  〔黙祷〕 

元吉議長 黙祷を終わります。 

 御着席ください。 

 この際、知事より発言の申出がありましたの

で、これを許します。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 おはようございます。お許しをいた

だき、一言申し上げます。 

 さきほど黙祷をささげていただきましたが、

去る７月２５日、由布市湯布院町湯平を流れる

花合野川上流部で県が発注している砂防ダムの

建設現場において、作業員２人の方が増水した

川に流される被害が発生しました。 

 ここに亡くなられた方に対し、謹んで御冥福

をお祈りします。 

 当時、現場付近では、３０分間に５２．５ミ

リの雨量を記録するなど、突発的で非常に激し

い雨が降っていました。 

 県としては、再発防止に向け、今回の状況を

しっかりと検証するとともに、改めて出水期に

おける河川内工事の安全対策を徹底していきま

す。 

―――――→…←――――― 

 諸般の報告 

元吉議長 次に、諸般の報告を行います。 

 まず、去る７月２０日に設置した決算特別委

員会の委員長に三浦正臣君、同副委員長に後藤

慎太郎君が互選されたので報告します。 

 次に、監査委員から、地方自治法第２３５条

の２第３項の規定により、６月の例月出納検査

の結果について、文書をもって報告がありまし

た。 

 なお、調書等は朗読を省略します。 

 次に、災害・危機管理対策連絡協議会を８月

１日に開催し、６月３０日からの大雨に係る被

害状況を確認し、復旧・復興に向けた今後の対

応について協議を行いました。 

 以上で報告を終わります。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 本日の議事は、議事日程第７号によ

り行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 第５３号議案、第５４号議案 

      （議題、予算特別委員長の報告、

      質疑、討論、採決） 

元吉議長 日程第１、日程第１の各案を一括議

題として、これより予算特別委員長の報告を求

めます。予算特別委員長井上明夫君。 

  〔井上議員登壇〕 

井上予算特別委員長 おはようございます。予

算特別委員会の審査の経過と結果について御報

告します。 

 今回、本委員会に付託を受けた案件は、予算

議案２件です。 

 委員会は、去る７月２０日の本会議において

設置され、委員長及び副委員長を互選するとと

もに、２１日から２６日までは部局別審査、２

７日及び２８日は分科会、８月１日は採決を行

うため、委員会を開催し、それぞれ関係者の出

席を求め、慎重に審査した結果、第５３号議案

及び第５４号議案については、原案のとおり可

決すべきものと、いずれも全会一致をもって決

定しました。 

 以上をもって予算特別委員会の報告とします。 

元吉議長 以上で委員長の報告は終わりました。 

 これより委員長の報告に対する質疑に入りま

す。 

 別に質疑もないようですので、質疑を終結し、
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これより討論に入ります。 

 発言の通告がありますので、順次これを許し

ます。大友栄二君。 

  〔大友議員登壇〕 

大友議員 １６番、自由民主党の大友栄二です。 

 私は、自由民主党を代表して、令和５年度大

分県一般会計補正予算案並びにその他の予算議

案に対する予算特別委員長の報告について、賛

成の立場から討論を行います。 

 佐藤知事初めての編成となる今回の補正予算

案は、知事の県政執行の方針である安心元気・

未来創造に基づき、誰もが安心して住み続けた

い大分県、知恵と努力が報われる大分県、誰も

が訪れたい大分県づくりに取り組むため、１０

年連続プラスの積極予算となっています。また、

特別枠である新おおいた創造・発展枠には、約

２２億円、６６の事業を盛り込むなど、その内

容についても充実した予算となっています。 

 佐藤知事は、県民との対話、県民中心の県政

の継承・発展、市町村や国、そして県民との連

携という基本姿勢を掲げ、コロナや物価高騰な

ど当面する課題にしっかり対応しつつ、本県を

県民と共に力強い推進力で新たなステージへ発

展させる熱い思いをお示しいただいています。

我が会派としては、その姿勢を高く評価すると

ともに、今後一層の御尽力をお願いする次第で

す。 

 さて、予算案の具体的な内容を見てみると、

様々な施策を積極的に講じています。 

 大きな柱の一つ目が、物価高騰への対応と社

会経済活動の活性化です。 

 エネルギーや食料品価格などの高騰に対して、

社会福祉施設や医療機関等への電気代・食材費

などの一部助成、ＬＰガス利用者や特別高圧で

受電する中小企業への県独自の補助制度の創設、

中小企業に対する太陽光発電の設置支援等を行

うこととしています。また、畜産飼料の高騰対

策として、農家への助成や飼料構造の転換支援

の予算も計上されています。特に、苦境にある

酪農家に対して昨年度に引き続いて手厚く御支

援いただいていることは、我が会派としても心

強く感じています。 

 さらに、県内消費の下支えによる地域経済の

活性化を図るため、県全体として４度目となる

プレミアム率３０％の商品券を発行することと

されているなど、きめ細かな対策が講じられて

います。 

 大きな柱の二つ目が、安心元気の大分県づく

りです。 

 自然増対策としては、出生数の反転増に向け、

子育て世帯を社会全体で応援する環境づくりに

取り組むこととしています。また、検診・出産

時の交通・宿泊費の助成や、小児慢性特定疾患

で入院する児童等に付き添う家族の宿泊費の助

成など、個々の世帯の事情に応じたきめ細かな

支援も盛り込まれています。 

 また、高齢者の長寿・健康寿命の延伸に向け、

ＩＣＴを活用した介護予防の推進や、訪問看護

ステーションの体制強化に向けた人材確保への

支援などに取り組むこととしています。 

 障がい者が働くことを通じて社会参加できる

共生社会の実現に向けては、障がい者の就労希

望が多いＩＴ分野への新規参入や規模拡大を行

う就労支援Ａ型事業所への支援の予算が計上さ

れています。 

 また、自然増対策と両輪をなす社会増対策も

重要であり、積極的な予算編成がなされていま

す。 

 移住希望者のニーズを踏まえた対策の強化と

して、転職なき移住の推進に向け都市圏等の企

業を対象とした地域課題解決型モニターツアー

の実施や、移住を希望する若者に寄り添った転

職を伴走型でサポートする予算が計上されてい

ます。 

 さらに、生産年齢人口の減少に伴い期待が高

まる外国人材が、長く活躍してもらう環境を整

えるため、事業所の就業環境の整備や、日本語

教育等を支援することとしています。 

 県土の強靱化については、先般も中津市や日

田市等で大雨による災害に見舞われたようにた

び重なる豪雨災害への対策や、緊迫度が高まる

南海トラフ地震への備えが重要です。そのため、

総合的な治水対策や、大分臨海部コンビナート

の護岸強化などについて、引き続き国の５か年
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加速化対策なども積極的に活用しながら、しっ

かりと取り組むこととしています。 

 特に、我が会派として強く要望してきた河床

掘削や急傾斜地の崩壊対策などに手厚く予算計

上いただいたことに、県民を守るという知事の

強い思いを感じたところです。 

 次に、本県の基幹産業である農林水産業につ

いてです。農業では、頑張る生産者がもうかる

農業の実現に向け、現在、マーケットニーズが

高い園芸４品目を集中支援しており、順調に生

産面積を拡大しています。一方で、果樹を中心

に大規模農地のニーズが多く、農地確保が課題

になっていることから、まとまった農地を提供

する地権者等への交付金の給付などにより、円

滑な農地集積を進めることとしています。また、

厳しい状況にある中山間地農業については、集

落営農法人等の収益構造改革に向けた園芸品目

の導入や、大規模経営体との連携や統合を支援

する予算が計上されています。 

 畜産では、令和９年北海道全共での日本一奪

還を達成するための枝肉歩留りの改善に向け、

優秀な受精卵の確保・提供等を行うため、老朽

化が進む畜産研究部の機能強化に向けた設計に

着手し、畜産技術・研究の高度化を図ることと

しています。 

 林業では、持続可能な林業・木材産業の構築

に向け、高齢級大径材のアドバイザーによる販

路開拓や大消費地へのサンプル出荷による需要

の創出、さらに、早生樹の優位性を県内各地で

実証することとしています。 

 水産業では、ブリ類養殖業の振興に向け、環

境悪化が懸念される養殖漁場の改善に向けた調

査や、来春完成予定の新加工場の稼働に必要な

資機材の導入支援を行うこととしています。ま

た、来年秋の全国豊かな海づくり大会開催を契

機とした漁船漁業の新たな挑戦への応援として、

広域での種苗放流など水産資源の効率的な増殖

モデル構築を支援する予算が計上されています。 

 次に、商工業の振興です。県内の景気は、個

人消費や観光などで持ち直していますが、エネ

ルギー・原材料価格の高騰やウクライナ情勢等

の影響には注意が必要です。こうした中、企業

の設備投資や経営安定を下支えする県制度資金

について、コロナ禍前を上回る８００億円の新

規融資枠を確保し、県経済をしっかり支える意

思を示していただいています。 

 また、商工会議所、商工会の体制強化として、

高度な相談案件に地元商工会議所と共同で対応

する専門指導センターの設置や、商工会支所職

員の集中化による経営指導力の向上・高度化に

対する支援に取り組むこととしています。 

 スタートアップの創出・育成については、成

長した県内先輩起業家との交流機会の提供等に

よるスタートアップエコシステムの構築や、副

業人材の確保に向けた支援が盛り込まれていま

す。 

 コロナ禍前の水準まであと一歩となっている

観光産業については、ＤＣの成功、そして、そ

の先の観光活性化に向けた取組として、飲食店

や観光施設等で利用可能な電子クーポンの発行

や、人手不足に悩む宿泊事業者への業務省力化

機器の導入支援などに取り組むこととしていま

す。 

 また、女性の活躍についても、従前の女性活

躍推進宣言の取組をさらに一歩進め、管理職に

占める女性の割合などを基準とした新しい県独

自認証制度が創設されます。女性の就業割合が

低い建設業についても、トップセミナーによる

経営者の意識改革や、高校生など若い世代向け

のイベント開催による情報発信にも力を入れる

こととしています。 

 大きな柱の三つ目は、未来創造の大分県づく

りです。 

 カーボンニュートラルに向けては、大分コン

ビナートの脱炭素化へ向けたグリーン水素製造

など、大分県版水素サプライチェーンの構築に

取り組むこととしています。また、水素の需要

創出に向けた、燃料電池トラックによる食品等

の配送実証、さらに、一般家庭や事業者への高

効率給油設備の導入費助成や県有施設への太陽

光発電の導入などの予算も盛り込まれています。 

 本県の未来づくりに向けては、デジタル社会

の進展の動きをしっかり捉えることも重要です。

補正予算案でも、公共交通分野における大分空
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港を拠点としたＭａａＳの取組の加速や、空飛

ぶクルマの今後の実用化に向けたインフラ面等

の課題整理が盛り込まれており、引き続き、Ｄ

Ｘと先端技術への挑戦を続けてほしいと考えま

す。 

 企業誘致は、経済活動の基盤拡大や新たな雇

用の場の創出として重要です。サプライチェー

ンの国内回帰等により半導体産業等の投資が活

発化している好機を捉え、地域間競争に打ち勝

って誘致を進めるため、産業立地促進補助金等

の要件緩和が予定されています。引き続き、企

業への積極的なアプローチにより、さらなる誘

致促進を図っていただくようお願いします。 

 次に、広域交通ネットワークについてです。 

 東九州自動車道の４車線化、中津日田道路の

事業進捗の促進、中九州横断道路の大分－犬飼

間の事業化など、人と物の流れを活性化する道

路ネットワークの充実には、引き続きしっかり

と取り組んでいただくようお願いします。 

 また、東九州新幹線について、整備計画路線

の格上げに向けて本格的に取り組む好機が到来

しており、補正予算案でも、関係する自治体と

連携したシンポジウムの開催が盛り込まれてい

ます。広域交通ネットワークの拡充については、

引き続き、東九州新幹線に軸足を置いて取り組

んでいただくことを期待します。 

 最後に、教育県大分の創造です。これまでの

取組により、小中学生の学力・体力は九州トッ

プクラスにありますが、全国平均を下回ってい

る中学生の英語について、民間テストの活用に

よる課題分析と指導案の作成を行い教員の指導

力向上を図ることとしています。 

 高校教育では、県内のどこに住んでいても同

じように充実した教育を受けることができる体

制を構築するため、地域の普通科高校生に対す

る特別講座や教育養成力に優れた大学との連携

による教材の開発等の予算が計上されています。 

 本県の未来の主役である子どもたちへの教育

をさらに充実いただくことを期待しています。 

 以上のことから、我が会派としては、上程さ

れた全ての予算案について賛成するものです。 

 最後になりますが、物価高騰対策や安心元気

・未来創造に向けた取組など、本補正予算案に

計上された事業については、早期に着手し事業

効果が速やかに県民に還元されるよう要望して、

我が会派の賛成討論とします。 

元吉議長 木田昇君。 

  〔木田議員登壇〕 

木田議員 おはようございます。県民クラブの

木田昇です。 

 第５３号議案令和５年度大分県一般会計補正

予算案に賛成の立場で、県民クラブを代表して

討論を行います。 

 本県の新たなリーダー役として選ばれた佐藤

知事は、安心元気・未来創造を政策の柱とした

大分県づくりを進め、誰もが安心して笑顔で暮

らせる社会を目指すとの所信表明を行い、その

思いを込めた補正予算案を今定例県議会へ上程

されました。 

 私ども県民クラブは、本補正予算案を会派内

で徹底議論し、本会議や予算特別委員会、また

分科会にて事業の方向性等について意見を述べ

てきました。本日、議案を採決するにあたり、

各種施策を進めるにおいて留意していただきた

い内容や課題とすべき点を申し上げ、討論にし

ます。 

 まず、財政見通しと総務企画関係についてで

す。 

 今議会で令和５年度以降の財政見通しが示さ

れましたが、決して楽観できるものではないと

考えます。 

 歳入については、地方財政計画を踏まえたも

のとなっていますが、国の財政の厳しさを踏ま

えれば、交付税や臨時財政対策債が現行制度で

維持されていくと安易に推定してよいものか疑

問を持たざるを得ません。万が一の減額に備え

て、財政調整用基金残高は、日標の３３０億円

を確実に確保できるよう財政運営に努めてもら

いたいと思います。 

 今後の見通しでは、県債の実質残高はやや増

加するとなっていますが、前広瀬県政は徹底し

た行財政改革に取り組み、５期２０年間で県債

実質残高を３，１００億円以上削減しています。

当時と状況が違うとはいえ、健全財政の維持に
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は引き締めの意識を持つことが必要です。 

 新長期総合計画の策定については、佐藤知事

が選挙戦を通して県下全域を回り、感じ取った

県民の声に応えた計画づくりとし、誰一人取り

残すことのない県政推進に期待するものです。 

 また、知事は、東九州新幹線及び四国新幹線

の整備計画路線への格上げに向けた機運を盛り

上げていくと提案理由説明で述べられ、東九州

新幹線推進事業に予算を追加されました。これ

だけ大規模なプロジエクトを実現段階へ到達さ

せる考えであれば、実現可能性、費用対効果や

財政負担等を示し、議会内だけでなく県民全体

での議論を行う必要があると思います。 

 次に、福祉保健関係についてです。 

 子育てや少子化、児童虐待、いじめなど子ど

もを取り巻く社会問題に対して本質的な対策を

進め、解決するために、本年４月にこども家庭

庁が発足しました。本県においても、おおいた

子育てパパ応援事業や妊産婦健診等支援事業な

ど、安心して生み育てられる環境づくりの支援

策に力を入れているとともに、貧困対策などと

して、子どもの居場所づくりなどの取組が補正

予算に組み込まれ、評価できると考えます。 

 また、社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援

事業については、福祉施設において、厳しい実

態がある中で、運営継続するためにも重要な支

援策として評価していますが、物価高騰以前か

ら課題となっている福祉施設の人員確保につい

ても、さらに力を尽くしていただくとともに、

今後とも誰一人取り残さない共生社会の実現に

向けて取組を強化することを強く要望しておき

ます。 

 生活環境関係においても、喫緊の課題である

温暖化対策や脱炭素、プラスチック削減策とし

ての中小企業等エコエネルギー導入支援事業、

おおいたグリーン事業者認証推進事業などの施

策も実施されますが、今後、持続可能な社会及

び循環型社会の実現に向け、さらなる事業拡大

について期待するところです。 

 次に、商工観光労働関係についてです。 

 長期化する物価高騰は、県民生活や事業活動

など全ての社会経済活動に多大な影響を与えて

おり、きめ細かな対策を講じることが強く求め

られています。 

 今回の補正予算では、積極的な賃金引上げを

行う中小企業等への補助率の引上げ、さらには

国の支援の対象外とされているＬＰガスの利用

者や特別高圧契約で受電する中小企業を支援す

るための県独自の補助制度を設けるなど、物価

高に対応できる足腰の強い基盤づくりに積極的

に取り組んでいく予算編成となっています。 

 ただし、これらの支援策で十分かといえば、

不安も残ります。エネルギー価格等の動向を注

視しながら、今後とも、国による財政措置や経

済対策などを最大限に活用する中で、大分県独

自の対策も講じ、切れ目なく県内経済と県民生

活を支えていただくことを強く進めてもらいた

いと考えます。 

 さらに、コロナ禍による経済活動の落ち込み

から回復の兆しが見えつつある中、県内の各産

業・分野においては人手不足の問題が深刻化し

てきており、労働力の確保並びに定着化が急務

となっています。 

 今回の補正予算では、女性の就業機会の創出

や働きやすい職場環境づくりの支援、外国人労

働者の受入対策の強化など、人材不足解消に向

けた事業が計上されていますが、経済の持続的

な発展や労働市場の実質的な改善につながる内

容にしていただきたいと思います。 

 次に、農林水産業の振興について申し上げま

す。 

 ロシアのウクライナ侵攻に端を発した物価高

騰が家計を直撃していますが、農林水産業部門

においても、燃料や肥料、農薬、生産資機材な

どの価格高騰により厳しい経営が続いています。

さらに、世界的な人口増加や温暖化等により、

小麦や大豆などの農産物の輸入量の確保が困難

になっており、国も自給率の向上など国民の食

を守る取組にも力を入れています。 

 県は、２０２１年３月に農業非常事態宣言を

発して以降、新たな県農業の取組を開始してい

ますが、今補正予算には、ねぎやピーマンなど

大分県の顔となる園芸品目を育成する大規模園

芸農地確保推進事業のほか、畜産、林業、水産
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業の分野においても工夫された事業が計上され

ており、評価したいと思います。 

 ただ、県内の約７０％を占める中山間地域で

は、高齢化や人口減少などにより農地の荒廃が

急激に進んでいます。ぜひ知事も中山間地域に

出向いて農村の現状を確かめていただき、持続

可能な農林水産業、農山漁村づくりとともに、

景観や食料の供給基地となる中山間地域農業を

守る取組を、その需要性を鑑み、より一層前進

していただくよう強く要望します。 

 次に、土木建築関係について申し上げます。 

 ６月３０日からの豪雨による２人の犠牲に加

え、７月２５日の豪雨では、由布市にて県発注

の砂防ダム整備の工事現場で作業に当たってい

た２人が犠牲となりました。お亡くなりになっ

た方々の御冥福をお祈りします。県においては、

復旧・復興を急ぐことはもちろんですが、工事

における安全管理を再点検し、同様の事故が再

び起こることのないよう対応していただきたい

と思います。 

 この大雨で、県内では７件の崖崩れを含む１

６件の土砂被害、７件の県管理河川の被害など

が起きました。毎年のように起こる災害に対し、

県土強靱化の取組を一層進めていくことが求め

られます。さらに、最近では、一度に大量の雨

が降り、側溝などの排水路だけでは流し切れな

くなり、建物や土地、道路が水につかってしま

う都市型氾濫である内水氾濫が起きています。

市町村と連携して、解決に向けて取り組んでい

くことが求められます。 

 また、活力あふれる地域づくりのためには、

広域交通ネットワークの整備が必要不可欠です。

今進められている中九州道路、中津日田道路な

どの高規格道路の一日も早い完成に期待してい

ます。 

 教育部門においては、地域における個別最適

な学び推進事業が新規計上され、未来を創る学

方向上支援事業が増額補正されています。大学

と連携した特別講座や、英語の民間テストを実

施するとなっています。 

 事業の成果を検証することは当然ですが、外

部の力に頼ることなく県教育委員会として、こ

れまで蓄積してきた知見をいかし、子どもたち

が自ら学ぶ意欲を育てる教育、学校づくりにも

注力していただきたいと思います。 

 なお、喫緊の課題である教員不足の解消につ

いては、採用試験の工夫、働き方改革、職場改

善、異動のあり方など、全力で改善に取り組ん

でいただくようお願いします。 

 また、チャットＧＰＴなどの生成ＡＩですが、

全国的には教育現場で活用する事例も見られま

す。県教育委員会では、文科省が示した生成Ａ

Ｉの利用に関するガイドラインを教育現場へ周

知したとのことですが、他県では独自に活用指

針をまとめ、児童生徒が生成ＡＩの性質や情報

リテラシーなどを学ぶ機会を設けることなど関

係機関へ周知した事例もあるようです。 

 ドイツのある学者は、懸念すべきはＡＩの革

新的発展でなく、人間がＡＩを使うことで人間

が人間らしさを失うことだと警鐘を鳴らしてい

ます。子どもたちの健全な成長や学びに対する

影響を注視しながら、生成ＡＩの利用や児童生

徒の関わりについて、本県独自の方針を示すこ

とも検討いただきたいと思います。 

 結びに、今後の事業執行、財政運営に対して

は、慧眼をもって臨み、県民中心の基本姿勢の

下、佐藤知事の力強い推進力が大いに発揮され

ることを期待し、そして、大分県を新たなステ

ージヘと発展させるべく、各種施策をより効果

的に展開していただくよう申し上げ、会派を代

表しての賛成討論とします。 

元吉議長 猿渡久子君。 

  〔猿渡議員登壇〕 

猿渡議員 日本共産党の猿渡久子です。第５３

号議案２０２３年度大分県一般会計補正予算

（第１号）について、今回の補正予算総額４７

２億５,９００万円について、一部問題のある

補正予算もありますが、総じて災害復旧や物価

高騰対策としての施策、妊婦に対する支援等が

含まれており、反対するものではありません。 

 以下、問題点等を指摘し討論を行います。 

 歳入全体では、価格高騰や貿易輸出増等によ

って県税収入などが増えていますが、これは裏

を返せば、県民の生活を直撃するようなもので



第２回 大分県議会定例会会議録 第７号 

- 204 - 

もあります。歳出においてこの対策を今後しっ

かり取るよう求めます。 

 歳出について具体的に見ていきます。 

 総務部関係では、県税の徴収について、徴収

猶予等納税緩和措置があり、以前に比べれば増

えていますが、まだまだ周知不足であり、納税

者の立場に立ったきめ細かな対応をするように

求めます。 

 また、行政ＤＸ推進事業費が計上されていま

す。これは国のシステムを標準化仕様とするこ

とによって、住民サービス向上に資することに

なると言っていますが、各地方自治体の独自の

助成制度について、実際にシステムに加えられ

るのかはまだ不明であり、国からそのための予

算が付くかどうかも不明な事業です。地方自治

体の独自助成がシステムに入らないと住民への

サービス低下につながってしまいます。このよ

うな標準化はやめるよう国に求めるべきです。 

 企画振興部関係では、今補正予算にスポーツ

や芸術等の振興策もありますが、東九州新幹線

推進事業費としてシンポ開催など約３８３万円

が計上されています。シンポジウムの開催につ

いては、予特でも指摘したように、今後の人口

減少問題や並行在来線の衰退、ストロー現象に

よるさらなる都市部への集中などを明確に県民

へ知らせるべきであることを肝に銘じていただ

きたいと思います。プラスマイナスの両面を県

民に情報発信することこそが公平なやり方です。

この対応をするよう強く求めます。 

 次に、県民の福祉向上対策についてです。 

 今回の補正については、産科がないか遠くに

ある場合に妊産婦に対して交通費や宿泊費など

の支援を行う市町村に対する助成のほか、物価

高騰に苦しむ社会福祉施設等の運営継続支援と

して約２１億３，４００万円が計上されていま

す。いずれも大切な事業であり、さらに拡充す

べきです。今後、子ども医療費助成制度の拡充

や妊産婦医療費無料化に向けてさらなる予算を

確保していただきたいと思います。また、マイ

ナ保険証による紙の保険証の廃止をしないよう

国に強く求めることを要望します。 

 次に、暮らしの問題です。 

 南海トラフ地震等、今後の災害に備えるため

の補正が組まれています。市町村避難所ＤＸ等

推進事業では、電源確保やＤＸの研修など誰で

も活用できるような体制にしていただきたいと

思います。また予特でも指摘しましたが、骨格

予算では部落差別解消推進事業費として運動団

体への委託料という名目での補助金や、豊予海

峡ルート推進協議会の負担金等も計上されてい

ますが、今後これらはなくし、来年度予算では

計上しないよう強く求めます。 

 次に、中小企業者支援の取組です。 

 今回、企業立地促進事業として、設備投資や

雇用者数など補助要件を緩和し、大分市の進出

企業にも補助の対象を広げようとしています。

補助金額も今回の補正４億４，６５９万円を含

めて約２０億円となり、昨年度より増えること

になります。企業立地は企業の責任で進出する

かどうかを決めるものであり、補助金の多寡で

決まるものではありません。このようなものに

支出するための補助金には反対です。その予算

は県内の中小企業への支援に回し、地場企業を

育成すべきであり、さらにＬＰガス等価格激変

緩和対策への増額こそすべきであると考えます。 

 続いて、農林水産業の振興についてです。 

 大分県の基幹産業である農林水産業の振興は

大切です。しかし、２０２１年の農業産出額は

九州７県中６位の１，２２８億円と低迷してい

ます。 

 特に輸出については２０２２年度には過去最

高の４３．３億円となっていますが、中国等の

輸入規制が強まれば大きな打撃となることが予

測できます。 

 輸出農産物の栽培農家や参入企業への支援も

必要ですが、既存の家族農業も含めた支援策を

十分講じることが大切です。 

 また、農業について何が何でも大規模にすれ

ばよいというものではありません。それらに対

する助成策はありますが、第１次産業に携わる

方々に対してあまねく支援策を講じるべきです。 

 次に、土木建築関連予算です。 

 今回の土木建築部関連の補正予算は２０６億

４，４５７万円となっています。内容的にも過
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年度災害や現年度災害・復旧工事等、大切な予

算が含まれています。ただ一方では、建設産業

の人手不足で、なかなか復旧工事等が進まない

という実態もあります。しっかりと対策を講じ

るようにしていただきたいと考えます。 

 ６月に発生した豪雨災害が、まだ過年度災害

の復旧工事が終了していないところにさらに追

い打ちをかけましたが、早急に工事を進めるよ

うに要望します。 

 また、身近な道改善事業や住宅耐震化総合支

援事業、子育て・高齢者世帯住環境整備事業な

ど、地域からの要望が多い事業については来年

度予算の増額を求めると同時に、コロナ感染拡

大により影響を受けた県内建設産業の仕事づく

りのためにも一般的な住宅リフォーム助成制度

を創設するよう求めます。 

 また、今補正には津波対策も含めての大分土

木事務所の移転検討に関する経費が計上されて

いますが、ＰＦＩ方式では経費の上振れも考え

られます。この点は十分県民に説明する責任が

あります。また、計画的な修繕等のため県有建

築物保全事業等が計上されていますが、経費負

担の平準化のためには必要なものであると認識

しています。 

 県営住宅の入居の際の連帯保証人の徴求につ

いては、国交省の取扱いどおりに徴求をやめる

べきであり、さらに中層階への６０歳未満の入

居者募集が始まっていますが、まだ、今年６月

までに僅か３戸しか実績がありません。積極的

に周知し入居者数を増やすよう努力していただ

きたいと考えます。 

 次に、子どもたちの教育環境整備問題です。 

 今回の補正予算では、教育環境整備としてＩ

ＣＴ機器の購入等やＤＸによる図書館サービス

の向上など必要な予算が計上されています。し

かし、地域における個別最適な学びとして普通

科高校生を対象とした数学、英語の特別講座を

実施する中で、動画コンテンツの利用などもあ

るようですが、生徒間の差別にならないよう注

意が必要です。 

 また少人数学級については、一人一人の子ど

もに目が届くなど積極的な評価があります。国

が行っている３５人学級の推進については、ぜ

ひ大分県として３０人以下学級を拡充させてい

ただきたいと要望します。 

 学校給食費については、今回県立学校の食材

高騰分に対して補助を行い、保護者の負担を増

やさない措置などを実施しております。それは

当面は必要なものですが、そもそも学校給食費

の無償化は、全額県が負担しても４３億円であ

り、市町村と折半すればその半分の負担で済む

ことが予特で明らかとなりました。国の事業と

して実施するのを待つのではなく、大分県の将

来を担う子どもたちの健全育成のためにも、県

として学校給食費の無償化を実現すべきです。 

 以上、具体的に本補正予算に対し、反対と賛

成できる部分の討論を行いました。一括で賛否

を取る以上、問題点を指摘して賛成討論としま

す。 

元吉議長 以上で通告による討論は終わりまし

た。 

 これをもって討論を終結し、これより採決に

入ります。 

 第５３号議案及び第５４号議案について採決

します。 

 各案は、委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、各案は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

―――――→…←――――― 

 日程第２ 第５５号議案、第５６号議案及び

第５８号議案から第６６号議案ま

で並びに請願１、請願２ 

      （議題、常任委員長の報告、質疑、

      討論、採決） 

元吉議長 日程第２、日程第２の各案件を一括

議題として、これより各常任委員長の報告を求

めます。福祉保健生活環境委員長今吉次郎君。 

  〔今吉議員登壇〕 

今吉福祉保健生活環境委員長 福祉保健生活環

境委員会の審査の経過と結果について御報告し

ます。 
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 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案１件及び請願１件です。 

 委員会は去る７月２８日に開催し、部局長ほ

か関係者の出席説明を求め、慎重に審査した結

果、第６１号議案ヘリコプターの取得について

は原案のとおり可決すべきものと全会一致をも

って決定しました。 

 次に、請願２陸上自衛隊大分分屯地における

大型弾薬庫新設の中止・撤回等について県議会

の決議を求める請願については、さらに審査を

要するので、別途、議長宛て閉会中継続審査の

申出をしました。 

 以上をもって福祉保健生活環境委員会の報告

とします。 

元吉議長 商工観光労働企業委員長清田哲也君。 

  〔清田議員登壇〕 

清田商工観光労働企業委員長 おはようござい

ます。商工観光労働企業委員会の審査の経過と

結果について御報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案２件です。 

 委員会は去る７月２７日に開催し、部局長ほ

か関係者の出席説明を求め、慎重に審査した結

果、第６２号議案物品の取得について及び第６

３号議案大分県立別府コンベンションセンター

の設置及び管理に関する条例の一部改正につい

ては原案のとおり可決すべきものと、いずれも

全会一致をもって決定しました。 

 以上をもって商工観光労働企業委員会の報告

とします。 

元吉議長 農林水産委員長阿部長夫君。 

  〔阿部（長）議員登壇〕 

阿部（長）農林水産委員長 農林水産委員会の

審査の経過と結果について御報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案１件です。 

 委員会は去る７月２７日に開催し、部長ほか

関係者の出席説明を求め、慎重に審査した結果、

第６４号議案令和５年度における農林水産関係

事業に要する経費の市町村負担については原案

のとおり可決すべきものと全会一致をもって決

定しました。 

 以上をもって農林水産委員会の報告とします。 

元吉議長 文教警察委員長森誠一君。 

  〔森議員登壇〕 

森文教警察委員長 おはようございます。文教

警察委員会の審査の経過と結果について御報告

します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案２件です。 

 委員会は去る７月２７日に開催し、教育長及

び警察本部長ほか関係者の出席説明を求め、慎

重に審査した結果、第６５号議案大分県立学校

職員及び大分県市町村立学校県費負担教職員定

数条例の一部改正については原案のとおり可決

すべきものと賛成多数をもって決定しました。 

 次に、第６６号議案車両の取得については原

案のとおり可決すべきものと全会一致をもって

決定しました。 

 以上をもって文教警察委員会の報告とします。 

元吉議長 総務企画委員長小川克己君。 

  〔小川議員登壇〕 

小川総務企画委員長 総務企画委員会の審査の

経過と結果について御報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案５件及び請願１件です。 

 委員会は去る７月２８日に開催し、部局長ほ

か関係者の出席説明を求め、慎重に審査した結

果、第５５号議案工事請負契約の締結について、

第５６号議案職員の特殊勤務手当支給条例等の

一部改正について、第５８号議案大分県使用料

及び手数料条例等の一部改正について、第５９

号議案大分県税条例の一部改正について及び第

６０号議案大分県税特別措置条例の一部改正に

ついては原案のとおり可決すべきものと、いず

れも全会一致をもって決定しました。 

 また、請願１インボイス制度の実施延期を求

める意見書の提出については賛成少数をもって

不採択とすべきものと決定しました。 

 なお、第５８号議案については、文教警察委

員会に合い議し、その結果をも審査の参考にし

ました。 

 以上をもって総務企画委員会の報告とします。 

元吉議長 以上で委員長の報告は終わりました。 
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 これより委員長の報告に対する質疑に入りま

す。 

 別に御質疑もないようですので、質疑を終結

し、これより討論に入ります。 

 発言の通告がありますので、これを許します。

猿渡久子君。 

  〔猿渡議員登壇〕 

猿渡議員 日本共産党の猿渡久子です。第６５

号議案大分県立学校職員及び大分県市町村立学

校県費負担教職員定数条例の一部改正について、

反対の立場から討論を行います。 

 この議案は、毎年この時期に改正案が出され

る学校の先生の定数を改正するという条例です。

今回の条例改正では、市町村立小学校の教職員

定数が３７人の減となっています。これは特別

支援学級の増加や小学校４年生の３５人学級の

実施があったものの、市町村立小学校の児童生

徒数の減少がそれを上回るため、定数が減とな

るとの説明です。また、市町村立中学校の教職

員定数は、特別支援学級が増えたものの生徒数

が減少したことにより、変更なしとの説明です。

県立学校は、特別支援学校の児童生徒数の増に

より、前年度比１５人の増員とのことです。 

 教員は、この５年間で県立学校は７７人の減、

小中学校は３０人の増となります。過去５年間

の教職員の病気休職者数は年間で８９人から９

６人、そのうち精神疾患は４９人から６８人、

全体の５５．１％から７０．８％を占めていま

す。現職死亡は２０１４年度から今まで６３人

に上ります。これまで痛ましい過労死も起きて

います。これは多忙化や長時間勤務などが大き

く影響しているものと考えられます。 

 県教委は定数の削減ではなく、教育環境の整

備や少人数学級の拡大、無理な統廃合や１年単

位の労働時間制の中止及び正規教職員の増員等、

待遇改善を行うべきです。 

 国民の声に押され、４０年ぶりに公立小学校

の学級編制の標準が引き下げられ、２０２１年

度から５年間かけて小学校全学年で３５人学級

の実施が進んでいます。中学校へも拡大し、さ

らに３０人学級へ進むよう要望します。 

 次に、請願１インボイス制度の実施延期を求

める意見書の提出についての採択を求める立場

で討論を行います。 

 インボイス制度の導入で、政府は約２，４８

０億円の税収増になるとしています。インボイ

スに登録して新たに消費税を課税される事業者

が増えると見込んでいるためです。税率を変え

ない消費税増税と批判されている理由です。 

 これまで売上高１千万円以下の中小業者や個

人事業主は、免税事業者として、仕入消費税納

入の義務はありませんでした。インボイス制度

では課税事業者にならざるを得ない状況に追い

込まれます。免税事業者のままでいることを選

択しても、取引先が課税事業者の場合、インボ

イスがなければ、仕入額の分の消費税が控除で

きないため、インボイスの登録を求められたり、

取引から排除されたり、消費税分の値下げを求

められたりするおそれがあります。 

 日本商工会議所は２０２３年度の税制改正に

関する意見で、消費税インボイス制度の導入延

期を含めた対応を強く求めました。同制度が導

入された場合、免税事業者（約５００万者）が

取引から排除されたり、不当な値下げ圧力等を

受けたりする懸念があることに加え、発行する

請求書の様式変更、システムの入替え・改修、

受け取った請求書等に登録番号があるかの確認

などがあるとして、事業者にとって多大な負担

が生じると訴えました。同意見書は、制度導入

後の混乱が避けられない場合は、制度の導入時

期を延期すべきであるとしています。 

 インボイス制度の影響を受けるのは、売上高

１千万円以下で、企業と取引をしている小規模

事業者、個人事業主やフリーランスなどです。

声優、アニメーター、一人親方、個人タクシー、

シルバー人材センターで働く高齢者、日雇労働

者などが新たに消費税を負担する可能性があり

ます。アニメ、声優、漫画、演劇のエンタメ４

団体のアンケートで、廃業を決めている、ある

いは廃業の可能性があると答えた人の合計は２

割強に上ります。 

 個人タクシーの運転手は、会社員の乗客が経

費で精算するためにインボイスを求められます。

課税事業者となれば、売上３００万円で消費税
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負担はおよそ１５万円との試算があります。 

 消費税のインボイス（適格請求書）制度の登

録取下げ・失効件数が６月末時点で累計１万６

３０件に上り、直近では急増していることがイ

ンボイス制度を考えるフリーランスの会の調査

で分かりました。 

 延期や中止を求める声の広がりに、政府は激

変緩和措置を取るとしています。免税事業者が

課税事業者になった場合、２０２６年９月３０

日まで税負担や事務負担を軽減するなどとしま

すが、問題は解消できません。 

 本請願は採択すべきものであることを訴え、

討論とします。 

元吉議長 以上で通告による討論は終わりまし

た。 

 これをもって討論を終結し、これより採決に

入ります。 

 まず、第５５号議案、第５６号議案、第５８

号議案から第６４号議案まで及び第６６号議案

について採決します。 

 各案は、委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、各案は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、第６５号議案について、起立により採

決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

元吉議長 起立多数でございます。 

 よって、本案は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、請願１について起立により採決します。 

 本請願に対する委員長の報告は不採択ですが、

採択について採決します。 

 本請願を採択することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

  〔賛成者起立〕 

元吉議長 起立少数でございます。 

 よって、本請願は不採択とすることに決定し

ました。 

―――――→…←――――― 

 日程第３ 議員提出第８号議案から第１１号

議案まで 

      （議題、提出者の説明、質疑、討

      論、採決） 

元吉議長 日程第３、議員提出第８号議案から

第１１号議案までを一括議題とします。 

―――――→…←――――― 

議員提出第 ８号議案 学校給食費の無償化を

求める意見書 

議員提出第 ９号議案 義務教育費国庫負担制

度の堅持を求める意見

書 

議員提出第１０号議案 ２０２３年度大分県最

低賃金の改正等に関す

る意見書 

議員提出第１１号議案 地方財政の充実・強化

を求める意見書 

―――――→…←――――― 

元吉議長 提出者の説明を求めます。高橋肇君。 

  〔高橋議員登壇〕 

高橋議員 おはようございます。ただいま議題

となった議員提出第８号、第９号、第１０号及

び第１１号議案について一括して提案理由を説

明します。 

 まず、第８号議案学校給食費の無償化を求め

る意見書です。 

 学校給食は、学校給食法に基づき実施され、

健康の増進、体位の向上、食に関する指導の重

要な教材として、その意義は大きく、学校教育

の大きな柱となっています。 

 文部科学省が発表した令和３年度学校給食実

施状況等調査結果では、給食費の月額平均は公

立小学校で前回調査に比べて３．１％、公立中

学校も３．６％増えており、経済的負担が重く

のしかかっています。令和４年度以降は、ロシ

アによるウクライナ侵攻や円安で食材費の高騰

が続いており、現場では厳しいやりくりが続い

ています。 

 そのような中、約３割の自治体が無償化を実
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施しています。子育て世帯を支えたいとして無

償化に踏み切った自治体は、財源の確保に躍起

である一方、コロナ禍により財政余力の乏しい

自治体もあり、自治体間格差が広がることが懸

念されます。 

 学校給食の無償化は、政府が進めようとして

いる異次元の少子化対策にもつながり、時代の

要請にもかなっていると言えます。 

 よって、国会及び政府に対し、子育て世帯の

経済的負担の軽減と食育の推進効果も大きい給

食費の無償化に向けて、自治体への支援を進め

るよう要請するものです。 

 次に、第９号議案義務教育費国庫負担制度の

堅持を求める意見書についてです。 

 ２０２１年の法改正により、小学校の学級編

制標準が段階的に３５人に引き下げられること

になりましたが、中学校、高等学校での３５人

学級の早期実施、さらにはきめ細かな教育を行

うための抜本的な教職員定数の改善が不可欠で

す。 

 我が国は、保護者や本人など家計の教育費負

担が大きく、その結果、子どもたちの教育機会

に格差が生じており、貴重な人的資源の損失に

もつながっています。 

 本県では、小学校１・２年生、中学校１年生

の３０人以下学級の定数措置が行われています

が、義務教育は自治体間、地域間によって格差

が生じることのないよう、国の施策として財源

を保障し、全国どこに住んでいても、子どもた

ち一人一人へのきめ細かな対応や学びの質を高

めるための教育環境の整備が不可欠なことから、

国会及び政府に対し、地方自治体が教育の機会

均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費

国庫負担制度を堅持するよう要請するものです。 

 続いて、第１０号議案２０２３年度大分県最

低賃金の改正等に関する意見書についてです。 

 コロナ禍の影響に加え、物の価格が急速に高

騰し続け、経済、社会、雇用情勢は依然として

厳しい状況が続いています。雇用の確保を大前

提に、社会全体で雇用を維持、創出すると同時

に、賃金の底上げ、底支えにより、所得の向上

と社会基盤を支える中小企業や有期・短時間等

で働く労働者の賃金格差を是正し、個人消費を

喚起して内需を拡大させていくことが必要不可

欠です。 

 また、多くのエッセンシャルワーカーの処遇

改善の観点からも、最低賃金の引上げの重要性

が指摘されています。 

 最低賃金の引上げについては、２０１０年、

政労使の雇用戦略対話で、できる限り早期に全

国最低８００円を確保し、景気状況に配慮しつ

つ、２０２０年までに全国平均１千円を目指す

ことを合意しています。 

 また、最低賃金の引上げのためには、コロナ

禍で特に大きな影響を受けている中小企業・小

規模事業者が、継続して事業を行い雇用の維持

・確保ができるよう、雇用調整助成金をはじめ

とする国の各種施策の拡充・強化や特例措置等

の支援策の早急な対応が求められるため、国会

及び政府に対し、最低賃金の引上げや中小企業

・小規模事業者支援の拡充などを講ずるよう、

３点にわたり要請するものです。 

 最後に、第１１号議案地方財政の充実・強化

を求める意見書についてです。 

 今、地方自治には、医療、介護など社会保障

制度の整備、子育て施策、地域活性化対策はも

とより、デジタル化、脱炭素化、物価高騰対策

など、極めて多岐にわたる役割が求められてい

ます。 

 しかし、公的サービスを担う人員は不足して

おり、新型コロナウイルス対策や、近年多発し

ている大規模災害への対応も迫られています。

こうした地方財政について、政府は骨太方針２

０２１で、２０２４年度まで２０２１年度の地

方財政計画の水準を下回らないよう、同水準を

確保するとしていることから、国会及び政府に

対し、来年度の政府予算と地方財政の検討にあ

たり、社会保障、感染症対策、防災、デジタル

化、脱炭素化、物価高騰、地域公共交通の再構

築など九つの事項について措置を講ずるよう求

めるものです。 

 案文はお手元に配布しているので、朗読は省

略します。 

 以上で説明を終わります。御賛同くださるよ
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うお願いします。 

元吉議長 以上で提出者の説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 別に御質疑もないようですので、質疑を終結

します。 

 お諮りします。各案は、委員会付託を省略し

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、各案は委員会付託を省略することに

決定しました。 

 これより討論に入ります。発言の通告があり

ますので、これを許します。猿渡久子君。 

  〔猿渡議員登壇〕 

猿渡議員 日本共産党の猿渡久子です。議員提

出議案第１１号地方財政の充実・強化を求める

意見書について討論します。 

 今回の意見書について、地方一般財源総額の

確保や社会保障経費の拡充など、地方財政の充

実・強化等求めています。これらに反対するも

のではありませんが、個別要望項目に偏在性の

小さい消費税問題や自治体業務システムの標準

化について、是認していることに対しては反対

します。 

 以下その理由を述べます。 

 消費税は食料など生活必需品や光熱水費など

暮らしに不可欠な支出に幅広く課税されていま

す。コロナ禍で苦境にあえぐ住民にも容赦あり

ません。しかも所得の低い人ほど負担率が重く

なる逆進性があります。消費税を引き下げるこ

とは、コロナで大打撃を受けている国民にとっ

て大きな支援となります。特に所得が低い人ほ

ど減税の恩恵があり、直接給付と同じ役割を果

たします。 

 また、中小企業に対して消費税の納税を免除

することは、営業時間短縮要請による減収で苦

しむ飲食店などへの強力な支援にもなります。

第９派と言われるコロナ禍で雇用と営業を守る

緊急対策を急ぐとともに、住民の負担を軽減す

るために消費税の減税を決断することが求めら

れます。 

 財源偏在性の是正に向けては、資本金１０億

円以上の大企業にアベノミクスによって積み上

げられた内部留保金総額１０兆円程度の課税を

行い、財源を捻出することや、資産１千億円以

上の富裕層は、コロナ禍の中で約１４兆円から

約２２兆円へ総資産を増やしています。大もう

けしている富裕層と大企業に応分の負担を求め

て財源を確保することが、財源確保の確かな方

策です。 

 また、自治体業務システムの標準化では、地

方税や福祉など自治体２０業務の情報システム

を標準化することが実施されようとしています。

標準化の名で自治体を国の鋳型にはめるのは地

方自治に反します。各自治体には、独自の住民

税の減免、国民健康保険税や介護保険料・利用

料の免除、被災者への減免などがあり、住民の

福祉等を下支えしています。しかし国は、独自

施策に必要なシステムのカスタマイズ（仕様変

更）をなくすよう自治体に求めています。これ

では住民サービスの抑制につながってしまいま

す。 

 このような問題点のある標準化を推進するた

めの財源確保を求める意見書には反対せざるを

得ません。 

 以上、提案された意見書に対する反対討論と

します。 

元吉議長 以上で通告による討論は終わりまし

た。 

 これをもって討論を終結し、これより採決し

ます。 

 まず、議員提出第８号議案について起立によ

り採決します。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

元吉議長 起立少数でございます。 

 よって、本案は否決されました。 

 次に、議員提出第９号議案について起立によ

り採決します。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

元吉議長 起立多数でございます。 
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 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議員提出第１０号議案について起立に

より採決します。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

元吉議長 起立少数でございます。 

 よって、本案は否決されました。 

 次に、議員提出第１１号議案について起立に

より採決します。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

元吉議長 起立多数でございます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

―――――→…←――――― 

 日程第４ 議員派遣の件 

元吉議長 日程第４、議員派遣の件を議題とし

ます。 

―――――→…←――――― 

 議員派遣 

 その１ 

１ 目的 

   夏休み子ども議会見学出席のため 

２ 場所 

   大分市 

３ 期間 

   令和５年８月４日 

４ 派遣議員 

   宮成公一郎、首藤健二郎、阿部長夫、太

   田正美、大友栄二、木付親次、三浦正臣、

   若山雅敏、成迫健児、木田昇、澤田友広、

   猿渡久子、堤栄三、三浦由紀 

 その２ 

１ 目的 

   新任議員研修会出席のため 

２ 場所 

   東京都 

３ 期間 

   令和５年８月８日から９日まで 

４ 派遣議員 

   御手洗朋宏、福崎智幸、若山雅敏、澤田

   友広、佐藤之則 

―――――→…←――――― 

元吉議長 お諮りします。会議規則第１２５条

第１項の規定により、お手元に配布のとおり各

議員を派遣したいと思いますが、これに御異議

ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、お手元に配布のとおり各議員を派遣

することに決定しました。 

 次に、お諮りします。ただいま可決された議

員派遣の内容について、今後変更を要するとき

は、その取扱いを議長に御一任いただきたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定しました。 

―――――→…←――――― 

 日程第５ 閉会中の継続審査及び調査の件 

元吉議長 日程第５、閉会中の継続審査及び調

査の件を議題とします。 

―――――→…←――――― 

 閉会中の継続審査事件 

福祉保健生活環境委員会 

 請願２ 陸上自衛隊大分分屯地における大型

弾薬庫新設の中止・撤回等について

県議会の決議を求める請願 

―――――→…←――――― 

 閉会中における常任委員会、議会運営委員会

 の継続調査事件 

総務企画委員会 

 １、職員の進退及び身分に関する事項につい

て 

 ２、県の歳入歳出予算、税その他の財務に関

する事項について 

 ３、市町村その他公共団体の行政一般に関す

る事項について 

 ４、条例の立案に関する事項について 

 ５、県行政の総合企画及び総合調整に関する

事項について 

 ６、国際交流及び文化振興に関する事項につ

いて 
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 ７、広報及び統計に関する事項について 

 ８、地域振興及び交通対策に関する事項につ

いて 

 ９、出納及び財産の取得管理に関する事項に

ついて 

１０、他の委員会に属さない事項について 

福祉保健生活環境委員会 

 １、社会福祉に関する事項について 

 ２、保健衛生に関する事項について 

 ３、社会保障に関する事項について 

 ４、県民生活に関する事項について 

 ５、環境衛生、環境保全及び公害に関する事

項について 

 ６、男女共同参画、青少年及び学事に関する

事項について 

 ７、災害対策、消防防災及び交通安全に関す

る事項について 

 ８、県の病院事業に関する事項について 

商工観光労働企業委員会 

 １、商業に関する事項について 

 ２、工・鉱業に関する事項について 

 ３、観光に関する事項について 

 ４、労働に関する事項について 

 ５、情報化の推進に関する事項について 

 ６、電気事業及び工業用水道事業に関する事

項について 

農林水産委員会 

 １、農業に関する事項について 

 ２、林業に関する事項について 

 ３、水産業に関する事項について 

土木建築委員会 

 １、道路及び河川に関する事項について 

 ２、都市計画に関する事項について 

 ３、住宅及び建築に関する事項について 

 ４、港湾その他土木に関する事項について 

文教警察委員会 

 １、市町村教育委員会の助言に関する事項に

ついて 

 ２、県立学校の施設及び設備の充実に関する

事項について 

 ３、教職員の定数及び勤務条件に関する事項

について 

 ４、義務教育及び高校教育に関する事項につ

いて 

 ５、へき地教育及び特別支援教育の振興に関

する事項について 

 ６、社会教育及び体育の振興に関する事項に

ついて 

 ７、文化財の保護に関する事項について 

 ８、治安及び交通安全対策に関する事項につ

いて 

議会運営委員会 

 １、議会の運営に関する事項について 

 ２、議会の会議規則、委員会に関する条例等

に関する事項について 

 ３、議長の諮問に関する事項について 

―――――→…←――――― 

元吉議長 各常任委員長及び議会運営委員長か

ら、会議規則第７３条の規定により、お手元に

配布のとおり閉会中の継続審査及び調査の申出

がありました。 

 お諮りします。各委員長から申出のとおり、

閉会中の継続審査及び調査に付することに御異

議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、各委員長から申出のとおり閉会中の

継続審査及び調査に付することに決定しました。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 以上をもって今期定例会に付議され

た諸案件は全て議了しました。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 これをもって令和５年第２回定例会

を閉会します。御苦労様でした。 

午前１１時１２分 閉会 

―――――→…←――――― 

なお、閉会後、前議長御手洗吉生議員、前副議

長古手川正治議員に対し、全国都道府県議会議

長会感謝状が伝達された。 
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